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毛呂山町議会予算決算常任委員会 令和６年９月１１日（水） 

 

 

    ◎開会の宣告 

〇岡野 勉委員長 ただいまの出席委員数は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これから予算決算常任委員会を開会いたします。 

                                      （午前 ９時３０分） 

                                               

    ◎議案第４６号から議案第５２号の審査 

〇岡野 勉委員長 本会議において、当委員会に付託となりました議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会

計歳入歳出決算認定についてから議案第52号 令和５年度毛呂山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてまでの計７議案の審議を行います。それでは、お手元に配付いたしましたとおり、アンケー

トに基づいた付託議案に関する現地調査を行います。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前 ９時３１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時２０分） 

                                               

    ◎散会の宣告 

〇岡野 勉委員長 現地視察、お疲れさまでした。 

  本日の会議はこの程度にとどめます。明９月12日は午前９時30分から委員会審議を再開いたしますので、

定刻までにご参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

                                      （午前１１時２１分）
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毛呂山町議会予算決算常任委員会 令和６年９月１２日（木） 

 

 

    ◎開議の宣告 

〇岡野 勉委員長 ただいまの出席委員数は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより予算決算常任委員会を開きます。 

  本日は、議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定についてのうち歳入の部から順次

審議を進めてまいります。審議に当たりましては、お手元の審議順に基づきまして進行してまいりたいと

思います。 

質疑を行う場合は、質疑開始の宣言時に挙手をお願いします。また、質疑内容は、決算認定に関する案

件のみとさせていただき、簡潔な質疑とし、効率的な審議となりますよう、ご理解とご協力をよろしくお

願いしたいと思います。 

  なお、所属長のほか、副課長及び担当係長等の出席についてもご了承をいただきたいと思います。 

                                      （午前 ９時２９分） 

                                               

    ◎議案第４６号の審査 

〇岡野 勉委員長 それでは、議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題

とします。 

  歳入の部、12ページ、第１款町税について説明を求めます。 

  高木税務課長。 

                 〔高木 洋税務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、質疑をさせていただきます。 

  不納欠損と収入未済額のほうで、去年と今年に対してどういった徴収の活動を行ったのか、その辺をお

伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  昨年度、５年度とその前の年の取組についての違いといったご質疑かと思いますが、まず納税に関しま

しては徴収努力ということで引き続き滞納整理のほうに積極的に取り組んできたところでございます。行

政報告書のほうも御覧いただきますと分かりますとおり、債券の差押えですとかそういった点も積極的に

行いまして、件数のほうも増加しているところでございます。また、不納欠損額につきましては、金額の

ほうが大幅に大きくなってございますが、これにつきましては従前どおりの対応に加えまして、高額滞納

者のみならず少額の滞納者につきましても非常に手広く重点的に対応した結果、こういった金額のほうが

大きくなったというところでございます。 
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  また、納税については昨年度ＬＱＲといいまして、納税通知書のほうにＱＲコードが新しく印字される

ようになりまして、それによって全国どこでも、金融機関ではそれに対応している金融機関であれば納税

ができるようになった。納税機会の確保がまた広がったというところ、そういったところが変わったとこ

ろになろうかと思います。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 今の説明の中で、滞繰のほうも努力をされたということなのですけれども、これ本当令和

５年度大幅に上がっているのです。増収しているのですけれども、特にどういった点を気にしてご努力を

されたのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  滞納整理につきましては、例年６月に会計閉鎖の直後になりますが、高額の滞納者の方も含めて全体の

滞納者の方をリスト化しまして、それに基づいて積極的に滞納整理を進めておるところでございます。こ

のリストにつきましては、50万円以上の滞納者の滞納額が全体に占める割合というのは令和５年度で約

36％の方が占めておりました。令和３年度のソリューションプランという計画がありますけれども、そう

いった計画をつくったときには55％おりましたので、そういった面からも滞納整理のほうが進んできてい

るというところがお分かりいただけると思います。特に税の滞納整理につきましては、催告ですとか差押

えといったいわゆる取る取組、それと執行停止という落とすという取組がございますけれども、その両方

を両輪で取り組んでいくというところでこういった結果がもたらされたと認識してございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、特段大きな、１件で大きな金額を回収したのではなくて、小さいところから積み上

げでこういったトータル的に大きな金額になったということでよろしいですか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  お見込みのとおりでございまして、大きい案件のみならず、小さいものも含めて積み重ねた結果という

ことでございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 私のほうからは、やはりこの滞納繰越分の部分でありまして、個人税、法人税の滞納繰

越分。佐藤委員と同じような形でなるのですけれども、昨年度というか４年度よりはかなり増えていると

いうふうなので、これは社会情勢というかそういった部分のこの要因をもたらしているのかなと思うので

すけれども、その辺はどのようにお考えか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  滞納繰越が増えているといったところの要因というところかと思いますが、昨年度の町県民税につきま

しては、過年度の分を遡っての随時課税というものが、ちょっと大きな案件がございまして、１人の方で
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もう本当に100万単位でというような大きな課税が発生しておりまして、その辺りがかなり大きな要因の一

つとなってございます。今現在も引き続き滞納繰越ということで埼玉県の飯能県税事務所と連携しながら

対応しているところではございますが、引き続きこういったところについては徴収努力をしていきたいと

考えているところでございます。 

  また、社会情勢ということにつきましては、なかなかちょっと難しい部分もございますが、特にそうい

ったところというのは、大きな要因というのは、こちらとしては滞納繰越になった要因としてはあまり考

えていないところではございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 先ほど高額滞納者がいらっしゃるという部分でありますけれども、毛呂山町としてはこ

の高額滞納者ってどのぐらいの割合でいらっしゃるのか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  滞納繰越、高額滞納者ということでございますけれども、50万円以上の高額の滞納をされている方とい

うのは、大体５年度の実績で申し上げますと全体的に1,600件ほど滞納の方がいらっしゃるのですが、その

うちの68件ほどでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 高額滞納者の部分になると、かなりハードルが高い。回収するにもハードルが高いので

はないかと思うのですけれども、どのように回収するのかお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  滞納整理につきましては、先ほども申し上げましたとおり、差押えあるいは執行停止といった両輪の取

組というのが重要になってくるわけでございますが、議員ご指摘のとおり、高額になればなるほどそうい

った対策というのは非常に難しくなってくるというところでもあります。こちらのほうは、差押えとして

いる中で積極的に財産調査あるいは納税相談等も受けながら進めていくわけではございますが、なかなか

進展していないというのは事実でもございます。そういった中で、担税力がある方につきましては引き続

き徴収努力というのは続けてはいく必要がございますが、財産がない方につきましては、やはり執行停止

をかけて３年間財産調査をして、なければ不納欠損という形もやむを得ない部分もあろうかと考えている

ところでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 町税について、一般的に景気がどうのこうのと言われて下降気味の意見もありますけれど

も、この実績を見ますと前年度よりも全ての点において税収が増加しております。これ全体で計算すれば

よろしいのですけれども、全体では何％ぐらい増えているか。 

  それで、もう一つは町民税と固定資産税の増加が非常に顕著なのですけれども、この要因はどういうと
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ころにおありだというふうにあるのかお聞かせください。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  町税の増収という点でございますが、町税全体の収入額で申し上げますと、令和４年度と比較いたしま

して8,600万円ほど、2.4％の増額となってございます。特に現年度課税分におきましては8,782万1,477円、

2.5％の増額となってございます。 

  また、町民税、固定資産税のほうにつきましては、町民税につきましては今世の中景気回復傾向ですと

か賃金上昇といった世の中の状況がございまして、納税義務者そのものは若干減少はしておりますが、所

得割のほうが伸びているというような状況でございます。 

  それから、固定資産税につきましては企業進出に伴う増額というのは大きいところでございまして、特

に家屋分、それから償却分というところで大きく伸びているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 町民税は、一般的には苦しいと言われているのですけれども、では現実的に見るとこの企

業所得等上がっていると、そういう傾向にあるというふうに認識してよろしいのですか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  確かに人口減少、少子高齢化といったところで生産年齢人口というのはこれからやはり減少していく中

で、町県民税といった所得に基づく税というのはこれからやや減少傾向にあるものと認識してございます。

ただ、今、昨今の国のほうの税収のほうを見ましても所得税のほうは若干横ばいから少し下がっているく

らいではございますが、昨年度の国の税収で見ますと法人税のほうは伸びているというところでございま

すので、雇用の機会というのはやはり生み出されているのかなというところでございます。町のほうに提

出されてきます給与支払報告書というものがございますが、そちらのほうも行政報告書にも明記してござ

いますが、昨年と比べますと400件ぐらい件数のほうが増えておりますので、所得者というのは若干５年度

については増えたということと認識してございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今言ったように生産年齢人口だけをこれ抽出して見ると、そういう作業はあまりしないの

ですか。 

  もう一つは、固定資産税ですけれども、企業が来るのはありがたいのですけれども、今後これはお呼び

した企業誘致区域がありますので、税額的には上昇傾向ですけれども、これは後の問題ですけれども、な

かなか難しいようなお話も聞くのですけれども、その辺については何か情報等が、２分の１の返済という

ことになるとどんなふうに今後なっていくのでしょう。見通しがあればお聞かせください。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 
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  固定資産税のお話でございますが、今度第六次の総合振興計画を策定するに当たりまして、財政分析の

ほうを行ってございます。その中で町税の見込みというものも立てておりまして、こちらによりますと固

定資産税につきましては横ばいから少し今よりもやや増えるという見込みでおります。というのは、お呼

びしたいわゆる企業誘致でこちらのほうに、毛呂山町のほうに来ていただいた企業につきましては、まだ

全て課税が終わっておりません。令和４年中に進出された方については、令和５年度で課税をされている。

それから、令和５年中に建物が出来上がったとかということであれば、６年度からの課税ということにな

ってまいりますので、まだ若干増加傾向にあるという認識でおります。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 もう一つ、さっきの生産年齢人口だけに限って見ると、この町民税の上昇というのはどの

ような、現実的には今、今年あたり上がっていると思うのですけれども、今後の見通しはどのように感じ

ていますか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  生産年齢人口に限って見るとというところでございますが、確かに今年の最低賃金につきましてもまた

10月からかなり上がるというふうに聞いてございます。生産年齢人口減るということは見込まれていると

ころでありますけれども、そういった部分で若干カバーしていける部分というのはあるのかなとは認識し

ておりますが、ただどうしても働き手が少なくなっていくというところ、それからあとは公務員のほうも

65歳定年というふうになりましたけれども、そういった高年齢層の収入というものが若干増えてくればま

たこれは状況が変わってくるのではないかと考えているところでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 では、すみません。私のほうから。ほとんど出尽くしてしまったので、あれなのですけれ

ども、たばこ税、これ当初の見込みに比べて大分増えているということで、当初の見込みは前年度からと

かしっかり研究してこの数字が出ているのだと思うのですが、ただ現実として随分増えているというとこ

ろで、喫煙者が増えたとか税金が上がったとか、そういうのをみんな織り込み済みで出ているのだと思う

のですが、要因か何か分析できていれば、税務課の仕事ではないかもしれないけれども、ここでしか聞け

ないので、ちょっと見解をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  たばこ税につきましては、令和４年10月にいわゆる加熱式たばこというものにつきまして、換算する本

数の係数というものが段階的に引き上げられておりまして、令和４年10月で一番高い今の現行の係数にな

りました。それによってたばこ税のほうが伸びている部分がございます。また、それに加えましてやっぱ

り紙巻き式から加熱式へ移行しているというようなたばこの売上げの推移を見ますと、かなり加熱式のほ

うに推移しているという状況が見受けられます。そういったことがまず要因ではないかと分析していると
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ころでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。そういったことがあって、下回ったよりはいいのですけれども、当初を上

回ってしまったと、そういうことだと思います。 

  町税全体で見ても、やはり当初の見込みよりも現実的に増えているのですが、それは先輩議員の質疑も

あったので、あれですけれども、ふるさと納税の影響額等が分かればちょっと確認の意味でお願いします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ふるさと納税につきましては、令和５年度の町民税を課税する際に寄附金税額控除となった金額、これ

は令和４年中の寄附に対する控除となりますが、これにつきましては4,000万円ほどでございます。なお、

ご参考までにということになりますが、今年度の課税になりますが、令和５年中の寄附について申し上げ

ますと、寄附金税額控除につきましては4,835万3,000円となってございまして、増加傾向が続いていると

いった状況でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。そういったことで。 

  あとは、税務課としては出てきたものを徴収するのが仕事ですから、この中で不納欠損に関わることが

メインになってくると思うのですが、これも先輩議員の質疑とかぶってしまうのですけれども、差押えも

含めてこういった数字が出たということですけれども、確認の意味ですが、ちょっと言葉間違っていたら

申し訳ないのですけれども、要するに取り立てるわけですから、その辺でトラブル等、その辺あったら、

あるのかないのか、その辺はちゃんとやっていただいていると思っていますが、その辺ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  課税、それから徴収に関するトラブルといったことでございますが、納税者の中には課税された内容に

つきましてやはりご質問といいますか、そういったご相談に見える方はおりますが、おおむね私どもが説

明させていただきましてご納得いただいてお帰りいただいているというのが大部分といいますか、ほとん

どでございます。中には、ちょっと感情的になられるお客様もいらっしゃるわけですけれども、最終的に

は私どもはやはり税の公平という観点から説明責任を尽くすということが使命であると考えてございます

ので、そういったところについては順次解決をしながら事務のほうを進めているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。ぜひしっかりやっていただきたいのですが、トラブルというものもこれつ

きものだと私思っているので、その辺気をつけてやっていただきたいと思います。答弁結構です。よろし

くお願いします。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっとでは、お聞きします。町税です。町民税、景気がよくなったということで若干伸
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びております。それで、企業誘致の関係で固定資産税なんかも先ほど説明あったように土地、これは地目

変更も含めて、それから家屋、償却資産、これ今聞いたらまだ一部ですよね、南部、東部、東部第二、こ

の令和５年度はどこまで入っているのですか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  固定資産税、企業誘致に係る部分というところのご質疑かと思いますが、令和５年度につきましてはま

ず川角地区にあります、これ企業誘致ではございませんが、川角地区にある商業施設がございます。あの

辺りのテナント等も含めまして課税になっている部分、それから東部第二地区につきまして、こちらは土

地のほうが地目変更になっている部分がございます。それから、南部地区につきましても地目変更、それ

から東部第一地区につきましても地目変更といったところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そうすると、あと一、二年後には大体エリア全てに固定資産税関係は全て税収として見込

めるわけですね。 

  この令和５年度の段階でいえば、今のこの今回対象になった土地、家屋、それから償却資産、税額でい

えばどのぐらいになっているのですか。この額は幾らぐらいなのですか、税額でいえば。分からない。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ちょっと税収の見込みというお話かと思いますが、まず家屋につきましてはこれから家屋調査のほうを

行ってまいります。特に大規模な家屋につきましては、私どもだけではなくて飯能県税事務所のほうに調

査、評価事務を依頼しますので、こちらについてはまだこれから算定見込みとなってございます。 

  あわせまして、償却資産につきましてもこれは申告に基づく税の確保ということになってまいりますの

で、これについてはまだちょっとお時間をいただきながら当初予算をこれから策定入っていくわけですが、

その中で検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 この行政報告書の79ページなんか見ても、土地、家屋がありますけれども、全てを合わせ

ても課税額が3,700万、家屋が5,000万という額ですよね、そうですよね。その中にこの企業誘致の関係が

入ってくるわけですけれども、これは今のところまだ途中だということで、結構ですけれども、あとは今

のところ雇用なんかも、今さっき言った商業施設は企業誘致奨励ではないのだよね。あれは、多少この地

目変更なんかで町に、あそこの地目変更分はどのぐらいあるのですか。ちなみにあそこの。 

                 〔「面積」と呼ぶ者あり〕 

〇長瀬 衛委員 額、税額。 

                 〔「額ですか」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 
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〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

                                                

                      

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それは、地目変更、商業施設になったわけですから、差引きではなくて全体でということ

ですか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長                                       

                                               

            

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 あとは、これからでしょうけれども、企業誘致でやっぱりこういう固定資産税の増額につ

いてはこれはこれからずっと続くわけですけれども、これについては交付税で75％減額になるわけですか

ら、それも当然考慮しなければいけないのだけれども、やっぱり雇用による町民税だとかそういうものに

今のところ全くそういう影響なんていうのは計算のしようがないのだろうけれども、これらについてはど

う考えていますか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こういった企業が町内に進出してくるというところで税収確保、それから雇用の創出というところが注

目する部分となってございます。先ほどもご答弁申し上げましたとおり、企業支払報告書のほうは件数が

400件ほど増えているということであれば、町内雇用のほうが若干創出されてきているのかなというところ、

それからまた法人町民税のほうもこちらは均等割の納税をしていただいている企業さんが件数12法人増え

てございますので、そういったところでのプラスの面はあったのかなと認識してございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 いずれにしても先々関係するのですが、企業誘致をやった結果、具体的にこの効果といい

ましょうか、税収面での、それについて固定資産や法人税や、あるいは雇用による町民税の分だとか、そ

ういうものはちゃんと明らかにやっぱりしないとこっちは何のこの企業誘致による効果というのが感じら

れないので、それはぜひ今度整理しておいていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 この際暫時休憩します。 

                                      （午前１０時０３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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                                      （午前１０時０４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 12ページ、第２款地方譲与税から第13款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ある方は挙手を。 

  では、平野委員。 

〇平野 隆委員 では、私のほうからは15ページの法人事業税交付金ですけれども、大幅に増えていて、要

は当初予算を組んだときに比べて大幅に増えて見込み違いになっているのですか、ちょっと確認の意味で

この原因が分かればお願いします。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  法人事業税交付金の増額理由等についてのご質疑でございますが、まず当初予算につきましては委員ご

承知のとおり毎年国のほうの地方財政対策、こちらのほうの数値等を参考にして計上のほうをさせていた

だいているものでございます。当然年度途中での実績を見て補正等をさせていただいたところなのですが、

結果といたしまして今回予算額より歳入のほうがかなり多く入ってきたというところの結果となってござ

います。この一番の要因でございますが、この法人事業税交付金につきましては今まで令和４年度まで経

過措置のほうが制度の関係で入っておりまして、令和４年度までは交付基準額の３分の１が法人税割で案

分され、残り３分の２が従業者数割で交付のほうをされていたものが、令和５年度から経過措置が終わり

まして、全額従業者数割になったと、こういったところで毛呂山町につきましては法人税割より従業者数

割のほうが、法人税のほうが少ないという地域性もあるのですが、有利になると、こういったことで対前

年度から増額になったと、このように分析しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。そういうことだということのは分かったのですけれども、その辺は事前に

やっぱりこの見込みは想定できないものなのか。予算を組むときに数字を出すわけですから、それで執行

が行われるので、やっぱり当初と現実があまりずれがあるというのは補正しなければならないし、そうい

うことなのですけれども、ほかにもいろいろありますけれども、これに限ってちょっと質疑しますけれど

も、なかなかそれは難しいものなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まず、大前提といたしまして歳入でございますので、なかなか強気に見るというわけにはいかないのが

第１点あるのはご理解いただけると思います。そういった中で、企画財政課所管の歳入全般にも通じるこ

となのですが、これを一旦法人事業税交付金を例にしますと、これ交付時期が８月と12月と３月と年間３

回に分けて入ってくるものでございます。その都度の交付金額が入ってきますので、どうしても最終の３
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月の補正には12月実績までしか見れないというところでございまして、どうしてもこの辺のところが予算

のほうと誤差が出てしまうということでございますので、その点はご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっと課長、全体的なところで聞きたいのだけれども、この決算を見ると経常一般財源

収入74億円の中で地方交付税が27億円近くです。恐らくこの30％以上が地方交付税ですよね。その反面、

財政調整基金が10億円ぐらいですか、この結果。それから、そう言いながら今度はブラックホール自治体

なんて言われているし。財源がいっぱいあるのだと思ったら道路も直らないということだったり、いろい

ろあるのです。ここ私が見たところかなり矛盾点を感じるのだけれども、この92.3％という経常収支比率、

財政の硬直化、これは県内の自治体でもあちこちこういう数字が出ているのだろうけれども、毛呂山町と

して私が今言ったように、かなり矛盾点というかアンバランスなところが感じられるのだけれども、課長

が考えた、財政で日々苦労されている立場からすれば何か課題というか、問題点がぴんと来るのだろうけ

れども、ちょっと私分からないのだけれども、毛呂山町の今のこの決算を見てそういう収入、税収だとか

支出を見て、あとは町が予算の中で、予算を執行して町がその予定どおり執行して前に進んでいるのかど

うかも含めて、ちょっとこの令和５年度の決算からその辺についてご見解を聞きたいのだけれども。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度決算全般を通じての財政状況、こういったご質疑だと思いますが、まずこちらのほうも委員

ご承知のとおりだと思うのですが、町の財政状況は非常に厳しいと、これは間違いのないことだと思いま

す。その根拠といたしましては、今回の決算でも出ておりますとおり各種財政指標、こちらのほうの数値

が今ご指摘あったとおり経常収支比率につきましては92.3％と、毎年経常的にかかる経費が大部分を占め

ていると。さらに申し上げますと、政策的な経費を確保する余裕が全くないというのが今の毛呂山町の財

政状況というのは財政指標からも表れているというふうに思っております。 

そういった中で、先ほどちょっとお話がありましたが、財政調整基金の話もあったかなとは思うのです

が、こちらにつきましては令和５年度末残高で約13億4,000万程度積み上げのほうはさせていただいている

というところで、ちょっとアンバランスといいますか、そういったような雰囲気が醸し出ているかなとは

思うのですが、当然財政調整基金につきましては過去に毛呂山町はいっとき５億円前後になるぐらいまで

枯渇した時代もございました。そういった中で、やはり昨今の災害関係、また毎年予算編成するときに非

常に一般財源が不足している状況になっております。そういった中で、財政調整基金の積立強化、これは

第一にしたいというのが現在の企画財政課の財政運営のスタンスの一つでもございます。 

そういった中で、積立強化はしたわけなのですが、ただご承知のとおり昨今コロナ禍の中で物価高騰対

策ですとか、また普通交付税の経済対策の面も含めて、これは全国の自治体に国のほうから追加配分等が

ございました。これは、ここ数年続いております。そういった中で、財源構成等を実施のほうをさせてい

ただきまして、財政調整基金のほうを本町においては積立てのほうをさせてもらったわけなのですが、た

だこのトレンドというのは全国的なことでございまして、決して毛呂山町だけが財政調整基金が急に積立
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てが上がったと、こういったようなことではなく、全国的に国からの経済対策、また普通交付税の追加交

付等で財政調整基金が積み上がってきているのかなと、このように感じております。 

  なお、今の各近隣市町の財政担当者とも会議等でよくお話をさせてもらうのですが、やはり今後のこと

を考えた上では財政調整基金、こういった基金については強化のほうをしていきたいと、こういったよう

なところで近隣自治体の財政担当者でも意見は一致しているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 分かったようで分からないのだけれども、財政、町は厳しいという、最初にあったけれど

も。あれ見ると、このなかなか金なんかどこからでも出てくるような感じが今してしようがないのです。

いろんな例えば今度の今学校問題にしても、話の中ではすぐ30億円だ、15億円だとかって簡単に教育委員

会なんかが口にするのだけれども、そういう財政規律というか、ここら辺はもう少しきちっとしないので

はないかという気がするのです。とにかく先ほど言ったようになかなかこの町の中、道路も思うように修

繕ができない状況です。一方では、どんどん何か財源を費用対効果とか優先順位とか、そういうのをちょ

っと矛盾を感じるのが執行されているような気がしますけれども、この92．幾つの経常収支比率について

は、これは県内でも今状況としてはどうなのですか。毛呂山町の状況。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  経常収支比率の県内状況についてのご質疑でございますが、令和５年度の経常収支比率につきましては

まだ各構成自治体のほうが公表のほうはしてございませんので、令和４年度の経常収支比率でお答えのほ

うをさせていただきます。本町の令和４年度の経常収支比率は91.9％でございまして、こちら県内で22番

目に高く、町村にしますと２番目に高い状況となっているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 あと、財政力指数、かなり毛呂山町は低いのです。その辺の何かアンバランスというか、

最終的にはやっぱりブラックホールかなと思ったりするのです。その辺のところはあれですか、課長のほ

うはどのように捉えていますか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ブラックホール自治体ということで、本町が人口戦略会議のほうからご指摘いただいたわけでございま

すが、企画財政課のほうといたしましてはまずそのブラックホール型自治体に指定された要因としまして

は、やはり合計特殊出生率をはじめとしたそういう出生率、こういったところが一番の要因だというふう

に認識しております。そういった中でこの財政力指数、本町では令和５年度0.577と、これが低いのもこれ

も事実でございますが、こちら過日の一般質問等でもご質問いただいているところでございますが、どう

しても普通交付税制度の中で地方自治体のほうの財政運営が実施されておりますので、どうしても交付税

頼りにはなっている町ではありますが、いかにその中から企業誘致等によって自主財源を上げられるか、



- 13 - 

これがやはりこれからの毛呂山町の財政運営の基本になってくるのかなと、このように思っておりますの

で、確かに昨年度企業誘致促進条例等で条例改正をいただきまして、今後の企業誘致に関しましては奨励

金等は支出することはないのですが、経過措置が入っておりますので、その部分についてはこれから財政

上大きな影響が出てくる、これも事実でございますので、そういった中でこの地方交付税制度の中でどう

いった持続可能な財政運営ができるか、こういったところが大きなポイントになってくると思いますので、

どうぞご理解を賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 次に、18ページ、第14款分担金及び負担金、第15款使用料及び手数料の説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ありますか。挙手。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 次に、22ページ、第16款国庫支出金について説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、26ページ、第17款県支出金について説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

次に、32ページ、第18款財産収入から第23款町債までの説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  では、堀江委員。 

〇堀江快治委員 お聞きしますけれども、先ほども同僚議員のほうも質疑ありましたけれども、財政調整基

金、これいつも本町は３億だ２億だというので、底が見えるような金額が長く提示されていたのですけれ

ども、近年10億を超えて５年度末で13億円を超えているというようになっておりますけれども、このよう

に今年も積立金はかなりの金額が積み立てられておりますけれども、これらは将来的に安定的なこういう

ふうな財政調整基金を保つことができるのでしょうか、この町の財政としてということ。 

  もう一点は、かつて私一般質問でお話ししましたけれども、臨時財政対策債の取扱いなのですけれども、

国は交付税の不足金額を臨財債で補いなさいよと、返済は次年度の交付税の中に算入しますから安心して
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くださいということで、非常に長い間時限立法である臨財債を長くやってきましたけれども、最近非常に

金額的に少なくなってきておるのですけれども、これは国の政策的なものなのですか。本町の公債を臨財

債に頼らないというような政策的な変更のものなのですか。この２つについてお答えください。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  先に、では臨時財政対策債のほうの関係でございますが、委員ご指摘のとおりまず臨時財政対策債の発

行限度額、いわゆる毛呂山町の金額につきましては毎年減少してきていると、こういったようなことは間

違いないことでございます。ちょっと数字のほうでお示しさせていただきますと、これ約で申し訳ないの

ですが、令和３年度につきましては臨時財政対策債は約５億1,000万円ございました。令和４年度が約１億

4,700万円、令和５年度、この決算でございますが、6,414万6,000円でございます。約6,400万円。そして、

今議会での補正予算で今年度が確定していますが、今年度の令和６年度が2,954万8,000円と、本当に右肩

下がりで臨時財政対策債が下がってきているというところでございます。この理由でございますが、委員

ご承知のとおりまず国の方針でいわゆる国税五税、交付税の総額のほうが過去最高の税収というふうなこ

とで、それを反映しているわけなのですが、この国税の五税の税収増を理由に国のほうといたしましては、

臨時財政対策債、これたしか平成13年からスタートして、もう臨時という名の下に20年以上この制度が動

いているわけなのですが、これを少し方針転換といいますか、本来の交付税のほうに戻してきていると、

こういったようなところで財政担当のほうとしては認識をしております。その関係で国の方針並びに国税

のほうの税収増によりまして、本来の普通交付税のほうの総額のほうが増えているので、交付税のほうに

臨時財政対策債がスライドされてきていると、このように認識しているところでございます。 

  それと、もう一点、財政調整基金の関係でございますが、先ほども長瀬委員のほうでお話しさせていた

だいたのですが、令和５年度末の残高では13億を超えているというところでございますが、ではこれが今

後も安定的にこういった規模が保てるのかと、こういったようなところでございますが、本当にこの財政

調整基金をでは各自治体が幾ら持っていればいいのかというのは、非常にここはデリケートといいますか、

その自治体独自の考えがあるところでございます。一般的に言われているのが、標準財政規模の10％から

12％程度を財政調整基金があれば災害時等での対応ができるのではないでしょうかというのが、ちょっと

これ過去の大分古い考えなのですけれども、そんなような基準が示されたこともあったというふうに考え

ております。そうなったときに本町の標準財政規模は、最新の財政規模が約74億円でございますので、７

億4,000万から８億8,000万程度、この程度が一般的な基準とされているのですが、ただ先ほど長瀬委員さ

んのご答弁でもさせてもらったとおり、全国的に今財政調整基金の積立てが国の交付金等の制度の関係で

かなり積立てが上がっているのも事実でございます。毛呂山町といたしましては、現在13億強だったので

すが、当然当初予算を今年度組んだときそこからかなりの金額を繰入れしておりますので、今現在は12億

円台の現金となっております。町のほうといたしましては、なるべく今の金額は引き続き継続的に維持は

していきたいと、このようには考えておりますが、当然これから今作成しております次期総合振興計画で

は今後５年間、少子化対策を最優先に実施していくと、こういったようなことで財政出動等も多々あるの

かなと、このようにも思っておりますので、やはり大変ちょっと抽象的にはなりますが、引き続き優先順
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位に基づく事業選択、こちらのほうを財政担当としては財政規律のほうは強化していきたいと、このよう

に思っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 願わくは、交付税の算出において臨財債で補うようなことがないことが一番地方としては

安心していられるのですけれども、いずれにしてもこれから国も政策的に、ここで何か政変も総裁選だ、

いろいろ政治的に日程があるようですけれども、それらを注視して、臨財債の場合には本当に利用するな

らば国の言うとおりに返済を次年度の交付税で算入してくれということが担保されるなら有効な財源であ

ることは間違いないのですけれども、今参考までに毛呂山町の公債の中で臨財債の占めるお金はどのくら

いあるのでしょうか。 

  もう一つは…… 

〇岡野 勉委員長 堀江委員、一問一答ですから、いいですかこれで。答弁もそれで１つ。 

小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  現在の起債残高における臨時財政対策債の割合といったご質疑でございますが、令和５年度末の起債残

高につきましては、本町起債残高は74億3,184万8,000円、約74億円残高がございます。そのうち臨時財政

対策債の残高は50億7,199万9,000円、約50億7,000万、率にしますと約68％が臨時財政対策債の残高と、こ

のようになっております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今のように国が次年度の交付税返済、臨財債の返済に対する費用は次年度の交付税で賄え

るようにしてやるよということなのですけれども、ぜひこれが担保されないとなると、今度はダイレクト

で地方自治体の返済に来てしまいますので、その辺は毛呂山町ではどうすることもできませんけれども、

よく注視して、臨財債の活用というのは、そのさじ加減はそれが存在する間は財政当局のさじ加減で使え

るお金とすれば、本町のいろいろなところに充当できる可能性もある公債でありますので、一つよく検討

していただきたいと思います。 

  もう一つ、では一問一答ですから、今度は財政調整基金。今おっしゃったように、最近町のお話を聞い

ていると臨財債が貯まったから大分金持ちになったのだと、本町にゆとりができたような印象を与えます

けれども、私どもはこの３万2,000の人口の中の13億や、先ほど10％から12％が最低限の金額ではないだろ

うかというご発言ありましたけれども、変化する世の中でいろいろな条件が変わっていく、それから施設

改良等が盛んに、公有財産の長期化計画も変わっていくという中で、この13億円というのはそんなに減ら

ないで保っていければいいのですけれども、いい調子って言葉は失礼ですけれども、これを安心してどん

どん使っていって減った場合に、今度は国の政策が変わってこのように余裕がなくなってきまして、財政

調整基金に回せなくなったときは、また昔のように底が見えるようなことが生まれてきては、町民に対し

て大変申し訳ない。諸政策がなかなかできづらくなるので、その辺については十二分な検討をして、あま
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り気を楽に持ち過ぎないで慎重にこの財政調整基金の支出というものについては考えていただければあり

がたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  財政調整基金のほう、今回歳入のほうの部でございますので、財政運営全般というような感じでお答え

させていただきますが、ご承知のとおりまず財政調整基金の本質自体は年度間の財源調整、また災害時等

の支出に対しての備えと、こんなような意味合いが一番大きい、いわゆる貯金的な部分では災害時等の部

分を想定しているものでございまして、企画財政課のほうといたしましては当然これから学校のほうも含

めまして大型の事業等がございますので、やはりそういったときには特定目的基金、こういったようなも

のを設置のほうをして大型事業を実施していく上では計画的に予算のほうをためていくと、積んでいくと、

そういったようなことが財政担保がないと、これも一般質問のほうでご指摘いただきましたけれども、久

喜市の関係だとかいろんな例がありますので、財政運営には本当に慎重になって、先ほども申し上げまし

たが財政規律、ここのところは本当に重要視、ここはやはり企画財政課のほうのそこは責任でもあると思

っておりますので、しっかり今後も健全な財政運営、これの維持に努めてまいりたいと、このように思っ

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今お話しされたとおり、こういうふうなある程度の水準を保てる財政調整基金を我々は望

んでいるのですけれども、異次元の少子高齢時代を迎えて、やはりどうしてもこうしたところに支出して

いかなければならない。それから、先ほど課長が申したとおりこのような異常な自然環境の中で何が起こ

るか分からない。そうしたときのためには、あるいは反面この財政調整基金は運用できなくなる。そのバ

ランスというのは非常に難しいと思うのですけれども、いずれにしてもできればできるだけ平時において

は節約を旨としてこの財政調整基金の積立てをできるだけ多くしておいて一朝有事の際には町民のために

この財政調整基金が有効的に運用できるような政策を取っていただきたいと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、町行政といたしましては本当に行政サービスの持続する必要がございますので、

引き続き健全な財政運営、基金等の積立ても含めましてできる限りの対応は取ってまいりたいと、このよ

うに思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 まず、私ふるさと納税寄附金についてお伺いをします。昨年度の決算では3,600万円ほどの

収入ということですが、実質的に町から出て行った分含めて地方交付税で補填75％がされると思うのです

けれども、実質的にトータルプラスなのかマイナスなのか、この辺を教えていただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 
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  ふるさと納税寄附金についての実質のプラス・マイナスについてのご質疑でございますが、まず決算書

のとおりふるさと納税寄附金につきましては、令和５年度は3,632万円いただいたというところでございま

す。今度は、では出ていくほうの歳出でございますが、まずふるさと納税の関係経費、いわゆる返礼品が30％、

あと必要経費20％、50％が経費になりますので、出ていった分が約1,550万円出ていきます。かつ、今ご指

摘あったとおり、では毛呂山町の住民の方がほかの自治体に寄附を、ふるさと納税しますので、その額が

令和５年度約4,000万円寄附のほうをしたと。その4,000万円出ていった税金のうち75％が地方交付税で補

填されますので、実質出ていった分というのは25％というふうなカウントができるかなと。そうしますと

約1,000万円なのです。これを差引きしていきますと、令和５年度につきましては、もう一点、ちょっとこ

こをどこまで見るかなのですが、ご承知のとおりふるさと納税は創成舎のほうに委託のほうをしておりま

す。創成舎のほうには、今町のほうから職員を令和５年度１名派遣しております。職員の人件費は、町が

持ち出ししているということなので、この人件費が共済費込みで約500万強というところで、これも当然必

要経費というふうに見させていただいた上で計算いたしますと、令和５年度は約500万円ほどの黒字という

ふうな計算を企画財政課のほうとはしております。ただ、これはあくまで令和５年度の数字上のことであ

りまして、これももう過去からの協定にはあるのですが、創成舎のほうにつきましてはふるさと納税の一

部分をビジネスコンテストですか、そういったような事業費として協定を結んでおりまして、25％を出す

ようなので、それを今年度出しますから、その辺のところを加味するとちょうどプラス・マイナス・ゼロ

ぐらいになるのかなとは思うのですが、非常にそこはどこまで経費として見ていくかというところの基準

によりますので、難しいところなのですが、企画財政課のほうとして数字上では令和５年度は約500万円の

黒字と、このようなところで認識しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。詳しいことは、まちづくり整備課に伺うのですけれども、企画財政課の考

えとして、私が今次に述べたかったことはまさに創成舎なのですけれども、創成舎の決算処理、計算処理

をいただいているのですけれども、大抵が外注費であったり支払手数料、主にふるさと納税関連仲介サイ

トになるかと思うのですけれども、やっぱりここは先ほどまた人件費も町の持ち出し、場所、部屋も格安

で貸しているというふうな状況で、ふるさと納税、昨年は約１兆1,000億円、日本全体で。10％強ぐらいで

すか、伸びているにもかかわらず、毛呂山町は減っていると。しかも、もともとこの5,000万円ぐらい目標

にしていたものよりも下回っていると。やっぱりこの存在意義というのは、私は疑義を感じていまして、

はっきり申し上げますともうこの事業は一度失敗しているのだと、ふるさと納税は。町が始めた仕組みで

すので、いろいろなステークホルダーがいらっしゃいますので、駄目なものは駄目として一度リセットを

すべきだと思うのです。結局そういうふうにＰＰＡの話もそうですけれども、町の仕事を創成舎がもらっ

て、創成舎が結局町から仕事をもらって利益を出しているというふうに、本来の創成舎の目的は逆のはず

なのです。やっぱりそういうふうな循環になっている、まさにこの歳入の入りの部分ですので、ここはし

っかり考え直すべきだと私は思っておるのですけれども、企画財政課として、はっきり申し上げますとふ

るさと納税、まちづくり整備課に行って創成舎に行ったからといって急に返礼品の数が増えたっておっし

ゃっていますけれども、別にそれまちづくり課に行っても同じ人がやっているのですから、創成舎に行っ
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た途端増えるわけでもないのです。やっぱりそういう面も含めて、これは私考え直すべきタイミングでは

ないのかなと思っているのですけれども、そういう意味ではどのようなご見解をお持ちでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ふるさと納税と創成舎等のご質疑でございますが、まず今回決算ベースで見たところで3,632万円という

ことで、今まででふるさと納税を創成舎のほうに委託して初めて対前年度より寄附金額が下がったという

のを企画財政課サイドとしては重要視しているところなのです。今ご質疑あったとおり、国全体では令和

５年度１兆1,175億円と、ふるさと納税のパイ全体は増えているのです。そういった中でなぜ毛呂山町が減

ったのかというのは、これはきちんと検証をする必要はあるかなと思っております。例えばちょっと私の

ほうで今持っているデータですと、日本全国1,788団体のうち、順位的には1,435位というふうに下がって

いるのです。そういった中で非常に町のほうとしましてもこのふるさと納税については、確かに創成舎の

ほうで一生懸命やってもらっている、これも事実だと思います。返礼品の数が、いろんなご指摘はありま

すが、件数が増えたのも事実なのです。令和４と５を見るとちょっと減っている部分もあるのですが、た

だ一番こだわっているのが右肩上がり、当初説明していた5,000万だとか7,000万だとか１億だとかという

ふうなところには全然行っていないというのは、これは重々検証する必要はあるのですが、ただ実績とし

て金額自体は増えていたという中で今回初めて減った、かつ何度も言いますが、日本全国のパイは増えて

いる中で減った。では、その理由な何なのですかというのは、私のほうからもまちづくり整備課のほうに

は当然決算を見る上でお話しのほうはさせてもらっているところでございます。なかなかいろんな要素が

あるということなのですが、詳細については当然担当のほうのまちづくり整備課のほうの所管にはなるわ

けですが、本当にある意味創成舎の今後の在り方といいますか、そういったようなことはやはり一番の要

はこのふるさと納税の原資を活用して若者世代に響くまちづくりをしようと、いわゆるこのふるさと納税

がエンジンになるはずなのです。そこがやはり落ちたというのは、これはきちんと検証する必要があると、

このように認識しております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。今回初めてマイナスになったと、対昨年度比でということですけれども、

私昨年まちづくり課には申し上げていたのですけれども、市場の日本全体のパイに対してもともと劣って

いたのです、毛呂山町の寄附金額というのは。やっぱりそういう点でももう限界があるのかなと私は思っ

ておりますので、厳しくその辺はチェックをしていただけるようお願いいたします。 

  もう一点、町債に関してなのですけれども、これもちょっと全体的な話で申し訳ありません。私よくリ

ースに対して起債をもっと積極的に行うべきだというふうな話もさせていただいていると思うのですけれ

ども、やっぱり公債比率等を見ても健全といえば健全でいい話なのかもしれませんが、人口が多い、支え

手が多いうちに、幾ら金利が上がったといってもまだまだ日本は低金利ですので、積極的に私は、そうい

う意味では財政ファイナンスというか、先輩議員もこの前の議会で申し上げていましたけれども、投じる

ところは投じないと、このまま行くと本当に衰退のどんどんたどっていくので、使うところは使う、使わ
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ないところは使わないというのを使い分けていただきたいなと思っておるのですが、この辺の町債に関す

る、ＰＰＡの件もそうですけれども、やっぱり積極的に個人的には起債をしていく。何でも外部委託では

なくて、町でできることは町でやっていくべきだと思うのですけれども、この辺のお考えはいかがでしょ

うか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  企画財政課サイドの考えでございますが、委員ご指摘のとおり、私のほうといたしましては町がやる仕

事は何ぞやと、また民間のほうでやってもらう仕事は何ぞやと。その役割分担、またそれが官民連携で一

緒にやっていくことは何ぞやと、やはりそういったような区分といいますか、役割分担、これは明確にし

ていく必要があるのかなと、このように思っております。そういった中で町債、起債のほうの関係でござ

いますが、企画財政課のほうといたしましては起債自体は決して悪い制度とは全く思っていなくて、年度

間の財源調達だとか、あと世代間の公平性、こういったようなことからこれは有効な活用方法。ただ、こ

の起債をお金がないからやみくもに借りるというのは、これはもう健全な財政運営ではございませんので、

通常あり得ないこと。そういった中で何を一番企画財政課が今起債のほうで気にしていているかといった

らやはり金利、これからの金利のある世界がやってきますので、まずは金利、それと交付税措置の割合な

のです。ここが一番私のほうとしては重要視しておりまして、たとえ極論ですけれども、金利がこれから

上がったとしてもやはり交付税措置が借りた金額の50％だとか70％だとか、そういったようなのがあれば、

全然それはペイできてしまう話でございますので、起債のメニューによっては例えば通常の生活道路なん

かについては一般単独事業債ということで交付税措置がないのです。要するに、90％はお金は借りられる

のですけれども、金利も含めて返していくだけ。全く本当の借金なのです。こういったような起債という

のは、なかなか企画財政課サイドとしてはどうなのかなと思いますので、やはり最優先しているのがもう

ここ数年決算等で全て出ておりますが、交付税措置のある起債を最優先というふうなことで資金調達、こ

の辺のところをリースとの差といいますか、どっちがペイできるかなと、こういったような観点から取り

組んでおりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 交付税措置がゼロのものに関しては、ちょっとよく考えなければいけないということでし

たけれども、先ほど申し上げたとおり基本的にはこのままいけばどんどん物が古くなっていくと。学校で

あったり、この庁舎もそうです。全部古くなって、何とかだましだまし使っていって、それが40年後、20年

後か分からないですけれども、そろって爆弾が爆発するような状況よりも、やっぱりここで今いる皆さん

で広く負担していったほうが未来のためにはなるのではないかなと個人的には思っておるので、そういう

視点ももちろんお持ちだと思いますけれども、どこまで交付税率を重視するのか、幾ら町が国からの交付

税がゼロであったとしても直すべきところは直す、新しくつくるものはつくるということをやっていかな

いと、このままいけばもう全てが後ろに先延ばしにしていくだけですので、その辺もしっかり考えてやっ

ていただけるようお願いしたいと思います。もしコメントがあればお願いします。 
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〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  今後の起債等の絡みのご質疑でございますが、確かに必要なものについては当然それは起債を借りて、

交付税措置があるのが最優先でございますが、国庫補助金等を活用しつつ修繕等は長寿命化を図っていく、

これは大事なことだと思っております。ただ、一方で当然ご承知のとおり人口減少がございますので、や

はり10年後、20年後毛呂山町の人口というのは、人口推計でも20年後には約１万人減るという推計が出て

おりますので、そういった将来の人口規模を見据えた上で本当に必要な公共施設は何ぞやというのを考え

ていく必要は大いにあるのかなと思っております。また、そこは大事なところだと思います。そういった

観点から公共施設等総合管理計画、こういったものを国が全国の自治体につくりなさいということを過去

にやったというふうに認識しております。 

  また、当然公共施設についていろんな考え方がありますが、広域連携だとかそういったところで広域で

公共施設を使い合うだとか、そういったようなことも当然大事なことであります。そういった中で、例え

ばコミュニティバス等でつなげていくだとか、そういったようなネットワーク化、こういったようなこと

が今後やはり考えざるを得ないのかなとも思っておりますので、いずれにせよ必要な普通建設事業につき

ましては防災対策も含めた上で、それは住民の安全安心または住民サービス向上、こういった観点からし

っかりとやっていく必要があるのかなと、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 すみません。大分時間が過ぎました。            

  この際暫時休憩します。 

                                      （午前１０時５６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時０４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

平野委員。 

〇平野 隆委員 では、すみません。私のほうから。ちょっと先ほどふるさと納税の件がありましたけれど

も、私の考えとしては創成舎によりも以前から課のほうに、これは企画財政課で担当してしっかりやるべ

きではないかという意見はしてきたつもりなのですけれども、先ほども出ましたけれども、ふるさと納税

というのは今１兆円規模を超えたということで、国民１人当たり１万円ぐらいの規模と、そういう市場に

なっています。毛呂山町の人口を考えると、今これ3,000万、4,000万の話をしていますけれども、本来こ

の制度にすっかり乗っかっていた場合は３億円ぐらい入ってきて３億円ぐらい出ていくのかなという、あ

くまでも計算上ですけれども、本来計算上はそうなるのです。そうすると、あまりにもこの分子と分母の

単位も小さいし、本来の制度がもう毛呂山町には定着していないとも言えるし、乗っかっていないとも言

えるし、だって本来３億円ぐらい入ってきて３億円ぐらい出ていくのが普通なのだから。25％の話を考え

るともうちょっと有利に働いてもいい制度なのだけれども、これ私も以前から申し上げているのですけれ
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ども、やっぱりまちづくり整備課が担当して、今創成舎がやって、なかなか伸びない。そういう現状の中

で、議員からも一般質問もあるのですけれども、今年度のこの数字をわずか3,600万円という数字を踏まえ

てやはり検討の見直しとか議員からも話が出ているわけですけれども、何かそういうお話はあったのかど

うか、ちょっとそこをお願いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ふるさと納税の所管といいますか、そういったような趣旨のご質疑かなと思います。先ほどもちょっと

お答えのほうをさせてもらったものと重なってしまいますが、現在町のほうといたしましてはふるさと納

税については創成舎のほうに委託のほうをしているというところでございます。そもそも論で言わせてい

ただきますが、創成舎が立ち上がったときの趣旨といたしまして、若者世代に響く活力あるまちづくりを

していこうと、民間でできることをやっていこうと。それの原資がふるさと納税を有効活用するのだとい

うような趣旨で創成舎のほうが立ち上がったと、このように認識しているところでございます。そういっ

た中で、今後のことはちょっとまた政策的なこともありますので、あと組織のこともありますので、何と

も言えませんが、現段階では企画財政課サイドといたしましては創成舎の存在意義からいたしましてふる

さと納税との切離しはできないものかなと、このようなところで感じているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 課の見解は分かりました。ただ、この決算を見ると、創成舎があって、それを原資にとい

うことなのですけれども、あまりにもこの１兆円の市場の中で10分の１程度のことしかできていないとい

う現実というのはあるので、そういう声が上がっていたというのは届けていただきたいと思います。 

  それと、あと時間割表には12しか書いていないのだけれども、この辺全部企財課で答弁ということなの

で、ちょっと管財課のことだと思うのですが、35ページ、土地の売払収入ってあるのですけれども、これ

以前から町の持っている財産を売ってそこから税収を得るというのが、固定資産税をもらったほうがいい

に決まっているのですからあれですけれども、ちょっと確認の意味で、どの辺を売ったのか、あとまだ売

れるものはどのくらい残っているのかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  35ページ、土地売払収入の内容についてのご質疑でございますが、令和５年度は管財課のほうで町有地

の未利用地についての公売のほうを実施したところでございます。その結果といたしまして、公売で売れ

た土地が３件ございました。３件の内訳でございますが、１件目が岩井西２丁目、これ岩井陸橋の下の土

地のほうが売却できたというものと、あと岩井西１丁目、これ場所のほうが…区画整理のところの隣辺り

の場所なのですけれども、その辺のところの267平米が売却できたと。 

  それと、もう一件が長瀬地内でございますが、こちら長瀬３区の集会所の跡地のほうが売却のほうがで

きたと、この３件のほうが昨年度売却できたものでございます。 

  それ以外にも町有地の交換と、あと払下げのほうがありまして、都合合計で1,492万7,224円の土地売払
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収入となっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。 

  あとどのぐらい残っているのかというのを。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  あとどれくらい残っているのかということでございますが、管財課のほうで町有地の売払い計画という

ものをつくってございます。まだ売払い計画には未利用地等が10件以上あるのですが、ただご承知のとお

り非常にすぐにでは売れるかというような土地ではございませんで、なかなか本当に公売しても例えば開

発ができないだとか、そういったような感じの条件がついているところが多くありまして、これから今の

町の未利用地を売却していくというのはなかなかちょっとまだハードルが高いのかなと、このように財政

担当としては思っているところでございます。企画財政課のほうから管財課のほうとお話をさせてもらっ

ているのが、とはいいましても未利用地をいつまでも持っていても行財政改革の観点から、これは固定資

産税も何も入りませんので、よろしくないということなので、ではどうやったらこの未利用地、なかなか

売りづらいところが売却できるのか、それは例えば財政投入をして道路のほうを少し拡幅だとかして土地

の価値を上げることによって住宅が建つだとか、そういったような手法をやはり財政投入しないといつま

でもこの未利用地、残ったものはずっと売れませんよというふうな話はさせてもらっているところでござ

います。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午前１１時１２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、歳出の部に入ります。 

  それでは、42ページ、第１款議会費について説明を求めます。 

  波田議会事務局長。 

                 〔波田裕一議会事務局長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩します。 

                                      （午前１１時１５分） 
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〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時１６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、44ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、第７目

公平委員会費、第10目諸費について説明を求めます。 

  酒巻総務課長。 

                 〔酒巻義一総務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、47ページの昇任試験の委託料はいいのですよね。この昇任試験なのですけれども、

毎年コンスタントに昇任試験を受けられる職員はいらっしゃるかどうか、まず１点そこら辺お伺いします。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  ご質疑の昇任試験のほうをコンスタントに受ける職員がいるかどうかということでございますが、去年

あたりにつきましても昇任試験のほうは受験する職員はいますので、しかしながら年々そういったところ

の昇任試験の在り方とかそういったところにつきましては、今後検討が必要というふうには考えてござい

ます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 今、検討が必要ということですけれども、どのような検討が必要かと思われていますか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  やはり委員ご指摘のとおり、今後仮に職員の昇任試験とか受験者が少なくなってきて、いろいろなご事

情とか、当然職員につきましては昇任試験を受けてより町民の方々に対するいろいろな町政のサービスを

向上するために昇任試験等を受ける必要が当然あると私自身は考えてございます。しかしながら、いろい

ろな事情とかによって受けられない職員も、仮に増えてきた場合に試験ではなくて例えば人事評価のほう

でそういったところを判断したりとか、そういったところも検討が必要かなというふうには考えてござい

ます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 その昇任試験で女性の割合というか、女性の方の昇任試験の受験というか、それについ

てはいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 森村総務課副課長。 

〇森村早苗総務課副課長 昇任試験の人数ということでございますが、今女性の割合は実際とても増えてい

る状況でありまして、実際の今の役職のお話をさせていただければと思うのですが、今現在なのですが、

係長職のまずお話をさせていただきますと、係長職今現在42名中女性が９名、副課長、主幹級に含めまし
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ては35人中女性が15名という状況に現在なっておりますので、大分女性の割合が実施増えてきている状況

になるということになります。 

  以上になります。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、変わりまして59ページの区長への報償費について伺います。今行政区、自治会、

区のほうでもいろいろ問題が出ていて、中には解散の問題も出てしまっているところもあるというのです

けれども、聞いたお話だと区の区長の報奨金について、区の中から区長はお金をもらっているから働いて

当たり前だって言われる区長もいらっしゃるっておっしゃっていて、区長さんもすごく心を痛めているら

しいのです。そういう中で、役員の成り手不足、そういうのも関係してくると思うのですけれども、そこ

ら辺私も一般質問でさせていただきましたけれども、区長さんに対する支援、それから行政区に対するま

たサポート、そこら辺は今後どのようにお考えになっているか伺います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  今区長の方々への今後のサポートとか行政区に対する支援の考え方ということでございますが、まず区

長の方々に対するサポートにつきましては、やはり町からお願いする各種依頼事項につきましては、区長

さんを通しまして各行政区のほうで周知を図っていただいてご協力をいただいているというようなもので

ございます。 

  それと、いつもやはりお頼みしている中で一番仕事量というのですか、そういったので大きいのが広報

の配布を依頼している部分というのが多々多くなります。こちらにつきましては、区長さんを通しまして、

行政区につきましては各役員さんの協力の下、各世帯に配布をしていただいているというようなところの

行政区も実際にあるというふうに考えてございます。そういったところも踏まえまして、いろいろな区長

さんの仕事というか、町からの依頼事項に対する対応に対しての手当ということで、金額を定めて支給し

ているところなのですが、広報を配布というのが一番の算出の基になってございますので、その辺につき

ましてはやはりどうしても負担軽減という観点からも今後検討していく必要はあろうかと考えております

が、一方で広報を配布していただくときに見守りの一助としてやっていただいているという部分も、これ

正直な話ございますので、そこら辺につきましてはこれから調査検討させていただいて慎重に図っていき

たいというふうに思っています。いずれにしても区長さんに対する支援につきましては、極力町からの依

頼事項のスリム化ではないですけれども、そういったところも図りながら支援をしていきたいと思ってい

ます。 

  また、自治会のほうに対するものにつきましては、ご指摘のとおり近年やはり考え方の違いとかライフ

スタイルの変化などから、どうしても自治会に入らない住民の方が増えているということは、毛呂山町に

限らず全国的に多いところというふうに認識しております。しかしながら、近年地震の発生の確率が高い

とか集中豪雨が頻発するとか、そういったところについてはどうしても行政区のつながり、やはり近所の

つながりというのが大変重要というふうに考えているのもたしかでございますので、そういった自治会に

関する協議ではないですけれども、そういったところを地道に広報をしながら、また各行政区の区長さん
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と話合いを持ちながらよりよい解決策をできるように役場一体となって支援をしていきたいというふうに

考えています。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 自治会を抜けるとどのように何が大変なのかということは皆さん分からない方が多いと

思うのです。ごみの問題だったり、先ほども課長がおっしゃっていた防災の関係だったり、そこら辺をや

はり広報とかそういうことで自治会の大切さみたいな、そういうことも周知していくのが必要かなって思

いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私のほうから、成果報告書、行政報告書の44ページ、職員の研修状況が報告されています。

その中に悪質クレーム対応研修25人なんていうのも入っているのですけれども、私も地元育ちということ

もあって、こういう場では言っていい言葉と悪い言葉あるので、余計なことは言いませんけれども、やっ

ぱりクレーム対応、クレーマーの方々というのかな、そういう方々の関係でこっちがやってしまってとい

う話は、これも毛呂山に限ったことではなくて、行政が、これもう宿命です。ただ、今時代も変わってき

て、やっぱり毅然と対応するのだと、言われっぱなしではないのだという時代になったと思うのですけれ

ども、そういった中でこの行政報告書というのは成果を我々に示すものであって、研修25人って言われて

いるけれども、これでは何をやったのかちょっとよく分からないのですけれども、どんな年代の職員さん、

どんな形で研修してどういう成果が上がっているのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 森村総務課副課長。 

〇森村早苗総務課副課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  悪質クレーム対応研修に関しましては、今回初めて導入した研修になりまして、今回西入間警察署の刑

事課の方においでいただきまして研修をしていただきました。内容としましては、実際に警察の方が住民

の方の役をしていただいて、実際の実務で実際に対応の仕方を学んだというところになります。 

  年代としましては、主事級、主任級、係長級ということで、幅広い年代の方に参加をしていただきまし

て、研修を行いました。研修に今回参加した職員数としては25名、特に住民窓口、住民関係の窓口の担当

の職員に今回参加をしていただいたところでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。これからは、役場の職員さんがやっぱり理不尽なクレームを受けることが

ないように、それがしっかり表立ってできる時代が来たと思うのです。総務課としてその辺は、かといっ

てあまり怖い役所になるのも何ですけれども、やっぱりこの時代に合った形でどんどん進めていただきた

いのです。そうではないと、窓口対応になったからとか、そういうことがないように進めていただきたい

のですが、今後も。ちょっと課長としてどうでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  今後のクレーム等に対する対応ということでございますが、おっしゃるとおりまず基本は丁寧な窓口対
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応を心がけるというのは、これ基本というふうに考えてございます。しかしながら、場合によってはその

ときによっては大分悪質なクレームとか、大きな声を発して悪質なクレームをされる方がいらっしゃる場

合がございます。そういったところには、先ほどご指摘いただいたようにこういったクレーム対応研修も

しておりますので、職員についてはやはりどのタイミングでどういうふうな措置をしていいのかというの

がちょっとなかなかはっきり分からないというようなところも多々あると思います。要は、お客様が大き

な声を発して暴言とか吐くことによって、周りにいるお客様がもう恐怖に感じる。その時点で警察ではな

いですけれども、そういった形でもう呼ぶとか、そういった体制をしっかり職員のほうにも周知をさせて

いただいて適切な対応をとっていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 ページ49の負担金、補助及び交付金の中の西部五市町共同研修会負担金というようなもの

がございます。これ昨年度どのようなこの実績を上げられたのかお聞きしたいと思います。 

  それから、これにちなんで…… 

                 〔「堀江議員、一問一答で」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 そうですね。一問一答で行きますので。 

〇堀江快治委員 これ、このこと。 

〇岡野 勉委員長 関連ですか。 

〇堀江快治委員 関連。 

〇岡野 勉委員長 関連。では。 

〇堀江快治委員 ここで学ぶということは、非常に大切なことで、常に最近の動きからして職員研修という

のは欠かすことのできないことであり、特に管理職の方のコンプライアンスというのがこれからの住民の

生命と財産を守るには、法的にもやっぱりきちんとしないとまずいです。そういうものをこの西部五市町

共同研修会負担金の中等では、どのような捉え方がされているのか。あるいは、そういうものには触れな

いで、どんな協議会に出されたのか、成果をお聞きしたいということで。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  昨今の管理職に対するコンプライアンスの研修の重要性ということでございます。こちらにつきまして

は、行政職員の基本というのが当然公務員法だったり地方自治法、これはもう基本中の基本というふうに

考えてございます。この西部五市町共同研修会で云々というわけではございませんが、階層別の研修をや

ったりとかそういったことで管理職になったときに研修に行ったりとかそういったこともございます。し

かしながら、昨今の状況とかを考えますとやはり自治法の研修であったりとか、契約関係の研修だったり

とか、これはまだ定期的に研修の内容は別としてやっていって住民サービスに努めていくと、これは基本

というふうに考えております。今後しっかりと対応していきたいというふうに考えております。 

  細かい…… 

〇岡野 勉委員長 では、深井職員係長。 

〇深井夏香職員係長 ご質疑に対し、お答えいたします。 
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  昨年度西部五市町共同研修会では、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町の５市町共同で研修

を行いました。内容といたしましては、初級職員研修、行政法研修、住民満足度向上研修、接遇研修の４

研修を実施しております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 実際に本町ではどのくらいの職員の方が人数で参加しているのですか。 

〇岡野 勉委員長 深井職員係長。 

〇深井夏香職員係長 ご質疑に対し、お答えいたします。 

  初級研修が15名、行政法研修５名、住民満足度向上研修５名、接遇研修９名でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 課長、この研修を足場に、できるだけお金を使えとは言いませんけれども、これからの時

代やっぱり職員研修というのは欠かすことのできない大事な部分があるので、機会があることに許される

範囲の予算等も含めてぜひ大勢の職員の方を派遣して高度な知識等を習得するために努力していただきた

い。派遣していただきたいと。庁舎内でもそういうものを学んでいただきたいと、こういうことを希望す

るのですけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  ご指摘のとおり、まずは町民の方に対する対応というか、町行政の発展につきましては職員のスキルア

ップが当然欠かすことができないというふうに考えてございます。その中でもやはりしっかりとした法律

関係の理解というのは基本でございますので、ご指摘いただいたとおり外部講師を招くのみならず、今ズ

ーム等の関係でも研修とかいろいろな方法がございますので、その辺は一番よりよい研修を数多くこなせ

るように検討をしていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午前１１時４２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

  佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それでは、何点か質疑をさせていただきます。まず、時間外勤務手当についてなのですが、

庁舎内全体として令和５年度の時間外勤務手当は、令和４年度に対してどういう結果だったのかお伺いい

たします。 

〇岡野 勉委員長 深井職員係長。 

〇深井夏香職員係長 ご質疑にお答え申し上げます。 
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  令和５年度につきまして、令和４年度と令和５年度を比較したところ、令和５年度は減額となっており

ます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 どのくらい減額になったのかが分かれば教えていただきたいのと、あと減額になった対策、

どういうことを注視して対策をされたのかを伺います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長、お願いします。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えいたします。 

  まず、対策のほうにつきましてですけれども、いろいろ企画財政課のほうで所管しておりますやはりＤ

Ｘ関係とか、そういったシステム関係を導入していただくことによりまして、時間外の圧縮ということも

考えられるというふうに感じております。 

〇岡野 勉委員長 では、森村総務課副課長。 

〇森村早苗総務課副課長 実数につきましては、26.4％の削減となっておりまして、こちらにつきましては

選挙費を抜いたもので計算をさせていただいております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、大分対策をされて削減されたと。時間に対しては、庁舎内で皆さん念頭に置きなが

ら業務をしているということでよろしいですね。 

  出退勤の管理システム、そちらのほうも令和４年度から導入をされて、一定の効果は出たということで

よろしいですね。分かりました。 

  それと、先ほど来研修の質疑がありましたけれども、私も研修についてちょっと質疑させていただきま

す。令和４年度と５年度に比べて研修の内容が違うのですが、この年々の研修のコースというのですか、

受ける種類はどういったところで決められるのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  その年々によって研修の内容が違うというふうなことで、その決定の方法ということでございますが、

先ほど来答弁させていただいておりますけれども、やっぱり核となる研修というのは毎年当然実施させて

いただきたいというふうに考えております。そのほかに通年続けている研修のほかに新たないろいろ、社

会のほうも流れておりますので、例えばＤＸの関係だったりとか、そういった喫緊に必要なものは当然そ

の中に取り入れて、ある程度回数を重ねた研修についてはなくすというような形で計画のほうはしている

のですが、これとこれとこれというのは特には、厳密にはということではないのですけれども、一応そん

な形でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ちなみに、ＯＪＴとＯＦＦ―ＪＴでＯＦＦ―ＪＴに関してはどういったことをされていま

すか。 
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〇岡野 勉委員長 深井職員係長。 

〇深井夏香職員係長 ご質疑に対し、お答え申し上げます。 

  令和５年度庁舎内の自主研修といたしまして、悪質クレーム対応研修、認知症サポーター養成講座研修、

弁護士が警告する窓口対応研修、男女共同参画研修、毛呂山町総合振興計画を見据えた業務の推進、会計

事務スキルアップ研修、法制執務研修を実施いたしました。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  それと、研修のほうで最後に、先ほど悪質クレーム研修に関しては西入間警察のほうにしていただいた

という答弁でしたけれども、クレーム、ご指摘に関してはほかに企業研修とか専門的な研修もあると思う

のですけれども、そういった企業研修に関しては積極的に取り入れているのかどうか、その辺を伺います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 各種の研修を積極的に取り入れているのかということでございますが、実際にその目

的に合った研修ということで、いろいろ一つとしては彩の国人づくり広域連合等でもやっているのですけ

れども、そういった階層別の研修に派遣をしたりとか、こちらのほうで外部講師を招いてやったりとか、

その辺につきましては今後自主研修も併せてダブることがないように計画的に進めていきたいというふう

に考えております。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 研修に関しては、専門的にやられている企業、ちょっと企業名忘れましたけれども、何社

かありますので、その辺よく調べていただいて、それが有効だと思うのであればぜひ多少お金がかかって

も取り入れていったほうがいいと思います。 

  あと、47ページの住民法律相談事務弁護士委託料なのですけれども、昨年度の相談件数が何件あったか、

そちらを伺います。 

〇岡野 勉委員長 小林自治振興係長。 

〇小林伸行自治振興係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度、昨年度の住民による相談件数でございますが、134件となってございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 その134件は例年に比べて多いのでしょうか、少ないのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小林自治振興係長。 

〇小林伸行自治振興係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  月２回、この住民相談やっているのですけれども、各回満席というか、７枠予約を取るところができる

のですけれども、そちらかなりいつも埋まっている状況です。そのような状況というのは、令和４年度も

同様でしたので、件数としては令和５年度、令和４年度同じぐらいだというふうに認識してございます。 

  以上でございます。 
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〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、酒巻課長、ちょっとお聞きしますけれども、先ほど区長制度の件が出たけれども、

基本的にはこの区長手当というのが広報だとか回覧物、それの配布業務の支弁だけではないですよね。ど

うです、区長手当の。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  委員ご指摘のとおり、算定の基につきましては広報配布枚数とか、そういったのを基に算定のほうをさ

せていただいておりますが、広報を配るだけが区長様にお願いしていることでは当然ございませんので、

その代わりに均等割だったりとか、そういったのも区長手当の中には算出根拠になってございます。とい

うので、回覧物とか行政区内の運営だったりとか、そういったのも合わせた手当となってございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 行政報告書にも「町行政の運営上必要な事項の連絡調整」って書いてあるから。行政と地

域との橋渡しに関する全てのことだよね。 

何を言うかというと、総務課長もちょうど今大変な時期に総務課長になったなと思っているけれども、

先ほどもちょっと出たけれども、今自治会を解散するかしないかという回覧を回している地区があるらし

い。この間から騒がれているところなのだけれども。今何が言いたいかといえば、とにかくやっぱり集ま

ればみんなもう高齢化で役員の成り手がいない、困った、さてどうしようかという話ばかりです。区が活

性化されなければ、町の活性化はあり得ないと私ずっと言っているのだけれども、これちょうど今手をこ

まねいていると大変なことになりそうな気がするのだけれども、そういう意味では酒巻課長が大変な時期

に課長になったなと思って、同情しますけれども。やっぱり何かちょっと動きとしては、私が見ていて、

まだ行政側にこの危機感というのが感じられないような気がします。今区長手当の話出したのは、今ほと

んどって言っては悪いけれども、大方の自治会で事業が昔から見ればもう５分の１とか６分の１とかそう

いう規模ではないですか。事業はほとんどやっていないのではないのか。区長手当はずっと変わらないで

すよね。ちゃんとやっている行政区もあるけれども、そことそういう地域との行政サービスの差が物すご

くできているような気がするのです。毛呂山の同じ町民でありながら。ですから、ここはもう何回も言う

ようだけれども、大変だろうけれども、やっぱり地域にもう少し目を向けていかないと大変なことになる

気がします。町レクもなくなったでしょう。ですから、幹事区制度そのものをもう形骸化されました。ほ

とんどもう幹事区用がなくなってしまった。これについてもまだ未だに続けようとしているわけだよね。

続けるのであれば、幹事区の何か少し活動を見いださないと大変なことになるのだと思うのだけれども、

そういうふうに要するに行政サービスの地域間の格差、ばらつきが物すごく大きくなっている気がするの

です。その点についてどう感じるのか。 

  それから、これは例えば分けても何でもいいから、町のほうでいろいろやっぱり地域住民の方々と情報

交換だとか、あるいはこの意見を吸い取る場とか、そういうことをやっていかないとこれどうにもならな

くなってしまう。だってちょうど二、三日前に聞いたのだけれども、自治会を解散するかしないか、丸、

ばつ書けって今、回しているらしいですよ、大きな団地で。そういうふうな自治会の力としてそんなふう
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な今形になってきているのだけれども、そういう情報は町のほうには伝わっていますか。ほかにもまだあ

るのだけれども、一番気になっているのはその地域だけれども。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えいたします。 

  まず、各それぞれの行政区さんのほうで地域の格差、取組状況の違いが顕著に出てきているところがあ

るとご指摘でございますが、確かにこのコロナ禍を経まして大分全国的にライフスタイルが変化したとか、

そういった状況もありまして、ここで去年あたりからコロナのほうも大分落ち着いてきて５類に移行した

とうことで、事業自体もだんだん、だんだん復活をしてきているところもございます。そういった中で、

やっぱりどうしてもコロナ禍のときに４年程度事業がなくて、そういったところからいきなりこれまでと

どおりとなったときに、行政区長さんのほうの負担がかなり大きくのしかかってきて現在に至っていると

いうふうに感じているところでございます。しかしながら、行政区につきましてはこの町行政に対する本

当にかけがえのないパートナーというふうに認識しておりますので、それぞれ町の依頼事項であったりと

か行政区さんの依頼事項であったりとか、そういったのを酌み取ってよりよい方向にしていかなくてはい

けないというふうに思っております。 

といった中で、どうしても今後どのように対応していくかということでございますが、やはり一例を挙

げますとどうしても行政区を抜けた段階、一番直面するのがごみ問題とかそういったものがありますので、

そういったのはただ担当課単体の対応ではなくて、要するに生活環境課だけではなくて、総務課も一緒に

とか、高齢者福祉支援課も一緒に連携をして聞き取るとか、場合によっては該当される方々にお話を個々

に聞くとか、そういった対応をして少しずつ解消を図っていくと。いきなり抜本的な対応というのはなか

なか難しい部分もありますので、その辺をよく話を聞きながらそこに地域に合った対応をしていきたいと

いうふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 とにかく例えば幹事区長会議とかそういうものでも緊急に開くとか何かしていかないと、

ずるずる、ずるずる深みにはまるような気がします。今言ったとおり、解散するかどうかって今回覧板と

いうような話を聞いていますから、これはもうそういうことはそれで決まってしまうと取り返しがつかな

いからね、後で。だから、今区長会等で改めて真剣に皆さんと議論していくべきだと思います。それで結

構ですから、お願いします。 

〇岡野 勉委員長 次に、66ページ、第４項選挙費、第１目選挙管理委員会費から第４目町長選挙及び町議

会議員選挙費までの説明を求めます。 

 酒巻選挙管理委員会書記長。 

                 〔酒巻義一選挙管理委員会書記長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、荒木委員。 

〇荒木かおる委員 令和５年度の県議会議員選挙から期日前投票の会場が１つ東公民館増えましたよね。何

か混乱があったか、県議会議員選挙のときはあまりいらっしゃらなかったってお聞きしたのですけれども、
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町議会議員選挙では期日前投票を東公民館に増やしてどのように検証されているか伺います。 

〇岡野 勉委員長 小林自治振興係長。 

〇小林伸行自治振興係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まず、今回４月の県議会議員選挙から投票所を２か所に増やして何かトラブル等があったかという質疑

でございますが、やはり一番最初、初日にあってはいろいろ選挙システムが立ち上がりにくかったりです

とか、初めて行うがべくちょっと慣れない部分であたふたしたことはあったのですけれども、それを乗り

越えていざ始めてみると、特に大きなトラブルはなく、夏の県知事選挙まで行えたものと認識してござい

ます。 

また、２か所に増えたことで投票者の方の利便性ですとか、そういった点からですと、まず４月の県議

選におきまして期日前投票者数の約9.4％の方が東公民館で投票されております。こちら広報、ライン等で

周知は図ったのですけれども、初めてということでこのような数値かなというふうに分析してございます。 

  また、その後４月23日執行の町長、町議選挙におきまして、こちらの期日前投票所の利用者数、東公民

館17.5％となっております。県議選に比べますと割合は増えたので、東側に住む方にとっては割と利便性

があったのかなというふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 まず、選挙費に関する全体的なことでお伺いします。これだけの金額を投じていながら、

投票率が例えば県議であれば26％、町長選と議員で48％ぐらい、知事もそうですよね。二十数％と大変低

い数字になっておりますと。自治体によっては移動型の投票所であったりとか、様々な独自の対策等を考

えておられるところがあるようですけれども、この結果を振り返って次、４年後なのかすぐあるのか分か

らないですけれども、どのようにお考えになられているか、その点伺えますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻選挙管理委員会書記長。 

〇酒巻義一選挙管理委員会書記長 投票率の関係も含めた４年後の検討についてのご質疑でございますが、

ご指摘のとおり投票率につきましてはお示しの数値となっているところで、こちらにつきましては担当課

といたしましても様々な啓発であったりとか、ご指摘いただくようにそれぞれの投票所における工夫とか、

そういったことでやっていきたいというふうには感じております。 

  現在毛呂山町の投票所につきましては、数も近隣に比べると少なくなく、多いというふうに感じており

ます。そういった状況も考慮しまして、例えば先ほどご質疑がありましたけれども、期日前投票の投票所

を増やして工夫をするとか、そういったところも考えていかなくてはいけないのですけれども、選挙につ

きましてはどうしても厳正にやらなくてはいけないものでございますので、そういったシステム関係とか、

そういった住基情報だったりとか、そういったのもよく、徹底した管理の下に執行していかなくてはいけ

ないものなので、その辺も踏まえて投票率向上に向けてどういったものがいいのか検討していきたいとい

うふうに考えています。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。我々に魅力がないという点もあるのかもしれませんので、ぜひみんなで投



- 33 - 

票率を改善できるようにやっていきたいと思います。 

  もう一点なのですけれども、次は細かいところで、70ページ、71ページ、12節の委託料のところのポス

ター掲示場設置及び撤去委託料555万円と。この点なのですけれども、東京の都知事選でも話題になったの

ですけれども、ポスターに貼れる人、貼れない陣営とか、これはそれも含めて選挙なのだと考えられる方

はたくさんいらっしゃるようなのですけれども、やっぱり結局は投票者の知る権利が侵されているという

ところが論点になっていまして、例えば県知事選であっても最後までポスター、この毛呂山はもう戦略的

に貼らないというふうなこともされているような人もいらっしゃいまして、やっぱりここは先ほど言いま

したけれども、それは陣営の問題と捉えるか、それともその先の有権者の問題、有権者が結局知れない、

新聞とかいろいろほかにも知る権利はありますけれども、これだけいろんなところにポスターを細かく設

置するというのは、やっぱりそれが一番有効な戦略だという点で設置していると思うのです。やっぱりそ

こに対して、これは今のところ難しい考えかもしれないですけれども、結局はその前にポスターを皆さん

にお見せして、これで問題があるか、ないかって確認しているではないですか。そのときに渡してしまっ

て、皆さんから召集して一斉に貼る、私の場合でいけば優しい先輩が手伝ってくださったので、何とかな

りましたけれども、今後私みたいにもうぽっと出が出てくるかもしれません。その人の出馬する権利とい

うのは守らないといけないですし、先ほど有権者の知る権利というのも守らないといけないと、こういう

ふうな考え方もあると思うのですけれども、この点いかがお考えでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻選挙管理委員会書記長。 

〇酒巻義一選挙管理委員会書記長 ご質疑にお答えをいたします。 

  ポスターの関係でございます。ポスター掲示場につきましては、それぞれ投票区の数によって定められ

ておりまして、町内は94か所設置してございます。先ほどご指摘のように、このポスターを貼るそれぞれ

の陣営の判断によって貼っていただくというような形になってございますので、場合によっては貼られて

いない陣営も当然ございます。それにつきましては、陣営の考え方とかそういったことがやっぱり主にな

りますので、ご提案も分かりますけれども、現公職選挙法によっては今の形でやっていくしかないという

ことになっておりますので、その辺につきましてはご理解いただきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 次に、72ページ、第６項監査委員費、第１目監査委員費について説明を求めます。 

  酒巻総務課長。 

                 〔酒巻義一総務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、118ページ、第９款消防費、第１項消防費、第１目常備消防費から第３目防災費までの説明を求め

ます。 

  酒巻総務課長。 

                 〔酒巻義一総務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 
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  質疑ございますか。 

  荒木委員。 

〇荒木かおる委員 まず、自動体外式除細動器の借上料についてですけれども、この間もどなたか一般質問

でコンビニにという話もありました。それで、今回今年度ですけれども、スポーツ少年団の方が倒れて、

それでＡＥＤで救助されたというお話を聞いたのですけれども、やはり私前から言っているのですけれど

も、前も質疑していますけれども、そのときも建物の公共施設のガラスを割ってというお話があったので

すけれども、野外、コンビニもそうなのですけれども、やはり学校であったりいろんなところでスポーツ

をされていて、屋外にあったほうが気軽に、使わないのが一番ですけれども、使用するときにすぐに取り

出せるのではないかなと思います。そこら辺今後考えていただきたいなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  ＡＥＤ、自動体外式除細動器の緊急のときに対応するために屋内施設ではなくて、24時間も含めた、屋

外も含めた対応についてというご質疑でございますが、確かに委員ご指摘のとおり緊急のときに一番有効

に働くのがＡＥＤというふうに認識しております。 

  それと、また町民の方を含めた人が倒れたときに、その近くにいた方が適切な処置をすぐ施すことによ

って救命率というのは非常に高くなるというふうに考えております。例えば近くにおられた方が、近くに

ＡＥＤがあればＡＥＤを取りに行ったりとか、そうではなくて救急の救命措置をやって処置をすれば特段

に救命率は上がるというふうに考えております。そういったことも含めてＡＥＤの野外設置につきまして

は、いろいろ調査検討をしてクリアしなくてはいけない部分、例えば設置の方法とか、24時間外ですと例

えば防犯上の関係とか、そういったのも含めていろいろ研究、対応をしていかなくてはならないというふ

うに感じてございます。 

それと、保険の対応もあろうかと思いますが、その辺も含めて慎重に調査のほうをしていきたいと考え

ております。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

  それと、自主防災組織の運営補助金なのですけれども、今現在というか令和５年度、書いてあるかもし

れないのですけれども、この行政区の割合でどのくらい今達成されているのか、そのあと活動の内容を伺

います。 

〇岡野 勉委員長 岩田消防防災係長。 

〇岩田大佑消防防災係長 ただいまのご質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の自主防災組織の組織数ですが、45組織、58行政区という形になっております。令和６年の

４月に１組織増加いたしましたので、現時点では46組織が設立されているという状況でございます。 

  また、自主防災組織の役割というのは、災害発生時の自助、共助、公助の中の共助というところでの地

域の重要な位置づけであり、災害発生時に初期対応を担うべく存在でもあるということで非常に重要な組
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織であるというふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 自主防災組織が45組織あるということですけれども、数ばかり増えてもその内容が伴っ

ていないととても共助に追いつかないと思うのですけれども、一番大事なのがやはり共助だと思うのです。

助け合いだと思うのですけれども、その内容というか活動についてどういうようなアドバイスをされてい

るか伺います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  自主防災組織の日頃の活動も含めてご質疑にお答えいたします。まず、一番大切な地域の立ち上がって

いる自主防災組織のほうで、地域ごとに防災訓練とか講話とかやっていただいているのですが、そちらの

団体については約17組織ぐらいやっていただいております。 

  また、防災資機材の点検であるとか、そういった研修であるとか、また他団体との情報連携というとこ

ろの同じような形で17組織だったりとか10組織だったりとか、そのぐらいの組織が活動しております。 

  それから、それぞれ全くやっていないという組織はございませんので、防災訓練をやっているところも

ありますし講話をやっているところもあります。そして相対的に多いのは、日頃の見守り活動だったりと

かそういった活動をやっていただいているというところがほとんどという形になっています。 

そうした中で、行政として何が一番お願いするかというと、やはりご指摘のように有事のときの共助の

関係、例えば見守りも含めた共助の関係が一番大切だと考えておりますので、年に数回お邪魔させていた

だいて、担当課のほうからそういった説明をさせていただく機会をつくっていただいたりとかしていただ

いておりますので、そういったところを利用してよりお願いをしていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 自主防災組織の活動についてですけれども、先ほど長瀬委員も私も質疑をさせていただ

いたある地域の自主防災組織としてやっぱり防災訓練とかではなく、この自主防災組織の活動として防犯

パトロールをされているのです。役員さんが防犯パトロールの役員といって、この暑いさなかに、まだ夕

方の４時とか３時とかそういう時間にパトロールをされて、そういう方が高齢化になって非常に苦労され

ているというか、そういうこともあって、役員できないわという方も中にはいらっしゃるみたいなのです。

なので、自主防災組織の活動の在り方というか、そういう資機材の点検だけやっている組織もある。それ

がいいのか悪いのか分かりませんけれども、やはりこれをやらなければいけないという、いろいろあるわ

けです、自主防災組織の活動としても。そこは、そこで選んでいるのですけれども、それではなくてもい

いということも教えてあげていかないと、とても私だって３時半に地域を歩けというのはもう大変だと思

うので、ぜひそこら辺自主防災組織の活動についていろんな項目があると思うので、そこら辺周知してい

ただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、酒巻課長、私も同じ質疑だけれども、南海トラフの初めてこの間警報出ましたよね。
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すぐ収まったけれども。いずれにしても来なければいいのだけれども、来る可能性もかなり高いよね、今。

だから、来ても毛呂山町のこの地域は震度５強程度かなって言われているけれども、震度５強が来るとか

なり被害も出る。今もうそういういろいろ自主防災のことで45組織ができて58行政区でできているのだっ

て、これでほぼできているのだよね、大体。あとできていないところは、小さいところだろうけれども、

町としては大まかできているのだろう安心感があるのだろうね、きっと。理論上は、もう何でも言えるの

だけれども、私はいつも地域では自治会の事業は全て防災訓練になっています。いつも言っているのです、

みんなに。もちろん防災訓練もしっかりやるけれども。だから、さっき言ったように自治会の活動ができ

なくなってきていたら、自主防災組織ができるはずないのです。そうでしょう。だから、そこのその観点

をぜひ総務課は持っていかないとどうしようもないと思います。だから、その活動実態を、今荒木委員も

言っていたけれども、その数字、45できたからやれやれというのではなくて、いつも言うように本当に書

面だけ提出されたもので把握しているだけでは、私は何の意味もないと思う。何年かけてもいいから順番

にやっぱり自主防災の活動実態をよく見てマニュアルを、私のほうではもうマニュアルつくっていますか

ら。緊急災害対策本部というのをつくって、いざのときにはそういうマニュアルに沿って防災訓練をして

いますけれども、そこまでまずできないと思うけれども、徐々にそういうことが実施できるように総務課

でやっぱりプランを描いてやらないと、このままずっといつまでも変わらないと思います。私よく分かる。

もうこんなの口だけでは駄目なのです。とにかくやらないと。だから、自治会の事業全てが防災訓練だと

いう、私はいつもそういうキャッチフレーズで今地元でみんなでやっているけれども、そういう意思を町

のほうでＰＲしてやっぱり持ってもらうべき。自治会はままならないのに自主防災できるはずないではな

いですか。それは、ここで幾ら言ってもしようがないのだけれども、そういう意見、私は持っていますけ

れども、ぜひ参考にしていただきたいと思います。何か一言あったら言ってください。 

〇岡野 勉委員長 酒巻総務課長。 

〇酒巻義一総務課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  ご指摘のとおり、自治会の関係も含めてなのですが、地域のつながりを大切に思っていただく一つがや

はり有事の際の助け合い、共助ということでございます。やはりその辺を皆さんに理解をしていただいて、

自治会運営も含めた自主防災組織、防災訓練の活動とか、そういったのを広報等もまず使いながら、ご指

摘のとおり確認をしながら進めていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 もう一つ、課長、これ来なければいいのだけれども、南海トラフ地震や首都直下型地震が

来たときに、この間も申し上げたけれども、地域と町の本部とのこの初動行動、連絡調整、どう取るのか。

何か防災計画で書いてあるからいいのだって言うかもしれないけれども、やっぱり改めてきちっと住民の

方に植え付けるべきだと思います。開始ができていなければ何やったってどうにもならないから。それは、

一緒に指導したほうがいいと思います。結構ですから。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 １時５７分） 
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〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時５９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、44ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、48ペー

ジ、第２目文書広報費、58ページ、第10目諸費について説明を求めます。 

  酒巻秘書広報課長。 

                 〔酒巻義一秘書広報課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  中村委員。 

〇中村奨平委員 私は、まず歳入の38、39のところの有料広告掲載料281万5,000円、これ昨年度に比べてお

よそ20万ちょっと減っておるのですが、それに対して先ほどの……ごめんなさい。歳入と歳出の比較の話

です。先ほどの「広報もろやま」の印刷製本代のところが600万円少しだったと思うのですけれども、片や

インフレで値段は上がっていると、片や広告収入は下がっているということで、私これは一般質問でもさ

せていただいたとおりなのですけれども、これは例えばではもし広告が埋まらないのであれば値段を下げ

るとか、そちらのほうが結局は枠目を使って事業者の方がそれで有効活用してもらえれば結局は町民に返

ってくるわけですから、そういうふうないい循環、無理に価格がもし見合ってないのであれば、ニーズに

対して、そういうふうなことも考える必要はあるのかなと思っているのですけれども、この点はいかがお

考えでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  ご指摘のとおり、有料広告の掲載料につきましては、令和４年度に比べると減額という形になっており

まして、支出のほうにつきましては令和５年度のほうが少し600万超えていますから、上がっているという

ことでございます。ご指摘のとおり、有料広告をもらって、その紙面の中に入っていますので、広報の支

出額につきましてはやはりページ数が多くなります。一方で町の必要な情報を町民の皆様にお届けする一

番重要なものというところの認識もございます。とはいえ、このような財政難の状況の中、それだけを基

にその収入の減額した広報の発行でいいかというのは、それではよくないということもありますので、今

後は有料広告を増やす取組等を検討しながら、場合によっては紙面の制限とか、そういったのも検討して

いきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 行政報告書の48、49ページの町長への手紙と町民の声の集計が載っていますけれども、特

にこのその他の部分で町長への手紙が４件、町民の声その他24件ありますけれども、言える範囲でいいの

で、どういったものがその他として来ているのか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 実際に相対的に言うと苦情であったりとか、そういった対応について、もっとこ

ういうふうにしてもらいたいとか、そういった町長への手紙というのが来ているのも事実でございます。
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そういった分につきましては、担当課のほうと確認をして、当然対応策を講じなければいけない部分につ

いては担当課長を通して今後の対応についてしっかりするような指示をしながら対応をしているというよ

うなものがその他の部分に含まれているということでございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ちなみに、それはフィードバックをされているのですか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 当然先ほど言ったように、例えば匿名で来ている場合にはあれなのですけれども、

ちゃんとメールとか名前があって住所とかある場合には、ちゃんとこちらの対応方法とか、そういったの

をお客様のほうに郵送したりメールで返したりとかしてございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私は、49ページのほうで。すみません。ちょっと声が悪くて。印刷製本費で行政報告書の48ペ

ージに載っている広報の件ですけれども、確認の意味で、今秘書広報課何人いるか分からないのですけれ

ども、広報って今何人ぐらいでどんなふうに作っているのだか、５年度はどうやったのかちょっと教えて

ください。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  職員の体制ということでのご質疑でございますが、広報の担当の職員につきましては、今現２名で作成

してございます。しかしながら、確認事項とか主たる作成は２名で行っておりますが、例えば校正だった

りとかそういったのにつきましては、配属されている職員のほうで確認しながら作成しているというよう

な状況でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。一応広報紙大事なものだし、私もよくできているなとは思っていますけれ

ども、先ほどの広告収入等の話もありましたけれども、この計上されている六百二十何万というのはあく

までも印刷費なわけで、この金をぽんって払えば広報紙ができてしまうわけではなくて、やっぱり広報を

発行するにはそれを職員であったり、あとは区長さんが区長手当なんかも通じてみんなで作っていたり、

結構なお金がかかっている出版物だと思うのですけれども、前回私これ予算のときに聞いたのだったか、

ちょっと酒巻課長のときではないのですけれども、やっぱり重要なものだし、町としては秘書広報課とし

ては広報って何人ぐらいの人が読んでいるのかちゃんと把握して作っているのですかという質疑を私して、

なかなか調べようもないのだけれども、だって町民のほとんどが読んでいるかもしれないし、誰も読んで

いないかもしれないし、それを一生懸命作ってくれているのですけれども、その辺何か把握する方法はな

いのかどうか、私が前回質問したときはちょっと検討してみます的な答えだったのですけれども、現状と

いうのはあれではないですか。町民の半分が読んでいるかもしれないし、全く分からず作っているわけで

はないですか。その辺ちょっといかがですか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答えをいたします。 
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  作成して配布させていただいている広報について、どの程度の町民の方々が読んでいるか確認の方法等

でございますが、実際に全ての町民の方に対して確認をして戻してもらうという作業は当然してございま

せん。実際にもう確認もする方法というのはなかなか検討しなくてはいけないと思うのですけれども、今

現在やっているのはラインを活用して状況についてアンケートはしてございます。そのラインの登録件数

につきましては、令和６年度ですけれども、直近ですと7,120ぐらいの登録者があって、そちらの方々には

ラインを使ってこのアンケートをやっているのですけれども、とはいえ全戸１万2,000とか1,000とかそう

いった形でありますので、そういった方々に比べると３分の２ぐらいなので、残りの方をどうしようかと

いうのが今後の課題であると思いますが、昨今いろいろなデータのほうでも広報等は見れますし、配布を

させていただいているというのもあって、その辺どういった方法が全員から返してもらう方法等、検討し

ていきたいというふうには思っております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。別に、課長、責めているわけではなくて、無理なことを聞いているのです

けれども、全戸配布というのはもう区長さんを通じて確実に行われているのは、これはたしかなので、た

だお金を出して買ったものだったら何部売れたから何人読んだって言えるのだけれども、やっぱりその辺

は目安となるのが今のラインの登録者数とかその辺なのかなと思うのですけれども、我々も広報ってみん

な読んでいるのって言われても多分読んでいるのではないのということなので、調べようがないのだけれ

ども、何かその辺何々を基準に考えるとこれぐらいの人に読んでもらえるよという返答ができるようにち

ょっと調査研究しておいてほしいのですが、よろしくお願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  その確認の方法、いろいろどういった形がいいのか、またそういった方法を探って、とにかく登録者数

を増やすとか、ラインもそれも一つの方法と思っておりますので、その辺も含めて確認方法について検討

してまいります。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 先ほど佐藤委員も投書箱のお話をして、私はラインなのですけれども、町民及び町民以

外の人の意見も聞いているということで、町外の方もということですよね。その人数って分かるのですか。

町民、町内、町外、分からない。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 この割合というか、町外の方の人数についての、そこまでちょっと申し訳ござい

ません。把握はしてございません。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 項目に分かれていますけれども、例えばまた内容になってしまうのですけれども、内容

はどういうものが多いか伺いたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答えをいたします。 
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  先ほど説明したとおり、いろいろな内容があるのですけれども、やはり町民が日頃感じているもの、例

えば道路の関係だったりとか当然職員の対応だったりとか、例えばこういった補助金をお願いしたいとか、

タクシー券の関係だったりとか、そういったものがやはり相対的に見ると日頃生活をしていてこういうふ

うにしてもらいたいというような内容が主になっているというふうに感じております。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 ちなみに、もしかして防災の関係になるかも、違ったら言ってください。先ほどのデー

タ放送の情報発信、例えばテレビ埼玉の放送というお話があったのですけれども、災害があったとき、例

えば夜中にあったときにほかの市町はエックス、ツイッターです、前の。ツイッターにすぐ上がってきた

りするのです。こういう地震があったとか避難の関係とかなのですけれども、毛呂山町はなかなかエック

スに上がってこない。そういう情報発信がない気がするのですけれども、そこら辺はどのようにお考えか

伺います。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご質疑にお答えいたします。 

  今現在例えば避難所開設をした場合には、防災行政無線でお知らせをした後、登録者のほうにはライン

で入ったりメールで入ったりとかしております。その情報を速やかにホームページ等に上げて周知を図っ

ているところなのですが、ご指摘のとおりエックスを使ってというのは皆さんすぐに確認できますので、

より迅速に情報を提供できるということでは大変有意義なものと考えております。その辺の今後について

は、ちょっといろいろ調査とか研究をさせていただいて、よりよい方向を探っていきたいというふうに考

えます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 やっぱりエックスを見ている方というか、それで情報を得ている方って本当に多いと思

うのです。それなので、やはりいろんなツールを使うことが必要で、エックスは全国というか、毛呂山町

に親族がいる方で家族が遠くにいる方、そういう方への発信というか情報収集にもなるので、ぜひそこら

辺も強化していただきたいと思いますけれども、もう一回、よろしくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 酒巻秘書広報課長。 

〇酒巻義一秘書広報課長 ご指摘のとおり、ここに住んでおられなくて、家族の方が毛呂に住んでいる。当

然やはり関係する方が住んでいるところで災害が発生すると心配になるというのは当然のことでございま

す。そういったことも含めて、先ほどもおっしゃるようにどういった形がいいのか検討していきたいと考

えております。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 ２時２１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ２時２２分） 
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〇岡野 勉委員長 続きまして、44ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、48ペー

ジ、第４目会計管理費、第５目財産管理費及び150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第２目土地開

発基金費の説明を求めます。 

  小室会計管理者。 

                 〔小室永治会計管理者兼会計課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  では、堀江委員。 

〇堀江快治委員 会計管理者、この本来なら数字での質疑が必要なのですけれども、お聞きしたいことがあ

るので、お許し願いたいのだけれども、前年度あたりから一般競争入札の書類を会計管理者の管理の下、

金庫に書き入れた後、あそこの金庫に入れて保管しているから、外部漏えいは絶対に大丈夫なのだという

ようなことを言われたのですけれども、失礼ながら前任者の管理者に聞いたところ、あまりそのようなこ

とをしたことがないというようなご返事を、口頭ですから確証のある話ではないのですけれども、現在数

多くの一般競争入札の入札札、それから最低制限価格等を記入した書類はどのように会計管理者の下で管

理をされているのですか。 

〇岡野 勉委員長 小室会計管理者。 

〇小室永治会計管理者兼会計課長 質疑にお答えをいたします。 

  ご質疑の部分につきましては、最低制限価格の入札の札のことということでありますが、こちらにつき

ましては管財課のほうで運用規定に基づきまして受払簿というものを設けまして、受払簿です。誰がいつ

どのような内容のものを預けたということで、預けたときに持ってきた担当の人の印鑑を押していただい

て、それを会計管理者のほうで確認をしまして、私のほうでも印鑑を押すと。そして、開札する当日にそ

れをまた担当が持ち出すということになりまして、そのときにも担当者の印と、あと私の確認印というこ

とで、相互にそれを預けた、持ち出したという日時を記入するような管理の仕方ということに変わりまし

て、今年度からそのように運用させていただいているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 言葉尻を捉えて失礼ですけれども、変わりましてと言いますけれども、従来からそういう

方法を取るべきだったし、取ってきたはずなのですけれども、小室会計管理者になってから今お話しする

とそういうふうになったように聞こえたのですけれども、過去から今日に至るそういう流れの中の台帳等

は会計管理者の下で保管されているような台帳というのはございますか。 

〇岡野 勉委員長 小室会計管理者。 

〇小室永治会計管理者兼会計課長 質疑のほうにお答えをいたします。 

  保管する受払簿的なものはなく、当然会計課内の奥の金庫のほうにそれを預けるということになってお

りまして、そこに鍵をかけてしまっておりますので、そこで今までは当日開札まではそこで保管している

というふうな形で保管をしておりました。その記録のほうを今年度しっかりとつけて出入りのほうをしっ

かりと会計管理者のほうでも管理をするということになっております。 

  以上でございます。 
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〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 では、改めて確認させていただきますけれども、小室会計管理者がご就任をしてからそう

いう台帳というものはきちんと出来上がって、それ以前のものについてはないというふうに、いいか悪い

かは別です。ないというふうに私どもは判断をしてよろしいのですね。 

〇岡野 勉委員長 小室会計管理者。 

〇小室永治会計管理者兼会計課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  それ以前につきましては、そういった管理の仕方は取っておらなかったというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 これは、私どもには常に大切なことだから、そのときそのときお聞きしたときに、執行部

は毛呂山町の一般競争入札の場合には、予定価格と最低価格が記入された書類があるわけですけれども、

それらは外部漏えいを防ぐために封をして会計管理者の下、金庫に収めておくというふうなお返事をずっ

といただいてきたのだけれども、ではそれはなかったということですね、実際には。 

〇岡野 勉委員長 小室会計管理者。 

〇小室永治会計管理者兼会計課長 質疑にお答えをいたします。 

  基本的に会計管理者といいますか、会計課の奥の金庫のほうに鍵をかけてしまっておりますので、管理

といいますか、外部の者が無用に立ち入ることはございませんので、そこで保管をしていたということで

ございます。当然役場の職員であってもそういった部屋には無断において入ることはありませんので、し

っかりと管理がされていたというふうには認識しております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 小室会計管理者、どうしろという今話をしているのではなくて、ずっとそういうふうに私

どもは信頼性を持ってきたわけです。特に一般競争入札において予定価格と最低制限価格を記入した札は

しかるべき形でもって会計管理者の下、あの会計管理者の部屋で金庫に保管し、そして応札の最終日に終

わった後、開封すると、持ち出してきて。それでも今聞いてみると、何の証拠もない、小室課長に失礼で

すけれども、今は小室管理者はその預かった札の日、取り出した金庫から出した日、これらはでは逆に言

うと小室会計管理者になってからはその日付というもの、それから誰がどうしたという一連のことは私ど

もは直接見ることはできませんけれども、それはやっていると、今のところは。今日はやっているという

ふうに捉えていいですか。 

〇岡野 勉委員長 小室会計管理者。 

〇小室永治会計管理者兼会計課長 質疑にお答えをいたします。 

  先ほども申し上げましたが、おっしゃるとおりしっかりと受払簿のほうで記録を取りまして、現物のほ

う確かにあるということも私は確認をして、しっかり張り出すときも確認をして管理をさせていただいて

いるということでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 
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〇堀江快治委員 これは、小室会計管理者がそういうスタートを切っていただいていることについては、私

どもは高く評価しますけれども、これ誰に言ったらいいのでしょう。要するに、私どもに虚偽の内容を話

したというのですか、私どもの質疑に対して、だから大丈夫なのだって、小室会計管理者の前です。以前

についてはしまっておくから大丈夫なのだというお話をその都度私どもにしてきたけれども、結論的には

それは虚偽の表現であった。回答であったというふうに捉えてしまうのですけれども、これは委員長、ち

ょっと町長までいかなくてもいいですけれども、申し訳ないけれども、副町長をお呼びして、その点につ

いてお話をしておかないと、小室管理者はきちんとしていると。それを今お聞きしたいと思います。ちょ

っと休憩取って呼んでいただけますか。 

〇岡野 勉委員長 では、この際暫時休憩します。 

                                      （午後 ２時３９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ２時５５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

  堀江委員。 

〇堀江快治委員 副町長どうも、ご苦労さまです。過日、一般競争入札等の札を、最低制限価格を書いた後、

封書に入れて、それで会計管理者の下、あの部屋の金庫に預けるということを言ったのですけれども、そ

れ以前に僕が何でそういうことのルールの話をしたかというと、口頭では常に安心だと、あの金庫に預け

てあるから大丈夫なのだというお話を聞いていたわけです。それで、僕も果たしてそうかなと思って、そ

んなに改めてルールをつくったわけではなくて、前から同じようにそれに近いことはやっておったのかな

と思っていたところ、小室会計管理者の前任者にお聞きしたところ、あまり適切なお話ではなかったら今

確認をしたのですけれども、やっぱり副町長、一番大切だからこそ金庫に入れるわけですから。それがや

っぱり今小室会計管理者はちゃんとしてくれているのです。だけど、それ以前には口頭ではやっていると

言いながらやっていなかったということは、この行政上あまり好ましくないのではないですかということ

を副町長に確認をしていただいて、あらゆることにおいてそういうことについてはご注意、留意していた

だきたいという意味で、お伝えするためにお呼びしたのです。別に副町長がどうだ、こうだというわけで

はないのです。大切なことは、やっぱりきちんと小室会計管理者に確認したわけです、今僕が。そうやっ

ていますかって言ったら、私はやっていました。それ以前にありましたか、書類がと言ったら全くないと

いうことだから、別にこの間の議論で内容は終わっているのですけれども、現実的にそうだったというこ

とが今確認されたのだ。今後は、やっぱりそういうことについては十分留意していただきたいということ

をお話をするためにお呼びしたのです。いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 副町長。 

〇関本建二副町長 今お話しいただきました会計課の金庫において、最低制限価格であるとか予定価格の調

書、そういったものを封をした状態で金庫で管理をするということについては、今お話ありましたとおり、
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３月だったですか、ご指摘もいただきまして、そういったご指摘をいただいた上でより適切に管理をする

という必要性から一応今年度、４月１日からその金庫に保管したということ、あるいはそこから出したと

いうことについては、受払簿というのを改めて用意をしまして、受払簿でしっかり出し入れを管理すると

いうような形でより適切な管理ができるように事務を改めたということでありますので、改めてそういっ

た形に改めさせていただいたということをご報告させていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今のお話を聞いて、今後はそういう点については理解を示しますけれども、過去にもいろ

んな高額な入札等も行ったときに、その都度僕が聞いたときに金庫で管理するから大丈夫ですよというこ

とを言ってきたから、そういうようなまさか、今初めて僕は、この間質疑したときはそういうふうにして

いますかということの確認で行政側で率先して副町長が言ったように出入りの帳簿を作っていただいたと。

それ以前にはなかったということを今確認できたのですけれども、やはりそういうことは十二分に気をつ

けてやっていただかないと、あらぬ疑惑を招くもとですから、どうぞ今後ともそういうふうなルールづく

りが必要なものはきちんとつくっていただければありがたいと思うのですけれども。副町長がそう言って

指導していただいたことに対しては、私は高く評価し、感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

〇岡野 勉委員長 答弁はいいですね。 

〇堀江快治委員 はい。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時０１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時０２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、48ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第３目財政管理費、第５目

財産管理費、第６目企画費、第９目電子計算費について説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  そうしましたら、中村委員。 

〇中村奨平委員 私は、企画費のところの54ページの第18節の婚活支援事業補助金についてまず伺います。

こちらが行政報告書によりますと、昨年度は計20名の参加で３組のカップルの成立がありましたと。一昨

年度が41名で５組のカップルが成立ということだったと思うのですけれども、これまず確認なのですけれ

ども、私ちょっと個別で確認させていただく、このカップルというのは日本語でいう交際とかではなくて、

あくまで連絡先の交換という認識で間違いないでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 
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  婚活支援の関係でございますが、昨年度直営のほうでイベントのほうをさせていただいたということで

ございます。このカップル成立につきましては、昨年度につきましては男性、女性それぞれ第３希望まで

出しまして、そこの中でのマッチングでお互いに成立した件数のほうが３組だったというところでござい

ます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 今のお話は、私がまとめますとあくまで第３希望まで出し、例えば第３希望同士でマッチ

ングしても、連絡先交換してもそれはカップルと認定しているということですよね。何を言いたいかとい

うと、この先継続してその調査をしているのかどうかなのですけれども、例えばおととしになります。５

組が成立しましたと。でも、あくまで連絡先の交換なのです。この先がどうなっているかというのを追跡

調査はされていますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  企画財政課のほうといたしましては、昨年度のカップルが成立したときに、決して強制とかそういうあ

れではないのですが、その後の進展等があった場合にはぜひとも事務局のほうまで、今後のやっぱり検証

等のこともありますので、ご連絡をいただければ幸いですと、このようなことの連絡のほうはさせてもら

っております。ただ、昨年度のカップルのほうからは今日現在はまだ何も連絡はない状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 私、決してこの事業が悪いと言っている話ではなくて、ちゃんとそこまで追跡してくださ

いと、カップルという言葉はちょっと語弊を、ここにいる方にもあるのではないかなと思っていますので、

しっかりとその効果まで追跡していただいて、どうなっているかその後というところまで正直やってほし

いなと思っています。事業としては、先ほどおっしゃったようにもう昨年、おととしは委託費として38万

円ぐらい計上して、それを内製化したことによって今回も非常に安くできていると、もう大変すばらしい

こと。何でもかんでも委託するのではなくて、自分たちでできることは自分たちでできるって、まさにこ

れはすばらしいことだと思いますので、自信を持ってやっていただきたいと思います。 

  最後、次もう一件が、もう一つ同じところで、定住促進補助金2,629万円です。こちら出されていますけ

れども、これも行政報告書によりますと補助件数47件、この内訳なのですけれども、例えば親世代と同居

した方、私はこれはむしろありがたい話だと思っているのですけれども、何件になりますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  毛呂山町定住促進補助金につきましては、今委員ご指摘のとおり令和５年度の実績は47件というところ

で、そのうちちょっと質疑のあれとはずれてしまうのですが、新築のほうが36件、それと空き家リフォー

ムのほうが11件、合わせまして47件というところでございます。この新築のほうがいわゆる若者世代とい

うことでございますので、親と同居というのはなかったような記憶がございます。 
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  なお、この令和５年度の47件のうち町内から町内に家を建てた方、もともと町内に住んでいて、町内で

の新築という方が20件ございました。また、町外から町内に入ってきた方につきましては27件あったと、

このような実績になっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。同居はなくても、町内から町内、本来であればもしかしたら町外に出て行

ったかもしれないのを防げたかもしれないということがありますので、非常にこれは好評がいいものです

ので、こちらもぜひ積極的に進めていただければと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 中村委員に、聞きたかったこと２点聞かれたので、では自分は未来応援奨学金のほうで、

昨年の実績が54件で、その前の年が41件で年々増えているということなのですけれども、これ昨年は54件

以上の問合せがあったのでしょうか。それとも54件あったので、このプラスアルファで申請を補正で起こ

した。その辺どうでしょう。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  この未来応援奨学金返還支援補助金につきましては、毎年申請が当該年度の９月末日までというふうな

期限になってございます。昨年度実績は、委員ご指摘のとおり54件ございました。当初予算のほうと比較

いたしまして、できるだけこういった事業、多くの方に利用してもらいたいということで、補正予算のほ

うの計上をした上での対応ということでの結果として54件の方に補助金のほうが交付できたと、こういっ

たことでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ちなみにですが、今年度は今日現在まででどのくらい来ているのですか。分かれば教えて

いただきたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの制度につきましては、委員ご承知のとおり最大５年間の継続ということになりますので、該当

者によりますけれども、基本的には一度申請した方は毎年申請はしてもらいますが、どんどん繰り上がっ

ていくというような制度でございます。新たに新規に対象となった方がまたその当該年度にエントリーし

てくると、こういったような制度になっておりますが、まだ９月末まで行っておりませんので、今月いっ

ぱいは今年度の受付のほうはしておりますが、現段階で予想といたしまして今56件程度の申請があるとい

うことで、当然その中のこの54件はダブっている方がいるということでございますので。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 
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〇長瀬 衛委員 今のこの未来応援奨学金と定住促進補助金、これは両方とも定住促進策だよね。あとは、

子育て支援策を合わせているのでしょうけれども、これ例えば定住促進補助金がかなり500万の予算、予定

が1,600万ということで増えているのだけれども、これただの建設費の補助金で終わってはしようがないの

だよね。空振りになってしまうよね。この資料を今制度の仕組みを見ているのだけれども、この５年を超

えて居住しようとする者って書いたり、その事実が住民基本台帳で確認できる方と書いてあるのだけれど

も、これはどういうものが担保になるのですか、こういうのは。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちら未来応援のほうもそうなのですが、企画財政課のほうといたしましてはやはり委員ご指摘のとお

り定住促進のための補助金ということで、一定の定住要件のほうを定めさせてもらっているのですが、今

ご質疑の、では本当にその定住しているかというのは企画財政課のほうで毎年年度末に住基等でそちらの

ほうの住所確認等はさせてもらっていると、このようなところでございますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 毎年確認するということ。この奨学金のほうも５年以上継続して町内に転入する意思があ

るかだとか、これも同じこと。 

  それで、これだけ四十何件も申請があったり、あとはもう54件だけども、これはこのとおりいけば若者

世代がこれはだって若者世代の定住でしょう。いいのだけれども、この間ちょっと一般質問で聞いたけれ

ども、今年の行政報告を見るといわゆる社会増減でいくと161人、転入超過です。自然増減でいくと370人

減になっていますけれども、取りあえずこの制度からいけばこの社会増減のほうでしょうけれども、161人、

この間私一般質問で出したのはたしか令和４年度の実績かな、あれ130人だったと。あのときに130人のう

ち91人だか２人だか外国人でしたよね。この161も同じような内訳なのでしょうか。 

  そして、20代、30代の世代が20代、30代の一番この制度の狙い目です、若者世代。その世代が161人の内

訳としてどうなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  先ほどちょっと答弁のほうとかぶりますが、未来応援とこの定住促進は委員ご指摘のとおり若者に対す

る定住促進、これがまずメインでございます。そして、かつ少子化対策といったことまでつなげていきた

いといったような事業で、未来応援につきましては令和４年度から新たにスタートさせてもらった事業で

あり、この定住促進のほうにつきましては令和５年度から今までの事業を見直しまして、新たに若者世代

をターゲットにした事業ということでございます。 

そういった中で、実績のほうが令和５年度実績で未来応援のほうが54件、定住促進のほうが47件という

ところで、ではその辺のところ、若者世代が増えているのだろうかというような、そんなようなご指摘か

なと思いますが、当然町内から町内という、先ほども答弁しました、そういった方もいるのも事実でござ

いますので、外から出てきた、入ってもらったという方だけではございませんので、企画財政課のほうと
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いたしましては先ほど中村委員のほうからご質疑があったとおり、いかに外に出さないかと、そういった

ようなことというのも非常にやはり大事なことなのかなと。本当に移住政策だとかというのが全国的にや

っていますけれども、なかなか現実的な話として外のほかの地域から来てもらうというのは、特に若者世

代の方に来てもらうというのは本当にハードルが高いなというのが、これがもう事実だと思っているので

す。そういった中で、それは当然そういったことの取組も大事ですが、いかに今住んでいる若者世代を外

に出さないで毛呂山町に引き続き住んでもらうか、そういったような観点からやっている事業でありまし

て、その百六十数人の中に確かに、ではそれが全部これが影響できるかといったらやっぱり町内に住んで

いる方もカウントされていますので、そこは全部が全部そうすぐに結果は出ないかなと、このように感じ

ているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、若者を出さないという目的からすれば、先ほどのあれでいくと二十数名が５年間住

むことになったということだね。 

  では、このちょっと聞き方さっき間違ったけれども、全体の転入、転出でいけば161人、この令和５年度

も転入超過です。その転入超過の実は内訳は、令和４年度を見たらほとんど外国人なのです。もう一方で、

いわゆるさっき言った20代、30代、子供の出生数に一番影響を及ぼす若い世代ということを、その日本人

は圧倒的に転出超過なのです。この５年度もきっとそうだと思うのだけれども、そういうの把握していま

すか。ここを何とか、それは出ていかないようにするのも、それも一つの方法だろうけれども、だけれど

もこの現実では20代、30代は圧倒的に出て行ってしまうのです。これをだって何とかしないと、この制度

の目的としては達成できないのではないかなと、ちょっと。今もこの令和５年度もそんな状況でしょう。

若者世代。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、令和５年度の人口動態につきましても毛呂山町は全体で見れば転入超過なのです

が、先ほどあったとおり、ではその内訳を各年齢、階層ごとに分析した場合にはいわゆる若年層、若者世

代のところは転出超過になっているのが事実でございます。その百六十数人の転入超過分につきましても、

外国人の方が多いというのも、これも令和５年度もその傾向は変わっていないというところです。そうい

った中で、町のほうといたしましては、やはりもう原因というのは、この少子化の原因は若者世代が毛呂

山町から外に出て行ってしまうというところが一番のポイントというところなので、ではそこに対する政

策、施策のほうを展開しなくてはいけない。それが今現在では企画財政課としてはこの２つだというふう

に思って財政投入をさせてもらっているところなのです。当然結果、行政の実施する政策でございますの

で、成果を出すのが私たちの責任ではあるのですが、なかなかこの人口関係についてすぐにこの成果が出

るというのはやっぱりこれは非常に難しいのはご理解いただけるかなと思いますので、当然まだスタート

したばかりの事業でございますので、例えばこの今５年間の制限をかけているのを今後評価検証をした上

でもっと年数を延ばすだとか、そういったようなことも一つの方法であるかなとも思っておりますので、
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さらに評価検証を実施した上でより若者世代に響く政策展開、また補助金となるように検討のほうを重ね

ていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これは、補助金を受給する側からすれば、新築で30万、リフォームで20万、住宅の建設費

の補助金としては、これは利用する側はありがたいです。だから、今言ったように出さないということを

目的としても、若者は日本人は出ているのです、今圧倒的に。だから、そういう意味からしてこの補助金

が空振りに終わらない、終わっているのか効果は示しているのか、やっぱり人口動態を見ながら確認して

やるべきだなと思います。こんなにどんどん増えていってはこれ、どこまで増えているか分からないけれ

ども、そうは増えないのだろうけれども、よくその辺を確認してやっていただきたいと。これで結構です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 気になったことがあったので、課長の答弁の中で婚活に伴ったところで、経費削減の観点

から職員で云々というのがあったので、ちょっとその辺気になったので、急に手を挙げたのですけれども、

行政報告書なんか見ると先ほど同僚議員も質疑ありましたけれども、今この20名という数、これは予算執

行してやってみて、どういうふうな数なのですか。若者を見渡してももう片っ端から独身の人ばかりなの

ですけれども、幾らでもいますよね。い過ぎるぐらいいる。だけれども、実際事業をやってみてこの20人

しか集められないのか。予算をかけようが何しようがもう事業自体がこんな規模でしかできない事業なの

かどうか予算執行してみてどんな感想を持っているか、ちょっとお伺いしたいのですが。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  経費削減というふうなご説明をさせてもらって、そういった部分のご質疑もあるのかなと思うのですが、

財政担当のほうといたしましては最小の経費で最大の効果を出す、これが私たちの責任でもありますので、

そういったところはご理解いただければなというふうに、まず第１点あります。 

  それと、では実際のその参加人数に対して云々ということでございますが、今回もともとこの事業は当

初予算では43万1,000円の予算計上をさせてもらっていた事業なのです。今回直営のほうで実施したことに

よって、決算ベースで見ますと10万6,000円程度でできたというのがまず第一なのです。決してこういった

ようなことは、この婚活関係というのは非常にいろんな価値観だとかデリケートな部分も当然ありますの

で、何とも言えない部分はあるかなとは思うのですが、企画財政課のほうといたしましては、行政として

ではこういう婚活的な部分でどこまでやるのかというのがまず大前提であるのです。当然この婚活イベン

トをやればそれででは少子化が解消されるかなんて、そんな簡単な問題でもございませんので、当然一般

質問でもご説明させてもらったとおり、例えば県のほうの恋たまのほうの周知だとか、それに対する新し

い補助金なんかも今年度当初予算のほうで設けさせてもらったということで、行政のほうとして企画財政

課は出会い、結婚をしたいと思ってもらっている、要するに結婚したい希望を持っている方に出会いの場

を提供したいというところが私たちのできる範囲なのかなというふうなところで、そういった出会いの場

を創出するというところで、婚活イベントのほうを実施のほうをさせてもらっているというところでござ
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います。本当になかなか参加人数につきまして、今回これ昨年度は男性のほうは結構申込みのほうが多い

のですが、やはりなかなか女性の方が申込みのほうが少ない。これが毛呂だけではなくて、ほかの自治体

で実施してもそういったような傾向は出ているというところでございますので、ご理解賜りたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 課長が言ったことをもうちょっと分かりやすく言うと、幾ら予算をかけても参加者がいな

いのだという現状があるというふうな解釈でいいのですか。経費削減云々って言ってしましたけれども、

婚活でお金をかければたくさん集まるのだったら、私は幾らかけたっていいと思っています。大事なこと

ですから。だってブラックホール自治体なのだし、まずは婚活なくして、だって幾ら道路造ろうが建物造

ろうが、使ってくれる次の世代がいなくては何もならないのだから、婚活の事業ってすごく大事ではない

ですか。だから、幾らお金を使っても私はいいと思っています。ただ、現状としてどんなに何をやっても

もう参加者がいないのだというのでは、これしようがないのですけれども、今の課長の答弁だと結局女性

の参加者がいないからどんなに予算をかけてもこれ以上は成立しないってことだと思うのですけれども、

現状はそうだというのは分かりました。ただ、それでも頑張ってこれでは予算がもっと５倍も６倍も使え

るように頑張るべき事業ではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘の婚活イベントというのは、非常に重要だということは重々承知しているところでございま

す。レインボー管内でもそういった交流事業のほうは実施しておりますし、おのおのの市町村独自でもや

っているという中で毛呂山町は今まで年に１回だったのですが、こういった直営にすることによって経費

を抑えることによって、これはまだ来年度の話でございますが、来年度は１回ではなくてもっと回数を増

やしていこうと、まずでは２回ぐらいやってみようと、上期、下期に。そういった出会いの場を創出して

いくというところのスタンスで今取り組んでおりますので、ぜひご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、質疑をさせていただきます。今毛呂山町の未来応援奨学金の返還事業なのですけ

れども、これ毛呂山町が先駆けて始めた事業で、その後続々といろんな自治体でこの支援金の補助金の事

業が始まっていると思うのですけれども、54件ということで、この今２年の統計の中でいろいろ幅広いで

す。卒業後、就職をして１年たって、そこから５年の補助が始まる。専門学校を出て二十歳、21歳からこ

の補助金を受ける方、また30歳までですよね。30歳からこの５年間受ける方、その年齢というか、そうい

う分析というのはできているでしょうか。申込みの。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  この申請者につきましては、当然年齢のほうも全て個人の情報が入りますので、そちらのほうは分析と

いいますか、把握のほうはしております。 
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  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 なぜかというと、二十歳、21歳から補助金を受ける方というのは５年たって26歳ですよ

ね。それから出ていく、結婚されたり、そういう可能性もあるので、今お聞きしたのですけれども、それ

では今度男女別でお聞きしたいのですけれども、いかがですか。 

                 〔「割合で」と呼ぶ者あり〕 

〇荒木かおる委員 割合で。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。大変すみませんでした。 

  これ令和５年度の実績でございますが、女性のほうの割合が53.7％というふうな割合、約半分が女性、

約半分が男性と、ちょうどそのようなところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 女性が半分以上ということで、なるべく結婚しても毛呂山町に住んでいただける、そう

していただきたいという希望でこの質疑は終わります。 

  あと、町内の循環バスの関係です。行政報告書を見ると、この月の利用者を見ると大体同じ数かなと思

うのですけれども、それの分析というのは大体同じ方が町内バスを利用されているのか。ちょっと分析し

ていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度のもろバスの乗車される方に対する分析についてのご質疑でございますが、まず令和５年度

につきましては対前年度と比較いたしまして乗車率のほうが107.9％と、令和４年度に比べて7.9％ほど上

がったというところなのですが、ご承知のとおりコロナ禍というのがありまして、ここ数年はかなり乗車

の方が少なかったというところもございます。そういった中で、より使いやすいバスということで新しい

バスの見直しのほうを検討したわけでございますが、個々に毎回同じ方が乗っている云々というのは、ち

ょっと分析のほうはできていないのですが、基本的には固定の方も多いでしょうし、中には観光等で来た

ときに乗ってくれる方もいるのも、これも事実でございます。様々な方に利用をいただいていると思って

おりますが、今後さらに幅広く使ってもらえるようにはしていきたいかなと思っておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 土曜日の運行が始まりましたけれども、その土曜日の利用者というのはどのくらいいら

っしゃるか分かりますか。 

〇岡野 勉委員長 波田企画財政課主幹。 

〇波田仁美企画財政課主幹 ご質疑にお答え申し上げます。 

  過去５年間程度土曜日の運行がどの程度かというご質問ということで承知をさせていただきますが、概
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数になりますが、おおむね６割から７割の範囲で数年来推移をしておるものと認識しております。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 では、補足説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  令和５年度実績におきまして、こちら行政報告にも載っているとおり乗車数が２万4,118人でございます。

そのうち土曜日の運行乗車数が3,326人ということでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 土曜日は、なかなか埼玉医大とか行かれる方ではない方が乗られると、お買物とかに利

用されると思うので、とても土曜日の運行は効果的なのではないかなと思います。今後も土曜日は続行し

ていくでしょうけれども、いろいろデマンドとかそういうお話も出ていますけれども、鶴ヶ島とかは日曜

日も運行をされていると思いますけれども、もう将来的にそういうこともどういう形になるか分かりませ

んけれども、そういうサービスも考えていかなければいけないかなという気はするのですけれども、いか

がでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  日曜日にももろバスの運行というのも検討していく必要があるのではというご質疑だと思いますが、ご

承知のとおり次期もろバスについては運行形態のほうが確定しておりまして、大変申し訳なかったのです

が、半年ほど延期ということでの措置をさせてもらってはいるのですが、今後その後の見直しのときには

また、さらに例えば高齢化率も上がるはずでございますので、また民間事業者のほうとの調整もまた必要

になってくるのかなと。また、予算のほうも当然必要になってくると思いますので、そちらのほうは総合

的にまた検討のほうをしていきたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 時間がもったいないので、単純に簡単明瞭に質問させていただきますけれども、55ページ

の小さな金額ですけれども、防衛施設周辺整備全国協議会負担金3,000円というのがありますけれども、従

来毛呂山町がこのような発展を遂げるときに、あそこは防衛庁だったのですけれども、防衛庁補助金が非

常にこの毛呂山町に貢献をさせていただいたと。それは、防音の関係だったのですけれども、この協議会

に入っているということは今後そういうふうな予算的な面において防衛省に格上げになった今日において

も何らかの意図がつながっているというふうに私たちは理解してよろしいのでしょうか。いかがでしょう

か。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちら防衛施設周辺整備全国協議会負担金のほうでございますが、こちらについてはまず全国242の市町

村が加入しているものでございまして、その中に本町も入っているというところでございます。委員ご指

摘のとおり、いわゆる防音関係の補助金の関係でございますが、現在本町につきましてはその対象地区に

はなっていないというところでございますが、当然国庫補助金等の絡みもございますので、なかなかここ

はまた国のほうのレベルの関係でもございますが、町のほうといたしましては財政的になるべく有利にな
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るような、そういったようなスタンスは常に持っていく必要があるかなと、そういったところでこの防衛

周辺整備全国協議会のほうに加入していることによって、明らかなそういったようなメリットがあるとい

うことではございませんが、そこのところは国とのつながりだとか、そういった要望活動等もございます

ので、ぜひとも町のためにこういった負担金のほうについては有効活用できるように努めていきたいと思

っております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 たしか日高市は、補助対象のところで日高と毛呂で別れてしまっているのです。だけれど

も、過去には失礼な話だけれども、政治力と言っては失礼ですけれども、行政努力によって政治も絡めて

非常に防衛庁に多額な補助金をいただいた歴史がかなりあるのです。ですから、今日こういう時代ですか

ら、賛否両論はあると思いますけれども、こういうふうな協議会がある以上、必要に応じてやはり町のト

ップはそのパイプを切らさないように、常に行って、防衛省でも言っているのです。全然来ないと、毛呂

は。全然顔を見せないというふうな状況が耳に入ってくるときありますので、どうか厚生労働省とも同じ

ように、防衛省にもこのような毛呂山町の存在、確かに飛行機たくさん飛びますから、それの現況を話を

して、こうした一朝有事の際にはぜひお願いをしたいというような糸をさらに太くすべく努力していただ

きたいと、こういう願いをお話ししておきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰企画財政課長。 

〇小峰一俊企画財政課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、当然国庫補助金等の絡みも今後また大いに出てくる可能性はあるかなと思ってお

ります。そういった中で国とのパイプ、また要望活動等を通じて、今あったとおり企画財政課のほうにも

飛行機の音だとか、そういったような苦情関係が来るのも事実でございますので、そういったことも含め

ましてこういった協議会を通じて町のメリットとなるような取組、そういったスタンスを持っていきたい

と思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 次に、70ページ、第５項統計調査費、第１目統計調査総務費、第２目基幹統計調査費の

説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、148ページ、第12款公債費、第１項公債費、第１目元金、第２目利子及び148ページ、第13款諸支

出金、第１項基金費、第１目財政調整基金費並びに150ページ第14款予備費について説明を求めます。 

  小峰企画財政課長。 

                 〔小峰一俊企画財政課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時４４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時４５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、50ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第５目財産管理費について

説明を求めます。 

  髙沢管財課長。 

                 〔髙沢孝仁管財課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

  堀江委員。 

〇堀江快治委員 時間がもったいないので、では１点だけ。51ページの契約管理システム管理委託料という

のがございます。これらのシステム管理の中に関連して、昨今本町の契約を拝見しますと、非公表の価格

で、非常に低いところで非公表でありながら予定の低いところで価格が非常に近くなっているのですけれ

ども、これらはどういうふうな認識で我々はこれを現況を確認したらよろしいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  すみません。非公表は、最低制限価格の件ですか。 

                 〔「非公表の価格があるのです。そこに非常に近いのです 

けれども、これはどのような感覚で我々は認識したら 

よろしいでしょうか」と呼ぶ者あり〕 

〇髙沢孝仁管財課長 失礼いたしました。ご質疑にお答え申し上げます。 

  入札結果に関するご質疑なのですけれども、恐らく非公表の部分は制限付き一般競争入札における最低

制限価格の件だというふうに拝察いたします。ではないのですか。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 ３時５１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時５１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 大変失礼いたしました。 
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  例えば指名競争入札の場合を申し上げます。指名競争入札、毛呂山町の場合はまず予定価格は事前公表

という形でやらせていただいております。入札の結果、予定価格に寄りつく、いわゆる落札率が100％に近

くなってしまう事象ということであれば、これはあくまで入札の結果ということです。各業者さんの見積

もってきた金額が町のほうの発注の設計額に近かった、こういった理由かなというふうに捉えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 では、もう一点だけ。先にさっき課長がおっしゃった、一般競争入札の最低制限価格に非

常に近くなってくる、今度は逆に下です。これは、どのように私どもは認識したらよろしい。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質問にお答え申し上げます。 

  続きまして、制限付き一般競争の場合になります。こちらのほうは、予定価格はまず事前公表でやらせ

てもらっております。一方最低制限価格を設けて行うのですけれども、最低制限価格はこれは非公表で行

っております。非公表にしているところの理由というのは、適正な積算というのをその業者さんに促すた

めということで非公表にしております。入札の結果、最低制限価格を下回る金額で業者さんが応札してき

た場合は、これは無効になってしまいますので、最低制限価格と予定価格の間の金額の中で一番最低制限

価格に近い業者、安く入れた業者というのが落札候補者という形になります。最低制限価格に寄りついて

しまうという理由なのですけれども、こちらはその業者の積算の結果だというふうに捉えております。毛

呂山の場合は、仕様書は当然お示ししているのですけれども、予定価格は事前公表でやらせていただいて

いますので、ある程度公共の積算を心得ているものであれば、仕様書の中にその単価であったり諸経費を

適正な率積んでいけば、結果としてその予定価格イコール設計額でございますから、設計額の類推という

のは比較的容易かなというふうには思います。最低制限価格は、その設計額をベースに算出している金額

でございますので、要は設計の制度が上がってくれば最低制限価格はこれぐらいで設定しているのだろう

なというのは業者によっては読み取れる力が十分あるのかなというふうに捉えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 結果的に言うと、積算能力での差だと。一言で言えばそういうことですね。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まず、入札自体はこれはもう価格競争でやる、これが原理原則、大原則でございますので、価格競争に

よる入札の結果だというふうに捉えています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私のほうは、これ決算も年度がまたいでしまうわけですけれども、庁舎の外壁なのですが、

ちょっと私の記憶だと、年度をまたいだのがここに載っているから一応聞きますけれども、意匠性を合わ

せて色はどうするのですかというときに、意匠性を合わせて仕上げるのだというふうに答弁があったと思
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うのです。どんな色でもつくれるのだよという形で、そこまで言われると似たような色になるのかなと思

っていたのですけれども、言葉は分からないですけれども、何でああいう色になったのか、何か確固たる

理由でもあるのならちょっと教えてほしいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  外壁の意匠の件なのですけれども、この理由というか、決定の手順という形になってしまうのですけれ

ども、まずは１階部分の外壁をピンネット工法で改修して装飾、塗材塗りで仕上げるのだと。２階から上

の部分は、ピン固定工法で既存のタイルを残すのだと。そういうご議決いただきまして、変更が確定した

後に１階部分も何色にしようかというのは改めて検討させていただいたところです。担当課のほうで、す

みません。ちょっと７案だったか８案だったかなのですが、幾つかのパターンをつくらせていただきまし

て、その中にはもちろん同系色で、同じ色でというプランも混ぜ込んで挙げたのですけれども、そういう

幾つかの意匠図の比較検討の中で最終的にグレーを選択したと、そういったところになりますので、ご理

解賜りたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 よく分からないけれども、グレーになったということですね。そういうことですよね。だ

から、例えば毛呂山町の色がブルーだからブルーにしたのだとか、何々がシンボルだから、何々だからそ

の色にしたのだとか、特にそういったものはなくて、結局誰が決めたのだか分からないけれども、とにか

くグレーになったのだからということですか。もうちょっと何でグレーなのだかちょっと教えてほしいの

ですけれども。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  先ほど７パターンだったか８パターンだったか、プラン図を作ってということだったのですけれども、

プラン自体は素案は施工管理などとも相談しながら担当課のほうで作らせていただきました。結局提案さ

せていただいた意匠の中には、例えば柚子色にしようとか緑色にしようとか、比較的鮮やかな色合いのも

のというのは、すみません。これは、担当課のほうの考えというか、提案図の中には含めなかったです。

先ほどもちょっと申し上げたのですけれども、同じような近い色も含めてなのですけれども、同系色のプ

ランというのももちろん盛り込みました。改修感のある少しちょっと例えばグレーなのですけれども、そ

ういったものも中に入れさせていただいて、第一段階では３色に絞り込んで、その３色の中は色見本など

も大きいものを作って比較しながら、最終的には町のほうでグレーを選択したといったことなので、よろ

しくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 課長、責めているわけではないのです。ただ、町のシンボル的な建物だし、すごくお金を

かけて造ったわけだから、町民の人からすごくきれいになったねとか、見違えたねというのが、あまり変

わらなかったとしてもきれいになったねとか、やっぱりここで折り返し地点の衣替えのときなのだから、
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そういう意見があれば当然我々もうれしいのだけれども、圧倒的に町民の方々から何であんな色になった

のという質問が私のところには多いのです。ということは、町としては町民に喜んでもらおうと思ってグ

レーにしたのかもしれないけれども、ちょっと今聞いていると何々だからグレーだとかという確固たる、

あのグレーは何を表しているのだというのがないと、その先の何か違う展開を考えてグレーにしているの

かなとかいろいろ憶測も出てきてしまうのですけれども、せっかくお金を使ってあれだけれども、あまり

評判がよくないのが現状だと私は思うのですけれども、課としてどうですか。その辺の認識は。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  事後の評価として、アンケートを取りましたとかそういったデータは実は持ってはいないところです。

これは、ちょっと聞き及んだという程度のお話にはなってしまうのですが、役場１階のコンシェルジュさ

んはよくそういうお話を町民の方から声かけされるというふうなのは聞いたことがあるのですけれども、

両方の意見があるというのは聞いています。褒めていただけるケースというのももちろん同じぐらいある

のだというふうに捉えていたのですけれども。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 それでは、シルバー人材センター委託料についてご質疑をさせていただきます。まず、こ

の委託料なのですけれども、業務委託、これ主にどのようなものを委託しているのか、管財関係ですから

大体分かるのですけれども、大まかに教えてください。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  シルバー人材センターの業務委託料でございますけれども、シルバー人材センターには例えば道路の草

刈りであったり、中央公民館や東公民館の受付業務だったり、管財課の業務以外のものも管財課のほうで

まとめて予算措置しているところでございます。大きく分けると２つの種類なのですけれども、１つはさ

っき申し上げたように中央公民館と東公民館の受付業務、人材派遣的な性質のもの、そのほかの作業的な

ものとしては、これちょっとたくさんあるのですけれども、例えば生活環境課のほうの仕事として駐輪場

の整理や除草、歴史民俗資料館であれば館内の清掃であったり剪定、そのほかまちづくり整備課であれば

武州長瀬駅の自由通路の清掃と、あと道路、水路の除草など。あと、子ども課のほうでは保育園のやっぱ

り清掃、除草、剪定、そういった作業があります。管財課のほうの主な内容としましては、前久保中央公

園の管理と、あと公園トイレの清掃、こういったところを委託しているところで、ちょっと多岐にわたっ

てもうしわけないのですが、まとまらずすみません。お願いします。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 次の質疑しますけれども、なぜこんなことを聞いたかと言いますと、以外とシルバー人材

センターで仕事が欲しいという方をよく聞きまして、そうするといろんなところがあるということを今お

聞きしましたので、そういう声も聞いていただきたいのと、契約とかはやっぱり月ごとにこんなのがある

よとか、または生活環境もあって、月単位にこんなので来月お願いするとか、または年間計画みたいな形
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で委託業務をお願いしているのかというのをちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  すみません。ちょっと先ほどの答弁、少し補足させていただきたいのですが、先ほど申した２つの種類

のうちの人材派遣的な性質の委託なのですけれども、実は令和５年度については中央公民館と東公民館の

受付業務、こちらは会計年度任用職員に、従前はシルバーにお願いしている部分があったのですけれども、

その分を会計年度に付け替えさせていただきました。これは、コスト検討の結果なのですけれども。 

  なお、令和６年度はまた結局シルバーさんのほうの安くなってきましたので、あとはちょっと派遣業法

の話とかいろいろあるのですけれども、令和６年度からシルバーに戻したところでございます。 

シルバーのほうへの発注の計画なのですけれども、基本的にはある程度年間何回ぐらいの除草作業や清

掃作業をやるのだということで、大まかに第１四半期、第２四半期、第３四半期とかという計画は持って

はいるのですけれども、ちょっと定期的なもの以外はその都度、例えばまちづくり整備課の道路の除草な

んかは苦情が出てきて手が回らないからシルバーでとかというようなところで、計画的、定期的というよ

りは突発的なものが多いのかなというふうに捉えています。 

以上です。  

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 では、もう一つ、公園管理委託料、こちらもやっぱりこちらはシルバーではなくて業者さ

んに委託しているものなのですけれども、公園管理ということで。金額的に大体20万とか、多いのでも50万

以下ということで、こういう形ですと大体随意契約になるのかなとは思うのです。随意契約では、多分指

定管理に登録したりしているのでしょうけれども、大体こういうことに対して見直しは毎年とか５年契約

とか、そういうのはどんな形とか、大まかで結構なので。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  公園管理委託料のほうは、どちらかというとまずシルバー人材センターではちょっとできないような作

業、例えば公園であれば高木の剪定、伐採、こういったところを業者のほうに委託しているところです。

発注の形態としては、単価契約をして出しているとかというものではなくて、その都度その必要性が出た

段階で一件一件と契約するという形になります。金額規模自体は、委託ですから50万円以下のものであれ

ば随意契約でできるわけなのですけれども、10万円を超えるものであればその見積もりの複数者見積もり

比較をすること。10万円以下であれば１者でもできるといったようなところで、それは契約規則にのっと

ってやっているところです。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 やはりここのところ大雨が降って、その後暑くなって、本当にどなたに聞いても毎年の３

倍ぐらい増えているのではない、生えているのではないかとかということで、そういうところでそういう

仕事が増えるのではないかななんて見ている、こういう仕事をちょっとやりたいなとか、そういう方もい
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らっしゃるので、もしそういうことがあるのでしたらシルバーのあっせんだとか、またほかの地元の業者

さんなんかのあっせんをするために入札とかの情報を適時入れていただければなと思っています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 庁舎の外壁のところでちょっと、髙沢課長、お聞きしたいのだけれども、髙沢課長は最初

から担当者として全て見てきて担当してきたのだけれども、２億7,000万近い金額にしては、私の印象では

あまり工事のつち音等も聞こえないうちに終わってしまったという感じがするのですけれども、経過はご

存じのとおりもうとにかく前代未聞の経過を歩んできたけれども、今聞いてみたら終わってしまえば今度

は色までケチをつける、色も皆さんあまり評価していないようでお気の毒に思うけれども、町民の皆さん

喜んでいますか、これ庁舎よくなったなという意見あります。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課副課長。 

〇髙沢孝仁管財課副課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ちょっと先ほども述べさせていただいたのですけれども、事後の評価というか、よかったね、悪かった

ねという話だと思うのですが、管財課のほうに直接言われたことというのは、ちょっと私の耳には届いて

いない状態です。コンシェルジュのほうには、大分……。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 町民がわざわざ町のほうの人にあまりそこまで言う人もいないのでしょう。 

いずれにしても、ちょっと聞きたいのは、２階から上アンカーピンしましたよね。私も建築若い頃やっ

ていたので、分かるのだけれども、何かここからここまで１つの区域そっくりというならいいのだけれど

も、たしか２階から上の５％は点々としていた。あの本数は、あれは誰が、最終的な検収はどうやったの

か。１万2,000本って聞いていたけれども、ちょっとそれが不思議だ。誰が検収したのか。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まず、変更設計の考えからちょっといきたいと思うのですけれども…… 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇髙沢孝仁管財課長 すみません。まず、変更の設計時点では本数でいうと１万2,538本をピンを打つという

変更で契約させていただきました。結果的に実施の部分では、１万3,160本ピンは打ち込みました。設計に

対して622本で、誰が検収しているのかというご質疑なのですけれども、これは基本的に材料の検査であっ

たり、施工管理も入れていますので、そちらのほうでも確認しているところでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 設計事務所の方が管理も受けているのだから、設計事務所の方がきっと検収したのだと思

いますけれども、これは過程の段階からかなりもう我々ちょっと信頼性は薄いのだけれども、町のほうと

して、髙沢課長自体はアンカーピンについては上に上がって確認したとかって、そういうことは全然ない

のですか。完了したときに、打ち終わったときに自分でいくらか確認したのですか。 
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〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  先ほど１万三千何百本打ったというお話をさせていただきましたけれども、すみません。全て一本一本

は数えていないです。あと、一本一本の施工段階というのは私の目では確認していません。ただ、もちろ

ん段階確認の中で施工状況であったり、私も５階の窓際におりますので、外でやっている様子というのは

見て受けられましたし、監督員として必要な段階の確認であったり、写真の撮影だったり、そういった工

程は踏んできたつもりです。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これ5,000万というのは、令和５年度で、実際には６年度に最終全部終わったわけだよね。

終わってしまったわけだけれども、最初から最後まで大変ご苦労されたのだと思いますけれども、今言っ

たようにほとんどつち音は聞こえないうちに終わってしまっていたなという感じが、これ皆さんに聞きた

いのだけれども、ほとんど音聞こえなかったものね。２億7,000万からの仕事って普通かなり大規模な仕事

になるのだけれども、変更、変更で最終的に随分工事自体が簡単になったのではないですか、これ。そう

いう感じがするでしょう。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まず、アンカーピン工法、ピン打ちの工法なのですけれども、これタイルに穴を開けてそこにピンを打

って樹脂モルタル圧入して、そういったようなものですけれども、一般的なハンマードリル使って打ち込

むとタイルが割れてしまいます。ですので、穴が開けられません。この工法の前提というのは、無振動ド

リルはもちろんなのですけれども、水をかけながら、しかもその水を垂れ流しではなくて、回収してまた

もう一回フィルターかけてその水を使って、そういう特殊なドリルを使いました。いわゆる水かけながら

使う無振動ドリルなのですけれども、無振動ドリル自体はやっぱり一般的なドリルと比べて非常に騒音、

振動、これはないのだなというのを感じました。公務のほうにも影響最小限で済んだというふうに考えて

います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 最終的に竣工検査もしたのだろうから、提出書類なんかも全部出ているのでしょうけれど

も、工事日報なんかもやっぱり出ているのでしょう、これは。そういうのは、提出書類の中に入っていな

いですか。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  すみません。今の段階だと、工事の成果品自体はちょっと量が多いというのもあって持ってこなかった

のですけれども、ピンネット工法、日当たり施工料でいいますと１日に１チームで最大60本程度というふ

うに聞いています。ですので、１万3,000本を打ちましたので、そこから60で割返すとそれだけの日数と人
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手が入ってやっているといったような工事になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 工事日報というのは提出されていないのですか。提出されているならいいのです。分から

ないの。普通竣工書類の中に工事日報入っているでしょう。そういうだから、確認しているのでしょう、

町としては。 

〇岡野 勉委員長 髙沢管財課長。 

〇髙沢孝仁管財課長 担当課のほうとしても確認させていただいておりますし、工事の完了検査は監督、工

事検査員のほうに確認していただいておりますので、また施工管理も事前に完了検査前には確認している

ところです。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 すみません。１点お諮りします。 

  本日の会議時間は、審議の都合によりあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は審議の都合によりあらかじめ延長することに決定しました。 

  では、まだあります。次に、78ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、第６目社会福祉施設費につ

いて説明を求めます。 

  髙沢管財課長。 

                 〔髙沢孝仁管財課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手、ありますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

次に、118ページ、第８款土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費及び150ページ、第13款諸支出金、

第１項基金費、第３目公共施設整備基金費について説明を求めます。 

  髙沢管財課長。 

                 〔髙沢孝仁管財課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時２１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時２３分） 
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〇岡野 勉委員長 54ページの第２款総務費、第１項総務管理費、第８目交通安全対策費について説明を求

めます。 

  小峰生活環境課長。 

                 〔小峰 浩生活環境課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 １点だけお聞きしたいのですけれども、防犯カメラについて、昨年度警察からの問合せと

いうのは何件あったのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  警察から画像提供等の問合せ、それにつきましては６件ございました。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 内容等はあれですよね、警察のほうは教えてくれないですよね。ただ、防犯カメラの中身

を調査したいという依頼で提出をしているという流れでよろしいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 物によりまして、警察も接触事故等の確認ということもございますが、基本的に

は画像提供のことで、詳細の内容につきましては捜査の関係もございますので、教えてもらえない状況で

ございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 防犯カメラのほうは、ちょっと佐藤委員が聞かれたので、私は自転車、このヘルメット

の購入補助金についてお伺いいたします。予算では、たしか10万円ほどの予算を立てていらっしゃいまし

たけれども、実際問題決算では47万3,300円ということでなっておりますけれども、このヘルメットの補助

金というのは１人に対して１つのヘルメットでどのぐらいの補助がつくのですか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  この補助金につきましては、対象者が小学生以下と65歳以上でございまして、購入金額の半分、そして

上限を2,000円と定めてございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 この支給方法というのは、購入をされるお店とかは固定か。どこで買っても例えば領収

書を持ってくるとか、そういった方法はどうしているのか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  購入の確認でございますけれども、ほとんどの方が窓口へ持ってきていただきまして、その購入した現

物の確認、それと購入した領収書、それらを突合いたしまして内容確認をして申請をしてもらっていると
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いう状況でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 例えばなかなか窓口に来て領収書を提出してという部分で結構ちょっと大変な部分があ

るのかなって思うのですけれども、例えばこの毛呂山町の中でヘルメットを販売しているところとか、そ

ういう部分を町では把握されて、支払うときにもう2,000円差し引いて支払ってもらうとか、そういった方

法というのは取れないのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 このヘルメットの補助金につきましては、販売店につきましては限りが出てしま

いますので、町内とかそういったところに限られて買ったものというふうに位置づけはしてございません。

町外でもいろいろなところでいろんなヘルメットが売っておりますので、そういったものに対応するため

に申請につきましては窓口に来ていただいてもらって対応しているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 課長、この防犯灯新設11基ということで、行政報告書に書いてあるのだけれども、この117万

7,000円の内訳はどういう内訳なの、これ。59ページだ、行政報告書の。１か所10万もかかるのか、これは。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  この防犯灯設置工事につきましては、防犯灯の設置箇所が11か所でございます。 

                 〔「内訳。117万7,000円の内訳」と呼ぶ者あり〕 

〇小峰 浩生活環境課長 防犯灯につきましては、まず場所でございますけれども、目白台地内に３基、第

二団地地内に１基、岩井地内に１基、旭台地内に１基、長瀬地内に１基、下川原地内に４基という設置箇

所と状況でございます。 

                 〔「117万7,000円の内訳を。電柱が幾らとか何かはあるの 

でしょう、これ」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 荻野交通防犯係長。 

〇荻野 睦交通防犯係長 ただいまの質疑にお答えします。 

  11基の金額の内訳なのですけれども、まず材料費、あと施工の工事管理費、あと東京電力への電気新設

の申込みなどの内訳でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、場所によっては多少違うのですね。これでいくと、１基が大体10万ちょっとになっ

ていますよね、割ると。大体どこもそのぐらいかかるけれども、場所によっては多少違うわけ、単価が。 

〇岡野 勉委員長 荻野交通防犯係長。 

〇荻野 睦交通防犯係長 ただいまの質疑にお答えいたします。 

  11基につきまして、場所によって金額が違うかというご質疑でございますが、金額のほうは電柱に設置

する工事でしたので、共通になっております。 
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〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 防犯灯というのは、町民の暮らしの安心安全で町を明るくして犯罪防止ということで役割

があるのだと思うのだけれども、公衆用道路の場合、町は防犯灯を立てないのか。いわゆる私道の場合は。

市街化区域内の私道の場合、町はやらないのか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  防犯灯の新しく新設につきましては、要望等でつけておりますが、管地、つまり町が管理している道路

に限り設置をしている状況でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 普通でいくと、そう大した問題ではないのだけれども、私いつも言うように長瀬駅の直近

の中心市街地にあるいわゆる密集団地、武蔵野自治会、あそこはもうほとんど私道なのです、中が。公衆

用道路です。誰が通っても平気だし、個人の使用できないし。そこに過去に自治会が自費で防犯灯を造っ

たのだけれども、この間何か知らないけれども、いろいろ地域の問題があって防犯灯を全部撤去してしま

ったらしい、自治会では。それは、自治会の都合があるのだろうけれども、町の責任というのはないので

すか、こういう場合。先ほど私言ったけれども、町としてはやっぱり地域の安心安全、生活の安心安全、

暮らしの。それで明るくして犯罪防止ということ、これは町の務めだ。だから、こういうのは何か町が手

を差し伸べてあげないと、住民のちょっと話の行き違いで一旦自治会で設置したもの、この間全部撤去し

たというのです。これでは、だって地域が弱ってしまうのではないの。その地域だけではなくて、それを

利用する町民の皆さんがみんな困るのではないですか。そういうのは、今そういう私が言った地域からの

話合い、全然耳に入っていないのですか。聞いていない。どうですか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 以前武蔵野自治会というところで話もありましたが、相談を受けたこともござい

ます。ただ、今町では私道につきましては、ほかでも私道に対してつけてほしい要望等ございますが、や

はり管理をしていく以上、どこかで線を入れていかないと何でもつけてもらう状況になってしまうという

考えもあることから、大抵の私道はそんな長いところというのはなかなかないのでございますが、今の町

としましては、管地につける、管地というのは町が管理している道路のところに防犯灯をつけるというふ

うな考えでやっております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これまでそれでやってきたのだろうけれども、それはちょっと間違っていると思います。

公衆用道路というのは、固定資産税取っていないですよね、町は。徴収していないですよね。公衆用道路

です。誰が通ってもいい道路。ただ、町に移管はしていないのは事実なのだけれども、防犯灯はだって地

域から要請があれば、それは検討すべきではないですか。防犯灯の役割からいって、何かそこで線引きし

てきたのは、私はちょっと改める必要があると思いますけれども、ここで結論は別にいいですけれども、

これは課長、方向転換すべきです。ちょっともう一回。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 
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〇小峰 浩生活環境課長 今管地ということで、線引きをしてまいりましたが、防犯灯そのものは地域、ま

た密集地いろいろありますけれども、そこの防犯上の安全を図るために明るくして、それで安心に暮らせ

る状況を築くというものが目的でございます。私道に関しましては、一律設置ができないというところで

はやってきたところでございますが、私道といってもほぼほぼ公共性の高いところというのもある場合も

ございます。だから、そういったところを今後はどのようにしていくか課題として検証、検討してまいり

たいと。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 町民のやっぱり公平さ、１基10万もかかるものを幾つも立てなければいけないのだと思い

ます。そんなの自治会でできるわけないではないですか。とにかく町民の安心安全を守るのは、町の責任

だろうと思います。 

  それから、やっぱり夜は明るくして犯罪を減らすための役割も町だと思います。これは、ちょっと課長

やっぱり検討課題にしてもらいたいと思います。結構ですから。 

〇岡野 勉委員長 次に、98ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第３目環境衛生費、第４目公害対

策費について説明を求めます。 

  小峰生活環境課長。 

                 〔小峰 浩生活環境課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、平野委員から行きます。 

〇平野 隆委員 行政報告書の143ページに急速充電器の利用状況として486件成果が上がっているのですけ

れども、一応確認の意味で急速充電器の点検料、そして毎日経費としてかかる電気代、必要経費をちょっ

と教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 齊藤生活環境課副課長。 

〇齊藤高市生活環境課副課長 質疑にお答えいたします。 

  急速充電器の電気代といたしまして、昨年度は30万776円かかってございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 では、保守点検なんかは特に受けていないという感じですか。 

〇岡野 勉委員長 齊藤生活環境課副課長。 

〇齊藤高市生活環境課副課長 保守点検等は受けてございません。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。環境衛生事業ですから、およそ30万で収入が15万ぐらい、しようがない事

業なのですけれども、あれはもう大分古くなってきていますけれども、今後もそういった環境の面からこ

の事業というのは続けていく予定なのかどうか、ちょっとお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  急速充電器につきましては、電気代等使用料やっぱりそれを上回ることはできないところでございます
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が、環境の確かに事業の一環ではございますので、引き続き設置して利用を図ってもらって、何よりも利

用を図る、使ってもらう一つのあれとしては、少しずつ件数は上がっているところなのですけれども、電

気自動車のほうの大きく分けて普及をどんどん図って脱炭素に向けてやっていく必要がある、そうすると

伸びてくるという考えでもございますので、そちらに向けてやっていかなくてはいけないという課題とし

て捉えております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。別に私、いいとも悪いとも言っていないので、お伺い聞いただけですから、

分かりました。 

  それと、あと99ページの資源回収報償金が出ています。成果報告書では139ページなのです。内容等も出

ているのですが、これは集めたものに対してキロ６円ほどの補助を出してきて、今年度もほぼ同じくらい

の金額でやっていると思うのですが、資源回収に関しては他の自治体なんかを見るともうその役割はちょ

っと終え始めているとか、大分補助金が少ないとかというのは、坂戸なんかはもう本当に少ないとか、そ

ういう話は分かるのですけれども、やっぱり学校なんかでも資源回収というのをやっていて、ＰＴＡの方

々が一生懸命やっているのですけれども、私が役員をやっていた頃はもう相当前なのですけれども、毛呂

山小学校辺りで、大体報償金入れて年２回ぐらいやっていて100万ぐらいですから。私が会長というか、役

員の代表のときはそれでも80万、90万ぐらい。だから、いろんなものを買えて、保護者も資源回収もすご

く楽しみで、結果が出るものだから、投棄場がなかったら造ってしまうとか、何だって買えてしまうので

すから、特別会計ですから。だから、そういう時代があったのですけれども、今保護者が少なくなって、

資源回収一生懸命やっているのだけれども、やっても３万円ぐらいとか、100万だった時代が今３万ぐらい

というのですけれども、やっぱりそういうのもＰＴＡなんかの事業なんかにもちょっと影響してくるので

す。だから、一律というのは税の平等性なのだろうけれども、やっぱり学校行事としてやることに関して

は、もうちょっと何か考えてあげないといけないと思うのですけれども、この執行を終えてちょっと、私

はそう思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 資源回収、また資源回収報償金につきましてでございます。 

これもかなり毛呂山町でもごみの分別を徹底する。それで、再利用率も上がるようにやっていくという

事業で、長い間ずっとやっているところでございます。今委員お話あったとおり、もう長い間やって、Ｐ

ＴＡですとか、また各自治体、地区、そういったところで主にやっております。昨年度なんかは、延べ74団

体での申請がございました。これにつきましては、また難しいところもございまして、そもそもの目的が

やっぱり資源を分けてごみの減量化につなげていきましょうというところでございます。ただ、今かなり

定着しているところでございます。やはりそれを事業、各団体につきましても行事といいますか、一環と

して定期的にやっているところもございますので、今後につきましては今単価をどうするとか、やめてい

く、続けていくというところにつきましては、この町だけではなく、この団体の方々の考え方とか、そう

いったものも重視して決めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 
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〇平野 隆委員 分かりました。おっしゃるとおりだと思うのですけれども、本来の環境に関する目的はそ

のとおりなのですけれども、ただ学校のＰＴＡ活動とかというのは、そういった目的プラスアルファで保

護者同士が一緒に汗水垂らすとか、一緒に頑張ることによってやっぱりそういう組織というのが輪が広が

っていくというか、保護者同士で結構そういうところもあるわけです。やっぱりやったからには結果が出

ると励みにもなるし、だから環境美化というだけではなくて、そういう役割も果たしているのも事実なの

で、お話はよく分かるのですけれども、学校に関してはちょっと金額をアップするとか、実際６円ぐらい

で本当３万とか２万とかしか集まらなくて、では本当に今から十七、八年前だから、あの頃集めた100万は

何だったのだろうというぐらいですから。何でも買えたのだから。要するにそういう時代があったのです

から、やっぱりその辺もちょっと考えていただきたいという希望なのですけれども、大変ですけれども、

何か知恵を出していただきたいなと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 先ほども説明したとおり、かなり長い間やってきたところで、恒例というか、毎

年やっている。何よりＰＴＡ、この資源回収の報償金が、ここでいうＰＴＡですとか各自治会、一生懸命

やっているところの自治会の予算になるという形にももう定着してしまっている状況、しまっているとい

うか、そういう状況ではないかなというところもございますので、これらにつきましてはそういった各団

体の利用状況とか考え方も踏まえて少し検証をしていく必要もあるかなという、課題であると捉えてござ

います。 

〇岡野 勉委員長 では、堀江委員。 

〇堀江快治委員 ページ99の、まず地球温暖化対策実行計画の策定業務ですけれども、３町１村でやってい

るようですけれども、これ会議はどのくらい開催したのですか。 

                 〔「山並み連携の関係ですか。それは、３町１村ではなく 

て、町でつくってやっています」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 答弁、小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 委託料の地球温暖化対策実行計画を策定しましたが、これにつきましては毛呂山

町の実行計画でございまして、毛呂山町単独で作成をいたしました。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 だけれども、ここに３町１村の首長の署名が入っておりますけれども、この連携はではど

ういうことなのですか。 

〇岡野 勉委員長 齊藤生活環境課副課長。 

〇齊藤高市生活環境課副課長 そちらにつきましては、ゼロカーボン宣言を山並み連携ということで、山が

連なっている毛呂、越生、ときがわ町、東秩父村で一緒に宣言をしたということでそこに記載させてござ

います。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 そうすると、ここまでは一緒だけれども、こっちはみんな各自治体はばらばらだというこ

と、内容は。 



- 68 - 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 この実行計画につきましては、各市町村で作成するものでございますので、そう

いったことではばらばらといいますか、それぞれの内容となります。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 では、これたまたま持ち寄って署名したということだけで、深い意味はないのですね。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 この山並み連携ゼロカーボンシティ共同宣言の宣言、３町１村につきましては、

４年の12月に宣言をしたものでございます。これから山並みが連なっているこの３町１村で事業を展開し

ていくというものでございますが、そのゼロカーボンシティ宣言に伴いまして、指標となる実行計画が毛

呂山町はございませんですので、早急に実行計画をつくるということで策定をいたしたところでございま

す。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 そういうことで。 

  では、もう一つさらに聞きますけれども、これの作成に999万9,000円かかっています。何冊ぐらい印刷

作ったのですか、これ。何部ぐらい作成したのですか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 紙で製本した数は200冊となります。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 200冊で約1,000万かかっているということ。これ印刷する、そうすると単価がすごいでは

ないですか。関係者がいるからよく分かると思うけれども、それでせっかく作ったのだから、タブレット

に入っているらしいけれども、成果品を各議員や関係者には１部ぐらいずつ製本の形で配布しなければい

けません。だって、1,000万近くかけているわけですから、これ宝の持ち腐れみたいになってしまって、書

庫の中に入っていたのでは、1,000万が眠ってしまいますから。最初からそういう気はなかったですか。皆

さんにできるだけ多く配布して、これ200部でも300部でも、僕は印刷の関係よく分かりませんけれども、

そんなに部数が増えてもお金は変わるものではないのではないですか。これコンサル料も入っているので

すか。999万円の中に。コンサルタント料も。この印刷もコンサルタントの関係が作成してくれたと。では、

丸投げということですね。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 では、答弁、今質疑出ていますよね。 

〇堀江快治委員 丸投げかというのを聞きたい。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 ただいま印刷料というお話がございましたが、これをコンサルに町が一緒になっ

て作成する内容を作成していくものでございますので、印刷料だけではございません。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 よくわかりますけれども、あまりにも200部でこれを作って999万円払うと。成果品が成果
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が出るものであればいいけれども、まずはではこんないいものできたのだから、みんなに配布をしてよく

読んでもらうと。それは、タブレットで見るのもいいけれども、このやっぱり紙ベースでみんなで見ても

らうという、そういうような考え方をしなければ、なかなかこれを元手にした議論が盛り上がらないでは

ないですか。いかがですか、これ。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 ペーパーレスという観点からもタブレットのほうに掲載させて見ていただくとい

う形を取らせていただきましたが、まだ冊子も200部焼いてございますので、議員の皆様へ後でお配りをさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。すみません。希望者を募らせていただいて配らせ

ていただきますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 言われる前に議員とか関係者に現物を配布して、これを事あるごとに見ていただいて、ゼ

ロカーボンシティはどうかということを、検討材料のテキストですから、こういうのはやっぱりちゃんと

配らないといけませんというふうに感じました。ぜひ今お話ししたようにやってください。 

  では、もう一つ。金額はまだ小さいのですけれども、99ページの入間川・越辺川荒川クリーン協議会負

担金5,000円出ています。これは、どんなことをしている協議会なのですか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 入間川・越辺川荒川クリーン協議会でございますけれども、川越市、東松山市、

坂戸市、川島町、鳩山町、毛呂山町の入間川、越辺川河川敷における不法投棄の防止等、河川環境の保全

を図るために関係機関と連絡を取って適切な処理を行うことを目的とした協議会でございます。 

  事業の内容としましては、グリーン作戦の実施、また不法投棄の監視及び取締まり、また協議会同士の

情報交換、連絡調整、また啓発品の作成などを行っているものでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 そういうお仕事は結構ですけれども、毛呂山町だけに関すると、私いつも言うように、毛

呂山町の目標として緑と清流が一番のこの環境の問題では、河川の清流を取り戻そうと。それで、子供さ

んたちにもどこかでたまには水に親しめるような場所をつくろうということで聞きましたけれども、どう

かこういうことを契機に、あまりにも最近河川がさらに悪化しているように見えるのです。やっぱりどこ

かある面の目標値を決めて毛呂山町にもこういうきれいな河川があるよと。どうかみんなに宣伝ができる

ようにできるだけ河川の清流化に尽力してもらいたいのです。それには、県や飯能県土も巻き込まなけれ

ばできませんから、ぜひそういった点で広範な意味で毛呂山町の河川の清流を取り戻す活動を起こしてい

ただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 今毛呂山町町内の河川の美化活動、いつまでもきれいな河川を維持していくとい

うところの管理をどうしていくかということでございます。主に河川になりますと、一般的に管理してい

るのは埼玉県飯能県土整備事務所の管理下にあるところでございますが、これは当然管理は県土でもある

のは毛呂山町、そしてその辺を利用するといいますか、そこに住んでいられる方は町内の皆様でございま
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す。この河川の美化につきましては、今回今年度の子ども議会でも河川をきれいにしていつまでも維持し

てくださいという話も出ましたので、そういうのもしっかりと管理者のほうと踏まえてどうにやっていく

かちょっと検証してまいりたいと考えております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 せっかく支出するお金は5,000円という小さなお金ですけれども、そうした広範なこの地域、

自治体がいろいろ研究するようですから、ぜひ毛呂山町もその中でも率先して河川改修に、飯能県土等に

お願いをして、できるだけ清流が多くなるように努力していただくことをお願いします。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 そうしたら、１点だけ。99ページなのですけれども、委託料で予備費から充用しながら59万

7,687円不用額が発生したということで、こちらの理由をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  この予備費からの充用というのは、この景観樹林管理委託料でございます。５万5,000円でございます。

これにつきましては、当初予定はなかったものでございますが、川角中学校の脇の町がしている景観樹林、

山林がございまして、そちらのところの景観樹林の木については町が管理をしているところではございま

すが、倒木等が腐って発生しまして、電線にかかってしまう、そんなようなものが数本ありましたので、

それはあそこすぐ道路もございますので、そのまま放置するということができなかった、安全を取りまし

て早急に対応する必要があったので、そういった対応できる予備費から流用して対応したものでございま

す。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、残りの不用額の59万7,687円というのは委託契約をする中で努力をされた結果という

ことでよろしいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  この委託の請負の差金になります。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、時間だから簡単で結構ですけれども、今年は特に夏が暑くて、地域でもこうやって

空き家がどんどん増えてきているし、空き地もなかなか埋まらなくて、いつも課長や副課長にお願いして

毛呂山台なんかでも空き家の茂った木を何とかしてくれとか、空き地の草刈りなんかを毎年お願いしてい

るのだけれども、よくやっていただいているのだけれども、なかなか町内数が多いのだろうけれども、こ

れは大体、というのは自治会ではなかなか所有者も探せないし、自治会で連絡すればいいのだろうけれど

も、なかなかそれはできないのです。ですから、役場に頼んでいるのだけれども、これはどうですか。大

体対応できていますか、今。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 
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〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  年間でも空き地、空き家、またそれの管理が行き届かないところというのは多数ございまして、地元か

ら区長さんを通して、また個人的にもそういった対応をしてほしいということで、町への要望は多数来て

ございます。それらにつきましては、町としましては漏れがなく早急に適正管理をしていくよう連絡をし

てやっているところではございますが、やはりやるのは地主、持っている本人でございますので、場合に

よっては２度、３度と連絡、通知をしてやってもらう。最後まで、すぐやってもらえるところもあればや

はりいつまでたってもやってもらえないというところもあるのは現状でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 私の地元でも困っているところは幾つもあって、連絡は取っていただいているのでしょう

けれども、なかなか結果が出ないところはあるのだけれども、今後とも一つその点大変だろうけれども、

よろしくお願いします。 

  それで、もう一つ、この不法投棄のパトロールだとか、さっき河川の美化だとか観光地における美化活

動なんて出ているけれども、私前から言っているように町中やっぱりきれいにしないと。いつかお願いし

ているけれども、北部地区の産業廃棄物と思われる山がどんどん今もう大きくなってきているけれども、

あれについては幾らかあれですか、令和５年度何か対策というか、この対応はしてくれたのですか。 

〇岡野 勉委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  北部というか、西戸地内の業者が産業廃棄物等の管理ということで滞積されている。あそこにつきまし

ては、もう何年もあまり適正な管理をしていない状況でございますし、周りから見ればすぐ分かる状況で

ございますが、ただ町と、またそれを指導する埼玉県東松山環境管理事務所と一緒に管理をしているとこ

ろでございまして、環境管理事務所も毛呂山町の中でも特に重点というか、早急に対応してやっていかな

ければいけないところであるという認識を持って対応をしているところでございます。 

それで、昨年度からというあれですが、町も県に任せきりではなく、日常のパトロールの中の変化とか、

またさらに持ってきてはないかとか、そういった監視もしているところではございますが、少しずつです

が作業をしていますし、少しずつですが減っているというのは見受けられる、そういった状況でございま

す。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 前にも言ったけれども、毛呂山町のトップの最高責任者の足下だから、ああいうもう鳩山

へ行くときも帰りのときもまず目につく。やっぱりあれは、町の印象を悪くするのではないですか。これ

は、とにかく誰かがやっぱり口に出して言わないと、なかなか町のほうも動きづらいのだろうけれども、

これはしっかりやってほしいと思います。 

  それから、皆さん方はこのパトロールなんかもしているのでしょうけれども、この河川だとか観光地も

いいのだけれども、毛呂山町見ていても、特に農家の人というのは土地が広いから、つい散らかっている

と目につく。皆さんご存じだと思いますけれども、東の方にもあるし、北部にもあるし、特に農家の方は

大変だろうけれども、町の美化という点をちょっとやっぱり頭に入れて、みんなで町をきれいにしないと。
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毛呂山入ってくると、あちこちの要所要所でどうもそういう目につくところが今あるような気が、皆さん

方は日頃そういうパトロールしているのでしょうから、当然気がついているのだろうと思いますけれども、

町をみんなで一つきれいにしてほしい。お願いします。結構です、それで。 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま

す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 私は、１点ですけれども、この資料が出ています。それで、最後のページというか、37で

すか、ここに河川の１年間のこの動きがありまして、成果なり改善になったという点で、総括であれば担

当部署からお聞きしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 河川の水質のご質疑につきましてお答え申し上げます。 

  この河川の水質につきましては、毎年定期的に検査をしてございます。この河川は、水質の変化等、そ

ういったものの監視というところもございますので、毎年同じところで水質、水を取って検査をしている

ところでございます。河川については、やはり一般的には河川の水質についてはＢＯＤで確認をするとこ

ろではございますが、ＢＯＤでもこの成果としては２か所、規定値の2.0を超えてしまうところがある状況

ではございますが、ただこれがなかなか難しいところでございまして、年４回採取している中、通常では

大丈夫なのですけれども、特に冬場のただ雨が降った後とか、そういったもののときには著しく高くなっ

てしまうことがある場合もございますので、一概には言えませんが、平均としてはちょっと超えてしまい

ますが、冬場以外については規定値の中に収まっている状況であると捉えております。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 改善が進んでいるなと思うのですけれども、やはり葛川のここは原因というか、その点

ではどう捉えていますか。 

〇澤田 巌副委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 河川のＢＯＤの水質、こういうのはこれはもう町だけではなく、一般的には浄化

槽の排水ですとか、例えば近くにある事業所の排水、上流にある排水ですか、そういったものが影響して

いるものと捉えております。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 それで、毛呂山の川というのはどうも大腸菌がどうしてもこういった形で多いのです。

その点、こういうデータというのはどう生かすかというのがあると思うので、ぜひ他の自治体の水質とか、

それで何がこういう比較して原因がというところもどうか原因をやはりつかむということが一つの改善の

柱だと思うので、その点ぜひ力を入れていただきたいと。 

  それと、あとこれ見ているうちにＴＮというのがちょっと気になったのですけれども、これは後でちょ

っと勉強すればいいのですけれども、毛呂山の河川、これＴＮが、これはどういった、水質としては黄色
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信号が出ているということでは、ちょっとこの点も注目して対策が必要かなと思うのですが、この点どう

捉えているかということでお聞きしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 このＴＮにつきましては、全窒素、植物の生育に不可欠なものだが、大量に水中

にあると植物プランクトンの異常増加を引き起こすというものでございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 改めて、何でではこれが毛呂山の川に多いのかというところもぜひ町民としてもしっか

り確認しながら、全体を緑と清流ということが訴えられて、本当に重要さを感じました。結構です。 

〇澤田 巌副委員長 小峰生活環境課長。 

〇小峰 浩生活環境課長 質疑にお答え申し上げます。 

  ＴＮにつきましても、調査機関等につきまして確認をしてまいります。 

  また、こういった水質につきましては、先ほども申し上げましたとおりどう変化していくというところ

に一番重要な点がございますので、これ以上どんどん悪くなると、それが何が原因かと突き止められます

ので、そういった監視の仕方をしてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 

                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 では次に、100ページ、第２項清掃費、第１目清掃総務費、第２目塵芥処理費について説

明を求めます。 

  小峰生活環境課長。 

                 〔小峰 浩生活環境課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ５時２２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ５時２２分） 

                                               

    ◎後日日程の報告 

〇岡野 勉委員長 本日の会議はこの程度にとどめます。 

  明９月13日は、午前９時30分から委員会審議を再開しますので、定刻までにご参集願います。 

                                               

    ◎散会の宣告 

〇岡野 勉委員長 本日はこれにて散会します。 
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毛呂山町議会予算決算常任委員会 令和６年９月１３日（金） 

 

 

    ◎開議の宣告 

〇岡野 勉委員長 ただいまの出席委員数は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これから予算決算常任委員会を開きます。 

なお、審議に先立ちまして、高木税務課長から発言の取消しの申出がありますので、これを許します。 

   高木税務課長。 

〇高木 洋税課長 昨日長瀬委員のご質疑に対する答弁で申し上げました企業進出の固定資産税に関する事

項につきまして、個別の課税内容に関する発言でございましたので、この発言の取消しの申出をいたしま

す。大変申し訳ございませんでした。 

〇岡野 勉委員長 お諮りします。ただいまの発言の取消しの申出につきましては、許可することにご異議

ありませんか。 

                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、高木税務課長からの発言の取消しを許可することに決定いたしました。 

  なお、取消し箇所については、記録を調査の上、委員長において措置いたしますので、ご了承願います。 

  引き続き議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計予算歳入歳出決算認定について、支出の部、第２款

総務費から始めさせていただきます。 

                                      （午前 ９時５７分） 

                                               

    ◎議案第４６号の審査 

〇岡野 勉委員長 それでは、60ページ、第２款総務費、第２項徴税費、第１目税務総務費、第２目賦課徴

収費について説明を求めます。 

  高木税務課長。 

                 〔高木 洋税務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手を願います。 

  では、佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 ｅ―Ｔａｘの連携システム使用料というのをちょっとお聞きしたいのですけれども、この

辺はどのような使用料ということでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらは、ｅ―Ｔａｘ連携システム使用料につきましては、私どもが申告の受付で使っております申告

支援システムで作成しましたデータを国税庁のｅ―Ｔａｘへ引き継ぐシステムでございます。こちらで申

告を受付したデータをそっちの国税庁のほうへ引継ぎをしまして、件数的にはおよそ2,000件ほど毎年申告
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の受付時期に連携してデータ連携ということでデータを送信しているものでございます。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 私も会社を辞めてから初めて確定申告を町で今やってくれるというので、大変いいサービ

スだと思って、私たち個人のものを税務課さんのほうでまとめて、それを出すときのシステムで使ってい

るということなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  私どもの申告会場、２月から３月にかけて一月ほど設けさせていただいておりますが、そこの会場で受

け付けた申告データにつきましてはこちらからシステムを通して国税のほうに送っているということにな

りまして、納税者の皆さんがご自宅から申告していただく分につきましては、直接国税庁のほうにデータ

が送信されているという状況になります。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 なぜこんなことを聞いたかといいますと、今自民党総裁選、ほかの党なのですけれども、

年末調整をやめて確定申告１本という形になりますと、単純に考えるともう10倍まではいかないけれども、

五、六倍の申告がなってくると思うのです。そうすると、やっぱり個人でｅ―Ｔａｘの使用をできると負

担が相当減るのかなと思いますので、せっかくそのようなシステムを町の方は毎年やっているので、それ

を各家庭でできるような教育というのですか、講習会ですとか、そういうのも年に１回ぐらいは設けてい

ただければなとは感じましたので、そういうところで終わりです。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  確定申告等、非常に例年混雑するということもございまして、広報を通じまして町の申告だけではなく

て、やはり皆様個々に今はスマートフォンですとかパソコンを使っていただきながら簡単に入力ができる

ような仕組みも整ってございますので、そういったものもご利用いただけるように皆様には広報等をして

いるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 では、私からはまず第２目賦課徴収費の第10節と11節、需用費と役務費に関してなのです

けれども、昨年の決算と比較して印刷製本費と通信運搬費、手数料、それぞれどの項目も昨年より下がっ

ておるのです。ただ、昨今の状況を鑑みますとインフレで物価上昇、はがき等の値上げも行われている中、

これはどういう要因で下がっているのか、税務課による努力なのか等々をお聞かせいただければと思いま

す。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  需用費、役務費につきましては、昨年比で確かに減額となっているところでございまして、需用費のほ

うにつきましては印刷製本の関係でございますが、事業所に特別徴収をお願いする際に同封物がございま

す。そちらのほうのしおりの作成につきましては一部直営としまして、会計年度任用職員を雇用しており
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ますので、その時期に直接直営で対応したというところでございます。 

  それから、通信運搬費につきましては郵送代が主なものになってまいりますが、こちらのほうは切手等

の残等も含めて必要数を精査いたしましたところ減額になったというところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。 

  では、行政報告書の68ページ、口座振替についてなのですけれども、昨年どんどん手数料の点から一番

安いのは口座振替ということで口座振替を推進していくというお話でしたが、これ令和４年と令和５年を

比べるとどの項目も振替件数というのが減っているのです。これは、私の認識では一度登録したら翌年度

もその翌年度も登録が持ち越されていると認識しているのですけれども、これ減っている要因というのは

何なのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  行政報告書に記載しております口座振替、こちら減少しているというところでございますが、令和５年

度につきましては、確かにここで減少はしております。要因につきましては、これはちょっと利用者が減

になったというところで、昨年と比べますと0.5ポイントぐらい下がっている状況ではあります。 

  それから、コンビニのほうも併せますと利用率下がっておりまして、こちらはマイナス1.6ポイントぐら

いというところでございますが、令和５年度につきましては全国どこでも対応しているところであるとい

うところでＬＱＲというバーコードが記載されたことによりまして、そちらの納付が非常に多くなってお

りまして、３万7,000件ほど納付があったと確認はしておるところでございますが、コンビニで納付されて

いた方はスマホアプリのものも含まれておりますので、恐らくそちらのＬＱＲのほうに移行したのではな

いかなということは推測されてございます。 

  なお、口座振替につきましては、これはやはり利用の申込みがあってのことでございますので、私ども

や手数料の安価な部分ということでこちらのほうは非常に力を入れてまいっているところでございまして、

今年度につきましては口座振替のキャンペーンということで５月から展開をさせていただきまして、およ

そ２か月弱ほどで100件ほどお申込みをいただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 ちょっと私の理解が足りないのか、コンビニがＬＱＲに流れたというのは分かったのです

けれども、口座振替に関しては先ほども申し上げたとおり一度登録してしまえば基本的に向こうからやめ

たいという申出がなければ引き継がれる認識なのですけれども、それがおっしゃったように去年も口座振

替をもっと進めますと言っておきながら減っていると。この要因は何が原因なのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  口座振替をお申込みいただければずっと納税がある限り引き落としをさせていただくことになるのです
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が、これはやはり申込みしていただいている納税者の方が、口座振替に該当している方が納税義務が消滅

しますと当然口座振替件数が減ってまいりますので、原因としてはそういったところがちょっと考えられ

るというところでございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。自然減によるものが影響しているかもしれないということですね。承知し

ました。 

  では、最後に、ごめんなさい。いろいろ長くなって申し訳ないのですけれども、令和５年度の最新の各

手数料、銀行であったりコンビニの手数料を教えていただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 横山税務課副課長。 

〇横山幸乃税務課副課長係長 ご質疑に回答させていただきます。 

  口座振替については、１件10円で手数料のほうはなっております。コンビニエンスストアについては、

スマートフォンアプリも含めましてバーコードで読み取ったものについては50円税抜きになってございま

す。 

  また、先ほど課長のほうからご答弁申し上げたようにＬＱＲ、こちらのほうについては金融機関等に持

ち込まれた場合は30円の手数料がかかって、地方税共同機構というところからデータにて収納のほうが入

ってまいりましたので、手数料のほうはそちらのほうでもかかっている状態でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 最後、これは意見として、ぜひ口座振替を進めてもらうようにお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 答弁はいいですか。 

  佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 １点だけお願いします。63ページ、賦課徴収費の役務費の不用額なのですけれども、これ

令和５年度が140万弱で、令和４年度も130万くらいの不用額が残っているのです。毎年毎年残る要因、何

か原因というのは何なのでしょう。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちら役務費、主に通信運搬費と手数料ということになってございますが、いずれにしましても納税通

知書の発送、あるいは督促状、催告状の発送、また手数料につきましてはもろもろ収納に係る手数料とい

うものになってございます。納付件数、それから納税通知書の発送件数等、やはりこれお送りできないと

いうことはあってはならないことでございますので、予算的には若干の上乗せをさせていただきながら毎

年度見積もりをさせていただいているところでございますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 よろしいですか。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１０時１２分） 
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〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、64ページ、第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住民基

本台帳費について説明を求めます。 

  吉田住民課長。 

                 〔吉田茂雄住民課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっと課長、聞きたいのだけれども、毛呂山町は2,000人以上の住所登録していない、住

民登録していない方がいるということで、全国でもまれなのだけれども、例えば城西大学なんかの関係者

に聞いてみると、大学では基本的には住所登録を進めているようなのです。義務づけているというか。だ

から、私は単純に学生がいっぱいいるからということで認識していたけれども、どうもそうでもなさそう

なのだけれども、この2,000人というのはどういう実態なのでしょうか。外国人なんかが多いのでしょうか。

その辺把握しています。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 質疑にお答えを申し上げます。 

  国勢調査人口との差ということでございますけれども、令和２年の10月１日の国勢調査の人口は３万

5,366人でございました。当年の令和２年の10月１日の住民基本台帳時以降は３万3,256人で、その差は

2,110人でございました。国勢調査人口と住民基本台帳人口の差が大きいことについてでございますけれど

も、住民登録をしていない一人暮らしの学生や住民登録をしていない施設入所者が多いことが原因だとい

うふうに推測をしておるところでございます。施設入所者の人数につきましては、国勢調査によりますと

一般世帯の人口が３万3,213人、施設等の世帯、こちらは学校の寮ですとか寄宿舎の学生、生徒、病院、診

療所などの入院者、社会施設の入所者、自衛隊等の営舎の場合があるのですが、それにはアパートは含ま

れておりません。総人口が2,153人となっております。国勢調査ベースですと、人口の約６％が施設入所者

ということでございました。 

  また、住基人口との比較でございますが、国勢調査でいいます施設等の世帯を住民基本台帳上で抽出す

ることができませんので、正確な数字の比較は困難でございますけれども、分かる範囲でちょっと推計に

近い数値でございますけれども、国勢調査の施設等の世帯と明らかである施設入所者は808人でございまし

たので、国勢調査の2,153人と比較しますと1,345人少ないと、住民登録していない施設入所者が多いとい

うことが推察されるということで、学生ですとか介護施設だとかそういった施設の入所者なども多くいる

のではないかということで考えているところでございます。 

  それから、外国人というお話でございますけれども、外国人で中長期以上で在留とかがある人につきま

しては、基本的には全員住民登録をしておりますので、外国人が住民登録をしていないということはあま

りないのかなというふうに考えております。 
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〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 逆に言うと、住民登録をしなければ行政サービス受けられませんから、様々。基本的には、

住民登録をするのだろうけれども、毛呂山町は極めて全国でまれな、2,100人って今課長が言いましたけれ

ども、行政サービスは住民登録をしていない方にも当然回るわけですから、この差は何とかきちっとしな

ければいけないのだけれども、それについては町のほうとしては特に対応という対応策は別にないのです

か。この差は、なるべく詰めるべきだと思いますけれども。学生では、登録しても税収という意味ではな

かなか難しいだろうけれども、詰めなければいけないと思いますけれども、その辺どうでしょう。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  長瀬委員おっしゃるとおり、確かに住民サービスを受けるためにはやはり住民登録をしていただくのが

一番というふうに考えております。住民課で何ができるかというところではございますけれども、できれ

ば住民登録に来られた方につきましては、やっぱりきちんと行政のサービスの内容を説明するパンフレッ

ト等をお渡ししていきたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これが一つのブラックホールの基準にも少し影響しているような気がするので。 

今話したのだけれども、あともう一つ、この外国人登録者がどんどん増えていますよね。日本人はどん

どん減っているのだけれども、毛呂山町の外国人が増えてきているから幾らか人口が少し急激に下げずに

済んでいるのだけれども、外国人というのはこれは転出、転入なんかが資料を見ると物すごく激しいので

す。だから、これ長期、しょっちゅう入れ替わっているわけですか、この外国人というのは。 

  もう一つ、この外国人というのはうちの団地、うちの自治会にも五、六名たしかいるのだけれども、行

政区的には何か特徴あるのですか、これ。外国人登録者。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 質疑にお答えを申し上げます。 

  外国人の人口が増えておるということで、その入れ替わりということでございます。外国人につきまし

ては、在留資格というのがございまして、その在留資格によって在留期間が決まっております。住民登録

の際、確認をしますと多いのが……永住者というのが一番多いのですけれども、特定技能ですとか技能実

習ですとか留学というところが結構多くなっているかなというふうに感じておりまして、特定技能につき

ましては在留期間は３年ですとか、３年、１年、または６か月、これが特定技能の２号で、特定技能１号

につきましては１年あるいは６か月または４か月と、あと期間が決まっておりますので、そういったこと

で入れ替わりというのが激しくなっているのかなというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 外国人はこれからも増えていくのだそうですね。それはきっと労働力の不足で外国人が来

るといろいろ地域とコミュニケーションのせいでいろいろ課題ができてくるのだと思いますけれども、こ

れについては何とも言えないけれども、一つよろしく、窓口でよく指導していただいて、お願いしたいと

思います。 



- 81 - 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 今の長瀬委員と重複になるのですけれども、同じ86ページの外国人住民国別登録者、ここ

で最後の無国籍１名とか、国籍・地域未設定者とかが１、１ってなっているのですけれども、これはどの

ような状況なのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大野住民課副課長。 

〇大野直子住民課副課長 質疑にお答えいたします。 

  まず、行政報告書中、外国人に無国籍者、それから国籍・地域未設定者とありますけれども、まず無国

籍者でございますけれども、毛呂山町にいる１名の無国籍者は埼玉県内のある市から転入になった方でご

ざいまして、転入したときに既に無国籍者でございました。無国籍になる原因としては、想像なのですが、

両親が正規の手続を踏まずに入国して子供の出生届を提出しなかったことや難民として逃れ住むようにな

ったような国で生まれた子供を出身国の大使館へ登録しなかったなど様々な原因が推察されます。 

  それから、国籍・地域未設定者でございますけれども、日本で生まれた外国籍のご夫婦のお子様につい

て、出生届により住民票が作られた場合、国籍の入力を行いません。２か月以内に入管へ申請することで

入管からの連絡により国籍の記載がされます。よって、入管への申請が行われれば国籍・地域未設定が解

消されます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 それでは次に、委託料で戸籍情報総合システム保守委託料ってあるのですけれども、たし

か今年からでしたっけ、この町で本籍地が違うのも戸籍謄本が取れるとかちょっと聞いたことがあります。

そうすると、この情報システムは５年度だから多分毛呂山町に本籍のある人の管理システムだと思うので

すけれども、そうなるとやっぱり相当の委託料というのが増えたりするとかって予想されるのでしょうか、

ちょっとお聞きしたいです。 

〇岡野 勉委員長 大野住民課副課長。 

〇大野直子住民課副課長 質疑にお答えいたします。 

  戸籍の委託料でございますが、これは５年の長期継続契約でございますので、令和６年の３月から全国

の戸籍の分が取得できるようになったのですけれども、その委託料の中で行っておりますので、令和５年

度分については特に委託料が増えたという経緯はございませんでした。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 そうすると、その５年契約が過ぎるのはいつで、それ以降のことというのは分からないと

いうことなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大野住民課副課長。 

〇大野直子住民課副課長 質疑にお答えいたします。 

  長期継続契約５年が経過するのが今月、９月でございます。10月からは、また継続なのですが、ただこ

のたび戸籍に限らずいろんなシステムがガバメントクラウドに移行する、戸籍のシステムの標準化を控え
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ております。毛呂山町の戸籍のシステムの標準化が令和６年の６月を予定しております。……失礼しまし

た。令和７年の６月を予定しております。それまでの期間は、ちょっと機器等も延命しまして、これまで

と同じ金額で契約をまた再契約をいたしまして、令和７年の６月からまた新たな５年の長期継続契約を結

ぶ予定でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 ということは、やっぱり今では分からないかもしれませんけれども、ちょっと増える可能

性もある。今お答えをそれできるかどうか分かりませんけれども、一応そういう可能性もあるということ

なのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大野住民課副課長。 

〇大野直子住民課副課長 質疑にお答えいたします。 

  失礼いたしました。先ほど長期継続契約の中で、令和５年度の分は増えていないということでございま

したが、ちょっと別途戸籍の改修がございました。その改修費用につきましては、例年の長期継続契約の

ほかにかかってございます。 

  以上です。失礼しました。 

〇岡野 勉委員長 次に、78ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、第４目国民年金費、第７目国民健

康保険事業費について説明を求めます。 

  吉田住民課長。 

                 〔吉田茂雄住民課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま

す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 マイナンバーカード、そして保険証の件ということで、これまでにこのシステムの基盤

を整えるためにシステムの導入等の、そしてまた労力のどのぐらいつぎ込んできているかということでは、

システムのほうだとこれはどのぐらい今までにお金としてはかかっているでしょうか。大枠で結構なので

すけれども、もちろん。 

〇澤田 巌副委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 質疑にお答えを申し上げます。 

  マイナンバーカードに関するシステム改修等の費用ということでございますけれども、マイナンバーカ

ードに関するシステム改修につきましては、戸籍住民基本台帳費のほうでここ数年毎年改修を行っており

ます。また、マイナンバーカード絡みで戸籍等の改修等も行っておりまして、その総額となりますと申し
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訳ございませんが、今手元に数値がございませんので、お答えできないところではございますけれども、

今回の令和５年度の金額でいいますと……令和５年度におきましては国民健康保険事業費ではシステム改

修はございませんでしたが、戸籍住民基本台帳費においては……ちょっとすみません。ちょっと休憩をお

願いします。 

〇澤田 巌副委員長 暫時休憩します。 

                                      （午前１０時３６分） 

                                               

〇澤田 巌副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時３７分） 

                                               

〇澤田 巌副委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 失礼いたしました。今回のこの項目の中には含まれておりませんので、ご理解をいた

だければと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 それで、今作っていないというか、保有していない方が9,000人いるということですけれ

ども、この点ですと非常にこのシステム自体がちょっと問題が多いなということなのですが、その9,000人

も作っていなかったりしている方はどこに原因というか、どういうお気持ちがあるのでしょうか。そうい

う意味では、この国保を皆保険制度ということで保険のずっと日本がつくってきたこの貴重なこういうこ

とで、9,000人といったら本当に多いですよね、毛呂山町に３万2,000に対して9,000人が作っていないとい

うのは。ここにはどこに原因があるかということで、住民のお気持ちも含めてちょっとお聞きしたいと思

いますが。 

〇澤田 巌副委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 質疑にお答えを申し上げます。 

  作られていない方の原因ということでございますけれども、それぞれ事情があって作られないというこ

とだと思いますので、こちらで町としてできることといたしますとマイナンバーカードを作りたい方、あ

るいはマイナ保険証を登録したい方について手助けといいますか、どれだけ援助ができるかということに

なろうかと思います。住民課といたしましては、ただいま施設に出向いての申請サポートですとか、高齢

者の方につきましてはご自宅に伺っての申請サポートというのを行いながらマイナンバーカードを作りた

い方についてはそういったサポートをしている状況でございます。 

  それから、マイナ保険証を、マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、やっぱり資格確認

書ということが交付される予定になっておりますので、そちらを使って引き続き医療機関を受診できるこ

とは変わりございませんので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 利便性含めて安心安全のことを考えますと、安心して気軽に現行の保険証がやはり有効

に活用しているのではないかということを。それで、中には本当に窓口行ってみますと最終的にはやはり
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また現行の保険証を見て確認しているということですけれども、今のは毛呂山のほうは今14％ぐらいでし

たっけ、利用ということでは。その点、最近の状況ということではお聞きしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 大野住民課副課長。 

〇大野直子住民課副課長 質疑にお答えいたします。 

  令和６年７月診療分のマイナ保険証の登録率は59.8％、利用率は14.9％でございます。 

  以上です。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 

                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１０時４１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時５５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、72ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費、第

２目障害福祉費及び150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第３目福祉基金費について説明を求めま

す。 

  田邉福祉課長。 

                 〔田邉和宏福祉課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、平野委員。 

〇平野 隆委員 では、すみません。私から。ちょっと声が、申し訳ないです。行政報告書を見てもちょっ

と分からなかったので、お聞きしたいのですが、75ページの行旅死亡人、ちょっとこれ詳しく教えていた

だきたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  行旅死亡人につきましては、いわゆる町で行き倒れの方というのですか、そういった方が行旅死亡人と

いう形になるのですけれども、ここの行旅死亡人の委託料の中ではそれ以外に入院中で病院で亡くなった

方のうちに身寄りがない等で引取り手のいないご遺体ですとか、ご自宅で亡くなって引取り手のいない方

といった方の墓地、埋葬法に準ずるところにつきましてもこちらのほうで委託料として処理しております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 人数はどのぐらいですか。人数。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度で毛呂山町で処理、委託をいたしました件数は３件でございます。 
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〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 ３、分かりました。それちょっと多いのか少ないのか分からないので、全国でこれは年間

どのぐらい発生しているものですか。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  大変申し訳ありません。全国での件数というのは、ちょっと私把握しておらないのですけれども、申し

訳ないです。 

〇岡野 勉委員長 では、平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。全国で行方不明者とか、年間何万人というすごい数字なのだけれども、そ

ういう数が分からないと毛呂山町で、さっき行き倒れって言っていましたけれども、そういう方が多いの

か少ないのかも分からないので、ぜひ後でちょっと分かれば教えてください。ご答弁は結構ですから。私

のほうはこのぐらいで。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 私も平野委員と同じ質疑だったので、すぐ行旅って出てきたのですけれども、今年は３

件ということで、ちょっと資料を持ってこなかったので、令和４年度は何名でしたっけ。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  令和４年度につきましては６件でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 当初予算では38万7,000円で決算額が45万8,000円ということで、去年６件あって38万だ

ったわけで、その実績って言っては変ですけれども、この増額になった、決算が、その理由はどういうも

のなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の予算につきましては、それまでの経年の平均値から算出したものでございます。令和５年

度予算充当が必要になってしまったところではあるのですけれども、こちらにつきましても１件当たりの

金額というのが病院でお亡くなりになった場合と在宅でお亡くなりになった場合でかなり金額に差がある

のです。そういったところも含めて在宅で亡くなった方がいらっしゃったところもありまして、少しオー

バー、不足してしまったというところでございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 病院で亡くなった場合と在宅で亡くなった場合、在宅のほうが金額がかかるということ

ですね。片付けとか、どういうものにかかるのかを伺います。 

〇岡野 勉委員長 市川福祉課主幹。 

〇市川秀人福祉課主幹 質疑にお答えいたします。 

  まず、病院で亡くなった場合は亡くなった死因等がはっきりしておりまして、そのまま先生の死亡診断
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書が書けるのですけれども、在宅でお亡くなりになった場合は死因がはっきりしないので、その後警察の

ほうで一回引き取って、今度は検死、検案にかける必要があるのです。その検案の代金というのが金額が

かなりかかるものでございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 まず最初に、77ページの扶助費なのですけれども、紙おむつ支給事業費、こちらが令和５

年度扶助費になっているのですが、令和４年度は委託料として計上されているのですけれども、そちらの

理由をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 井上障害福祉係長。 

〇井上龍太郎障害福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  令和４年度までは、社会福祉協議会のほうに委託をしておりました。令和５年度から町直営で実施した

ことにより扶助費として計上させていただいております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  それと、不用額なのですけれども、75ページの負担金、補助及び交付金の不用額の理由をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 井上障害福祉係長。 

〇井上龍太郎障害福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  負担金、補助金につきましては、主に補助金のほうで不用額が発生しているのですけれども、見積もっ

た予算に対しまして思うような実績が伸びなかったものでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 令和４年度と比べるとかなり不用額が増えているのです。ということは、当初の試算が多

く計算し過ぎてしまったということなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 井上障害福祉係長。 

〇井上龍太郎障害福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  補助金に関しましては、特に生活サポート事業、それから移動支援事業、それから日中一時支援事業、

こちらの伸びが当初見積もったよりも少なかったということでございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐島啓晋委員 今の日中一時支援事業は、障害福祉費の補助金のほうですね。分かりました。計算しにく

い部分、申請ベースですから、あるとは思うのですけれども、あまり不用額が増え過ぎてしまっても、で

はそれって年度内に別のところで使えたお金だと思うので、その辺もう少し慎重に予算を立てていただけ

ればと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 負担金、補助金及び交付金の部分ですが、成年後見制度支援事業補助金、これ33万円ほ
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ど当初予算では上げられていたと思うのですけれども、昨年度もたしかあったと思うのです。そういった

部分は。 

〇岡野 勉委員長 井上障害福祉係長。 

〇井上龍太郎障害福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  成年後見制度利用支援事業補助金につきましては、町長申立てをした方に対しまして後見人の方に報酬

助成をするものとなってございます。令和４年度実績が１件ございましたが、年齢のほうが65歳に達した

ことによって福祉課からの支出がなくなったものとなってございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 分かりました。 

  それと、扶助費かな、これは。難聴児補聴器購入費、この10万6,000円って予算書ではありましたけれど

も、これがまたないというのはどのような見解でなったのか。 

〇岡野 勉委員長 井上障害福祉係長。 

〇井上龍太郎障害福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  こちら18歳未満の方を対象としている事業なのですけれども、その対象者が減ったことによりましてま

ず予算額を減額してございます。実績につきましては、実際に交付の申請がなかったことから、支出がな

かったということでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これは、外部、出先のほうだけれども、社協の加入状況は今どうなっているでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 田邉福祉課長。 

〇田邉和宏福祉課長 質疑にお答えいたします。 

  社会福祉協議会の会員の申込みの状況でございますが、令和５年度におきましては一般会員が4,900件と

いうことで、前年度に比べますと若干減っているという報告を受けております。パーセンテージにつきま

しては、一般会員と、あと法人を合わせまして43.4％でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 43％台。どんどん、どんどん低くなってきていますね。いつも私のほうでも５月に前倒し

で社協にお願いして加入、徴収しているのだけれども、何か最近何となく雑になってきているような気が

する、この加入のＰＲが。だから、どうもうちの地域でもどんどん加入率が下がってくるのだけれども、

この社協というのは町民が会員になって、幾らか資金も町民がみんなで会費を納めて、行政と一体になっ

て地域福祉を中心にという企業趣旨だろうと思いますけれども、ちょっとその辺についてこの加入率がこ

うやってどんどん下がってくるということは、町民との一体感という意味で、本来の趣旨からちょっと離

れてきているような気がするのですけれども、田邉課長はどういうふうにそれを捉えていますか。 

〇岡野 勉委員長 田邉福祉課長。 

〇田邉和宏福祉課長 質疑にお答えいたします。 
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  確かに会員の人数が減っているということは、社協としての認知不足というのも多々上げられるのかと

思います。今現在社協のほうといたしましては、昨年度は区長のところへ個別でお伺いして会員の募集に

ついての依頼を区長さんにお願いをしていたというところがありますが、昨年のその状況ですと区長宅に

お伺いしてもなかなか会えなかったですとか、あとは区長さんがいらっしゃいましてもちょっと資料だけ

置いておいていただきたいというふうなお話もあったというふうに聞いております。今年度につきまして

は、広報等で一緒に届けていただきたいというふうな要望もあったことから、広報等と一緒にお届けする

形で昨年度とは方法について変更をしているということを聞いておるところでございます。社会福祉協議

会のほうとして、周知啓発が一番大事なところと考えておりまして、社会福祉協議会のほうも今現在例え

ばセブンイレブンに委託をして買物の支援ですとか、実際事業を行っておりますので、そういった事業を

今後も引き続き続けていただければと考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これ強く言うつもりはありませんけれども、今これも全てやっぱり自治会の活力がなくな

ってきて、いわゆる地域力が衰えてきている証拠だと思います。その点がちゃんとしていないから、会員

集める原動力になりませんから。だから、どんどん減るのだと思いますけれども、私のほうなんかでは、

うちの地区ではもうかなり力を入れてこのふれあい・いきいきサロンですか、これももう伝統的に年三、

四回やっていますけれども、各地域のやっぱりこの社協のこれ補助申請もして、大した金ではないけれど

も、加入率に合わせた補助金が来るわけですよね。うちの地域でも４万ちょっとだけれども、そういうの

を出しながらＰＲをしているのでしょうけれども、全体のやっぱり地域がどのような活動をしているのか、

このふれあいいきいきサロンというのは大事な地域住民の触れ合いの場として大事な事業だと思います。

その辺についてやっぱりもっと力を入れるべきだと思います。私のほうでは、ちなみに言われるたびに社

協の会長さんも来ていただいて、その場で会長さんの口から社協のほういろんな事業をＰＲしてもらった

りしておりますけれども、この間聞いたら呼ばれるところはないと言っていました、ほかに。あちこちか

ら呼ばれるのですかって言ったらほとんど呼ばれないという話でしたけれども、そういう意味では福祉課

長なんかもたまには出かけていくとか、そういうことも必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 田邉福祉課長。 

〇田邉和宏福祉課長 質疑にお答えいたします。 

  こちら社協のほうにつきましては、例えば夏にボランティア体験ということでお子さんですとかいろん

な方に体験をしていただくというような事業も実際しておりまして、そういったコロナ禍も明けて社会活

動ですとか、あとは地域のお祭りですとかイベントもかなり開催されてきておりますので、そういったと

ころで引き続き周知啓発ができるような形で福祉課といたしましても一緒に連携して進めてまいりたいと

思います。 

〇岡野 勉委員長 澤田委員。 

〇澤田 巌副委員長 私は、また手話のほうでお聞きします。行政報告書の98ページです。手話講習会。何

回も言いますが、毛呂山町手話言語条例、全会一致で制定されて今年で６年たちます。また、今年から「広

報もろやま」でまた復活しました。大変私の周りでは好評を得ています。今後この手話サークル等の周知、
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継続、どうお考えなのかお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 田邉福祉課長。 

〇田邉和宏福祉課長 質疑にお答えいたします。 

  手話言語につきましては、こちら手話言語条例が令和元年に制定されました。町では、こちらの手話言

語条例を施策推進するために方針のほうを同じく元年度に策定をしてございます。こちらにつきましては、

手話が言語であるという認識、それから手話に対する理解を深めていただき、広く普及するよう努めてま

いりました。手話を知っていただくために毎月の広報にその季節に合った簡単な手話、例えば夏であれば

熱中症ですとか、興味を引きやすい題材ということで周知を図ってまいりました。また、手話を学べる機

会の提供のために毎年手話講習会のほうを実施しておりまして、手話ができる人材育成に努めております。 

〇岡野 勉委員長 澤田委員。 

〇澤田 巌副委員長 では、もう一点。引き続きよろしくお願いしたいと思います。いわゆるろう者のオリ

ンピックであるデフリンピック2025、来年東京で11月でしたよね、行われます。当然手話への関心、そし

て注目度というのはかなり上がると思うのですが、今後どのようにこの町としては手話の対策、関心につ

いてどう対応していくのか最後にお聞きします。 

〇岡野 勉委員長 田邉福祉課長。 

〇田邉和宏福祉課長 質疑にお答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり、来年の11月、こちら日本で初めてデフリンピック第25回が開催されるということ

を聞いております。こちらのデフリンピックが開催されることによりまして、手話に対する機運が高まっ

ていくものと予想されます。こちらの機運の高まりと併せて町といたしましても手話について周知啓発の

ほうを努めてまいりたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時２１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時２３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、76ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、第３目老人福祉費、第５目

老人福祉施設費、第８目介護保険事業費について説明を求めます。 

  串田高齢者支援課長。 

                 〔串田和佳高齢者支援課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

  荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、緊急通報システムについて毎年聞いているのですけれども、この実績というか、

何かこの緊急通報システムがあったことで助かったという、そういう事例があれば教えてください。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 



- 90 - 

〇細井英司高齢者福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の緊急通報システムにつきましては、システム自体の発動件数が134件、そのうち119番等で

救急車の出動につながったケースが11件となっております。それ以外にもガードマンのほうが駆けつけま

して、実際にあった事例でお話しさせていただきますと、お独り暮らしの方が転倒して転んでしまって身

動きが取れなくなってしまった。ペンダントがたまたま手元にあったため、緊急通報を呼んで起こしても

らって早めに気づくことができたといったような事例がございました。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 ペンダントもそうですし、電話機とセンサーが連動していて、トイレのセンサーが１日

動かないと警備の方が駆けつけてくるという、そういうシステムで間違いないですよね。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 

〇細井英司高齢者福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  ライフリズムセンサーにつきましては、ご案内のとおり主にトイレのドアなど頻繁に作動するような場

所にセンサーを取り付けます。こちらのセンサーが24時間何も感知しないと自動的に警備センターのほう

に信号が飛んでガードマンが状況を確認しにくるといったような仕組みになっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 以前長瀬委員が独りの高齢者、そんな数えて何人もいない。だから、全員にこれを配置

するのはどうかっておっしゃっていましたけれども、私もそれは非常にいいことだと思います。今の時期

熱中症で１時間に１回とか熱中症に注意しましょうって音声で注意をしたりもされるシステムがあって、

非常に見守りの観点からも民生委員さんの負担の軽減からも非常にいいものだと思います。ぜひ将来そう

いうことも考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  昨年度も長瀬委員さんのほうから同様のご指摘いただきました。今荒木委員さんのほうからもいただき

ましたが、内容としては当然のことだと思っております。昨今やはり民生委員さんの方も非常に負担のほ

うが増えております。単身高齢者の世帯が増えてきているということ。今年度は、実態調査のほうを実施

しようと思ってはいますけれども、やはり負担が非常に多くなってきているということで、その点につい

ての何らかしらの対応を検討してほしいということは、私のほうとしても当然実感をしております。そう

いった中でこの高齢者の緊急通報システムについても、必要な方には利用料が発生してしまいますので、

その辺のところの課題もありますけれども、そういったところをクリアしながら、またもちろんこれ一般

会計ですので、財政的なものも当然ありますので、これだけにこだわらずあらゆる手法を駆使しながらお

独り暮らし、あるいは高齢者のみで暮らされている方、そういった方々の見守りを強化していきたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 
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〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 給食サービス事業委託料についてご質疑します。実は、１件だけなのですけれども、苦情

が来たというのは、やっぱりここ物価が上昇している中でちょっとお弁当の質が悪くなっているのではな

いかって。それと、もう一つ、今あまり言うとあれなのですけれども、スーパーさんでお昼のお弁当なん

か物すごく安くなっていて、そうするともちろん足が不自由な方が多かったりするので、スーパーには行

けないので、それはなかなか利用できないという現状があります。ただ、そうしますとやっぱり質がある

程度ないと利用者は増えない。また離れてしまう。そうするとやっぱり見守りというのですか、巡回サー

ビスの低下につながってしまうので、このようなことを期の途中とかで見直す、５年ですからそのときは

なかったかもしれませんけれども、今後ももしそういう場合は補正とか何か組めたりするのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  苦情があったというふうなお話です。給食サービスに関しましては、これもやっぱり利用料は発生しま

す。ご負担をいただいているということもありますので、民間のその他のスーパー等で売られているよう

なものと比較対象されてしまいますとどうなのだろうというふうなご意見は当然のことだというふうに思

います。最近材料費のほうも高騰しておりまして、お弁当のほうのなかなかこの価格で維持していく、質

を維持していくことは難しいというふうなことも業者のほうからはいただいております。そういった中で

先ほどの緊急通報とも重なるのですけれども、見守りの対象者というのは今後増えていきますので、あら

ゆる手法と先ほど申し上げましたけれども、この給食サービスに関しましても見守りを第一の目的として

おります。栄養の内容面につきましては、やはりこれも今検討しているところです。早ければ来年度から

実施していきたいと思っているのですけれども、栄養面でやはりきちっと在宅でクリアされれば在宅生活

が維持できるのだという方につきましては、栄養面でのサポートを介護保険のサービスの中でしていきた

いなというふうに思っております。見守りにつきましては、先ほどのそういった緊急通報ですとかほかの

見守りネットですとか、そういったことで検討していきたいというふうに考えております。先ほど年度の

途中とかってお話がありましたけれども、そういった今検討しておりますので、この年度の途中で検討す

るということは特に考えてはございません。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 ということは、特別会計とかも今後はちょっと見直すということで。 

  では、ちょっと質疑移りますが、シルバー人材センター補助金です。これは、どういう契約とか５年契

約とか、または委託事業とか、そういうどういうふうな契約で500万ということになっているのかちょっと

お聞きしたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  シルバー人材センター、こちらについては補助金になりますので、特に契約とかということではなくて、

高齢者の働ける場の確保ということで、法律に基づいてこのシルバー人材センターというものも当然ある
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わけなのですけれども、町として現在では人件費が主なものになりますけれども、そういったものに対し

て、シルバー人材に対して申請に基づいて補助のほうをさせていただいているということです。町のほう

が補助しますこの500万と同額のものが県のほうからも補助されているというふうな状況でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 なぜこのようなことを聞いたかといいますと、やっぱりなかなか高齢者でも働きたい方が

多いのです。実際定年退職した後も世の中は仕事がいっぱいあふれているように言っていますけれども、

実際60歳近くになるとなかなか仕事もない。そういうときにやっぱり予算があれば新しい仕事とかも今ま

での既存よりももうちょっとこういう仕事とか、シルバー人材センターに聞いた話によると公民館の受付

事務とかそういうこともやっていたり、以外と肉体労働ではなくて、そういう事務的な仕事に就きたいと

いう方もたくさんいると思いますので、そういうものにも活用していただければなと感じますので、その

辺はまたしっかりと予算づけしていただければと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 今の給食サービスの件でちょっと聞きたいのだけれども、これは社会福祉協議会で委託し

てやっていますけれども、これ自己負担は幾らでしたっけ。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 

〇細井英司高齢者福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  利用者さんの１食当たり、１回当たりの自己負担につきましては、300円いただいております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そうすると、これでいくと１食幾らになるのだろう。自己負担込みで。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 

〇細井英司高齢者福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  町のほうで委託料として支払っている金額につきましては、１食当たり530円を支払っております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そうすると、800円くらいになるわけ。そうではなくて。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 

〇細井英司高齢者福祉係長 総額で……失礼いたしました。委託料として支払っている額が230円になります。

失礼しました。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 いずれにしても去年が令和４年166人が今度137人に減少しています。さっきから言ってい

る社協の加入もじり貧なのです、みんな。これ学校の保育園まで来てしまう、子供たちにみんな給食無償

化にして、わずかだから、500円のものを作るのに300円を負担させるというのはちょっとどうかと思うけ

れども、これはちょっと課長、サービス受ける方を増やしたいならそこら辺も考えないと、内容にもよる
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だろうけれども、ちょっと矛盾がある。それは、そういうことでお願いしておきます。 

  それから、老人クラブの24団体ということになっていますけれども、これは第二団地はこの中……第二

団地が、これ入っているの。 

〇岡野 勉委員長 細井高齢者福祉係長。 

〇細井英司高齢者福祉係長 質疑にお答えいたします。 

  入っている計上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そうすると、これから自治会が１つ減っているわけだ、今。69行政区なのだけれども、第

一や第二団地は６区まであるし、必ずしも69ないのだけれども、１つの自治会単位で言えば加入率は何％

ぐらいなのですか、これ。加入率というか設置率というのは。幾つなのだろう、実際の自治会は。行政区

は69あるのだけれども。分からないか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 質疑にお答えします。 

  高齢者支援課のほうとしましては、今現在の設置数、おっしゃるとおりです。１減ってはいますけれど

も、今現時点では23ということですけれども、全体として基本的な考え方としてはそれぞれの行政区に老

人クラブのほうを設置していただきたいという趣旨ではおります。ただ、それぞれの自治会の状況があり

ますので、なかなか設置には至らないというふうな状況になってございます。比率といいますと、割合と

申しますとなかなかちょっと単純に比べることができないので、高齢化率が高いところについては積極的

に老人クラブのほうの設置を進めているというふうな姿勢でおります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 恐らくこれだと自治会の総数からいくと、４割満たないのではないですか、これ設置率が。

恐らく全体の会員数も減少傾向ですよね。だから、これやっぱり少し力入れていかないと寿会、高齢者ど

んどん増えていて、それと同じように増えていくとは思わないけれども、あまりのこの高齢者福祉の一つ

の目玉として、寿会というのはうちの団地なんかも一生懸命やっています。あれは、やっぱりあるべきだ

と私は思っています。ないのがおかしい。そういう意味で設置率が４割程度というのはちょっと、このま

まいくと減りそうです。少しその辺について串田課長、力入れていくべきだと思いますけれども、どうで

しょうか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  設置数のほうが減少傾向にあると、今後もそれが進んでいってしまうのではないかということは、もち

ろんそこは危惧しております。高齢化がどんどん進む中、特に75歳以上の方が今後増加傾向にありますの

で、そういった方々の通いの場といいますか、社会とつながる接点の場としてこういった老人クラブとい

うのは非常に重要なものだというふうには認識しております。 

その接点ということで申しますと、町の担当課のほうとしましては、老人クラブもそうなのですが、そ
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れ以外のものについて通いの場と申しますか、例えばご案内のとおりゆずっこ元気体操なんかも非常に今

全町的に取組を進めていただいておりますけれども、そういったところも通いの場の一つとして、選択の

幅をあらゆるところに広げていくということが今後としては必要なのかなというふうに考えております。 

  また、働く高齢者の方も今後増えてきておりますので、なかなか老人クラブというのは高齢化が進んで、

今平均も80をちょっと超えているぐらいな状況ですので、後任の方が入ってこないと結果としては役員の

なり手がいない、どうのということで結果としては解散してしまうというふうなのが現状ですので、そこ

のところをどうクリアしていくかというのが今後の大きな課題かなというふうには捉えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 聞くところによればゆずっこ元気体操なんかももう10年以上たって、だんだんこの参加者

も減ってきているという話を聞いています。このままいくとどんどんじり貧でいくと思います。だから、

この老人クラブなんかというのは一つの基礎的な地域の高齢者の集まりですから、これは山根荘ともよく

相談、よく協議をしながらやっぱり現状維持して、これ以上減らないように、むしろ増やしていくように

やってほしいです。第二団地なんかも残念です、廃止になったのは。そういうのはやっぱり町の努力を一

つ求めたいと思います。 

  以上ですいいです。結構です。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時４３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時１２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、82ページ、第３款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、第

２目児童措置費の説明を求めます。 

  中村子ども課長。 

                 〔中村美奈子子ども課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、小野委員。 

〇小野 浩委員 85ページ、上のほうにあります出産・子育て応援交付金、これとてもすばらしい事業だと

思うのですが、これについてもうちょっと詳しい説明がほしいのですけれども、対象はどういう内容だと

いうことをもうちょっと詳しく知りたくて。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  出産・子育て応援交付金につきましては、妊婦の方が妊娠されたときの応援のための交付金と出産した

ときの応援のための交付金の２種類の交付金が含まれております。出産時のときに５万円の給付、妊娠時
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のときも５万円の給付という形で給付を行っております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 ありがとうございます。ぜひこういうところをもっともっと増やしていって、町の予算は

限られておりますが、この町の子育て世代、応援していっていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 82ページの報償費のもろっ子はぐくみ応援金が前年度に比べて半減しているのですけれど

も、そちらの理由をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  もろっ子はぐくみ応援金につきましては、前年度は出産時のお祝い給付金と同様の意味合いの給付金を

行っておりました。その給付金が先ほどお伝えしました出産・子育て応援交付金という形で対応すること

ができるようになりましたので、支給の対象を変更とさせていただいたため、現在残っている小学校への

新入学児のお祝金として支給した結果がこちらの金額となっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 次に、84ページの負担金、補助及び交付金の中の給食副食費の補助金もこれ半減している

のですが、そちらのほうの理由をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 石塚保育係長。 

〇石塚 宗保育係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度の給食副食費補助金につきましては、一般財源で保護者への副食費の費用を補助しておりま

す。令和５年度につきましては、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を活用して全額無償化事業

を実施しておりましたので、その分が反映されてございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  最後に、児童措置費のほうの負担金、補助及び交付金の不用額の説明をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  児童手当の不用額に関しましては…… 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇大橋嘉郎児童係長 失礼いたしました。 

〇岡野 勉委員長 石塚保育係長。 

〇石塚 宗保育係長 ご質疑にお答えいたします。 
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  措置費につきましては、国庫の変更申請などが１月頃にもありまして、また各園でも年度末に向けて調

整をする関係で厳しく見積もった上で補正予算で減額はしているのですけれども、１月、２月、３月の請

求につきましては、どうしても積算上不用額が出てしまう状況でございます。今後は、もう少し過去の実

績や児童数の動向を把握し、適正な予算執行に向けていきたいと存じますので、ご理解賜りたいと存じま

す。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 こども医療費支給についてちょっとご質疑しますけれども、こちらで行政報告書のほうに

登録者数という形で載っていますけれども、この登録者数というのは住民票なのか、それとも義務教育な

ので、学校に通っているというか、児童という形と捉えていいのですか。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  登録者数に関しましては、児童の数で報告をさせていただいておりまして、就学前、小学生、中学生、

そして高校生という形で現在認定をしている数値で報告させていただいております。資格自体は、住民の

方に限るという形になっておりますので、毛呂山町民に対しての住民の数という形でカウントしていただ

ければと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 これは、ちょっと把握できるかどうか分からないのですけれども、おおむねけがが多くて

支給が多いのかとか、または風邪とかそういう病気というか、ちょっとそれは違うと思うのだけれども、

中身が見られるかどうかというのはちょっとその辺私も分からないのですけれども、そういうような大ま

かな内訳とかそういうのというのは取れるのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの事務手続の中で把握できるのは、レセプトは送られてくるのですが、けがそのもの自身は少し

把握が難しい状況となっております。しかしながら、医科、歯科、調剤という形で分類分けはできますの

で、かつそれに応じた請求が上がってきておりますので、年齢やどの医院に通ったというところは把握し

ていけますので、例えば県内の受診なのか県外の受診だとか、どういった傾向にあるかというところは随

時把握しながら支出を行っている状況になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 ちょっと声が悪くてすみません。83ページのファミリー・サポート・センター事業の件で、

行政報告書の117ページのほうに人数等々出ていますけれども、５年度の実績の内容、どんな人がどんなケ

ースで利用しているのだよというのはちょっと教えていただきたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 増村子育て支援係長。 

〇増村早苗子育て支援係長 令和５年度のファミリー・サポート・センター事業の利用の内容につきまして
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でございますが、預かりが150件、送迎が150件、保育園につきましては保育園がお休みの日などの保育の

依頼が多くございました。送迎につきましては、新１年生の方がなかなか通学班で慣れずに通えないとい

う子の付き添いで一緒に学校に行ってあげる送迎、それから塾への送迎などの依頼が多くございました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。保育以外のところでの子育てのそういう大変なところの隙間を埋める、そ

ういう事業でスタートして行われているわけですけれども、ちょっと過去にはこういった事業も、では保

育園入れないでこれだけ利用してしまえばいいではないかとか、これは町外の話ですけれども、いろいろ

そういった話もあったりして、スタート時はいろんな利用を巡っても正しく利用されなかったりとか、そ

ういうこともあったような事業だと私は思っているのですけれども、ただ毛呂山町の場合は正しく機能し

ているのだと、私はそういうふうに認識しているのですが、その辺をしっかり把握して正しく運用できる

ように心がけていただかないと、やっぱりいくらいいことしようとしようと思っても、税金を使って民間

の保育園を圧迫するようなことがあってはいけないので、ぜひその辺は私も気をつけていこうと思ってい

るのですけれども、課としてその辺はどうでしょうか。ちょっとご見解をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、保育運営の圧迫というふうなことになってはならないというふうなことは重々

承知してございます。認識してございます。また、当町に関しては保育所等の運営で賄い切れない送迎ま

たは休日等の保育等を実施しておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、私もこども医療費について伺います。就学前までのお子さんが今度県内全域で現

物支給で医療費が無償化になったのですけれども……無償化でなない、そうですよね。それについて、町

外の受診はどのくらい増えたというのは分かりますか。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  比率でのお話になるのですが、現在現物給付と償還払いという形でのお話になります。現物給付という

のが県内のものはできるという前提でのお話なのですけれども、現物給付が８割で償還払いが２割という

比率になっておりますので、ほぼ県内で消費されて受診されてかかっているというところで、こちらのほ

うで数値として把握しております。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ただいまのご質疑にちょっと追加させていただきます。 

  県内、県外ということですと、今係長が言ったような形になってございます。町内と町外というふうな

ことになりますけれども、そちらにつきましての比率というのは今までと比べて大きく変化というのはや

はりないかと存じ上げます。やはり未就学児であるとか、そういったところにつきましては町内の医療機
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関にかかる方も多いというふうな形になっているかと存じ上げます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 現物支給になる前、毛呂山町にも小児科ができたことによって近くで受けられるという

こともあるのですけれども、皆さんのお声を聞くと町外で受診したいのだけれども、やはり不便だという

お声をいっぱい聞いて私も県とかに要請をして何度も何度も町にも質問をしたりして県外、町外でも現物

支給ができないかということを言ってきて、なっていただいてとてもよかったと思うのですけれども、そ

ういうお声は聞かれますか。 

〇岡野 勉委員長 大橋児童係長。 

〇大橋嘉郎児童係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  窓口で償還払いを、町外でかかってしまって、一手間なのですが、いらっしゃった際に前に比べてここ

に来ないで済むようになったという喜びの声は聞くことができております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 もう１つ、毛呂山町の子育て支援施策について、各委員から意見を求めたという、あり

ましたよね、そういう……何か会議、子ども・子育て会議、ありますよね。そのご意見ってどういうご意

見が出たのか伺いたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 増村子育て支援係長。 

〇増村早苗子育て支援係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  今年度会議のほうでは、主にニーズ調査のアンケートについてご審議をいただきましたが、その中で例

えば小学校での細かいことなのですけれども、ＰＴＡの在り方とか旗当番のこととか、それから様々なフ

ァミリー・サポート・センターのサービス、子育て支援事業の有効性ですとか子育て拠点支援センターの

利用状況など、様々な施策につきましてご質問やご提案などをいただいております。ただ、今年度はちょ

っとアンケートの内容についての審議のほうが意見としては多かったです。なるべく回答しやすい内容に

ということでのご意見をたくさんいただきました。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、そのアンケートを基に今度予算化を考えていくことになるのか伺います。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 今回ニーズ調査ということで、議会の一般質問のときにもあったかと思いますが、

やはり学童保育所の長期休暇のときの利用ですとか、遊び場というふうなことですとか、そういったご意

見というのは多くいただいていましたので、そちらにつきましては財政当局のほうにも要望のほうをさせ

ていただいているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま

す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 
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  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 先ほど課長のほうから処遇改善の報告がありました。状況ということでは、ご報告を願

いたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  保育士の処遇改善ということでございますが、まず町内の私立園につきましては令和４年度の10月分か

ら保育士処遇改善加算ということで公定価格のほうに算定されるような形になっており、おおむね改善の

ほうが図られていると考えてございます。 

  また、公立の保育所につきましては、保育士につきましては町の総務課所管となりまして、町の給与表

に基づいて支出のほうが、給与のほうが支払われております。他の職員との兼ね合いもあるため、なかな

か公立の保育士についてのみ賃金を上げるというふうなことが難しい状況になってございます。担当課と

いたしましては、少しでも働きやすい環境になるよう働き方改革ですとか、環境整備のほうに努めており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 他の会計年度とのバランスを考えると、集まりにくくなると。そういう意味では、定員

に関しては本年度で不足とか、そういうことはなかったということでよろしいでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  保育士の人数についてでございますが、国、県で定める配置基準につきましては、現在十分に満たして

いるものでございます。ただ、近年やはり支援が必要なお子さんですとか、障害をお持ちのお子さんとい

うふうな方も多くなっておりますので、そういったことを考慮していくと配置基準以上の保育士の確保が

必要になってくるのではないかと認識してございます。安全安心な保育を実施できるよう、今後も保育士

の確保に努めてまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 先ほど、今安心安全な保育の配置と、それを考えるとやはり一歩足らないということで

しょうか。もう一つ、だから単価を上げるとか、そういうような取組が求められているということでよろ

しいでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  安心安全な保育というふうなことで申し上げたのは、やはり見守り的なものも多くあったほうがより安

全な保育ができるというふうなことになっております。今現在の保育士で必ずしも安全な保育ができてい

ないというふうな解釈ではございません。また、保育士の賃金につきましては、先ほど来申し上げており

ますように、どうしても町全体の会計年度との賃金の整合性がございますので、なかなか保育士のみを上

げるというふうなものが難しくなっている状況ですので、ご理解いただければと思います。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 
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                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 次に、84ページ、第３目保育所費から第５目学童保育所費までの説明を求めます。 

  中村保育所長兼児童館長兼学童保育所長。 

                 〔中村美奈子保育所長兼児童館長兼学童保育所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、中村委員。 

〇中村奨平委員 86ページ、87ページの第３目保育所費の第７節報償費、英会話ボランティア謝金について

伺います。まず、改めてちょっと私が議員になる前の予算で入ったものだと思いますので、この目的を教

えていただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 こちらにつきましては、英語ボランティアにつきましては、公立２園の５歳児を

対象に年５回実施している事業でございます。こちらにいたしましては、園児に対して英語になれ親しん

でいただくというふうな触れ合いの形での実施というふうな形になってございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 触れ合い、承知しました。先日の一般質問でもこのご答弁もございまして、大変好評だっ

たというふうに伺っております。この質疑で何を言いたいかといいますと、方や幼稚園に行った子、方や

保育園にそのまま小学生に上がるまで在園された方、ここの違いというのはやっぱり親御さんの都合であ

ったりとか様々な事情があるわけで、本当は保育園ではなく幼稚園に行きたかったとか、親御さんが家庭

の事情で、共働き率が毛呂山町は94％ぐらい保育園に通っている子たちがというふうに教えていただきま

したので、そういうふうな児童もいらっしゃるわけであって、やっぱりそこに最近の幼稚園と保育園とい

うのを行政の縦割りではなくて、平等になるべく保育園のほうでも教育をしましょうというふうな考え方

というのが最近一般的になってきていると思うのですけれども、これが大変好評であったということであ

れば、回数をもっと増やすなり対象をもっと広げる、もしくは英語だけに限らない等も含めてぜひやって

いただきたいなと思っているのですけれども、この結果を踏まえて今後のどう考えているか教えていただ

けますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、こちらの事業大変好評で、園児もとても楽しそうに受けている状況でございま

す。ほかに町内の私立園、幼稚園に主になりますけれども、そちらについても３歳以上を対象に英会話を

年間通して実施しているところも実際ございます。確かに幼稚園と保育園というふうなことでそこに格差

がというふうなことなのでございますけれども、保育園は確かに教育ではなく居場所づくり的なものもあ

りますので、なかなか教育に特化した英会話というのは難しいところではございますが、就学前に英語に

親しんでいただくという観点からの本事業は、町としても拡充していきたいと考えておりますので、園の

ほかの事業もございますので、どの程度拡充できるかというふうなことは、ちょっと現段階で申し上げら
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れませんが、今後園と検討をしてまいりたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。再度申し上げますけれども、もう時代的には幼稚園も管轄の省庁が違うと

かそういう時代でもありませんので幼保連携で同じようなことができるように考えていただければと思い

ます。 

  続きまして、第４目児童館費です。児童館費の14節工事請負費の遊具撤去工事について伺います。こち

ら遊具撤去工事で児童館の滑り台の件だと私は認識しておるのですけれども、滑り台がなくなる代わりに

今年度ボルダリングをつけていただけると、これも大変ありがたい話なのですけれども、滑り台ができる

けれども、ボルダリングはできない。ボルダリングはできるけれども、滑り台はできないと。このどちら

かというとボルダリングはできるけれども、滑り台はできないという子はなかなか少ないと思うのです。

何が言いたいかというと、滑り台のほうはよりいろんな人が使えるものだと思うのです。先ほどのご答弁

でもありましたけれども、やっぱり保護者からのニーズというのは遊び場づくりであったりとか居場所づ

くりでありますので、この辺は予算も限られているのは私も重々承知しています。よく考えたられた上の

ボルダリングを入れたのだと思いますので、そういう意味でもよりいろんな人が使える遊具というのを準

備、町のど真ん中に１つでもいいので、そういうのを造っていただけるように私は考えておるのですけれ

ども、この点についていかがお考えでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 中村こども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、滑り台を撤去したことで低学年が外で遊べる遊具というのがちょっと減ってしま

いまして、現在外にはシーソーとブランコが幼児用というふうな形と、あと今おっしゃっていただいたと

おり現在設置している就学児以上が対象となるようなクライミング施設となってございます。令和４年度

には、支援室のほうで、まだ児童館のほうに入っていたときなのですけれども、幼児用として水路遊びと

いうふうなことを外に設置、日にちを限定してになるのですけれども、実施したこともございました。こ

ちら大変簡易なものではございましたが、幼児のお子さんたちがとても楽しそうに遊んでいるというふう

な様子が見受けられまして、そういった様子を見るとやはり子供遊び、お子さんにとっては水遊びという

のが大変好きなのだなというふうなことを感じたところでございます。児童館敷地内というふうなことで

すと場所も限られており、大きな施設というのを造ることはちょっと難しいかと存じますが、委員のほう

からもおっしゃっていただいたとおり利用者のニーズというのを今後よりまたお聞きしながらどういった

ことができるかというふうなことを児童館としても検討してまいりたいと思いますし、町内でそういうふ

うな遊具、ニーズの中でそういった声も多く聞かれておりますので、財政当局と執行部のほうには要望し

ていきたいと考えております。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。ぜひよろしくお願いします。 

  最後です。皆さん、長くなって申し訳ございません。最後が、第５節の学童保育諸費の委託料に関しま

して、放課後児童健全育成事業委託料5,500万円ほどと。この行政報告書126ページを見ますと、年間の利
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用状況として、月曜日から金曜日は問題はないと思っておるのですけれども、土曜日に関してですが、例

えば極端な例でいきますと岩井第二学童保育所が１日の平均利用者数が２名、川角第一学童保育所が１名

と、これ私は実態をちょっとあまり存じ上げていないので、申し訳ないのですけれども、この数字だけを

見ますとかなりここに関しては改善の余地があるのではないかなと思っております。実際は、この学童第

一と第二を合同でやっているみたいなのですけれども、それに合わせたとしてもやっぱり１桁台というふ

うなところが主になっております。ここも今後小中、小小になるか分かりませんけれども、統廃合の話が

出ておりますけれども、こういった点でも私は何でも子供だからお金を使っていいというふうに思ってい

るわけではありませんので、こういう点でもここは改善といいますか、利用者のもちろんご意向もありま

すけれども、土曜日だけでも保育の、この学童の在り方というのは考えるべきではないのかなと思うので

すが、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 中村学童保育所長。 

〇中村美奈子学童保育所長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  今委員のほうからご指摘いただいたとおり、子供に係る費用であるから何でもというふうなことではな

いと担当課としても認識してございます。こちらの土曜保育の実施につきましては、以前は泉野学童と川

角学童を……失礼しました。訂正させていただきます。光山学童と川角学童を一緒に土曜保育合同でやっ

ていた時期もあったということなのですけれども、こちらにつきましてはコロナ禍というふうな中で感染

予防というふうな形で分けての実施というふうなことになっております。また、分けて実施したことで改

めてというふうな形なのですけれども、やはり合同でやったときにどちらかの学童に通っているお子さん

が普段通っていない学童のほうに通うというふうなことになってしまいまして、子供たちの間の中でもや

っぱり普段行っていない学童に行くというふうなことで萎縮してしまうところと、相手のもともと使って

いる学童のほうのお子さんとしても何かよそ者が入ってきた的な感じの、やはり難しいところがあったと

いうふうなこともあったり、親御さんとしてもちょっといつもと違う、ちょっと遠い場所に送迎をしなく

てはいけないということで、歩いて行かれるようなご父兄もいらっしゃるというふうなところで、現状と

しては一緒に合同でやるというふうなことは現状ちょっと難しいというふうな状況なのですけれども、今

後ご指摘いただいたとおり限られた予算の中でどうやって運営していくかというふうなのは考えていかな

いといけないことだと思いますので、今後利用人数等の減少ですとかそういったことも踏まえて、また利

用者の方のニーズ等もお聞きしながらよりよい形での運営ができればと考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。以前は、光山と川角、もう一つもそうですね、一緒にされていたけれども、

コロナ禍で別々になってしまったということでしたが、先ほど普段通われている学校と違う環境になって

しまうというふうな話があったりとか、ちょっと言葉がごめんなさい。そのままちょっと、ほかのところ

から来た児童の人に対して嫌悪感というか、違和感というかがあるのでというふうなお話がありましたけ

れども、例えば特に光山なんかは全体の生徒数も少なくて、中学校に上がったときになじめないなんてい

うふうな話も伺いますから、やっぱりそういうのも土曜日、このときに一緒に過ごすことによってもしか
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したら将来顔なじみで友だちになって上がれたと、そういうふうなメリットももしかしたら逆で考えれば

あるかもしれませんので、もちろんまだ私の子供ここまで行っていませんので、現場というものを知らな

いので、申し訳ないのですけれども、そういうふうな観点からもいろんな考え方ができると思いますので、

ぜひ考えていただければと思います。 

  以上です。大丈夫です。 

〇岡野 勉委員長 では、千葉委員。 

〇千葉三津子委員 ただいまの中村委員のほうからこの放課後児童健全育成事業委託料というお話でるるご

説明がありましたけれども、この部分で例えば私一般質問をさせていただいたときに夏休みだけとか、そ

ういった幅を広くしていただきたいみたいな部分でお話しさせていただいたのですけれども、そういった

部分でそうなると全部で６学童保育所がありますけれども、やはり今中村委員が言ったように一緒にする

という部分でのお考えというか、そういう部分はこれからだと思うのですけれども、まだ夏休みの間もや

るという部分はないかもしれないのですけれども、いろいろお考えがあると思うのですけれども、今現時

点で課長が考えられる部分で結構ですので、お話ししていただければと思います。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  今長期休暇での学童への児童の受入れというふうなことでございますが、現段階で担当課といたしまし

ては、今のこの学童ごとでのお預かり、岩井と川角については第一、第二学童がございますので、そこに

ついてはちょっと合同というふうな形で、土曜日と同じような形での長期休暇の受入れができればと考え

てございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 分かりました。そういった部分でいけば、合同になったりすると今まで関わっていた職

員というか、学童に関わっていた方が配置も考えなければいけないと思うのですけれども、その辺はどの

ようにお考えでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 増村子育て支援係長。 

〇増村早苗子育て支援係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  学童保育所では、合同保育を行った際も職員のほうについては合同のときも合同でないときも同じよう

な関わりをしております。担当する先生は、常勤以外はシフトの臨時職員が入っておりますので、臨時職

員のほうの人数のほうは合同にすると少なくなりますけれども、常勤職員については常におりますので、

子供たちは常に同じ先生に見守られての保育となっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 分かりました。 

  続いて、その下の行の雨樋清掃業務委託料なのですけれども、これ毎年この11万という委託料が出てお

りますけれども、もちろんこれはこの６学童保育所の雨樋の点検というか、清掃をしている部分なのでし
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ょうか。 

〇岡野 勉委員長 増村子育て支援係長。 

〇増村早苗子育て支援係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの雨樋清掃につきましては、光山学童保育所と泉野学童保育所、独立した建物の学童保育所の委

託料となっております。学校の学童保育所につきましては、雨樋がございませんので、必要ありませんが、

独立した建物のこの２学童につきましては、それぞれ雨樋のほうを年に１回掃除しないと雨が詰まってし

まってあふれて壁を伝って建物を傷めてしまう結果になるため、毎年委託料のほうを計上させていただい

ております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 この委託料、この11万という部分はもっと検討の余地はありますか。この11万がずっと

続いておりますけれども、昨今は暴風雨だったりそういった部分もあって、学童の近辺には樹木もあるし、

そういう部分があってだと思うのですけれども、年間を通しての11万、何回ぐらい点検はして、清掃はし

ているのか。 

〇岡野 勉委員長 増村子育て支援係長。 

〇増村早苗子育て支援係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの雨樋清掃は、年に１回になっております。３年前までは、学童保育所の職員がはしごを使って

清掃をしていたのですが、高さが３メートルから４メートルの高さにあるものを50代、60代の150センチも

いかないような女性が上ってやるというのは非常に危険な作業でございます。また、はしごをかけており

ましたが、専用の道具がないので、そういったことで雨樋を傷める心配もございました。そこで、なるべ

くもちろん経費を削減するために、業者のほうは複数見積もりを取っておりますが、２か所でメートル数

もぐるりと長いものでございますので、なかなかこれ以下のものでというのが難しい状況になっておりま

す。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 ２か所で見積もりをして、安価なところにお願いしているとは思うのですけれども、今

後やはり情勢も変わっていくので、言いなりと言ったら失礼な言動になってしまうのですけれども、もっ

と削減の部分でやっていかれたほうが、その辺のお考えも加味しながらやっていただければ、こう見ると

11万で安価ではあると思うのですけれども、年に１回の部分で２か所、どのようなものかなという思いも

するので、その辺よく精査していただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 では、長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっと全体の構造的なことでお聞きしたいのだけれども、この令和５年度でいくと毛呂

山町の未就学児というのは何人だったのだろう。ゼロ、５歳人口。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 すみません。 
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                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇中村美奈子子ども課長 ゼロから５歳までの人口ということでございますが、少々お待ちいただけますで

しょうか。令和６年４月１日現在になっておりますがよろしいでしょうか。こちらで……すみません。 

〇岡野 勉委員長 石塚保育係長。 

〇石塚 宗保育係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和６年４月１日時点ではございますが、就学前児童数は717名、４月１日時点の入所数が377名、入所

率は52.6％となってございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 717名で、それでこの計算でいくと公立と民間の入所率というのは、この令和５年度は何パ

ーセントずつなのだろう。公立と民間を分けたよね。 

〇岡野 勉委員長 石塚保育係長。 

〇石塚 宗保育係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  同じく令和６年の４月１日時点ではございますが、公立保育園、定員数165名に対しまして入所者数が

96名で58.2％、私立につきましては定員数が446名に対して335名入所となりまして、入所率が75.1％とな

ってございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ざっと今聞いてみると、公立と民間の認可保育園を、こども園も合わせていくと定員に対

して200人ぐらい定員欠けになっていますよね、合わせると。それで、先ほど717名って言いましたね、ゼ

ロ、５歳。最近は１年間に100人ぐらいしか生まれてこないのですよね。それで、600人になるわけだよね、

計算でいくと、このままいけば、減らなければ。そうすると、さらにこれが定員が欠けていくのだけれど

も、それで管外受託についてはこの令和５年度123人だから、これ月に直すと10人ですよね。ですから、ほ

とんど管外受託については大した数字ではないから、実質公立と民間の今の状態がこれから維持ができれ

ばいいのだけれども、予想でこの見通しでいけばもっと減りますよね。これ私前から言っているのだけれ

ども、やっぱりもういつまで続くのか知らないけれども、これでいくと民間の施設が減るのを待っている

というのですか。そういう作戦なの、町は。どうなの。民間これやっていけないのではないの、70％ぐら

いになってこれからさらに、今この割り振りは町がやるのでしょう、これ町が、子供の数は。そうすると、

民間のほうより厳しくしていますよね。ではないですか。何となく平等に同じような率ではなくて、公立

のほうが少し、各民間保育園の定員からいけば、例えばあけぼの幼児園なんかは110人のところ88人ぐらい

でしたよね、これ。それから、みどり保育園が100人のところ85人とかなっていますよね。これは、民間の

方々は事業者はどういう今状況なのでしょう。特にそういう話合いの場なんかないのですか。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  民間保育所の運営についてでございますけれども、委員おっしゃるとおりこちらについて定員をかなり
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欠けてしまっている保育園もあるというふうな状況でございます。お子さんの入園に関しましては、まず

一義的に保護者の方の希望によってどちらの園というふうな形で第一希望、第二希望というふうな形で希

望に沿って入園のほうを調整させていただいております。その時点でちょっと人数的な差ができてしまう

というふうなところはあるかと存じます。 

  また、園からのご相談ということなのですけれども、こちらについてももちろん担当課のほうでお受け

しているところも幾つかございまして、実際ちょっと定員を減らして、今年度減らされた園のほうもござ

います。こちらといたしましても、町内の私立園に関しましてはもちろん継続して運営のほうをしていた

だきたいと考えておりますので、園と相談をしながら持続可能な形での運営が実施できるように努めてま

いりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 園の責任者からすればそういう話になるのだと思いますけれども、令和５年度もこれ公立

と民間を合わせると651の定員の中で450人です。200人定員割れを今起こしていると。さらに、これからゼ

ロ、５歳の人口からいけばさらにこれ減少していくということはもう分かっているわけです。一方では、

いつも言うけれども、西坂戸のかぴら幼稚園には片方は幼稚園ですか、これ。ここには30人行っているの

です、町から。町内の保育園が今もう定員欠けて弱っているというのに、どうしてこのかぴらに30人も行

っているのでしょう、これ。この前も聞いたのだけれども。これ何とか取り返す方法ないのかね。町とし

てはそうでしょう。だって、隣のまちなのだから、どっちも大して距離変わらないのだから。親の事情が

あって通勤や何かで距離が離れているなら分かる。西坂戸と毛呂山ではすぐ近くではない。よっぽど向こ

うのサービスがいいのではないかって我々はちょっと感じるけれども、その辺はどうなのですか。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  確かにかぴら保育園のほう、管外委託の中でも突出して人数が多い園となってございます。確かに委員

のほうからも昨年もご指摘のほうを受けているところではございます。こちらのほう、かぴらさんのほう

をご希望されたお母様のほうに実は知り合いというか、存じ上げている方等にちょっとお話を聞かせてい

ただきました。入園前にやはりかぴらさんのいい情報がいろいろ入ってくるというふうなことで、かぴら

さん園外でのパネルシアターですとかやっていたり、坂戸市内の商業施設等で園児の発表ですか、鼓笛隊

をやっているそうなのですけれども、発表会があったりというふうな形で園外のところでいろいろな方に

園の保育の実施状況といいますか、そういったものを見ていただくようなアピールをよくしていらっしゃ

るというふうなことで、そういうふうなところを見ているご父兄の方がまたさらにお友だちのご父兄に言

ってというふうな形でいい噂が広まっているというようなお話は聞かせていただきました。 

  また、園庭のほうがかぴらさんとても広い、ちょっと私実際に見ていないので、大変恐縮なのですけれ

ども、園庭がとても広いというふうなことと、送迎が家の前のほうまで来ていただけるというふうなこと

も一つ大きな理由になっているというふうな形で聞いております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 



- 107 - 

〇長瀬 衛委員 一生懸命よその園を評価しているけれども、負けずに頑張ってください。いずれにしても、

毛呂山町の公立と民間の受け入れている子供の数の７％ぐらいはかぴら行っていますよね、１年で。その

ことは一つの問題だけれども、私が言っているのはとにかくこれ毛呂山町の今のこの体制、公立と民間の

保育園の体制というのはもうこの先はやっぱりこのままではなかなかいかないということは誰でも分かる。

このままずっと今のところ先々のことも計画的なのはないようだけれども、やっぱり町としては、根本的

な問題だけれども、これは。三つ子の魂百まで、小さい子供たちの保育を町の職員の皆さんが一生懸命や

っていただいていることについては、それはもう本当に評価していますけれども、そのこととはまた別の

話だよ、これ。町の財政的なことを考えたときに。それは、ここでどうこう言う話ではありませんけれど

も、もうぼちぼちこれ待機児童どころではないです。だって、650人の定員のところ450人しか今いないの

ですから。これがさらに減っていこうというのですから。これでは、もう民間の保育園がやめていくのを

待っているのではないかというような、私ら思うけれども、それではまたあれでしょうから、よくその辺

は検討していただきたいということで、この５年度の結果を見て私が分析した結果ですけれども、そうい

うことでお願いしておきます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 ちょっと声が出なくてすみません。では、ちょっとちなみにお伺いしたいのですが、今子

供の数が減っているという話もあったので、待機児童もいないからその分いいところ、悪いところあると

思うのですが、兄弟で別々になっているとか、そういう前例というのは５年度は大丈夫だったのか、ちょ

っとお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 石塚保育係長。 

〇石塚 宗保育係長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  兄弟姉妹で別々の園に通った家庭があったかというご質疑についてですけれども、令和５年度は１家庭

おりましたが、令和６年度現在では４家庭ございます。まず、保護者の希望で別々の園を選んだ世帯が１

世帯、上の子が３歳以上をお預かりできる園に通っていらっしゃったので、下の子がそこに入所できない

というケースが１世帯、上の子が入所している園に下の子を途中入所させたかったのですけれども、園側

の保育士不足によりやむなく別の園に通ってしまったケースが１世帯、それと転入による途中入所で別々

の園になってしまったというケースが１世帯、合計４世帯ございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。親の都合というのはそれでいいのですけれども、やむなくとかいう場合は

解決に向けてやっていきたいと思います。それはこれ以上言いませんけれども。 

  では続きまして、87ページの、先ほどちょっと冒頭の説明で、保護者の方から言われて駐車場に街灯を

つけたというのだけれども、駐車場が何か今までと違ったことがあったのか、暗いのだったら最初から年

度当初から予算化するのはこれ当たり前のことであって、それを途中で保護者の指摘で予算にないものを

やるというのは、我々から見るととても不思議で、何か事故でもあったとか、よっぽどのことがないとそ

ういうことは考えられないのだけれども、だって来年度からつけたっていいのだろうし、何か特別なこと
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があったのかどうかちょっと、つけた決定的な理由というのを教えてください。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、こちらについては通常であれば年度当初予算に計上すべき案件であったと思われ

ます。こちら要望はあったのでございますが、特に事故等があったわけではなく、やはり夕方お迎えの時

間になりますと、冬近くなりますともうあそこは街灯が全くございませんので、真っ暗になるというふう

なことで、やはり保護者のご希望が大きくなってきたというふうなところでちょっと急遽年度末に設置さ

せていただいたということでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 使ってしまったのだからしようがないのだけれども、普通は年度当初にやることだし、予

算書にないものをやるというのは、これ以上言いませんけれども、悪いことしようと思ってやったのでは

ないのだから、私は理解できるのだけれども、やっぱり必要なものはちゃんと年度当初に予算化できるよ

うにしていただいたいと思います。 

  それと、89ページのほうで児童館費なのですけれども、先ほど修繕料で予備費から充用している、また

空調機の予備費から充用している。これは、年度当初には今言ったように想像していなかったわけであっ

て、突然ということで予備費から使わざるを得なかったのだと思うのだけれども、これも使わざるを得な

かったので、別に悪いことをしているというわけではないのですけれども、年度当初に予想できないほど

この施設自体がもう老朽化しているとか傷んでいるとか、この数字だけ見るとそういうふうに思うのだけ

れども、施設的には相当やっぱりそういう状態なのですか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、児童館につきましてはかなり老朽化が進んでいるものだと考えてございます。 

  また、今回エアコンにつきましても、当初つけたものになるのですけれども、そちらのガス漏れという

ふうな形で効かなくなったというふうなことで、夏を迎えるに当たって急遽設置せざるを得ないというふ

うな形で工事したものもございますので、今後ただ修繕に関しましては当初予算でできるだけ計上できる

ような形で検査等をしっかりしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 児童館費について伺います。これは、毎回話題に出るというか、私も質疑をさせていた

だいているのですけれども、この行政報告書を見て利用状況なのですけれども、やっぱり立地場所という

ことで、どうしても川角中学校、小学校、あと光山小学校が多いです。今まで指摘をさせていただいて、

この町の中で議論は今まであったかないかを伺います。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  立地に関して、恐らくこちらの今現在川角地区のほうにあって、毛呂地区のほうにないというふうなこ
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とでの議論がなされているかどうかということだと思いますが、こちらについてはまだ本格的というか、

話が出ているというふうなことはございません。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 やはり平等性からいくと、明らかに毛呂山小学校から泉野小学校から児童館に通ってい

る生徒が少ない。これは、幼児に関しては親御さんがきっと連れてくるのでしょうからいいのですけれど

も、やはり小学生となると遠いということがあって、毛呂山小学校学区にもどうかという話はしたことあ

るのですけれども、これだけ児童が少なくなってきて、今までのところではなく、また中央のほうに児童

館を持ってきて、皆さんが通える場所、そういうことも少し考えていかないといけないかなと思うので、

このままではやっぱり不公平だと思うのです。そこら辺今後考えていただきたいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、もう数字で明らかに川角のほうが多くて、毛呂地区の方が利用が少ないという

のは明らかでありますし、また今回ニーズ調査の中でもやはり毛呂小区のあちらのほうに児童館を設置し

ていただきたいというご希望が多くあったというふうなのも事実でございます。担当課といたしましても、

やはり両地区になるないしは今おっしゃっていただいたように中間のところにあるというふうな施設設置

ができればよいと考えております。今後他の公共施設等の利用がどういうふうな形になるかもあるのです

けれども、今後検討していくべき課題だと思っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 先ほど学童保育のところでもテリトリーの問題が、よそ者ではないですけれども、結局

通っている子たちは川小学区の子で、なかなかこの毛呂小の子が来るとえ、何でって、そんな思う子はい

ないって信じたいですけれども、ただいつも通っているお子さんからすると毛呂小の子だなって、ちょっ

とよそ者意識って言っては変ですけれども、そういう問題もなきにしもあらずかなという感じもするので

すけれども、そこら辺は答えにくいですが、どうぞよろしく。 

〇岡野 勉委員長 中村子ども課長。 

〇中村美奈子子ども課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  学区によって児童館の利用者同士の雰囲気といいますか、感じなのですけれども、割と児童館のほうの

利用者というのが同じような方も多く、同じような子供も多く来ていますので、学校が違っても割と川小

と光山の子が一緒に遊んでいたりというふうなことはございます。また、あとそれぞれ大体がグループで

来ておりますので、そのグループごとで仲良く遊んでいるというふうな形になっているかと存じ上げます。 

〇岡野 勉委員長 引き続き行います。次に、150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第８目子ども・

子育て夢基金費について説明を求めます。 

  中村子ども課長。 
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                 〔中村子ども課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ２時２９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ２時４３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、90ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総務費、第

２目予防費について説明を求めます。 

  渡邉保健センター所長。 

                 〔渡邉守明保健センター所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、千葉委員。 

〇千葉三津子委員 93ページ一番下段、産後ケア事業業務委託料なのですけれども、予算書、当初予算では

224万9,000円ほどあったと思うのですけれども、この決算になると10分の１ほどになっておりますけれど

も、またこの行政報告書にもあるように宿泊とか通所とか、先ほどご答弁いただきましたけれども、この

見込みというのをどのように当初ではしていたのかお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 遠藤保健センター副所長。 

〇遠藤ゆかり保健センター副所長 質疑にお答えいたします。 

  産後ケア事業業務委託料につきまして、宿泊型、通所型、訪問型と見込みでは実際にはこの使った、委

員さんからあるように10分の１程度ということで、もう少し研究をしてこういったこと、残額が生じない

ようにしていかなければならないと思いました。ただ、産後事業をまた始めた当初でもあります。そして、

委託先が１か所ということもあり、その後できるところを開拓しまして、今年度はまた増やすことができ

たのですが、こういった執行残にならないようにしてまいりたいと存じております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 この事業所がときがわ町という部分で当初からお伺いはしていましたけれども、場所的

な部分も多分あると思うのです。なので、今ご答弁いただいたように何か所か増やすというお考えもある

ように伺ったので、ぜひその辺は検討していただきたいなと思っております。 

  また、こういう部分があるということを知らない妊婦さんとかそういう方もいらっしゃると思うので、

その辺を周知をもっとしていかれたらいいのではないかなと思うのですけれども、その辺のお考えはどの

ような周知の仕方というか、ございますでしょうか。 
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〇岡野 勉委員長 遠藤保健センター副所長。 

〇遠藤ゆかり保健センター副所長 質疑にお答えいたします。 

  実際に産後ケア事業ご案内につきましては、母子手帳交付時にご案内をしております。また、妊娠の後

期、電話で出産する場所とか出産の準備はいかがですか、体調はいかがですかといったところでまたお話

をしております。その後は、お子さんが生まれて赤ちゃん訪問といった形でその都度こういった産後ケア

事業のおすすめはしている状況です。ただ、実際には利用先が少ないということで、何とか開拓をして、

できるだけ多くの産婦さんに使っていただけるよう努力してまいりますので、ご理解賜りたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 ぜひともよろしくお願いいたします。 

  また、続きまして97ページの予防接種費用助成金なのですけれども、この行政報告書にございますが、

新たに帯状疱疹の接種助成金が項目として増えたと思うのですけれども、この帯状疱疹なる方が結構いら

っしゃいまして、かかると大変だなと思うのですけれども、特に高齢者はそう思います。ここに行政報告

書にあるように実施人数は419名でございますけれども、そのワクチン接種は種類があると思うのです。１

回の接種と２回接種するという部分があって、これは１回でも２回でも助成は１回という考えでよろしい

のでしょうか。お伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 質疑にお答え申し上げます。 

  ワクチンの種類によりまして、１回の場合、２回の場合がございますが、それぞれ１回につき5,000円の

補助をすることになっております。２回接種の種類のワクチンの場合は、２回とも5,000円を助成するとい

うことになってございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 そうしますと、この予防接種で19万2,480円、全体としてなのですけれども、この帯状疱

疹に限ってはいつから始められたのでしたっけ。 

〇岡野 勉委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 帯状疱疹の任意接種という扱いになっておりまして、令和５年度から開始

してございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 それで、実施人数が419、単純計算でいいのですか、これ、して。 

〇岡野 勉委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの97ページの一番下の予防接種費用助成金なのですが、こちらは里帰り出産などで町外で受けた

場合の償還払いの接種助成金となってございます。帯状疱疹の費用につきましては、その上の12節委託料

の予防接種委託料の6,820万1,745円の中に入ってございます。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 すみません。分かりました。大丈夫です。 
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〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 ちょっと声が出なくて申し訳ないです。行政報告書の130ページのパパママ教室、これ毎年

やっていただいていていいと思うのですけれども、把握していただいていると思うのですが、当事者の方

々の反応をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 遠藤保健センター副所長。 

〇遠藤ゆかり保健センター副所長 質疑にお答え申し上げます。 

  パパママ教室につきましては、土曜日と、あとは平日２日間コースでやっておりまして、ご夫婦、パー

トナーの方と参加していただくことがほとんどなのですが、土曜日の日に。そういったところでパートナ

ーの方から実際に沐浴をしたり、あとは疑似体験、妊婦さんの体験をしていただくのですが、そういった

中で実際にこんなに重いのだとか、寝ていて起き上がるのも大変なのだ、真上を向いて寝れないのだとか、

そういった実体験を通して奥様といいますか、パートナーの方のそういった妊娠期の体がすごく大変なの

だ、お掃除したり、お洗濯するとか大変なのだというご感想もよく聞きます。あと、実際にはなかなか女

性が妊娠して出産して、パートナーの方はそういった体的なところはないので、なかなか実感がわかない

ようですが、これに参加することで何か一緒に子育ての道具をそろえようとか、ではこれからあれを一緒

に買わなくちゃだねという会話が聞かれたり、とても参考になりましたといったような感想のほうをいた

だいております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。順調にやってもらっているということで。 

  あとは、５年度の予算が執行されました。全体的なことなのですけれども、毛呂山町の方々の疾病、病

気の特徴、この町のその辺りを教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  毛呂山町の病気の特徴なのですけれども、特定健康診査を受けた方と後期高齢者医療健康診査を受けた

方の結果から見ますと、毛呂山町に多いのは糖尿病の血糖値の基準値より超えた方が多いということと、

あと血圧が基準値より高い方がほかの団体よりも多いということが数で出ております。こちらは、早いう

ちに保健指導などで予防していくことで将来の人工透析や認知症など介護状態の予防をするために重要で

ございますので、引き続き健診受診を勧奨していくようなことに引き続き力を入れてまいりたいと考えて

おります。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。特徴としては、そういう方が多い町、自分のことを言われているようなの

ですけれども、ぜひではその辺を力を入れていっていただきたいと思います。そうやってやっぱり調査研

究を続けてデータを残しておいてもらえるというのは、今後のことに役立つと思いますので、ぜひこれか

らもそれらの特徴を、町はどんな状態なのかというのはしっかり把握していただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま
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す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 では、１点ですが、ページで言いますと行政報告書の133ページです。特定健診なのです

が、受診率の結果ということでは今どのぐらいになっているでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 質疑にお答え申し上げます。 

  毛呂山町の特定健康診査の受診率は47％程度となってございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 そうすると、この10年ぐらいにそんなに変わっていないでしょうか。そうですね。 

  それと関連してなのですけれども、合計で受診者の数は1,864と出ていますが、この分母というか、対象

者というのはどのぐらいということと、すみませんが、先ほど言いましたこの10年ぐらい47％だというこ

とだと、変わっていないような気がするのですが、どうでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 栗原保健センター副所長。 

〇栗原弥生保健センター副所長 質疑にお答え申し上げます。 

  国民健康保険の被保険者の方が年々減少しております。令和５年度は5,500人程度です。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 5,500人程度ですね。そうですか。 

  それで、毛呂山はこの間特定健診ということでは、県内でも有数の受診率を誇ってきたと思うのです。

そういう意味では、この47って私聞いたときに推移としては変わっていないなという印象を持ったのです

けれども、それで間違いないですか。 

〇岡野 勉委員長 渡邉保健センター所長。 

〇渡邉守明保健センター所長 質疑にお答え申し上げます。 

  まず、この特定健診の現状も含めてちょっとお話をさせていただきたいと思います。町では、目標を60％

ということで定めておりますが、この数年45％以上はキープをしているという状況でございます。今年度

につきまして、令和５年の８月の状況ですと47.7％ということで、現状その段階で市町村のほうを見ます

と１位が東秩父村なのですが、毛呂山町は４番目につけてございます。そういった位置でいきますと、特

定健診の受診率のほうにつきましては、人口に対してなのですけれども、比較的パーセンテージが高いと

ころにいるのかなという状況でございます。 

  以上です。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 あと、コロナウイルス等の関係でそんなには影響、受診率との関係ですとそんなには影

響を受けていなくて、受診しているということでよろしいでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 栗原保健センター副所長。 
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〇栗原弥生保健センター副所長 質疑にお答え申し上げます。 

  コロナウイルス感染症の関係で、令和２年度は受診率が38.2％まで落ち込んだところですが、翌年度か

らは45％を超える数値になってございまして、国民健康保険の方、皆様健康に関心を持たれて受診されて

いると思っております。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 では、ぜひ引き続き特定健診の重要性と目標に近づけるというようなことでよろしくお

願いしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 

                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時０６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時１１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 それでは、100ページ、第６款農林水産業費、第１項農業費、第１目農業委員会費につい

て説明を求めます。 

  本間農業委員会事務局主事補。 

                 〔本間大輝農業委員会事務局主事補詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

  堀江委員。 

〇堀江快治委員 委員長にお話ししておきますけれども、行政報告書の147ページを御覧になって、非常に狭

い範囲なのです、この農業委員会事務局の範囲が。だけれども、これを読むと毛呂山町の将来を左右する

ようなことがこの短い文章の中に全部含まれている。よく読んでみればそうでしょう。後継者不足、他産

業への移住で担い手不足、有効活用ができていない。これを読むと、本町のこれからの時代の課題のかな

りの部分がこの短い中に集約されているから僕は言ったのだ。非常にこの行政報告書の中では、農業委員

会が何回行われたとか、農地法３条でどう、所有権の移転がどうだとみんな書いてあるわけですけれども、

一応説明しているけれども、本間さんに対して僕言っているのではないので、本間さんに言っているので

はなくて、まず最初にそれはお断りしておきますけれども、非常にこの部分は内容が濃いのです、実際に。

これからの毛呂山町の特に川角というと失礼ですけれども、東部地区においては非常に未だに多くの農地

があるわけです。水田にしろ畑にしろ。その中で未耕作の土地もたくさんあるわけです。これらをやっぱ

り今後の毛呂山町のまちづくりのためには、どういうふうに利用していけば有効利用の範囲に入るかとい

うことは、毛呂山町の農業政策というのは非常に今重要な岐路に立っているわけです。したがって、やっ

ぱり早く言えば、これを本間さんのような真面目な方に来ていただいてありがたいのですけれども、ただ

政策的なものを話すときになかなか答弁は、失礼ですけれども、しづらいと思うのです、はっきり言って。
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いいのです、同調しなくていいのですから。僕の一言ですから、今回のこの農業委員の事務局長の報告に

ついては非常に問題があるなということで、皆さん不合理だと思ったけれども、今朝ほど副町長も来ても

らって、それは承知していますけれども、ただ一緒に入るとか、産業振興課が一緒にやるのはいいのです

けれども、１つ言っておきますけれども、ここに集約されている、先ほどから言っているとおり147ページ

のこの短い文章を読むと、今後の毛呂山町の政策の基本的なものがここに全部集約されておるから、非常

に大切な１ページだということだけをまず認識していただいて、できれば本間さんに来ていただいていま

すけれども、本間さんだって脇に優秀な山口さんがアドバイザーでいるかもしれないけれども、非常にお

一人では心もとないというのは失礼だけれども、難しいと思うのです。ですから、これだけの大事な短い

文章の中でもこれだけの毛呂山町の将来の農業行政を論じるときには、論じるところですから、今後人事

配置についても、局長と本間さんと２人いればよろしいのでしょうけれども、これだけの短い中でもボリ

ュームがあるところにはやっぱり人事的にも来たるべき来年あたりの人事では十二分に配慮して、例えば

局長さんが病気になったとかいうときには、本間さん１人に来ればいいということではなくて、本間さん

が来て誰かもう一人でもいればやっぱりいろいろなこれができると思うのです。そういうことを私はこの

冒頭に強くお願いをしておきたいと思うのです。いいとか悪いではなくて、人事的にもう少しボリューム

がある人事を農業委員会の部署に配置をしていただきたいと思う。１人休んでしまったから、だって大変

ではないですか、答えるのに。だって、ほぼ政策的なものを語るところですから。だけれども、今それを

語ることはなかなか難しいと思うので、今日はそれは控えさせていただきますけれども、お隣ですから、

また副町長呼ぶと悪いから、ぜひそういう意見があったということをお伝え願いたい。もう少しボリュー

ムのある組織にしていただきたいと。人事的にということをお願いをしておくのですけれども。答弁は結

構ですけれども、ぜひこれから終わりましたら取り上げるか取り上げないかは別として、そういう意見が

あったということを伝えてください。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 それでは、この際暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時２２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時２３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 それでは、100ページ、第５款労働費、第１項労働諸費、第１目労働諸費について説明を

求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 
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  次に、第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業総務費から第６目農産物加工センター費までの

説明を求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、堀江委員。  

〇堀江快治委員 それでは、質疑をさせていただきます。もうこれは、非常に毎回に語られることなので、

もう古いよ堀江って言われるかもしれませんけれども、105ページの農業集落排水事業の支出2,400万円、

これが毎年同じお金がかかるのですけれども、やはり更新時期というのが、施設自体の更新ということも

このままいくとある可能性はあるのですか。その点についてまずお伺いします。それで、更新するとなる

と非常な費用負担がかかるのですけれども、その点については今はどんなような見解で農業集落排水のこ

れからを考えておるのか、まず先にお聞かせください。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  農業集落排水、毛呂山町に２地区ございますけれども、そちらの今後の見通しとか、そういったところ

のお話かと存じます。まず、施設の更新につきましてですけれども、こちらはやはり減価償却の関係です。

今年度から企業会計のほう入らせていただいておりまして、やはりそういった施設の状況がつぶさに分か

ってくるというところでございます。やっぱり減価償却で30年を見越しているということでございます。

そういうことで考えますと、帳簿上ではあと令和十二、三年で一番早い葛貫上地区の減価償却の償却が終

わる期間というのが来るというような流れではございます。そこから、大谷木地区も別にまたございます

ので、そちらの減価償却のほうも一緒に計算はしていく必要があると思っております。まだ今のところや

はり減価償却ということもありますけれども、水道施設を見ても減価償却を過ぎてもまだまだ使える施設

というのがございます。そういったところの余剰分といいますか、使える部分というのは大切にして、施

設のほうを大切に使って、やはり施設のほうを更新していくような考えが必要かと思っております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 いつも話題になるのですけれども、やむを得ない場合でないですけれども、この2,400万の

金額が長年続いて、いろいろ皆さんからの意見もあって、どうするか、ああするか、こうしたらいいので

はないかって意見あるけれども、それはそれでさて置いておいて、今おっしゃったように更新時期が12年

ですか、令和の、減価償却は。でも、既に今お聞きするとかなり劣化している部分がおありのような話を

聞きますので、そこに投入される金額は、これ施設が施設だけに相当な金額がかかっていくと思うのです。

それらについては、やはり真剣に将来の農業集落排水のこの施設の在り方というものを改めて議題にのせ

てみんなで知恵を絞っていく必要があろうかと思うのですけれども、これはもう答弁は結構です。どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、大類館の管理業務委託があります。執行部では、今の大類館の姿というのは皆さんが望ん

でいる姿ですか。教育文化ゾーンとしての殿堂として立った大類館のあるべき姿というものが今の姿と見
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たときにどういうふうにお感じになりますか。まずお答えください。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  大類館の利用の姿が毛呂山町の求めるものかどうかというご質疑だと思います。大類館は、毛呂山町の

西側の地区の貴重な集会ができる施設でありまして、特に利用されているのは周辺で栽培されているおそ

ばの粉を使って、そばの２、８の会がよく利用していただいていて、地域の集まりで使うにはとても有用

な施設だと思っております。施設の規模的にも、あと利用の料金的にも一応条例どおり執行されていまし

て、利用も続けられていますので、大事な施設だと思っております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 これ私が聞いたのは、容姿を聞いたのです。外見。歴史文化ゾーンの最たる中心的な建物

として建ってある以上、外から見てもそれにふさわしい景観を示すのが当たり前のことではないですか。

もう一つ、今お使いになっているのは、そばの会の方とかご近所の方がお使いになっているのはいいです

けれども、特にここのところ鎌倉街道の上道が国指定になって鎌倉街道上道を大きく広めている、方々に

宣伝して流しているわけですよね。そういう方が来たときに、やっぱり大類館というのはあの一帯の館で

すから。そういう方がやっぱり使っていいような、使いやすいようなことにしておくことが本来の目的で

はないかと思うし、これからの課題だと思うのですけれども、その点についていかがですか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 ご質疑にお答えいたします。 

  大類館の見たところの姿についてということかと思います。大類館については、施設の管理をする上で

除草が年に６回、それから清掃を年に20回行っておりまして、清潔に保つことについては尽力しておりま

す。ただ、建ってから20年ほどたつので、古いところは外から見て見受けられるところはあると思うので

すけれども、これも貴重な町の財産ですから、きれいに清掃しながら使って、清潔さは見てもらえるよう

に、姿形をすぐに変えるというのは難しいと思うのですけれども、清潔にきれいに使いたいと、そのよう

に努めていきたいと思っております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 あの地は、非常に農村風景が残っておって、それでおまけに上道が国指定にもなった。そ

れで、歴史民俗資料館はある。そういういろんな環境からすると、もうちょっと皆さん方にその印象が残

るような美的感覚を持って大類館の美しさをもうちょっと引き立てていただきたいと。究極の私の質疑は、

そういう願いがあるのです。僕もあそこのところ好きですから、よく行くのです、散歩に。ですけれども、

あまりにも近寄りがたい建物になりつつあるし、あのまま置いておいたのではどうにもならないのではな

いかなと思うのです。何が一番肝腎なのは、あそこの入り口に水道栓があるのです。あそこのところがち

ょっとずれていたからみんながその中に、蛇がいるわけです、何匹か。だから、あれを見たときこれはそ

れにふさわしくないという、私の感覚的なものかもしれないけれども、もう少しみんながソフトに寄れる
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ような建物と環境をやっぱりつくってもらいたいというお願いを改めてしておきますけれども、山口課長、

いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  委員のおっしゃるとおりでございまして、やはり農村環境を生かした風景というのは大変重要かと思っ

ております。毛呂山町の平地林のよさを、あの辺り平地林もございますので、そういった農村風景を大事

にしていきたいと思います。 

  また、ちょっと草が伸びていたりもしますので、その辺の草刈り等をまずやっていきたいと、外からも

きれいにしていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今の話でよろしくお願いします。 

  もう一点、では質疑させてください。これもまたずっと長い懸案だった農産物加工センター、入りと出

があまりにも差があり過ぎる。これはやっぱり行政の責任だと思うのです。それは、周りから協力を仰ぐ

ことはいいですけれども、農産物加工センターの収入と支出の差を縮めるか、あるいは収入が支出を上回

るか、そういうふうな現況を醸し出すには、皆さん方がやっぱり英知を絞って本格的に農産物加工センタ

ーをどうしようかという意気込みが持たない限り変わりませんよ。毎年毎年同じ質疑で大変失礼なのです

けれども、いつ通っても、私はあそこも好きですから、あのキャンプ場行くのによく車で見ますけれども。

柚子のときに、地元の方々だと思うのですけれども、持ってきて幾らか何日か活気がありますけれども、

今はもう前よりも劣って全然人もいないし、地元の奥さん方が前はまんじゅうや何かを作っていたけれど

も、今その姿もない。こういうことをやっていくともうどうにもならないので、ぜひどこかで切り替えて、

考えを。どうにかあの農産物加工センターのところを生かしてみようではないかというような発想をぜひ

持っていただきたいのですけれども、山口課長、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  毛呂山町農産物加工センターでございますけれども、こちらは豆腐室、菓子室、漬物室、そして搾汁棟

 というふうな施設がございます。こちらできた当時は部会がございまして、一生懸命部屋のほう使ってい

 ただいた経緯がございます。お豆腐作っていただいたりとか、漬物作っていただいたり、おまんじゅうを

 作っていただいたりしましたけれども、なかなか高齢化とかそういったところがあって、利用のほうも落

 ちてきている状況でございます。また、搾汁棟につきましては、お渡しした資料にもございますけれども、

 利用率のほうは、時間のほうは上がってきております。私の聞いたところですと、搾った汁につきまして

 は、コンビニエンスストアの大手と何かお酒のようなものができないかということでお話のほうは進んで

 おるところでございます。また、これも大手のお菓子メーカーさんですけれども、搾った果汁を使ってチ

 ョコレートができないかというところで今お話のほうがかなり具体的に進んでいるような状況がございま

 す。毛呂山町の匂いが強くて、皮が厚くて匂いがあってというやっぱりその特徴をかなり気に入られてい

 るというところでお話のほう伺っていますので、やはり少しずつではございますけれども、毛呂山町の柚
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 子の関係につきましては、認知のほうが広がっているというふうに認識しております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 ぜひ課長、お願いしたいのですけれども、過日ちょっとお昼を食べに行った、ときがわ町

へ。ときがわ町はもうたくさん専門的な食べるお店があの狭いところにいっぱいあるのです。あれを見て

も考え方によってはああいうふうなまちづくりというのも、今町長さんをなさっているところの実家があ

あいう起爆剤になったようなところもあるのですけれども、やっぱりああいうふうに政策的にやれば町も

活力が出てくるのではないかと。今ときがわへ行くと、お昼時行ったら本当入れないで待っているお店が

結構あるのです。ぜひそれらも考慮しながらこれからの農産物加工センター、そう長くも待てないと思う

のです。機械だって減価償却というか搾汁の機械もだんだん古くなってまいりますから。だから、そうい

うものを計算に入れれば早く展開しなければいけないのではないかというふうに思うのですけれども、ぜ

ひこれも、もうご答弁は結構ですけれども、そういうところを政策面で常に提案していただきたいという

ことを強くお願いしておきます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 103ページの猟友会の毛呂山支部、これ今どのくらいいらっしゃるでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  猟友会の人数ということでございますが、毛呂山町では越生猟友会毛呂山支部で活動していただいてお

りまして、現在27名おります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 聞くところによると、高齢化をしているというお話も聞くのですけれども、これはちょ

っとまだ現実どうなるか分かりませんけれども、今全国的に熊がいつも出ないようなところから出ている

と。ときがわで出たとか鳩山で出たとかってそういう耳にするのですけれども、そこで出るということは

毛呂山もあり得る話ですよね、将来。そうなったときに猟友会の方たちが熊に対応できるのかどうか、ち

ょっと伺いたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  熊が出没した際に猟友会が対応できるかというご質疑でございますが、現在有害鳥獣として狩猟ができ

る動物を指定をしておりまして、それが毛呂山町ですとニホンジカとイノシシとアライグマになるのです

が、あと鳥です。熊はまだ指定しておりません。野生動物の狩猟については、毎年11月15日から２月15日

までの狩猟期間であれば狩猟することが可能なので、その期間であれば猟友会の方が捕獲をすることが可

能となりますが、それ以外の期間は今時点ではできないことになっております。将来熊の出没が確認され、

たしかときがわのときも目撃情報があって、ただ確認はされていなかったと思うのですが、それが確認さ

れて確かにもう目の前に現れているということになれば有害鳥獣に指定して、１年を通して猟友会の方に
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捕獲を依頼するということは考えられると思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 目撃されないと駄目ということですね、そうすると。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  熊として確認されるということで、よく目撃情報があって、実際はカモシカだったりとかということが

多い。確認と目撃だとまだ角度が違う、たしかな度合いが違うので、実際に確認されたところで動かない

とちょっと。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 いろんな各地で、観光地でも出没しているのをこの間ニュースでやっていましたけれど

も、あり得るかもしれないので、そこら辺もし出没したらどうなるかというのも少し頭に入れておいてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 ちょっと声が出なくてすみません。私のほうもちょっと質疑かぶってしまうのですけれど

も、行政報告書のほうにもこの成果が上がっているのですけれども、私も一般質問でしているのですが、

やっぱり猟友会の方々の高齢化、そういうのがあります。それと、昨今の天候もあるし、山の様子もある

し、要因というのはいろいろあるのだろけれども、私なんかも長瀬に住んでいますけれども、イノシシ注

意って貼ってありました。そうなってくると、やっぱりどんどん捕ってしまわないと、今追いついていな

い状態ではないかなと思うのです。やっぱり猟友会のほう、何とか予算をつけてでもバックアップしたり

増やしていく方向でないと、もう間に合わないと思うのですけれども、ちょっと課のほうとしてはどうお

考えでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  猟友会の人員を確保するために予算をつけてというお話だと思うのですけれども、おっしゃるとおり猟

友会の方は１年たつと１歳年を取って新しい人が入ってこないと、そうすると毎年高齢化は進んでという

ことがあります。実際に私も産業振興課に来て半年でひしひしと感じているところなのですが、猟友会の

方は我々行政の産業振興課では事務局を持たせていただいていますが、主体となっている猟友会というの

があって、そこのサポートをしていくという立場でございます。今やっているのは、捕獲に対する補助、

それから会員に対する補助、それから運営の事務処理、あと必要な備品とか、例えば犬の首輪につけるＧ

ＰＳとか、あとおりの部品とか、あとくくりわなの部品とかなるべく猟友会さんとも話してやりやすいよ

うなサポートはしているつもりなのですけれども、これからももっとさらにということだと思いますので、

できることについての予算づけ等もこれから考えていきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 
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〇平野 隆委員 分かりました。行政ですから、よく最小限の予算で最大の効果とか言うのですけれども、

実際にこの畑が被害に遭って、せっかく農業を始めたのにやめてしまったとか、やる気をなくしたとか、

そういうのもありますし、予算はしっかりつけていって、猟友会に入ればそれなりのメリットがあるのだ

という、やっていかないと本当に今後手後手に今回っている、申し訳ないけれども、そういうふうに思い

ます。 

  それと、併せてなのですけれども、熊のほうも今の先ほどの私の質疑ではないけれども、ご答弁聞いて

いるとやっぱりかなり後手後手に回っている。申し訳ないけれども。現状だとそういうことなのですけれ

ども、警察を呼ぶしかないわけでしょう、熊というのは。でも、同じ動物なのだからそれをやっぱり併せ

て考えていかないと、とにかく事が起きないとできないし、予算もつかないし、本当に一生懸命やっても

らっているのは分かるのだけれども、もう見る限りこの捕獲の頭数なんかを見ても、周りの状況を見ても

全く追いついていない。本当に申し訳ないけれども。だからぜひ予算を要求して、今からそういうふうに

やったって結果が出るのはもう何年もかかるわけだから、ぜひその辺お願いしたいと思うのですけれども、

課長のほうはどう思いますか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  まず、今日お話をしていたはっとしましたのは、やっぱり熊の関係でございます。こちらは、やはり後

手になっては遅いので、こちらシミュレーションを日々して、対応方法について内部で十分検討してまい

りたいと考えております。予算につきましても、やはり必要な部分は必要なところで要求のほうをしてい

きたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 102ページの農業振興費の負担金、補助及び交付金の一番下の初期投資促進事業、こちらの

詳細をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  初期投資促進事業でございますが、これから新しく就農した就農後の初期投資について、機械とか設備

とかの導入に対する支援として、補助金を支給しているものであります。対象としては、就農時の年齢が

49歳以下の方、それから町の認定新規就農者であること、それから農業経営を継承した方の場合は５年以

内に継承するという計画になっているものということでございます。こちらに支給する補助金でございま

す。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ５年度の結果はどうだったのですか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  初期投資促進事業の令和５年度の結果についてですが、支給したのは２名の方、それぞれ750万円と345万
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円を支給して合計1,125万円の支給となっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 以前営農開始給付金かな、150万で始められた方、もう今ほとんどやめられている方がいる

のですよね。 

                 〔「１名」と呼ぶ者あり〕 

〇佐藤秀樹委員 １名。まさにこういった初期投資をして途中でやめられると、全くそれが全然実のならな

い、結局大損してしまうことになるので、その辺のチェック体制というのはどうやってしていくのでしょ

う。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  補助金の支給に当たっては、申請に伴って資料、書類を提出していただいております。これは、もとも

と事業が国の事業でありまして、県の資金と国の資金で支給されるもので、提出される書類は県のほうに

進達して審査が行われます。その際に今後の農業の生産の計画ですとか、あと就業する時間ですとか、あ

と就業しているニーズ、人員の計画とか、それから収穫の収入の見込み、こちらを５年間にわたって将来

の見込みを取って計画したものについて書類を審査した上で支給しております。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 しっかりとチェックしていってください。 

  次に、104ページの環境保全型農業直接支払交付金、これの詳細をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  こちらは、環境保全型の給付金なのですけれども、これは減農薬ですとか無農薬の農業を行った畑の面

積に対して支給される補助金でありまして、令和５年度は１件で支給が10万2,000円でございました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  次に、農地費の工事請負費谷ヶ跨水路改修工事なのですが、今回請願でも工事をしてくれと要望が上が

っているのですけれども、こちらの産業振興課としての工事としてはどういった工事をされたのでしょう。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  谷ヶ跨水路修繕工事の内容についてでございますが、農業用水路であります谷ヶ跨水路、入間第一用水

の一部であります。こちらの西大久保、市場のところの県道の小島左官さんがあるところの手前までのと

ころで、そこから先はコンクリートの構造物で三面水路になっているのですけれども、それより上のとこ

ろから川角中学校までの間の途中のところまでは土側溝、土の普通の川みたいになっております。そこの

川は、ちょっと木とかが茂ってしまっていて流れを阻害していたものですから、そこの木を伐採すること、
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それからしゅんせつして河床というか水路の底面をならして流速、流量を確保するような工事を行いまし

た。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 委員会として現地視察に行ったときは、対応がまちづくり整備課で、抜本的にもう改修工

事をしない限りはあそこも個別に幾ら工事をしても毎年毎年あふれてしまって、住んでいる近隣の住民が

大きな迷惑を被ってという話なので、これまちづくり整備課とよく話し合って、本当１回の工事できちん

と終わるように、無駄なお金、工事費をかけないようにぜひ進めていっていただきたいと思うので、その

辺、課長いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  道路冠水の心配は、やっぱりまちづくり整備課でやっております。農業水路の氾濫の関係はやはり産業

振興課でやっております。やはり２課で情報共有しながら改善に向けて整備のほうは進めていきたいと思

っております。 

  また、ここで雨が多かったものですから、毎回パトロールに行かせていただいて、状況のほうを見てき

ております。それで、水の流れというのもかなりつぶさに、職員判断ですけれども、見れてきてました。

やっぱり学校からの流入が多い、そういうこともありますので、そういったところで土のうを置くとか、

そういった工夫ができるとかなり越水、溢水のほうが避けられるのではないかというところで今検討をし

ているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 いずれにせよ町民の安心安全がやはり一番大事だと思うので、山口課長、前はまちづくり

整備課にいたわけですから、その辺情報共有しながら進めていっていただきたいと思います。 

  最後に、農産物加工センターなのですが、先ほど来質疑がありましたけれども、修繕工事しております

けれども、修繕工事の内容をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  農産物加工センターの修繕の内容についてでございますが、昨年度令和５年度に行いましたのは加工セ

ンターの機器について、ボイラーの圧力計の交換、それからボイラーの樹脂筒の交換、それからボイラー

の軟水装置部品の交換、それからボイラーのイオン変換樹脂、変水バルブの交換を行いました。 

修繕については以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 これ資料を見ると豆腐室が年間通して１回も使われていないのですけれども、こちらの理

由をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 



- 124 - 

  豆腐室の利用についてですが、令和元年度まで豆腐室を利用して作業をしていただいていた団体の方が

そこの団体がなくなりまして、豆腐を作る団体がなくなりました。それ以降、新しく豆腐室を利用したい

という方が見つかりませんで、現在は使用がなくなっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 先ほどもこの使用を、新たにどういうふうな形で利用がされるのかよく検討してください

という話もありましたけれども、豆腐室、自分たちも見に行きました、前。もう使っていなかったのです。

あれから何年たってもずっと使っていないわけではないですか。では、その部分は本当にもう収益が上が

ることが今後ないわけではないですか。だったらやはり新しいもの、どういう形で利用価値が高まるのか

というのを検討しないと、何年たってもゼロなので、そこはしっかりと検討していっていただきたいと思

います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 長島係長でいいのかな。毛呂山の認定農家は今何件でしたか。ちょっと聞いて忘れてしま

ったけれども。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  認定農家については、ちょっと…… 

                 〔「おおよそでいいから」と呼ぶ者あり〕 

〇長島秀夫農林係長 33だったと思う。 

                 〔「23」と呼ぶ者あり〕 

〇長島秀夫農林係長 33件だったと…… 

〇長瀬 衛委員 そんなに。33、それは初めて聞いたよ。20件台ではないの。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 ４時０９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時１０分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 何で聞いたかというと、恐らく30件あるのかちょっと分からないけれども、いずれにして

も農業関係には毎年、今もお話があったように様々なこの補助事業がついて、毛呂山町のもちろん基幹産

業であるし、だけれども恐らく二十何件だかだと思います。その農家に対してそういうもう毎年毎年農業

の生産高を上げるための補助金等が、国や何かから来るお金が大きいのだけれども、新規就農者もそうで

す。私この前のときに、前の課長さんに私たちはこの今まで毛呂山町農業の実態というのはよく知らない
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でこうやって農業予算を審議してきているのです。この前のときに毛呂山の農産物の生産高ぐらいはどう

なの、分かっているのですかって言ったら、たしかあのときに何だかつかんでいないようなこと言ってい

ましたけれども、もうそれから１年以上たっているのだけれども、その辺についてはどうです、課として

は。この場で私がそういう質疑をしたのですけれども、何か引き継いでいます。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  毛呂山の農業の状態ということで、議会の皆さんにはあまり説明ができていないというところは、引き

継ぎのほうはしております。それで、データ的なものなのですけれども、まず主穀のお米の関係でござい

ますけれども、水田のやっている農家さん、これは田んぼ…… 

                 〔「口頭ではなくて何か書面出して何かデータで示してほし 

いという質疑をしている。そこでいろいろ言ったって 

それは一つや二つではないだろう」と呼ぶ者あり〕 

〇山口貴尚産業振興課長 端的にまとめてはありますけれども、その辺ちょっとお話だけ。農林業センサス

ですとか、農林業水産統計年報というのがございますので、そちらをお出しすることは可能でございます。

ただ、ここで申し上げていくのはやはりお米は生産調整がまだ続いておりまして、作付け農家が54件いら

っしゃいます。そして、作付けは48.29ヘクタールということでございます。転作のほうは、米粉用のお米

ですとか飼料用のお米、餅米、古代米なんかで転作のほうをしている農家さんもいらっしゃるということ

でございます。 

  また、農業生産額につきましては、これ令和３年度の推計でございますけれども、合計で３億3,000万円

ということでございます。令和３年度の数字でございますけれども、やはり田畑で取れるもの、そういっ

たものがこちらお米、芋、野菜、果実、イチゴ、柚子等でございますけれども、こちらが２億7,000万円、

畜産の関係、牛、豚、鶏の関係が6,000万円で合計３億3,000万円という統計がございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 アバウトなずいぶんざっくりの数字の発表がありましたけれども、私はだからこういうの

は毎年そういうものをまとめて発表があってもいいのではないかと思うのだけれども、例えば柚子が毛呂

山町の売りになっているよね。柚子がもうどのぐらいトン数が生産されて、それが幾らの財政的ななって

いるのか。究極は、やっぱり町に経済への貢献でしょう。それから、米はもちろん分かるけれども、あと

だからキャベツがどうだとか、白菜がどうだとか、ほうれん草どうだとか、そういうものをやっぱり我々

に少し教えてもらわないと、毛呂山町の農業の実態というのはほとんどみんな分からないで、ただこうや

って毎年毎年見ているのでは、ちょっと本当に伝わらないとやっぱり困るので、それをぜひ早く発表する

システムをつくっていただきたい。 

  認定農家はちょっと分かりました。 

〇岡野 勉委員長 では、答弁、長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  認定農家については24名、町内で。それから、広域だと、町と毛呂山町をまたいでいると残り３名おり
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ましたが、今のところそれで。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 その程度だったと私は記憶していましたけれども、その中にも認定農家といっても米を１

町歩程度とか、ちょっと兼業農家に毛の生えたような人もたしかいると思うのです。だから、本当にこの

専業農家というのは農業法人も含めて幾つもないと思うのだけれども、その人たちに対して物すごく農業

予算というのが毎年行っているわけだから、それの成果というものをやっぱり個別ものがあったら発表し

てもらわないと、米だけではないだろうから。例えば栗だとか、一番は柚子です。柚子、栗、それからほ

うれん草だとか、そういうネギだとか、ＪＡのホームページ見るとよその町がみんなそれが出ています。

そういうものを町の産業振興課がやっぱり把握してほしい。１年前にも同じことを言っているのだけれど

も、その辺をしっかり今後まとめてほしいと思います。 

〇岡野 勉委員長 答弁もらいますか。 

〇長瀬 衛委員 要らない。 

  もう一つ、イノシシなのだけれども、これ40頭捕獲しています。これは、ほとんど山とか里山。団地の

中ではいないの。捕獲はないの。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  おっしゃるとおり山がほとんどで、イノシシの捕獲方法としてはおりのわな、それからくくりわな、足

が引っかかる、それから巻き狩りによる銃での捕獲になりますけれども、わなが一番多くて、わなが設置

できるところは周りに木が生えていて、木にわなの根元をくくりつける関係があって、それに広いところ

なので、山が多くなっています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 毛呂山台で町のほうにもお願いしました。今年になってからもう４回ぐらい住宅地の敷地

まで入ってきているのです。もう何か所も。これにはもうびっくりしているのだけれども、何もいたずら

しなければイノシシは安全なのだろうけれども、物すごくしっかりした大きなやつが、この間なんかも90歳

の夫婦のうちの庭先に朝出てきて、もうおじいちゃんとおばあちゃんがずっと見ていたら出たり入ったり

して、かなり居座ったというのです。これは住宅地です。だから、これはかわいそうだから捕獲しないで

ほしいって人もいるのです、団地には。だけれども、何かあったときに困るのだけれども、そこら辺はう

まく、私産業振興課に２度ほどお願いしましたけれども、その後どうなったかという報告全然いただいて

いないのです。ちょっとその辺を少し住民に対して情報提供してほしい。これは、毛呂山台はこれからも

う恐らく頻繁に出没すると思います、あれを捕獲しなければ。そんなに何頭もいるわけではないのだろう

けれども、何かがあったときに困るから。もう住宅地にまで来ているから。その辺山口課長どうです。お

願いします。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 
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  イノシシの市街地への出現というのがやはり毛呂山町でもかなり課題となってきております。長瀬地内、

毛呂山台、旭台、葛貫というところで通報が来ております。長瀬委員にも何回も対応していただきまして、

誠にありがとうございました。町といたしましては、危険でございますので、近づかないでくださいとい

うような注意喚起の回覧を作らせていただいて回していただいたり、現場そのものに看板を立てるという

ような対応をしております。 

  また、市街地に近いところもございます。そのため、銃のほうはやはり遠慮している状況でございます。

使えない状況でございます。くくりわな、箱わなを出没した近くに設置のほうをさせていただいて、捕獲

のほうは進めているところですが、なかなか捕れません。 

  あと、こちらは市街地のほうでパトロール体制の強化というのが必要でございまして、警察ですとか、

あと環境管理事務所、あと町の環境担当と連携をいたしまして、やはり市街地で暴れ出さないようにじわ

じわ人が見ていて川が多いところの近くにおりますので、川のほうにちょっと降りていってもらうとか、

そういったような対応のほうもしているところでございます。やはり市街地に入って暴れるというのが一

番危険な状況でございますので、それは避けたいというふうに考えておるところでございます。 

〇岡野 勉委員長 時間の延長をお願いします。本日の会議時間は、審議の都合によりあらかじめ延長した

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は審議の都合によりあらかじめ延長することに決定いたしました。 

次に、106ページ、第２項林業費、第１目林業振興費、第２目林道開設事業費の説明を求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  中村委員。 

〇中村奨平委員 ちょっと１点確認なのですが、先ほどの林道中野線、こちら私の認識だと森林環境税を使

って整備されたもので間違いないでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  林道中野線については、森林環境譲与税ではありません。 

〇岡野 勉委員長 次に、第７款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費から第３目観光費までの説明を

求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚幸産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  小野委員。 

〇小野 浩委員 よろしくお願いします。鎌北湖のことなのですけれども、あそこのトイレと駐車場、そし
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て観光案内板とあるのですけれども、あそこの度々、近くの元の売店は今営業していないから、あの方と

話をしていく中で雨が降った後、山から土手が崩れたやつが泥が固まってというか、集まってどろどろに

なって、車を止められない場所、そして人がこれからちょっと山歩こうかというときにもうどろどろにな

っているということを聞くのです。そういう片付けの作業はなさったのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 小野委員さんの質疑にお答えいたします。 

  鎌北湖の第一トイレの駐車場の一番南側になろうかと思いますが、そちらの部分の桜の木の下から向こ

う側の土砂と思われます。そちらのほうなのですが、土砂の量もかなりありまして、あそこのところも以

前は舗装がちゃんとしっかりとあった状態ではあったのですが、そこの部分が少し下がったのかどうかち

ょっとあれなのですけれども、少し山からの土砂が上にそこに滞積した状態、恐らく雨水で持ってこられ

た土砂がそのまま残ったものと想定されるのですが、直営で対応しようということも考えてはみたものの、

かなりの量になっておりまして、こちらのほうの町のほうで工事費、観光地等の予算というのは20万しか

ないものですから、そちらのほうで考えましてもちょっとなかなか１回で簡単にできるものでもないので。

抜本的なことが解決できないような状況ですと、お金を出しただけになってしまいますので、やはりその

辺も考慮しながら慎重に考えたいと考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 ぜひ工夫をして何とかお願いします。 

  ２つ目なのですけれども、今の駐車場のそばの、これから山内に上がるというところの掲示板、案内板

がありますよね、絵が描いてあって。本来はきれいだったと思うのです、以前は。昔たしか僕はきれいな

ときに見ました。ここへちょっと２週間行っていないので、分かりませんけれども、ここ１年から２週間

前までの間ではきれいに掲示板ができてないというか、たまたま私のちょっと知り合いがよそから来て鎌

北湖は有名だよね、連れて行ってって行ったのです。そうしたらちょっときれいではなかったものですか

ら、せっかくこの鎌北湖というのは観光資源なのに、この掲示板がもっときれいなほうがいいねって言わ

れて、そうだねって僕もずっと思っているものですから、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えいたします。 

  鎌北湖の周辺には、毛呂山町で設置した看板のほかにも飯能県土整備事務所さんですとか、あと毛呂山

町観光協会のほうで設置したものと、あとそのほかにもちょっと幾つかあるというのを私も現場のほうを

見て存じ上げております。おっしゃられている看板が毛呂山町のものかもしれないというところではある

のですが、我々職員のほうも少ない人数でなるべく回ってきれいに維持管理したいというところではある

のですが、ちょっと清掃が行き届いていなかったという点がありましたら、申し訳ございませんでした。

今後早めに対応できるようにちょっと対応したいと考えています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 
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〇小野 浩委員 ありがとうございます。 

  最後に１点、これちょっと難題かなと思うのですけれども、かつて私40年ぐらい前から山水荘がやめる

まで何度かあそこで私に関わる研修会をやらせてもらったりして温泉にも入り、そして食事もして勉強会

もできてよかったといういい思い出があったのです。ところが、あるときを境にせっかくの山水荘がもう

やめて、しかもそれが時々火事が起こったりとか、あるいは怖いほうのイメージでちょっとネットで騒が

れたりというのを見ると、もう残念でたまらないというのがあるのです。その山水荘の今後どうするかと

いうことに関して、もし分かっていること…… 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇小野 浩委員 だから、それも含めてどういう、町の観光資源の中にある建物なので、何か見解がありま

したらお聞きしたいと思って、これもちょっと変な質疑ですが。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 ご質疑にお答えいたします。 

  鎌北湖の山水荘であったりとかユースホステルであったりとかという湖面周辺にある宿泊施設だったと

ころというところでございますが、どちらも現時点においてはもう個人の資産である関係上、我々のほう

で行政的に助けられる部分があれば協力してはいきたいとは存じますが、個人の有効活用の範疇と、あと

ほかの法律等々との絡みがありますので、ちょっと細かいところについては我々のほうで答えられないと

ころがあります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 どうもありがとうございました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 決算書108ページ、商工業振興費、第２目の委託料、12節のキャッシュレスポイント還元事

業業務委託料7,300万円ほど、繰越し6,100万円ほど、これ議場でもしました、内容については省略します

が、申し上げたいことはやっぱり一般財源から結局はこれは約4,000万円ほど出てしまっていると。これか

らももしかしたら今お米が値上がりして話題になっています。また国から同じような事業のお金が出てく

るかもしれませんと。そうなったときに、もう私が指摘した点あると思うのですけれども、もう一度ちゃ

んと１点だけ言うと他市町村では大手を入れていない。でも、毛呂山町は大手を入れている。他市町村か

らどんどん毛呂山町に買いに来てしまって、早急にオーバーして毛呂山町が4,000万円ほど持ち出しが必要

になったという点なのですけれども、これでもし今後このようなことが来た場合、どのような手立てをこ

の決算として、結果を振り返ってどのように考えられているか教えていただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答え申し上げます。 

  こちらのキャッシュレスポイントの還元事業第１弾、令和５年の９月に行ったものでございますが、こ
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ちらにつきましては地方創生臨時交付金のほうの関係で生活者支援ということで、物価高騰の対策による

生活者支援という意図がかなり強い交付金でございました。その関係上、我々としても毛呂山町にある中

小企業さんに頑張っていただきたくそちらだけでも考えてはいたのですが、やはり生活者ということで住

民に広く還元できるようにするために大手のほうも入れて、大手コンビニ等も入れたという状況でござい

ます。 

  今後につきましては、その後に第２段のほうを開催させていただきました。そちらのほうも大手を含め

た形ではございました。こちらについても、地方創生臨時交付金が財源としてございましたので、そちら

のほうの対応ではございますが、今後についてというお話ですが、地方創生の臨時交付金がまたあるのか

ないのか、そちらのほうによっても違ってくるかとは存じますし、一般財源だけではちょっとなかなか難

しいところがあると想定しております。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 ちょっと時間の問題もありますので、あまり長くしないようにはしたいのですけれども、

皆さん申し訳ございません。私は、今聞いているのはこの議場でも言いましたけれども、大手を入れてい

る理由も分かります。これは、あくまで目的はインフレに困っている町民、国民に対してのものですから、

私が言いたいのはそこではなくて、他市町村も同じお金をもらっていて、でも方や中小は入れていません。

いや、大企業は、入れていませんと。でも、毛呂山町は独自で大手を入れますと。これは、この考えはい

いのです、私。毛呂山町がそういう決断をしたのですから。そうではなくて、だったらそこに対して毛呂

山町の町民に限って使えるような工夫というのも必要だと思うのです。例えばではクーポン券、昔一時期

ありましたけれども、１万円買ったら１万2,000円買えるようにもすると。町内の人にしか買えませんと。

これを誰でも買えるようにしてしまうとまた大行列ができて、一時ニュースになりましたよね、コロナの

とき。そうではなくて、１家庭の人数分、世帯人数分にしか買えませんとか上限を設けてというふうにや

って、それでもその券をもしかしたら大手スーパーは手間なので、受け入れてくれないかもしれないです

けれども、大手スーパーもどこでも町内の所在するものであれば使えるようにできるとかというふうな工

夫をすれば町民に限られるわけなのです、これは。同じ20％の還元であっても。私そういう点の話をして

いまして、また同じがあるかどうかという話は今ある前提でさせてもらっているのですけれども、さらに

さっきも言いましたけれども、では総裁選でまたお金ばらまきますみたいな話出ていますけれども、また

そういうふうなことが起きたときの話をしているのであって、ちょっと今のご回答だとかみ合っていない

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えいたします。 

  ちょっと質疑が食い違いがあったのは申し訳ございません。一応今回やったキャッシュレスポイントと

いうのは、やり方というかそういったもののプラットフォームができている会社が幾つかあるのですが、

キャッシュレス決済をしている会社というのが大前提で今回やっていたわけなのです。というのはなぜか

というと、やはり非接触の決済であったりとか、そういったものの関係がありまして、それを優先させた

というところはあります。あとは、今回第１回のときにプロポーザルをやっているわけなのですが、そち
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らの中でもコンサルタントというのが入って、そういったものをデジタルのクーポン券みたいなものもや

っぱり、商品券みたいなものあるにはあるのですが、そちらのほうとの関係ですとコンサルタントのほう

のコンサルティング業務のほうでかなりのお金を持って行かれてしまいますので、ポイント還元のほうに

重点を置いて今回は事業をさせていただいていたというところがありまして、そういったものを採用させ

ていただいたという経緯でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 これからの話をしていまして、申し訳ないですけれども、過去はもう何度も言いますけれ

ども、分かっているのです。その反省点とか、過去の事業に対して、何度も言いますけれども、手出しが

結局出ているのです。町外からも、皆さんもおっしゃっていたとおり、町外からいっぱい来てしまって、

お金が出ていってしまいましたと。では、次どうするのですかという話をしているのであって、課長答弁

をお願いできますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  キャッシュレスポイントのような事業というのは、やはり町の単費ではできません。これは、もう絶対

できません。ですが、やはり政権交代とかそういったときに補正予算でそういったお金がつく場合がござ

います。まず、その交付の趣旨を十分に踏まえることが大切だと思っております。 

  また、今までキャッシュレスポイント事業をやってきましたので、その反省点、改善点を踏まえたシス

テムとして住民の皆様に納得いただける形で提供できるかというのをきちんと検討した上で事業のほうは

進めるべきだと、進めていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 では、佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 消費者相談員報奨金についてご質問します。どんなような消費者相談があったかというこ

とをまずお聞きしたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えします。 

  契約関係でのトラブル等がかなり大半を占めておりまして、あとは悪徳商法であったり不正請求、多重

債務、あとは相続関連での相談とか、霊感商法に関するもの、そういったものが消費生活相談で来ていま

す。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 そうしますと、かなりの法律的なものというのもあると思うので、この資格者というのは

やっぱり弁護士さんなのか、それとも消費者アドバイザーとかそういうのもありますよね。そういう方を

お使いになっているのか、ちょっとその辺もお聞きしたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えいたします。 

  消費生活相談につきましては、現在消費生活相談員さんという国家資格、そちらのほうを持っている方

にお願いをしてございます。ですから、弁護士さんだとかなりお金が高いということもあるのですが、報



- 132 - 

酬としては結構いいお金、１日１万円という形にはなります。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 このようなことは、これから多分いろんなことでやっぱり成年後見とかいろんなことがあ

って、消費者に限らずご相談が増えていくと思いますので、これが今もこの産業振興課でなるかどうかと

いうのが分からないぐらい増えてくると思いますので、その辺もまた窓口を広げていただければと思って

います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 観光なのだけれども、山口課長、鎌北湖に登るところ、県道なのですけれども、今ほぼ３

分の１が草で覆われてしまっているようですけれども、ああいうところへたまにはみんなで担当の人は見

に行かないのですか。 

  それから、スワンボートの破壊、ボートがぶっ壊れ、それから桜の木がもう確かに古木ですけれども、

危ない。言うことはそれ以上にあるのだけれども、結果的には鎌北湖はもう毛呂山町の従来の総合振興計

画で町民のアンケートでは断然鎌北湖が毛呂山町のシンボルだということで町民の方は見ていますけれど

も、もうあれは駄目ですか。手をつけませんか、もう。例えばどんなことでもいいのですけれども、どこ

からか手をつけないとあのままで置いていると心霊スポットそのものになって地元、大谷木には、大谷木

の名前出して失礼ですけれども、せっかく大谷木の広いやつが生かされないし、もう蓮が駄目にしてしま

った時点でそう思うけれども、この間久しぶりに鎌北湖行ったのです。どんなになっているかなと思って。

そうしたら、本当に登り口も危ない。県道に草が伸びてきてしまって。本当に３分の１ぐらいは草で覆わ

れている。あれ何とか、従来の形にはなかなかできないと思いますけれども、できるだけのこの維持管理

というのはやるべきだと思うのですけれども、山口課長、それどう思いますか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  鎌北湖の現状におきましては、やはり委員ご指摘のとおりかと存じます。まず、基本的な管理というこ

とでございます。やはり鎌北湖行くまでの県道の草の関係ですとか、一番天井に上った瞬間に分かるボー

トの関係ですとか、まずそういったところ、基本的なところをきちんと整備する必要はあると思います。 

  また、それ以上の目新しいことというのはなかなか今は難しい状況ではございます。私個人のお話で申

し訳ございませんけれども、鎌北湖の停滞の部分があるのですけれども、そこは私の意見でございますけ

れども、花を植えたりとかということができるのではないかというような構想というか、自分では持って

いるところはございますけれども、やはり基本的な整備に終始してしまうのではないかというところで考

えているところでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 きれいにすることは難しいけれども、破壊することは簡単なのです。そのことわざのとお

り、やっぱりどこかで区切りをつけないと、どんどん破壊が進んでしまいますから。先ほど言ったように

総合振興計画のアンケートでは、未だに鎌北湖なのです。毛呂山の名所というのが。それにやっぱり応え
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ていかないといけないと思うのだけれども、ぜひ今度一緒に参りましょう。代表監査委員さんも地元です

から、ぜひ一緒に行ってみましょうよ。 

それで、一番上がり口の左側のほうの今封鎖している旧おうどん屋さんのお店、あそこがいよいよ、北

から上がっていくと障子が全部剥がれ始めたのです。あれは、私たちがやっていた頃は年に１度ご挨拶に

行ったのですよ、あの会社へ、所有している、貸してもらって。だから、向こうでも喜んで、ぜひ年に２

回ぐらい開けて使ってくださいといって喜んで手を振って会長が、名前は言わないですけれども、その会

長さんが送ってくれたのです、成増ですか。それが、帰ってきて行事を始めようと思ったら、毛呂山町っ

て言ったら電話をかちっと切ってしまうのです。何だか知らないけれども、どうしてしまったのかなと思

って未だに七不思議の一つなのですけれども、あれだけにこにこ送ってくれた会長さんが、会社が毛呂山

町って言っただけでぱっと切るのです。だから、そういうのは町の損害だ。ぜひ一つまた鎌北湖で桜でも

見れるように頑張ってやっていこうではありませんか。いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  毛呂山の一番の観光地ということでございます。担当課といたしましても全力でこのほうを盛り上げて

いけるよう頑張ってまいります。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 最後かな。では、簡単に質疑しますけれども、令和５年度の毛呂山町の観光客数というか、

入り込み観光客数というのですか、あれは。ああいうのは人数は出ているのですか。あるいは、もっと言

えば主な観光資源ごとに人数的なものは出ているのですか。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えします。 

  入り込み観光客数につきましては、令和５年度１年間、１月から12月という形になりますが、48万3,730人、

こちらのほう県のほうにも報告しておりますし、総合振興計画のほうにも報告させていただいております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 48万7,000人といったって、これは産業まつりとかいろいろ入っているのでしょう。だから、

純然たる観光資源に対する観光客数みたいなものをちょっとこういう審議のときに何かそういう書面を用

意してもらって、そういうものを見ながらこういう審議をさせてもらいたい。雲をつかむような話ではな

いですか。48万7,000人といったって見たことないです、観光客を、ほとんど私たちは。観光による町の活

性化というのを目標に置いているのでしょうし、観光協会も200万ですか、これ補助金出しているようだし、

力を入れているのでしょうから、そこら辺は次の機会にはきちっとそういう観光客数の具体的な数字をぜ

ひ示してほしいと思います。 

  それから、このゆずのクラスター協議会というのがありますけれども、このゆずのクラスター協議会と

いうのを強調したいのかどうかは知りませんが、この行政報告書の４ページ見ると「桂木ゆずを国内外へ

それぞれ出荷した」って書いてあるのです。それで、この157ページ見ると北海道の温泉や何かが書いてあ

って、「生柚子を県内外へ出荷した」って書いてあるのだけれども、これどっちが正しいのですか、これ
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は。もし海外や県内外だとすれば一体何トンぐらい出荷した。出荷って言うのだから、あれでしょう。そ

れは相当の量があるのでしょうけれども、こういうのもぜひ今度は数字でいっぺん見せてください、審議

の前に。いつもこんなこと書かれたって全く分からない。いつか聞いたら、山口さん、箱で２箱だか１箱

だか、それを海外に出荷したということが分かった。だから、今回どうだか分かりません。ただ、４ペー

ジには海外へも出荷したって書いてあって、この157ページでは県内外へ出荷って書いてあるのです。これ

どっちが正しいの、これは。海外はなくなったの。 

〇岡野 勉委員長 長嶺商工観光係長。 

〇長嶺 忍商工観光係長 質疑にお答えします。 

  こちらの国内外というのは、やはり前年同様シンガポールのほうには何箱か出荷はしております。です

が、大きな数字ではないということであまり大きく書くのではないというようなご指摘もございましたの

で、今回そちらには記載されず、それとあと詳細のほうにつきましてはそこのところにも大きく取り上げ

ずに書いたという状態でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 観光協会の補助金が200万でゆずのクラスター協議会が30万なのです。その割合からして物

すごく柚子に力を入れているのでしょうけれども、ぜひそういう数字でちょっとやっぱり示してください、

成果を。次の機会にお願いします。 

  以上、結構です。 

〇岡野 勉委員長 次に、150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第５目緑の基金費及び第６目森林環

境譲与税基金費について説明を求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時５３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時５４分） 

                                               

    ◎後日日程の報告 

〇岡野 勉委員長 本日の会議はこの程度にとどめます。 

  来る９月17日は、午前９時30分から委員会審議を再開しますので、定刻までにご参集願います。 

                                               

    ◎散会の宣告 
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〇岡野 勉委員長 本日はこれにて散会します。 

                                      （午後 ４時５４分） 
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毛呂山町議会予算決算常任委員会 令和６年９月１７日（火） 

 

 

    ◎開議の宣告 

〇岡野 勉委員長 ただいまの出席委員数は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これから予算決算常任委員会を開きます。 

  本日は、引き続き議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定について歳出の部、第２

款総務費から始めさせていただきます。 

                                      （午前 ９時２９分） 

                                               

    ◎議案第４６号の審査 

〇岡野 勉委員長 それでは、44ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費について説

明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  では、小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、質疑させていただきます。まず、報償費の関係でふるさと納税の報奨金の関係です

けれども、やはりこの不用額がどうしてこのように起きたかというのが一番の原因だと思うのです。本来

なら不足するぐらいでなければいけないのではなかったと思うのですけれども、この辺の要因というのは

どういうことなのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  不用額421万2,114円ということでございまして、こちらはふるさと納税の歳入に対する、これ事務費含

めて50％以下ということで、予算額につきましては５年度当初ふるさと納税の寄附金自体を5,000万という

ことで見ていたのを３月議会で1,000万落とさせていただいて4,000万に下げたところでございます。そし

て、実際の受入金額が企業版ふるさと納税を入れまして3,702万2,000円という補正後の予算額から減とな

ったことなどが主なこの不用額の理由となっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 では、私はまず先ほどの質疑もあったとおり、不用額減となった、つまり寄附額が減った

から、それに関する送料、返礼品であったりもろもろのものがかからなくなったという認識なのですけれ

ども、ではそもそもなぜこんなに減となったのか、理由を改めてお聞かせいただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 
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  個人版ふるさと納税の寄附金につきましては、令和４年度、こちらが3,927万9,000円ということで、先

ほども申し上げたとおり５年度の３月補正で4,000万ということでお見込みをいたしました。ところが、実

際には個人版ふるさと納税につきましては3,632万ということで、約370万の予算より見込みに達しなかっ

たというところでございますが、そちらの反省ということだと思いますが、まずは昨年の10月にふるさと

納税の基準の厳格化というのがございまして、先ほど言いましたようにまず地元産品の基準が非常に厳し

くなったということ、それから事務費の算入について厳しくなったということで、これはもう全国の市町

村が対応を迫られたところでございますが、毛呂山町のほうでは返礼品のほうは手をつけずに事務費が

20％以下、返礼品と合計して５割以下、こちらに収まるように寄附額自体のほうをまず上げたということ

で、昨年の９月には駆け込みの寄附もあったところですが、その後の伸びというものが大分前年度よりも

落ち込んでおりまして、そのことも大きな要因であったというふうに考えております。そのほかにも今言

ったように基準の厳格化というのは当然全国同じ市町村全てにかかってくることですので、まずは魅力あ

る品目、これをもっと増やしていかなければいけないと、当然ほかの市町村で名産品とかいろんな人気の

ある商品に奪われているということもありますので、そういった魅力ある商品を開発していかなければな

らないかなということなども要因と考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 いろいろご説明いただいて、先ほどから何度もおっしゃっているとおりあくまで50％の経

費厳格化は全国自治体であって、その中で伸ばしている自治体はたくさんあるという状態です。 

毛呂山町に至ってきますと、どちらかというとこのルール変更はプラスに働くと私は思っていまして、

なぜなら北海道であったり九州、沖縄であったりというのは送料が高いのです、ここから送るよりも。毛

呂山町は、主な納税者というのは首都圏にいますから、やっぱりここはプラスになるはずなのです。よそ

よりも使える分が多くなると。それでもこれだけ減ってしまうということは、やっぱり最後におっしゃら

れた商品に魅力がない、これはもう海もない、仕方がないところではあるとは思うのですけれども、とな

ってくると、やっぱりではここをどうやって頑張っていくかという中で結果を出せない創成舎の意義に私

はなってくるのです。ここの創成舎の決算資料を出していただいてますけれども、バランスシートを見て

も機械装置に7,900万、これ多分ソーラーパネルだと思うのですけれども、これで多分得た収入のうち大半

を一般管理費の500万円近くを外注費に出していると。元請けか一次請けか分からないですけれども、結局

ほとんど外注に出してしまっていると。ふるさと納税も結局フロント業務というのはふるさと納税の仲介

サイトに任せて、結果はこれで出せていないというふうな状況ですよねと。私、ごめんなさい。一般質問

でここまでやりたかったのですけれども、その点この創成舎の存在意義について今現在どのように考えら

れているかお聞かせいただけますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 再質疑にお答えいたします。 

  今回もろやま創成舎のふるさと納税のこの業務に関しての意味ということでございますが、今お話のあ

ったように創成舎自体はふるさと納税だけではなくて、再生エネルギー事業、それから町の振興に資する
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事業といろんなことをやっておるのですが、当然町としてはふるさと納税、こちらの振興が重要な業務で

あると考えております。先ほどの貸借対照表、決算報告の中で当然町からの支出ということでいいますと、

令和５年度につきましてはさとふる以外のサイトが９個あるのですけれども、それ以外のサイトにつきま

して返礼品の発送とか、それから税の特例申請書の処理とか、そういったものをまず委託でやっていただ

いております。ただ、もちろんそれであれば別に創成舎でなくても誰でもできることではあるのですけれ

ども、創成舎に担っていただいているのはこのふるさと納税についてどのように、先ほども言いましたよ

うに魅力的な商品を開発するか、それからせっかく魅力的な商品があっても実際私も自分でふるさと納税

やってみて、サイト、ホームページを開いていろいろ見比べてみたのですけれども、やはりサイトの写真、

それから説明、それから商品の出てくる順番、こういったものが非常にふるさと納税をやる方にとっては

重要なことになってくると思うのですけれども、そういったサイトの運営、そちらを創成舎の方の知見を

生かしてやっていただいたり、あとは町内の事業者さんたちにお邪魔して、そういったホームページの写

真を撮ったり、掲載する文章を直したりとか、そういったことをやっていただいているということで、先

ほども言いましたようにまず魅力的な商品を開発する。それから、それをうまく周知していくという、そ

の辺の重要な業務をやっていただいているということでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 今おっしゃった内容はまさにまちづくり課、もしくは町の職員でもできるような内容であ

って、結局創成舎である必要は全くなかったと思うのですけれども、あまり課長、ＰＰＡに続きやり過ぎ

ると問題になってしまうので、ちょっと話を変えます。分かりました。 

  先ほど創成舎はふるさと納税だけではないとおっしゃいましたけれども、別にＰＰＡをやるなら別に町

が出資した会社でやる必要もないのです。民間企業にやればいいだけで、町が発注者でそこに直接投げか

ければいいだけであって、創成舎を挟む必要もないと、ここに。創成舎は、結局受けた後、またどこかに

投げますよと。では、町の活性化のためにやる事業とおっしゃいますけれども、ではそれらのビジネスコ

ンテストの結果はどうなったのかといっても、これも散々ですよねと。これは、もう立場上ＰＰＡと一緒

であまり悪く言えないのかもしれないですけれども、私としてはもうこれは一つ、一度リセットすべきだ

と思っているのですけれども、来られたばかりですけれども、外から見て思い入れが特に私と同じでない

と思うのですけれども、どのようにお考えか、冷静に平等に見ていただきたいのですが、いかがでしょう

か。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 今のご質疑はあれですか、ビジネスコンテストの結果に対する、全体。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 そうしましたら、創成舎に対しての業務全体に対してということになるか

と思うのですけれども、まず令和２年10月にこちらもろやま創成舎を設立をさせていただきました。町と

しては、そちらに出資をしているという関わりになります。もともと創成舎を設立した趣旨としましては、

当然地域の活性化、その地域の活性化というのもまずはふるさと納税、それから町内業者の産業の振興、
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それからスマートシティというどうしても事業ということから始めたこともありまして、ＡＩやＵＴの導

入による先端産業の誘致、それからエネルギー問題もあります。それから、電気代の高騰等もありました

ので、そういった再生可能エネルギーの事業と、こういったものを期待して設立をしたものでございます。 

その中でも、まず一番重要な業務といたしまして、ふるさと納税を増額して、ふるさと納税を原資とし

て、先ほど言いましたように先端企業、それからそれだけではなくて町内の商業、サービス産業、製造業、

そういったものの振興という事業を行っていくということで、先ほどその中でビジネスコンテストという

のを令和３年、令和４年と２回実施したところでございます。これは、本会議の答弁でも申し上げたので

すけれども、毛呂山町を活性化していく、それからいろんなこれから財源を確保していくためには、本来

であればほかの市町村のように工業団地があれば工場や倉庫、こういったものをいっぱい誘致してそこの

固定資産税、それから法人住民税、それから雇用の確保といった、それからそこから派生する町内業者へ

の発注、そういったもので振興していくというのが、私も県で、いろんな市町村でやってきた企業誘致で

ございますが、残念ながら毛呂山町、工業団地というものがないということで、都市計画法の手法を使っ

て倉庫、工場を誘致してまいったのですけれども、そちらももういっぱいになって土地がなかなかないと

いうこともありまして、そうするとそういった大きな土地を要しない、先端産業、それから町の課題であ

る空き家の解消と、こういったものを見込める事業を呼んでいかなければならないということでビジネス

コンテストを始めさせていただいたものです。２回開催して、今年度も開催する予定ではあるのですけれ

ども、当然先ほどご指摘のあったように事業を廃止してしまったもの、それから町内で事業を開始できず

町外で事業をやっている方、いろんな結果が出ておるのですが、これにつきましては今年度やるコンテス

トなどにもその反省を生かして、先ほども言いましたように町内の産業振興、地域の活性化につながるも

のを選ばなければいけないというふうに考えております。 

以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 私が答えていただきたいのは、創成舎に対してどう感じているかなのですけれども、分か

りました。これ以上やるとしつこいので、ちょっと１点だけ視点を変えまして、この決算認定資料の27ペ

ージ、（３）の令和５年度ポータルサイト等別実績のところの10番、町へ直接寄附16件、543万6,000円、

これ結構今後すごくキーになってくるポイントだと思うのですけれども、今ふるさと納税の仲介サイトの

中抜きが問題になっていますよと。今度からポイントの付与も廃止されるかもしれないというような状況

で町へ直接寄附したいと、中抜きされたくないと、返礼品もいらない、もしくはちょっとでもいいという

方はこれ需要がある話でありまして、こういうのが実際ここに現れているのではないかなと思うのですけ

れども、この16件の方たちの寄附された理由等は把握されていますでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 芳原まちづくり整備課主幹。 

〇芳原 武まちづくり整備課主幹 質疑にお答え申し上げます。 

  全てではないのですが、町に直接寄附という方につきましては、町の職員が直接サイトを通じず寄附し

たいということで、町外に住んでいる町の職員の方が寄附ということでご相談にあって、こちらでサイト

を通じず町で直接受け入れるということも中にはあります。 
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  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 では、それだと件数と寄附額が、それだけ高額納税者の方が職員にいるのかと言われると

ちょっと合わないのではないかなと思うのですけれども、何か１件で例えば500万とかすごい方がいらっし

ゃったのですか。 

〇岡野 勉委員長 芳原まちづくり整備課主幹。 

〇芳原 武まちづくり整備課主幹 実際的に町のほうに寄附、返礼品不要ということで大口というか、大き

な金額を１名寄附していただいた方がいらっしゃいます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 承知しました。ということは、残りの15件はそういう先ほどご説明があったとおりで、１

件の方が毛呂山町に生まれ育ったとか、何か理由があって多額な寄附をしてくださったと。これが本来の

ふるさと納税の意味だと思うのですけれども、こういうところも例えば毛呂山町はこういう現状が続くの

であれば、もう仲介サイトは使いませんというのも一つの宣伝になると思うのです。もう返礼品、無駄な

ものを用意しませんと。全額何かまちづくりに使いますというふうなのもポイントになると思うのです。

商品で差別化できないのだったら、仲介サイト、これ東京の都内にある会社で、結局そこがまたもうけて

いるというのが今の問題になっていますから、そういうふうな逆転の発想というのもありだと思うのです

けれども、やっぱりもうふるさと納税の仲介サイトばかりに頼って、職員も先ほどいろんな写真の撮り方

とか載せ方とかおっしゃっていましたけれども、別にそれもしつこいですけれども、創成舎ではなくても

できる話なので、やっぱりそういうふうなプラスアルファの価値を出していただくようにぜひお願いをし

たいと思います。いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  先ほど委員ご指摘のとおり、本来であれば直接やればサイトの経費とか返礼品の発送料などの最低限の

支出で済むというのは事実であると思います。ただ、結局ふるさと納税をやる方というのはこういったサ

イト、それぞれご自分のよく見るサイトというのをお持ちで、こちらの逆にサイトを使わないとかなりふ

るさと納税額自体が減ってしまうということになると思います。ということもありまして、ただ経費を抑

えると、それから本来のふるさと納税の趣旨に合うようにという視点は重要だとは思っておりますが、現

時点ではまだそこまで進めない。あくまでも人気サイトの力を借りて納税額を増やしたいということで考

えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 最後にします。ごめんなさい。今そういうふうに広くとおっしゃいましたけれども、結局

は１件当たり１万円とか２万行かないぐらいなのです、平均の寄附額というのは。先ほどおっしゃった件

で、金額は個人に関することなので、額はあれですけれども、１件でどんと。では、これが10件あったら

例えば500万だとすれば5,000万円になってしまう。あっという間ですよねと。だったら１人の営業の方を
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用意して都内のお金持ちにアピール、営業をしに行ってもらったほうがはるかに私は経費的にもコスト的

にもいいと思うのです。町の手取りはその分増えますから、仲介サイトを挟むよりも。ただ、仲介サイト

を使ってこうやりましたでは、何度も言いますけれども、創成舎である意味がないのです。結局内製化し

てやっている自治体はいっぱいありますから。大口狙いですよね、１件１件１万円、２万円を狙うのでは

なくて、大口狙いをひたすらやり続けると。１回やってもらって、こういうのに使わせてもらいましたと。

納税者に報告しに行きますよ。そうしたら喜んで、では来年も行くよと。リピーターになってくれるかも

しれないですよねと。そういうふうな考え方を持ったほうが、この戦いもし魅力のある商品を作れないと

いうことであれば、そっち側にかじを切っても私はいいと思うのです。これで最後にします。この考えは

いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  確かにそういったやり方も一つではあると思うのですが、そもそも大口の狙えるかということもありま

すし、今のふるさと納税の全国的な制度の中でまず取り残されないと、どうしてもこれ逆に町外に出て行

くものもありますので、ふるさと納税の額自体を多く取っていかないとマイナスになってしまうというこ

ともありますので、もう今すぐになかなかできることではないというふうに考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 中村委員の質疑とかぶるかもしれませんが、１点だけお聞きしたいのですけれども、大畑

課長が就任されてもう半年、６か月過ぎたところで、ふるさと納税に対して昨年度の実績、昨年度の運営

の仕方等々いろいろもう確認をされていると思うのですけれども、どういったところが課題で、今後どう

いった方法で見直していくように思っているのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  先ほどの答弁ともかぶってしまうところはあるのですが、非常に毛呂山町にとって状況は厳しいという

のは感じております。令和２年度に創成舎を立ち上げてふるさと納税を順調に増やしたところは右肩上が

りではあったのですが、令和４年度3,900万、それから令和５年度3,600万ということ、それからふるさと

納税の全国の額自体は実は５年度も伸びているということもございますので、非常に厳しい状況であると

は考えております。なので、今時点でどうすべきかということに関しては、すみません。今のスキームを

生かして、先ほどの繰り返しにはなってしまうのですけれども、商品開発、それからそれらの周知方法を

考えるということでまずはその結果をまた反省していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 一般企業と公務員の立場というか、職務内容も異なるとは思うのですけれども、一般企業

でもし課長に就任した場合、やはり今までの課題を解決しながら次どうやって対策を打つかというのがや

はり１年間の中でしっかりと成果を出さないと、またそこに自分の自己評価にもつながっていきますので、
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そういう部分ではやはり、大畑課長は県から来られた方なので、いろいろ大海を見て毛呂山町のほうをち

ゃんとチェックしていると思いますので、その辺外の部分もいいところはしっかりと取り組んでいただい

て、改善していっていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 基本的なことを課長に聞きますけれども、このふるさと納税というのは基本的には町の財

政面への効果が出なければ意味ないですよね。そうですよね。令和５年度もこれいろいろ計算式が難しい

のだけれども、創成舎への協定書の関係の支出が出るのでしょう、この令和５年度から。そうだよね。そ

れにこの人件費を加えるとマイナスですよね、きっと。町にとっては赤字ですよね。これからも課長これ

やめるわけにはいかないのですよね。町から出て行くというか続く限り。だから、このままいくとなれば、

町から出て行く流出をなるべく少なくするような努力をしなくてはいけないのではないかなと思うけれど

も、それはまた難しいやね。 

  創成舎をどうしてこれ経由しているのだろうね。創成舎を経営しているために、町への財政面の効果が

期待できないのだよね。この辺はどうなのだろう。こうやってふるさと納税の資源不足という面が構造的

な問題があって、今資料をちょっと取り寄せたら全国は全部右肩上がりなのに、県内もそうなのに、毛呂

だけ右肩下がりになっているよね。これは、取りも直さずやっぱり資源不足ですよね。なかなか開発が難

しいということで。ですから、それはもう当然念頭に置いてこれからもやらなければいけないけれども、

このままいくとこれ町の財政面の効果が期待できないようでは、本当にもうこれやっている意味ないよね、

ほとんど。この創成舎との協定書というのは、何年契約なのですか、これは。まちづくり活用補助金とい

うやつですよね、これ。これはどうなのですか。これだと創成舎を維持するためのふるさと納税のような

気がしますけれども。 

あともう一つは、人件費をこのふるさと納税に加味しなければならないという状況というのはいつまで

続くのですか、これは。町の人件費。 

以上です。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答え申し上げます。 

  まず、創成舎と町の協定書、こちらについては年度ごとに協定を結んでいるということでございます。

今ご質疑にもありましたとおり令和５年度、今決算認定やっていただいている年度はその補助金がないと。

その計算式で補助がないということなのですけれども、令和５年度のふるさと納税の損得ではないですけ

れども、プラス・マイナスということで言いますと、先ほど言いましたように3,632万、こちらが収入でご

ざいまして、経費が1,558万1,355円ということになります。そこに対応する、ちょっとこれ暦年だったり

年度だったりずれがあったりして分かりづらいのですが、町外に出たふるさと納税の控除額が4,092万

7,000円ということで、ただこちらに関しては税が減ると交付税措置75％ということで、交付税がそれに対

して3,069万5,250円ということで戻ってきます。これを単純に計算すると、1,050万6,895円のプラスとい

うことになりますが、先ほどお話もあったとおり実際もろやま創成舎に派遣をしている人件費が539万
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7,986円ということになりまして、それを差し引くと約500万のプラスということなのですが、ここはまた

いろいろ考え方があるのですけれども、先ほどの協定に基づいてまちづくり活用補助金というものを出す

ことになっておりまして、こちらが523万4,238円ということで、こちらまで差し引くとマイナス12万

5,329円ということにはなるのですが、例えば人件費の話でいきますと当然スマートシティ推進係って主幹

以下３名おります。そのスマートシティ推進係でふるさと納税その他スマートシティ事業全般をやってお

ります。なので、例えばこれを直接職員がやったとしても、その人件費自体は変わってこないかという面

があります。 

  それから、まちづくり活用補助金につきましては、その補助金を先ほど言いましたようにビジネスコン

テストとか、町内の新しい企業の誘致、それからそちらの伴走支援、そういったものに使う町の事業の一

つであるということから、こちらについてふるさと納税のプラス・マイナスとはまた別の話になると思っ

ております。 

  すみません。長くなりましたが、以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 分かりました。要するに、ふるさと納税額から経費を引いた残りの額の４分の１が流出税

として引かれるわけです。その引いた残りが約1,000万、その1,000万の２分の１を創成舎に、先ほど言っ

た町のまちづくり活用補助金で支給すると。それが残ると約500万、その500万に人件費を払うとマイナス

と、こういうことですよね。先ほどこの職員については、スマートシティの業務をしているからいいのだ

というけれども、スマートシティの業務は町の業務なのではないですか、まちづくり整備課の。それは、

ちょっとこじつけではないの。それは、まちづくり整備課のほうの業務でやる必要があるのではないです

か。いずれにしてもやっぱりこれはやめるわけにはいかないのだけれども、このままいくとこのままふる

さと納税が伸びないことと、それから職員の人件費をこれからもずっと町が負担していくとなると、もう

この状態がずっと続く、間違いないです。だから、創成舎が町のために、資金がどんどんこれでなくなっ

ていくわけだから、さらに町への貢献というのはなかなか期待できないのではないですか、創成舎という

のは。だから、そういう意味で創成舎が関与している意味がちょっと薄れているような気がするのだけれ

ども、その辺はしっかりやる必要があるのではなないですか。ふるさと納税をやっているのですから、そ

れにやっぱり効果が、町の財政的な効果に限らず町への効果というのが目に見えてこないと。もうこれは

町民の皆さんによその自治体に寄附するのをやめてもらえませんかって言わざるを得なくなってしまうの

ではないですか、このままでいくと。納税額と流出の税と、これがもうポイントになりますよね。 

  もう一つは、課長のほうからこのふるさと納税についての決意と言いましょうか、きちっとした考え方

がやっぱり示されないと、ちょっと我々理解できないです。何となく基金にどんどん金を積んでいるよう

な、帳面上なっているけれども、実際には全然残っていないのですから。どうですか、その辺は。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  まず、最後にお話しになった基金に積んでいるということにつきましては、こちら令和５年１月から資

金使途をサイトで選べるようになっておりまして、例えばまちづくりに関する事業とか、防災、環境に関
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する事業、福祉、産業振興、それから教育と、こういった事業にという寄附者の意思を金額で反映できる

ようになっておりまして、令和６年度からはこのふるさと納税の基金をそちらの事業に充てていくという

ふうに見直しをしたところでございます。 

  それから、創成舎の意味という最初の質疑に戻るのですけれども、先ほどの繰り返しにはなりますが、

町が直接このふるさと納税を令和２年９月までやっていたというところで、ただそのふるさと納税自体こ

れから伸びるだろうということで令和２年10月に町が自分で直接やるのではなくて、まちづくり会社を造

って、そちらを民間の知見、こちらを生かしながらふるさと納税を増額をし、それらの資金を基に、先ほ

ども言いましたように地域の活性化、企業誘致、そういったものにつなげていくというスキームを立てて

設立したものでございます。こちらにつきましては、その後ふるさと納税額が伸びたものの、また令和４

から５には下がっていると、そういったこともありますので、こちらは町のほうと創成舎のほうといろい

ろ連携しながら商品の開発、それから繰り返しにはなってしまいますが、そちらの周知方法、そういった

ものを見直して何とか体制を整えていきたいというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これ実務のほうだけれども、これ寄附件数が物すごく減りましたね、令和５年度は。返礼

品の内容なんかでかなり変化が起きたのですか、これは。令和４年度が2,374件で、令和５年度は1,553件、

寄附件数が。この辺はどうなっているのでしょう、これ。 

  それから、あとこの令和５年度の使途別の実績で、これは寄附者のほうからいろいろ事業を約束してい

るのだけれども、実績には何も事業なんか結果的には効果から考えれば何もできていないわけですよね、

これ。こういうのもちょっとおかしいやね、これ。令和５年度使途別の実績としてまちづくりに関する事

業に1,700万使ったとかっていろいろ書いてあるけれども、実際には金が残らないのだから、全然使ってい

ないわけだけれども。この件数についてはどうなのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  件数がかなり減少しているということですが、先ほども言いましたように令和５年10月の基準の厳格化

のときに返礼品自体は見直さずに寄附額を上げたということで、実際単価がまず上がっておりまして、令

和４年度の１件当たりの単価が１万6,545円のところ、令和５年度２万3,387円ということで、単価自体が

基準の厳格化の影響もあって増えたところでございます。ただ、先ほど来ご指摘を受けているとおり令和

４から令和５で金額自体で300万減っておりますので、その基準の厳格化の影響だけではなくて、どうして

も件数が減ってしまったということは否めないと考えております。 

  もう一点、ちょっと資金使途別実績という書き方をしてしまっているので、分かりづらかったので、申

し訳ないのですけれども、先ほども言いましたように令和５年度のこの数字は令和５年度にふるさと納税

をされた方がこれに使ってくださいというものを数字と件数に表したものでして、令和５年度までふるさ

と納税の基金のほうに3,632万を積み立てるのですけれども、基金の繰入れによって充てる事業を令和６年

度からはこちらの使途別に合わせて金額を充てるということで、これはまちづくり整備課だけではなくて、

町全体の事業にそれぞれ割り振って基金を充てているものでございます。 
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  以上です。 

〇岡野 勉委員長 次に、110ページ、第８款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総務費について説明を

求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ありますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

次に、112ページ、第２項道路橋りょう費、第１目道路橋りょう総務費から第３目道路新設改良費までの

説明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、平野委員。 

〇平野 隆委員 では、私から。ちょっと声が申し訳ないです。113ページの機械借上料ですけれども、これ

が予備費から充用しているのですが、これの内容をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  令和６年の２月５日、２月６日に雪が降りまして、その雪を除雪するための機械借上料となります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。これは、当初ではやっぱりのせられないものなのでしょうか。その辺ちょ

っとお願いします。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  雪ということもあって、毎年定量的に必要なものではないということもありまして、これはすみません。

財政全般の話にはなると思うのですが、財政当局とはこのように何かあったときには予備費で対応すると

いうことで当初予算を組んでいただいているものでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。それは、どのぐらい幅を持たせているのですか。台風用とか、そういう災

害用だと思うのですけれども、短くて結構ですから。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 再質疑にお答えいたします。 

  はっきり言って災害なので、予測ができないということもあるので、今言ったように町内全般とかそう
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いう定例的なものは予算化しておるのですが、そうでないものにつきましては予備費であったり充用であ

ったり、そういった対応をしておるところでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。 

  そうしたら、115ページのほうで。原材料費のほうもこれは工事費のほうから流用してって、砕石等とい

うところで490万使われているのですけれども、その内容を教えてください。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  原材料の内容につきましては、舗装穴埋めの常温合材、雨水、排水を取るためのグレーチング、側溝蓋、

あと地域要望等からの砂利の支給、あと令和５年度は雪が降りましたので、雪を溶かす融雪剤の塩化カル

シウムを購入いたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。ちょっと砕石等で500万も使うわけないので、融雪剤とかあとグレーチング

なんかがでは主なものかなというふうに理解すればいいのかなと思うのですが、その下にも水道管の補償

料でやっぱり工事費から流用しているのですけれども、ちょっと内容をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 この水道管移設補償料は、側溝の修繕工事にするに当たって水道管の取り出しが

当たってしまうための切り回し工事をするための補償料です。当初設計の段階では、正直幾らになるかと

いうのがはっきり分からないもので、一応例年どおり20万円で計上しましたが、実際のところ25万3,031円

ということでなりました。実際工事を行ったのは、毛呂山台と第三団地の側溝修繕に伴う給水管の取り出

し工事の切り回し工事です。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 １点確認です。先ほど豪雨災害の対応の工事という、１本というお話があったのですけ

れども、そこはどの工事なのか伺います。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  豪雨災害の対象とした工事につきましては、岡本団地内の排水路改修工事です。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、岡本団地の水路を、岡本団地というといつも、大雨が降ると、やっぱり水害に遭

うところなのですけれども、この水路に関しては何回か工事をされていると思うのですけれども、今回の

工事というのはどういう工事だったのですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 
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〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  今回の工事につきましては、岡本団地の区長さんからといろいろ打合せ、協議させていただきまして、

岡本団地の中央を流れる小川沢、これが台風、令和元年の19号や令和４年７月の大雨で溢水したこともあ

りまして、急カーブの２か所、曲がりの急カーブのところがそこでごみが詰まったり泥が滞積したりする

ということなので、急カーブの２か所を断面を拡幅、カーブだけの局部拡幅を行った、そういう工事でご

ざいます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 ページが113ページの関係なのですけれども、工事請負費で不用額が193万885円ということ

なのですけれども、不用額があるわけなのですけれども、この工事請負費の中には町内全般道路の修繕工

事も含まれているわけです。なおかつ、150万円の流用もされているわけなのですけれども、町内全般の道

路の修繕工事がありますので、ちょっとお伺いしますけれども、地区からの要望等々金額があまりかから

ないようなものというのは結構あると思うのですけれども、できればこういう不用額が出たときにそうい

う対応というものはなぜできなかったのか、お伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  小峰委員ご指摘のことにつきましては、ごもっともだと思います。できなかった理由については、町内

全般、道路修繕工事は年間27件行いましたけれども、かなり職員の数も３人、また兼務を合わせて3.5人で

やっておりますが、実務のほうが、要望箇所はあったのですが、マンパワー的なものも含めましてなかな

かできなかったことについては、申し訳なく思っています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 あまり言い訳はしないでいただきたいと思うのです。今の答弁だと。だから、本当に多く

の要望の本当に細かい要望というのは結構出てきていますよね。私なんかも地区からとかいろいろ出てい

るのは承知しておりますけれども、本当に細かいことも要望として出ますので、できれば今みたいなこと

を言わずに少し流動的に職員さんの中でやりくりしながら対応をしていただかなければいけないかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 直接この決算書にはないのですけれども、私は過去から塩漬けとなっている事業について

度々お伺いしてきましたけれども、特に令和５年度において問題となっておりました日化団地の踏切その

ものの拡幅工事及び葛貫地内の道路改良工事、これらは令和５年度にはどのような取組をしたのですか。

しなかったのですか。いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  踏切の拡幅につきましては、令和５年度につきましては東武鉄道のほうと川越工務施設管理所のほうと
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協議を重ねております。令和６年度も引き続き協議のほうを重ねております。昨年度は、用地買収の関係

もありまして、東武鉄道の押上の本社のほうにも用地買収の関係で行きました。ただ、当初の取付け道路

の関係が権利関係や地権者の了解が得られなかったので、一部買収ができないで線形の変更を余儀なくさ

れている関係もありまして、ちょっと協議のほうが長引いていると、そういう状況です。 

  続きまして、葛貫の件に関しましては、一部警察協議のほうを、葛貫の改良はまだ行っていなかったの

で、交差点の部分の倉が一部どいて家が建ったと、当初と比べ状況も変わっている関係もありまして、警

察協議のほうを実施いたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 そう言いながらずっと何年もここまで来てしまっているのですけれども、日化団地の踏切

も前後の余裕地は工事が着工できるよというお話は聞きましたけれども、問題は踏切の拡幅はできるか、

できないかが一番問題なのです。それで、今東武ともまた協議をし直しているというのですけれども、私

が過去に取り上げたように既に設計料も払っておるし、それから葛貫地内の測量設計ももうお金を払って

あるし、だからそういうことを加味して現在に至ってもそういう状況が続いているということはどうなの

ですか。いつ頃めどがつくのですか、この２事業については。着手目標はいつ頃になりそうなのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  まず、第55号踏切の関係ですが、先ほどご質疑にもありましたように前後というか町道部分の側溝の工

事、こちら繰越しになっておりましたものをこれから施工するということになっております。先ほど係長

のほうから東武と調整を続けているというお話につきましては、先ほども言いましたようにちょっと当初

見込んでいた用地の取得と少し状況が変わったこともありまして、設計変更をどのようにやっていくかと

いう、そういう技術的な今詰めをやっております。それから、東武の用地についても一部取得が必要にな

ることから、そちらの協議をさせていただいております。こちらにつきましては、踏切内の東武のほうで

行っている設計、それから取付け部分の、これは町のほうでやる町道の設計と、こういったもののどの程

度見直しが必要かという協議を今やっておりまして、できましたら来年度修正設計を行いまして、令和８

年度には着工したいというスケジュールで進めております。 

  それから、もう一つは葛貫のほうの関係ですが、なかなかすみません。地権者の問題、それから交差点

の警察協議の問題等で進んでおりませんので、ここはすみません。まだいつという日程が示せないところ

ではありますが、引き続き調整をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 いつもの質疑の中でも結論的にはそういうことになるのですけれども、測量設計に入る前

にやはり責任ある立場からしっかりした見通しを立ててその事業に入らないと、毎年毎年申し開きで終わ

っていくという。公開制度の中にはこの次第残るのですけれども、しかしながら自主的に町民に対してそ

うした事業がなし得るということが目に見えてこないということは、すごく問題だと思うのです。お金、
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金額をまだ支出していなければいいのですけれども、この２つの工事についてはもう完全に測量設計の費

用を支払ってしまっているわけです。今課長は、再び設計をし直すと言いますけれども、そうなると前の

設計は全く使えなくなるというように理解をしていいのでしょうか。というか、葛貫は私はあれはもう毛

呂山町の典型的な悪い例だと思うのです。今になっても何の変化もないではないですか。はっきり言って

見通しがつくのですか、つかないのですか。あそこに道路ができる見通しがあるのですか、ないのですか。

１つお答えください。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 再質問にお答えいたします。 

  まず、最初に言っていただいた、設計に入る前にしっかり考えてやれというのは、本当に我々担当とし

ては、当然設計に入ればその後用地取得であったり、工事であったり、そういったものまで一気に進めな

ければその効果が現れないということで、すみません。進めなければいけないというふうに考えておりま

す。 

  まず、55号踏切の関係ですけれども、先ほど言いましたように従前踏切の設計、それから町道の設計、

こういったものを一旦行っております。ただ、その後用地取得に入ったときに事情の変化、そういったも

のがあったことからその元の設計を生かしながらどの程度修正が必要かということを今詰めているところ

でございます。 

55号踏切については、先ほど言ったようなスケジュールで進めておりますが、葛貫に関しましては大変

申し訳ないですが、なかなかハードルの高い懸案もあると思いますので、こちらはすみません。いつとか

そういった見通しが見えない状況でございます。 

以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 大畑課長は新しく赴任されまして、まさにそのとおりなのです。皆さん、この測量設計に

対する費用は貴重な財源なのです。それがやってしまった後でできないという、理論的な、論理的にそう

いうことが行政として通用するのかしないのか。特別に何か事態が、その状況、現況が変化したとか、何

かということはこれはあり得るかもしれません。だけれども、日化の踏切についても葛貫の道路について

も当時予算化したときとほとんど特別な事由が生じたようには私たちの目には見えないのです。そうなる

と、今、日化が設計も一部やり直しているけれども、恐らくそうなると前の設計は一応変更せざるを得な

くなると思うのです。もう何年もたっておりますから。単価も違うし、全てのそういう積算関係も全部違

ってきますから、これはもう全く使えなくなってしまうと思うのです。葛貫もあの当時の測量設計では、

今のもう時代にはそぐわなくなってきていることは明らかなのです。だから、僕は今大畑課長がまさに本

音というか、そういうお話ししましたけれども、今までの毛呂山町の中にそういうものがほかにもあるの

です。だから、これを今すぐどうしろとは言いませんけれども、今後こうして改良工事とか重要な事業を

進める前には、関係者の了解等も行政で事業着手の前にしっかりと交渉しておかないと、こういうお金は

単年度決算ですから、黙っていればそのまま過ぎてしまうのですけれども、私の場合しつこいから毎年こ

んなことを言っているのですけれども、本来は今までは単年度決算が流れてしまえば流れてしまったので
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す。でも、金額が1,000万から成るお金が右から左へ流れたというのは、この難しい財政状況の中で、簡単

な言葉で言えばもったいないという、そういう表現しかできないのです。ですから、何か私がそういうこ

とを言うとまたうるさいことを言っているというような表現があるかもしれませんけれども、僕もあまり

長くこういうことを言いたくはないのですけれども、やっぱり行政が進めるときには支出する金額は町民

の貴重な財源だということを、貴重な財産だということを身にしみて考えてこれからの行政を進めていっ

ていただきたいということをこの場を通じて要望をすると同時に、何とか一、二年のうちにやはりまた機

会がありましたらご質問しますので、もう一度性根を入れてこの状態を緩和していただきたいということ

をお願いしていきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  １点だけ言い訳をさせていただきますと、関係者の了解を得るためには、例えば道路の新設であればど

こを通る、それから何平米かかる、かかる土地のうちどの部分がかかると、そういった結局設計をしない

と条件が出てこない。道路の設計をして用地を確定すると、今度は土地の評価、これも町の場合も単価を

決めている場合と鑑定評価、また土地評価を行って一件一件金額を出す場合があるのですが、そういった

ものが出てこないということもありまして、どうしてもある程度の設計をしないとその用地のほうへかか

れないということがありまして、なかなかすみません。確かに無駄が生じているというご指摘は本当に真

摯に受け止めなければいけないと思っております。ただ、今後のということで、お金をかけて設計をする

前に例えば道路であればこの辺で何メートルくらい、そういったある程度職員のほうでできることに関し

ては職員のほうでなるべくやって、先ほども言いましたように設計に入るときには工事まで進めるように

という決意を持って進めるようにということをこれからも考えていきたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今おっしゃったような形で進めるべきなのですけれども、問題は今大畑課長が言ったよう

にある程度測量とかをしておかないと、地形的にどの部分にどのぐらいかかるとか、金額がどうだとか、

そういうものは算定できないのだと。ですが、今はそんな時代ではなくて、ある程度もう図面上を見れば

分かるわけなのだ。それで、それを元手にまず第１段階としては事業予定を組むわけでしょう。それから、

事業予定を組んで地権者なり関係者とお会いして、ある程度の了解がいただければ測量から設計に行った

り、実質的な事業に移っていくと。それで完成と。これが一般的な行政のやる仕事だと思うのです。どう

も毛呂山町は、この当時そういうものが非常にたくさん今残してしまっているところがあるので、やっぱ

り関係者とよく見直してもう一度検討して、できるものはできる、駄目なものは駄目だと。いつかはそう

いうことを決定しなければならないわけです。でなければいつも質疑せざるを得ない。取りかかった以上、

なかなか後に引けないわけです。ですから、大畑課長、ぜひフレッシュな気持ちで職員の皆さんとよく相

談をして洗い出して、そういうものがあった場合にはどうするか、それで今後どうするかというマニュア

ルを、せっかく来てくれたのですから、優秀な頭脳でつくり上げていいものをこの毛呂山町に残してくだ

さい。ぜひお願いして質疑を終わります。答弁結構です。 
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〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それではまず、決算認定資料の26ページ、先ほども説明ありました団地の側溝整備なので

すけれども、令和５年度は当初の５年度の計画どおり実行されたのかどうか、そちらを伺います。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  側溝修繕工事につきましては、４現場、特に問題なく事業のほうは完了いたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 自分もこれ側溝に関しては、結構毎回言っているのですけれども、これ計画どおり進めて

はいるとは思うのですけれども、やはり要望等あって早めに順番を変えなければいけないようなところも

出てくるはずなのです。そういった、本当にただ住民としては一日も早く切な願いで要望をしていると思

いますので、なるべく要望を聞いた中でやはり安心安全に快適に暮らせるように進めていっていただきた

いと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおりで、側溝の整備というのは特に毛呂山町、古くから団地がありまして、どうしても

側溝が古い側溝であったり片勾配で片側しか側溝がないということで、そうしますと住環境として、それ

から通行の関係で支障が出るといったこともありますので、ただ結構１本当たり1,000万ということでかな

り高額になりますので、すみません。今後も計画的に進めていきたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 そこで絡んでくるのが、立適であったりとかコンパクトシティの町の将来構想、そちらの

ほうが特に絡んでくると思うのです。側溝、今の大畑課長も言いましたけれども、１本1,000万からって。

今の形で進めていくのだったらそれはやらなくてはいけないと思いますけれども、今後そういった立適だ

ったりとかの絡みの中で、例えば新たな団地を造るとか、今ニコイチで進めている案件もあるではないで

すか。道路を広げなくてはいけないとかという案件もあるではないですか。だからそういったところを、

では本当にどういうふうな絵を描いた中で進めていくのか、その辺もしっかりと課内で検討していってい

ただきたいと思います。 

  それと、決算認定資料の10ページの請負業者の落札回数についてなのですけれども、最近入札で辞退が

非常に多いと思うのです。下手したら本当、これ１者で随意契約と変わらないじゃんというふうな入札の

結果もあると思うのですけれども、その辺まち課としてはどういうふうに捉えておりますか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  今佐藤委員ご質問の件なのですけれども、昔は町内業者もたくさんいまして、工事のほうも多かったの

ですけれども、事業量が減ったり、業者のほうがやめたりということの中で、業者のほうで例えば埼玉県

の工事を優先的に取るとか、あまり利益がないものについては手を出さないとか、そういう傾向が以前よ
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りも強くなったものというふうに認識しております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 町内業者は本当少なくなっているのは事実だと思います。ただ、一般質問でも言いました

けれども、災害等でどうしても必要となるのが町内業者なので、その辺やはりなるべく助けるというか、

お金の循環も町内で回るような感じで検討していっていただければと思います。 

  それと、11ページの、ちょっと１件確認したいのですけれども、32番の落札率が96.25％なのですが、こ

の理由をお願いいたします。町内全般工事の。決算認定書の11ページの32番、下から２番目。落札率が高

いので、それの理由を聞きたかっただけで、96.25％。ただ素朴な疑問です。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  当該現場につきましては、馬頭観音から毛呂山台に抜ける第２レーンの前の舗装打ち替え工事というこ

とで、落札率が高かった理由が正直一概には分からないのですけれども、現場がかなり凹凸が激しくて、

そういったものの部分、路盤の関係とかもあって業者のほうがなかなか手を出さなかったというのも一つ

の理由としてはあるのではないかと思います。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、緊急性があったということですかね。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  現場がかなりちょっと道路が凹凸が激しかったので、緊急性という部分もありました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ただ、入札に関して、では札があまり入らなかったというような感じなのですか。いいで

す、いいです。そこはいいです。係長、いいです、いいです。いいですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  ４者指名して応札は１者のみでした。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 結果１者だったという、緊急性があったので、仕方がない部分もあるのかもしれませんけ

れども、確かに本当あそこは通っているとバーストしそうなような穴が空いておりましたので、分かりま

した。 

  それと最後に、同じく決算認定書の12ページで１つ聞きたいのが、入札すべき案件で随意契約に付した

工事というところで、50番の町内全般工事がまちづくり整備課の中で、あとほかもあるのだ。ほかのまち

づくり整備課の中で何本がありますけれども、これ入札すべき案件で随意契約にした理由というのをお願
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いします。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  ２本あるかと存じます。１つは、堂山下橋の橋梁長寿命化修繕工事でございます。１者随契にした理由

につきましては、繰越しさせていただきまして、変更の予算額がもうない状態でしたので、どうしてもガ

ードレールの交換も併せて行いたかったので、現在契約履行中の施工者に工事をさせることによって工期

の短縮や経費の節減が確保できるという観点から堂山下橋のガードレールの設置工事を１者随契いたしま

した。 

  もう一つにつきましては、宮前都市下水路災害復旧工事でございます。これにつきましても、当初フェ

ンスのやり直しだとか、あと河床のところの洗堀防止の袋詰めの玉石なんかもやったのですけれども、こ

れは災害は補助金で行っておりますが、補助金の対象にならない事案だったので、別工事として堂山下橋

と同じように現在履行中の施工者に工事を履行させることによって工期の短縮や経費の節減が確保できる

という観点から１者随契いたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、分かりました。仕方がない条件で随意契約をしたというふうなことで確認をしたと

いうことで。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。  

                                      （午前１０時５２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時５９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

  千葉委員。 

〇千葉三津子委員 ほとんど出尽くしている部分はあるのですけれども、113ページ、節12の委託料の中のヘ

ドロ処理委託料なのですけれども、たしか当初予算では370万ほどだったと思うのですけれども、決算では

510万ほどになっております。100万強増えているのですけれども、この理由をお聞かせください。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  ヘドロ処理の関係なのですけれども、近年高齢化等で地域でできないことが多くなってきまして、町の

ほうでということがやっぱりどうしても多くなってきているもので、要望等が増えた結果、それに対応す

るため、利用して実施したものでございます。 

  以上です。 
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〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 そうしますと、この内容等はヘドロ処理を始めて契約金額よりも多くなった部分でいけ

ば、やってみてヘドロがかなり大量にあったから、契約というか、委託料が増えたという考えでよろしい

のでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  当初よりヘドロが少し多くなったのは事実ですが、でも実際のところは要望箇所が増えたため、それを

やるために金額が増えたということでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 千葉委員。 

〇千葉三津子委員 先ほど細井さんが言われたように、近年は高齢化が進み地域でできなくなったので、そ

ういう要望が増えたという部分は確かにあると思います。ただ、先ほど近年の豪雨、すごいですよね、災

害が。豪雨がすごいので、そういった部分を考えればちゃんと検討した上でヘドロ箇所というものもちょ

っと増やして、そういう緊急な事態にならないように、そもそも設計業務委託とかでやっていかなければ

ならないのですけれども、緊急性のことを考えればこのヘドロ処理というのは大事な委託料だと思います

ので、その辺今後しっかりと検索して見回っていただき、近所の要望とかも耳に入れていただいて、しっ

かり処理をしていただきたいと思いますけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  最近でもかなりゲリラ豪雨等ありまして、実際側溝から水が逆流するということもございますので、今

のご指摘も踏まえながら来年度予算の編成に努めてまいりたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっと課長、お聞きしますけれども、堀江委員さんからも先ほどいろいろ塩漬け事業が

多いのだという話がありましたけれども、日化の踏切だ、葛貫の道路だ、これから出るけれども、川角駅

の周辺工事も、もうこれらは全て10年がかり。そもそも計画自体が無理があったようなところもあります。

それから、そのために貴重な財源を失ったり、職員の多くの無駄な労力を費やしてきて、未だにらちが明

かないような状況ですけれども、これは課長には県から来ていただいて、それは一つ肝に銘じてしっかり

これから取り組んでいただきたいと思います。 

  それから、道路維持費に関係して申し上げますけれども、26ページのこの資料、これに町道の側溝整備

状況出ています、１番から13番まで。これ７番から下は全部調整区域なのですよね。調整区域ができた昭

和40年代、もう50年近く前に既存宅地で開発された団地が半分以上。これそれで私30年ほどぐらい前に、

まだ開発してから20年ぐらいしかたっていなかったけれども、当時から団地の側溝整備というのは始まっ

ていたのです。ところが、もう住民から言われたところだけ部分的に直していた。私は、そのときに角か

ら角までＵ字溝入れ替えたらどうですかということでこういう資料が出始めたのです。それからずっと

30年間見ているけれども、未だにこれ79％ですよね、合計で。例えば私の住んでいる毛呂山台なんかはま
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だ73％、約30％が50年前の状況なのです。18センチのＵ字溝はもうさすがにありませんけれども、24セン

チのいわゆる昔のＵ字溝です、単体の。それが未だに30％残っているのです。舗装だけは重ねていくもの

だから、どんどん下がっていって、蓋もない、そういう状況が続いているのです。以前からこういう、こ

れは町民が一番求めているのは道路の安全性です。ですから、早くこういうのは予算をつけてやったらど

うですかって言っているけれども、なかなか、令和５年度はやっと維持費が１億円ぐらい予算組んだのか

な、工事費が。要は、工事に幾らお金をかけるかなのです、毎年。そういうことからして、ちょっと今こ

の70％、日生団地は32％です、これ気の毒ではないですか、この住んでいる人たちは。角木団地はもうこ

れ調整区域ですけれども、58％。もう側溝を入れ替えたときに舗装も一緒に処理してしまうのだけれども、

もう入れ替えて10年、15年たって20年たっていますから、どんどん舗装が傷んできているわけです。だか

ら、こういう側溝の整備状況だけ毎年こうやって出してくれるのはありがたいけれども、舗装のほうの整

備計画もやっぱり立ててもらいたいです。いちいちそれを住民が言わないとやってもらえないのでは困る

から。舗装の整備計画立てる、それからもう一つ、課長、この間私本会議でも言っているけれども、これ

１番から13番までのうち半分以上は調整区域の団地の所です。私は、本会議でこの間言った長瀬駅に一番

近い市街化区域中心市街地にある団地、武蔵野自治会、ここがまだほとんど私道なのです。御覧になりま

したか。御覧になっていなければ１回見てもらいたいと思います。駅から直近の市街化区域の、昭和40年

代だと思いますよ、ここも。40年か50年初頭にできた団地が未だに私道のまま。この間言ったように防犯

灯も自治会がつけたのです、町がやらないから、私道だから。つけたところがこの間自治会の中のいろい

ろ問題が出て、撤去してしまって、そのまま。これは、一つ……。何が言いたいかというと、この１番か

ら13番以外にもここに入れなければならない団地があるわけなのです。これは、担当の方にもちょっと工

夫していただいて、いつまでもこの13番までしか書いてこないけれども、毎年毎年。これ以外にきっとあ

ると思います。今私が言った一つの武蔵野自治会は、駅から直近の古い団地です。それが未だに私道のま

ま。これ住民の協力を求めてすぐ採納していただいて、道路整備やっぱりやらなければ住民の方にも申し

訳ないし、町の姿としておかしいです。それ一つ。そこから答えてください。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  先ほどの答弁でもありましたけれども、団地内の側溝修繕、それから舗装、そういったものはこの毛呂

山町というのが古くから団地がいっぱいあるという特徴を考えると、重要なことだとは考えております。

なので、すみません。まだ全部の状況を把握しているわけではないのですが、こういう密集した住宅地に

つきましては、住環境をよくするということが大事だと思っておりますので、この辺はすみません。肝に

銘じていきたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 いつも細井係長以下、道路管理の担当の方はよく住民から苦情も言われながら一生懸命や

っていただいているのは分かるのだけれども、やっぱり予算をつけてくれないと職員の方も気の毒です。

言われてもできないのですから。ぜひこの側溝の整備については、令和７年度は少し特徴的なものを出し
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ていただきたいと思います。 

  それから、新設改良の中でこの令和５年度に先ほどありましたけれども、日化の踏切が不調で未契約繰

越しとなっていますけれども、踏切のこの工事はたしか私の記憶では五、六百万の予算だったような気が

しますけれども、どういう仕事なのですか、これは、工事内容は。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  踏切から見て西側の北側の買収したところに側溝を新たに移設して買収したスペースに歩行者が歩く、

今砂利になっているところについて舗装をしてグリーンベルトをして歩行者が歩くスペースを確保すると

いう工事でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それは、長瀬のほうから行くと手前のほうだけですか。先はやらないの。踏切渡った先は

ないのね。ない。分かりました。 

  １つ、先ほどの堀江委員の話ではないけれども、新しい課長が一生懸命頑張ってこれから本当に踏切拡

幅工事にあれでしょうから、これから一生懸命努力されるのでしょうから、そのことを踏まえた上で無駄

のないようにやってほしいと思います。とにかくあれだってもう10年近く、課長、あそこに空き店舗が１

軒あった、手前に。それを移転補償して、それで土地も少し買い足したりして、それでもう余った土地は

民間の方に売却して、その方はもう駐車場できてしまっているけれども、踏切は相変わらず手つかずで、

基本的にはまだ町としては日化団地の踏切拡幅工事については現実に見える形の工事はやっていないので

すよね、一つも。何かやっていましたか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 工事のほうにつきましてはこれから着工するもので、電柱の移設だけ目に

見えるものとしては行ったものでございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 もう一つ、最後、土木積算システムプログラムの使用料ということが出ていますから、ち

ょっと併せて聞きたいのだけれども、今度のこの資料の中にも250万以上の結果出ていますけれども、この

中で７番、９番、10番かな、とにかくこれはまちづくり整備課ではないのだけれども、最低制限価格のこ

れ一般競争だから、最低制限価格を事後公表でやっているのですけれども、実はこれ課長、この3,000万、

4,000万という入札で最低制限価格に1,000円ぴったりというのが入っているのです、２つぐらい続いてい

るのです。ちょっとお聞きしたいのは、私ももともとはゼネコンで若い頃いたので、大体営業ではなかっ

たから、入札のことはよく分かりませんけれども、今の積算システムでいって、最低制限価格は未公表で

すよね、事後公表です。予定価格のみ公表して。それでこの各社の努力というか工夫によって事後公表の

最低制限価格にぴったりという計算というのは可能なのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 私、すみません。入札の設計とか詳しくないはないのですが、基本的には
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予定価格というものがあれば最低制限価格については積算が可能というふうに聞いております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それがもし事実だとすれば、各社がみんなそれを会得すれば、もう最低制限価格なんかは

意味なさない。だから、ことごとく1,000円の差で応札するのは私は至難の業だと思いますけれども、幾ら

何でも。幾ら予定価格が分かっていれば積算できるといっても、そこまではたまたま偶然というのはある

のだけれども、それもなかなかないと思うけれども、ことごとく1,000円とかぴったりでそこに的を絞って

積算はできないと思うのだけれども、その辺についてはどうですか。たまたまだったら分かります。たま

たまというのはあるけれども、ぴったり計算できると私思えないのだけれども、その辺どうでしょうか。

ちょっと今後のためにも、まちづくり整備課だってこれから入札があるでしょうから。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 すみません。先ほども申し上げたように、計算で出せるものというふうに

聞いております。最低制限価格の趣旨というのは、不当に下請けに安い金額をしたり、工事の手抜きをし

たり、そういったことがないようにと、質を保つということが趣旨でございますので、この最低制限価格

を守るというのはそういった趣旨から問題がないものというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 いろいろ毛呂山町でちょっとここのところそういうケースが続いておりまして、いろんな

方々がやっぱり不思議に感じているのです。ですから、まちづくり整備課ではそんな大きな、まちづくり

整備課でも一般競争入札というのはあるのでしょうけれども、そういう目でいろいろ見られていますから、

十分注意していただくようにお願いしたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 では次に、114ページ、第３項河川費、第１目河川総務費の説明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  荒木委員。 

〇荒木かおる委員 １点お聞きします。115ページの越辺川の遊歩道の管理補助金なのですけれども、これは

確認は、岡本団地の裏側の越辺川の遊歩道でよろしいでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  そのとおりです。岡本団地の北側、ちょっと西側から越辺川と毛呂川が合流する久保堰までの約700メー

ターの区間で実施しております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 補助金というのはどちらに出ているのですか。補助金。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 
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〇細井宏和道路工務係長 沢田地区越辺川遊歩道守る会の会長さんは沢田区長さんなので、町から沢田区長

さんのほうにお支払いしているという形になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 この遊歩道ちょっと雑草が結構ありまして、なかなか歩ける状態ではないのかもしれな

いのですけれども、沢田の区長さんに補助金ということで、この額でいいのかどうか。妥当なのかどうか、

どう思いますか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  実際やっている内容は、ごみ広いとか除草、あと昨年度はドウダンツツジの苗の植付け等11件の作業を

行いました。特に区長様からもっと上げてくださいとか、そういう要望はまだ受けておりません。 

  以上です。 

                 〔「ちょっと確認なのだけれど」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 確認、どうぞ。堀江委員。 

〇堀江快治委員 細井課長、今の荒木さんの質疑に関連してですけれども、この補助金、これはどこからど

こまでという線引きはあるのですか。雑草のこの越辺川の遊歩道の管理補助金10万円、範囲があるのです

か。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  範囲というのは、場所の範囲ということでよろしいでしょうか。 

〇堀江快治委員 越辺川の橋から見て。 

〇細井宏和道路工務係長 越辺川の上流側の久保堰という越辺川と毛呂川が合流する堰があるのですけれど

も、そこの久保堰から下流に向かって700メーター、嶋耕地、岡本団地のちょっと西側までです。その700メ

ーターの間です。 

〇岡野 勉委員長 次に、116ページ、第４項都市計画費、第１目都市計画総務費、第２目公共下水道費につ

いて説明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。挙手をお願いします。 

  では、平野委員。 

〇平野 隆委員 では、私のほうは119ページのほうで、危険ブロックの件で、行政報告書の167ページにも

内容が載っていて１件ということなのですけれども、確認の意味で、これは申請すれば誰でももらえるの

か、基準、明確に今決めてあるのか、ちょっと教えてください。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 
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  危険ブロック塀等撤去費補助金なのですけれども、まず基準は道路等に面していること、民地間のブロ

ック塀等は対象になりません。あとは、一般的な補助金と同じで町税の滞納がないこと、あとはそのブロ

ックを所有する者または管理する者等の決まりがございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 これは、ブロックの高さとか、そういうのは何か基準があるのですか。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 

  ブロック、高さの決まりがありまして、それぞれ建築基準法の施行令にまず該当していないということ

と、あとは倒壊したときに道路を塞ぐおそれのある高さ、具体的に言いますと地面から80センチ以上から

対象になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 これ過去にテレビなんかで女の子が何かが下敷きになって、それでもう何年か前に始まっ

た事業だと思うのですけれども、未だにこうして危険ブロックはなくなっていないということだと思うの

ですけれども、町としてはどのくらいあと残っているか把握しているかちょっと教えてください。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 

  町内にどれだけ危険ブロックが残っているというのは、把握はしていないのですけれども、日に日に一

応補助金のほうは毎年使っていただいておりますので、少しずつは危険な箇所は解消されていると認識し

ております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 現状は分かりました。ただ、これだともう本当自己申告頼みということで、所有者が危険

と判断するかしないかで、要はそれにかかっていると思うのですけれども、補助金出すということは人命

に関わるからお金も出せるわけなのだから、過去にやっぱり女の子が下敷きになって亡くなった、そうい

ったことで始まったと思うのです。補助金出している以上は、たまにはパトロールしたりしてしっかり場

所を、この辺危ないのではないかとか、しっかり把握しておくべきだと思いますけれども、どうでしょう

か。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 

  パトロール等をして把握に努めていきたいと思います。 

  あと、情報提供も一応受け付けております。実際情報提供によって何件も、こういう制度がありますの

で、ご検討くださいという交渉も行っております。ただ、現状は通報があるようなところというのはやっ

ぱり意識が低い方が多いのかなかなか対応してもらえないのが実情となっております。 
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  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 空き家になってしまったりすると、植物なんかがブロックを根で壊し始めたりとか、増え

ても減ることはないと思うのです。ぜひお願いしたいと思います。 

  あと、決算だからちょっと聞くのですが、川角駅周辺整備の件で３億5,000万円の件なのですけれども、

こちらは一般質問でも全協でも当然あって今に至っているのは承知しているのですが、改めてどんなふう

に総括しているのか、ちょっとお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  今回事前にいただいた寄附金を、負担付き寄附金ですか、これを５年度でお返しすることになったとい

うことは重いことだというふうに受け止めております。川角駅につきましては、もう本当に何十年と地元

の方、それから私自身もあの辺を通るたびに何とかしなければということで進んでまいりましたが、その

時々で橋上駅化、それからそれが金額的にもかなり難しいということもあって今回学園口の設置というこ

とに至ったということで、現時点では学園口を活用して南側の広場、アクセス道路、こういったものを整

備して学生たちと地元住民の方の交通の支障がないようにというふうに努めることが我々の務めだと思っ

ております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 今まで散々これに関しては議論もあったし、我々も一喜一憂もあったし、長い時間をかけ

て議論も相当あったので、この際細かいことは言いませんけれども、決算だからあれですけれども、せっ

かくの３億5,000万円を返してしまったということに関しては、課長も重たいと言っていましたけれども、

返してしまったからこのぐらいの整備しかできなかったとか、あれを返さなかったらとかという話という

のはこれから先ずっとついて回ると思うのです。だから、やっぱり川角駅に関しては本当にこの３億

5,000万の話、永遠に言われないようにやってもらいたいと思います。要望ですけれども、いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご指摘のとおりだと思いますので、今設計、それから用地取得の準備、そ

ういったものを着実に進めていきたいと考えております。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、今平野委員が質疑した危険ブロックなのですけれども、これ毎年私も質疑をさせ

ていただいているのですけれども、この補助金は令和５年度何件使われましたか。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度につきましては、１件でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 
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〇荒木かおる委員 毎年気になるところが変わっていなくて、とても重要なところだと思うのです。危険な

ブロックがもう倒壊し始めていて、狭い道路であれは道を塞ぐことは確実。場所は多分お分かりになるか

なと思うのですけれども、第二団地内です。そこは、ブロックだけではなくて家の中の木もあって、この

間日野市ですか、木が倒れて下敷きになってお亡くなりになった方がいらっしゃいますけれども、そうい

う危険もあると思うのですけれども、毎年注意喚起、注意をされていらっしゃるというお話があったので

すけれども、今年度５年度も何か注意をされたどうか伺います。 

〇岡野 勉委員長 小輪瀬まちづくり整備課副課長。 

〇小輪瀬 晃まちづくり整備課副課長 質疑にお答えいたします。 

  第二団地については、申し訳ありませんけれども、行っていないのですけれども、ほかの箇所で通報が

あったところ、ちょっと今年度なのですけれども、今年度は一応３件程度直接補助金の案内をしに行って

おります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 周りからも、ご近所からも、私にもお声がかかるし、多分役場のほうにも苦情なりある

かなと思うのですけれども、木もすごくて、電線に伝わっている、ちょうど第二団地の真ん中辺なのです

けれども、多分大きい通りを通ればすぐ分かると思うくらいもう倒壊しているのです。あれ本当に危険な

ので、もうこれ何年もです。早急にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  あと、もう一つは117ページの住宅市街地整備計画等作成業務委託料なのですけれども、この成果をお聞

かせいただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 堀内まちづくり整備課主幹。 

〇堀内 潤まちづくり整備課主幹 それでは、質疑にお答え申し上げます。 

  住宅市街地整備計画等作成業務委託についてでございますが、こちらについては不燃化誘導施策を第二

団地を対象に今現在令和５年度から取組を５年間行っておりまして、その事業を始めるに当たって、この

住宅市街地整備計画を、国の補助金も半分活用しておりますので、活用するにはこの計画を策定すること

が前提となってきておりまして、どういう計画かと申し上げますと、この不燃化を行うに当たって費用対

効果があるかどうか、そこを検証をして、そこの部分はちょっと職員ではかなり高度な計算がございます

ので、そこの部分だけ委託して、そのほかの文章ですとか第一団地の現況ですとか、その辺については我

々職員のほうで対応したものでございます。結果として、費用対効果はあるという結果が出まして、その

後不燃化の事業に、具体的に除却の事業に取りかかっている状況でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 117ページの一番下の新川越越生線建設促進期成同盟会の件についてです。この金額につい

ての質疑ではなく、いつ高麗川を渡って本町に関係する路線の協議が始まり、事業認可、計画決定ができ

るのか。悪いけれども、これはどうなのですか。鶴ヶ島ジャンクション構想でいた本人として。何でこん

なに長引いてしまっているのですか。 
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〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答えいたします。 

  これは、本会議のほうでの答弁でもしたとおりですが、今現在は鶴ヶ島市内の工事区間を今用地買収等

を進めているところです。その先の肝腎の坂戸毛呂山の高麗川を超える部分につきましては、ルート案を

選定して、それから関係機関調整をしているということで、すみません。県のほうからはいつ具体的な、

例えば路線測量が済むとか、そういったものはまだ出ていないところでございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 毛呂山町は、やっぱりこの非常に近隣から後れを取っているというのは、大きな原因の一

つには当時昭和40年前後に決めた都市計画街路、その中で何とかできたのが飯能寄居線とこの役場の脇の

町田前久保線と、あとは長瀬駅前通り線です。これは、全体のパーセンテージでいくと20％に満たないぐ

らいだと思うのですけれども、これ大畑課長、この現実を見て毛呂山町へ赴任されてどう感じましたか、

まず。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えします。 

  まず、赴任しまして都市計画道路の状況を確認させていただきまして、課題は多いなというふうに思っ

ております。新川越越生につきましても、川越坂戸毛呂山線のバイパス、それから現道拡幅、そういった

ものも毛呂山町の将来にとっては必要な路線であるというふうに思っております。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 まさにそのとおりなのです。大畑課長、大切な路線は一つには忘れかけている鈴鹿中原線、

この鈴鹿中原線は本町だけにおいては非常に重要な路線なのです。お分かりですか、越生の新飯能寄居線

から長瀬へ来る。これは、この町田前久保線と長瀬駅前通り線を全部受ける形になっています。それで、

それが計画でいけば新川越坂戸毛呂山線とさらに後から付け加えた新川越越生線に接続すると。これがや

っぱり主要幹線道路で、これができない限り、この毛呂山町は部分的に手をつけてもどうにもならないの

です、はっきり言って悪いけれども。これもう50年ではないけれども、40年以上たってしまうのですけれ

ども、いつか大畑課長、県の関係でどうなっているのかもう一度質問しますから、研究課題として、最重

要課題として受け止めていただけませんか。この間、実は農業委員会の質疑ができなかったのですけれど

も、この川越坂戸毛呂山線は今川角から坂戸の西インターに行く間に多く農地の遊休とかたくさん広がっ

て、跡地利用ができなかったり後継者がいなかったりいろいろ問題があるところなのです。これを解決す

るにはやっぱり川越坂戸毛呂山線が主要道路だと思うのです。新川越越生バイパスというのは、これは当

時の土屋知事が桜の里構想で打ち出した道路がそのまま名前を変えてきているわけで、どうも聞くところ

によるとこの新川越越生バイパスは日高川島線でもうストップだという噂が出ているのですけれども、そ

の辺の確認を、高麗川を渡ることはないと言われているのです。これも聞いておいてください。 

  それから、鈴鹿中原線、昨今全く名前も出てこない重要路線なのですけれども、鈴鹿中原線というのは

本町の発展と流通においてはこれもまた全く重要な路線なのですけれども、これについて何のこのアクシ

ョンもないのですけれども、この３つの都市計画街路の、認可されていないのは川越越生バイパスです。
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あとの川越坂戸毛呂山線と鈴鹿中原線はもう認可済みですから、これいつもでもやる気になればできるわ

けですから。どうか県当局とよく打合せをして、大畑課長せっかく来たのですけれども、朗報で次回あた

り質問させていただきますので、ぜひその間に耳寄りなよい情報を私たちに与えてくれませんか。これ私

が30歳のときなのです、実はこの問題が起きたのが。今もう七十八、九ですから、やがて80になってしま

う。生きているうちにこの鈴鹿中原線と川越坂戸毛呂山線の一端を見て死にたいのです。せっかくここま

でやってきたのですから、ぜひ県当局に厳しくお話をして、よいお知らせを、よいご連絡をいただきたい

ということを今から強い期待をしてお待ちいたしますので、よろしくお願いしたいと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 多大な期待をいただいて恐縮ですけれども、私が全然力を持っているわけ

ではないのですが、粛々と県当局とも話をして、確かにこの今おっしゃった３つの路線というのは非常に

重要な骨格をなす路線であるとは思いますので、事業を進めるように努めてまいりたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時４６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

  長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 課長、１つ聞きます。川角駅の概略設計業務委託が終わったようですけれども、これは議

員には説明はないのですか。この成果品について。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 質疑にお答え申し上げます。 

  すみません。昨年度概略設計をやりまして、地元の地区の方、それから学校関係の方、こういった方に

一応意見交換会という形はさせていただいたのですが、すみません。議会の例えば全協とかそういったと

ころで成果品を説明したということは聞いておりません。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 聞いておりませんではなくて、説明していないということですね。議会にもやっぱりしか

るべき時期に説明すべきではないですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 すみません。今概略設計を基に詳細設計、それから用地の測量とかそうい

ったものをやっておりますので、すみません。ご報告できる時期に内容もご説明したいと思います。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 なるべく早くお願いします。 
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  それから、川角駅に関連してちょっと後先逆になるけれども、返還金３億5,000万返還しましたけれども、

この３億5,000万はたしか駅の改修と広場とアクセス道路ということで３億5,000万城西大学から寄附をい

ただいたのですよね。それ事情があって返したのだけれども、まだ広場やアクセス道路は残っていますけ

れども、これは学校関係からの今後のこの財政的には協力というのは得られるのですか。ないのでしょう

か。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  前回いただいた３億5,000万につきましては、先ほども言ったように橋上化というのがなくなったため、

全額お返ししたところではございますが、今お話にあったように当然アクセス道路、広場、そういったも

のも大学の利益にもつながってくることと思いますので、今後そういった金銭につきましてはお願いをし

てまいりたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 では、まだ具体的なことはまだ決まっていないわけですね。これも早めに議会のほうに報

告を求めたいと思います。 

  それでは、川越坂戸毛呂山線の話が先ほど出ましたけれども、この行政報告書の中には令和５年度は川

越坂戸毛呂山線に対する記述は一切ないのです。実施計画等について、あれは総合振興計画でいくと川越

坂戸毛呂山線は広域幹線ということで優先路線として整備促進ということはうたってあります。これでい

くと、令和６年度も川越坂戸毛呂山線というのはいろいろ実施計画を令和６年度整備促進するということ

になっています。これどうなのですか。先ほどちょっと堀江委員の質疑もあったけれども、私はもう以前

から川越坂戸毛呂山線をどうして毛呂山町の町長さんは県のほうに注意要請しないのかと。毛呂山町が今

の現状があるのは、この広域幹線道路が目鼻がついていないという、全くその目鼻がないです。ついてい

ないのです。これが一番影響しているのだということをずっと主張してきましたけれども、これ大畑課長

さんはお分かりのようですけれども、この路線が大事だということは。町長とどういう話になっているの

ですか、今。当然大畑さんが課長になられたときに都市計画道路については大きな議題でしょうから、町

長とはどういう話になっているのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 川越坂戸毛呂山線について、町長とどんなお話をしたかということでござ

いますが、内部の話なので、お話しできるような中身はないのですが、私としましては重要な課題である

と考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それは、大畑課長も毛呂山に来てまだ浅いので、どういう認識か分かりませんが、常識で

考えて県にいた立場からすれば、この川越坂戸毛呂山線は昭和52年に都市計画決定を受けているわけです

から、この50年間放置していたほうがおかしな話で、これはいずれにしても町長がそれを意思決定しない

ことには、我々議会が幾ら騒いだってどうにもなるものでもないので、大畑課長の一つ責任において町長
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とよく話してください。もうこれお願いするしかありません。 

  それで、先ほどから鈴鹿中原線という話が出ていますけれども、鈴鹿中原線は都市計画決定、これもさ

れていますけれども、そこに大型商業施設ができたのです。あれを大畑課長さんは現地もよく確認されて

いると思います。経過はよく知らないだろうけれども。あれに新川越越生線が一応進むとすれば接続され

る予定です。そういうとにかく先ほどの話ではないけれども、全く見通しが立たないということですから、

心配することはないのだけれども、だから鈴鹿中原線というのは重要な路線だと思います。あれは、鈴鹿

中原線は町施工になってしまうのですか、最終的には、予定は。あの形で整備できるのですか。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 ご質疑にお答えいたします。 

  鈴鹿中原線、こちらが新川越越生の予定と、それから川越坂戸毛呂山線のバイパスとつながる重要な路

線であるというふうには認識しております。今後の話なのですけれども、新川越越生線のルート決定とか

そういったものが進んだ場合、当然重要な道路である都市計画決定がされるものと推測というか認識して

おります。その際に例えば幅員とか位置とかそういったもの、新川越越生のを勘案して鈴鹿中原線につき

ましてもその辺の見直しが必要かどうか、それから今のところ町施工ということでなっておるのですけれ

ども、これも新川越越生が都市計画決定された場合には例えば県施工になるかどうかとか、そういったこ

ともその際に検討することになると思っております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それは、途方もない話なのだけれども、事実上……何か訂正があるの。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 大変失礼いたしました。鈴鹿中原線につきましては、都市計画決定として

は県施工ということでなっております。大変失礼しました。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 いずれにしても先ほどもお話があったように町としてはとにかく最優先すべきは川越坂戸

毛呂山線だろうと思います。これを大畑課長、一つよく町長と話し合っていただきたい。実施計画もちゃ

んとのせているわけですから、今後恐らく第六次総合振興計画にも川越坂戸毛呂山線は、優先順位はどう

だか分かりませんけれども、優先課題として恐らく入っております、案の中には。その辺は一つ徹底して

方針があるなら進めていただきたいと思います。 

  あと、先ほど来からブロックの話が出ています。私も今日ブロックの質疑をしようと思ったところ、平

野さんと荒木さんから話が出ましたけれども、私今実は物すごく団地の中で本当にこれ何かというと、南

海トラフの警報が出ました。ちょっと今は解除されましたけれども、いずれにしても今日本としては特に

この首都圏直下型南海トラフ地震というのは一番警戒しなければいけないのです。これは、幾らかやっぱ

り危機的に考えていないといけないところで、そのときにうちの団地の中でもこのブロック塀はこれ大丈

夫かなというのが私が見ていて幾らかあるのです、かなり。これは、去年もおととしも１件とか２件です

から、この申請を待っていたのでは全然進まないです。先ほど委員のほうから話があったけれども、何か

の形で調査をする必要があると思います。何かの形で。それはどうです。急いだほうがいいと思います。
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１メーター800なんて言うけれども、１メーター800なくたってブロック倒れれば人間死んでしまいますか

ら。もうかなり傾いているブロック、うちの団地も幾つも目にしているのだけれども、我々ではどうして

いいか分からない。どうすればいいのか。その辺はここで皆さんからも意見が出たのだから、重要な問題

ですから、ちょっと大畑課長。 

〇岡野 勉委員長 大畑まちづくり整備課長。 

〇大畑俊文まちづくり整備課長 今ご意見もいただいたとおり、先ほどのご質疑にもあったとおりブロック

についてはこれから特に問題になってくるものだとは思っております。確かに申請を待っているだけでは

１件、２件とそういったものですので、この辺はすみません。少し内部でもどのように進めていくか検討

したいと思います。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これ難しいか分からないけれども、区長さんにお願いして区のほうで住民の皆さんに点検

してもらうとか、何かやっぱりちょっと方法を考えたほうがいいと思います。待っていたのではいつまで

たってもこれ解決しないです。それぜひお願いしておきます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 次に、148ページ、第11款災害復旧費、第３項公共土木施設災害復旧費、第２目河川施設

災害復旧費について説明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、これは不用額はどうしてこれだけ出たのか、この点についてまずお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  不用額の主な理由につきましては、まず落札率が低かったこと、これが84％です。あと、工事で減額変

更を行ったこと、約170万円の減額となりました。そのような不用額となった原因です。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 170万円、ちょっと聞き取れなかったのだけれども、どういう理由でこうなったのですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  170万円の減額につきましては、間知ブロックを約25メーター復旧したのですけれども、その端末部分、

約二、三メーターの部分の端部のところに水道管が添架されていまして、ブロックを壊すとなると振動で

水道管のほうに影響が出る可能性が高いということと、あと電柱がありまして、掘削すると倒れる可能性

があるということで、矢板等も検討したのですけれども、水道管に振動が起こるので、その部分は中止し

ました。幸いなことにその端末部分については一番損傷が少なくて、薄いひび割れ程度だったので、その



- 167 - 

部分についてはモルタルコンクリートで補修したということです。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 当初の設計段階で調査不足だったというふうに解釈してしまってよろしいのでしょうか。 

  あと、先ほど細井係長が入札にすべき案件で随意契約にした工事及び委託契約ということで、この件の

話、今のこの災害復旧工事のことで何かされたようなことを言われたのですけれども、これはこれに関連

する工事だったのですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  入札すべきところ随意契約でした理由につきましては、この減額ではなくて、どうしてもフェンスを撤

去して新設するということとかを含めまして、それは被災の原因ではなかったので、補助対象にならない

ので、それは別途契約したという趣旨でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 これは、どれに入るのですか、この中の50番がそうなのですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  それは、そのとおり50番の町内全般道路修繕工事、その４に該当いたします。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 ちょっと確認しておきますけれども、宮前都市下水路ですよね。これ都市計画の関係の復

旧工事だと思うのですけれども、それと抱き合わせで町内全般道路修繕工事というのは、フェンスって間

知側のフェンスだから、道路とは何か関係ないのではないかなというのが私憶測で物事を言って申し訳な

いのですけれども、案件名と宮前都市下水路の復旧工事で、これリンクして工事というのはこの名称で問

題ないのですか。何か全然違いますよね。片方は都市計画法の都市計画下水路ですから。片や町内全般の

道路ってうたっていますよね。だけれども、実際には水路のフェンスだから、何か私はちょっと違和感が

あるのですけれども、いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 質疑にお答えいたします。 

  ご指摘のとおり、実際は道路ではなく水路です。あとは、案件名と実際の内容については違和感がある

ということは確かにそのとおりだと思いますので、ちょっと検討のほうをしたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 これからいろいろなことをされると思うのですけれども、できるだけ整合するような形で

予算執行していかないとまずいと思いますので、今後よく注意しながらやっていただければと思います。 
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  以上です。 

〇岡野 勉委員長 次に、150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第７目ふるさと納税基金費について

説明を求めます。 

  大畑まちづくり整備課長。 

                 〔大畑俊文まちづくり整備課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 １時３２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時３５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 続きまして、120ページ、第10款教育費、第１項教育総務費、第１目教育委員会費から第

３目教育センター費までの説明を求めます。 

  皆川教育総務課長。岩瀬学校教育課長兼教育センター所長。 

                 〔皆川謙一郎教育総務課長詳細説明〕 

                 〔岩瀬和也学校教育課長兼教育センター所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  中村委員。 

〇中村奨平委員 122ページの教育総務費、第２目事務局費の報酬、会計年度任用職員報酬50名に5,000万円

ほどの件なのですけれども、この決算認定資料によりますと昨年度から教員業務支援員が６名入っていた

だいていますと。ただ、その前の４年度と比べますとこの学力向上支援員と児童生徒支援員合わせて19名、

昨年度に至っては教育業務支援員を合わせても16名ということで３名減っております。この目的、教育業

務支援員、特に単学級が発生している、なかなか手が回らない先生に対して支援するという目的だと思う

のですけれども、これ結局は３名減っていることに対して何か現場からは改善の声等はなかったでしょう

か。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  教員業務支援員につきましては、教員がより一層の児童生徒への指導及び教材研究等に注力できる体制

を支援することを目的として各小中学校へ１名ずつの計６名、昨年で配置のほうをしております。具体的

な内容といたしましては、学習プリントの印刷や準備、また採点業務の補助、また来客、電話対応など必

ずしも教員が行わなくてもよい業務について、こちらを教員業務支援員のほうで補助のほうをしておりま

す。これによりまして、教職員の負担軽減を図れたということが現場の声として伺っております。 
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  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 教員の業務の削減が図れたという声が聞こえているということで、承知しました。 

  あと、ちょっと１点だけなのですけれども、先ほど今ご答弁にあったとおり各小中学校に１名ずつなの

で６名ということだと思うのですけれども、先ほど私が申し上げました、特に先生の不足している光山小

学校、例えば全部平等にではなくて、そういったところに加配する等の工夫があってもいいのではないか

なと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  今年度光山小学校につきましては、３名の県費のほうの加配のほうをいただいており、教員のほうの数

は昨年度に比べて数が１名増ということになっております。そして、この教員業務支援員につきましては、

全ての学校においてこの教員の補助というのは必要になってきますので、昨年度につきましては各校１名

ずつの配置というふうにさせていただきました。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 １つ目は、教育行政の、行政報告書の180ページに関わることです。ここを見ますと、180ペ

ージの上のほう、児童生徒数の転入及び転出状況、私には増えているように思うのですけれども、委員会

としてその数、そしてそれに対する評価というの、それをまずお願いします。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  児童生徒数の転出入に関しましては、昨年度につきましては転入21名、転出12名ということで、全体と

して合計人数が増えております。その年度によりまして状況が様々でございますので、今後とも児童生徒

数についてはしっかりと管理をしていきたいと存じます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 ありがとうございます。ということは、本来この学校統廃合の計画が進んできている大き

な要因としまして、児童生徒が減ってくるということで統廃合という動きがあるのですけれども、これで

いきますと例えば現在単学級がある小学校、そこのある話によりますと途中転入があったためにこのまま

いくと来年は単学級ではなくて２学級になるというようなことも聞くのですけれども、委員会はどうそこ

を捉えていらっしゃいますか。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  今小野委員のご指摘にございましたように、児童生徒数につきましては１学級の人数が定められており

ますので、年度途中に増員した場合につきましては次年度の学級数増という形になると思いますが、そち

らについてはまた丁寧に人数を把握いたしまして、漏れのないようにしてまいりたいと存じます。 
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〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 ということは、かなり先が見通せない。実際世帯数は増えているのです、毛呂山全体でい

くと。 

〇岡野 勉委員長 ページは、126ページから次の審議、小学校費ですか、今の言われたのは。 

〇小野 浩委員 分かりました。では、次でやります。失礼しました。 

  メンタルチェックはここでいいのでしたっけ。 

                 〔「ストレスチェック」と呼ぶ者あり〕 

〇小野 浩委員 ストレスチェックの結果と成果、それでそこに関わりまして、毛呂山の教職員の精神疾患

による病休などの数が分かりましたらお願いします。 

〇岡野 勉委員長 三浦学校教育課副課長。 

〇三浦裕芳学校教育課副課長 ご質疑にお答えいたします。 

  教職員に対するストレスチェックは、労働安全衛生法により事業者が行うべき心理的負担の程度を把握

するために行っております。令和５年度におきましては、139名の教職員が受けまして、結果として高スト

レスと判定された方が19名いらっしゃいました。これらの方については、個別に通知し、医療機関におけ

る面接指導を受けるよう促しております。また、令和５年度において心因による病欠ということですが、

１名ございました。なお、今年度につきましては、病欠の教職員はおりません。 

〇岡野 勉委員長 小野委員。 

〇小野 浩委員 ありがとうございました。 

  施設一体型の小中一貫校を計画していますよね、今既に。それで、それに関わること。それで、この間

の９月議会で教育長がエビデンスは特にないっておっしゃったので…… 

                 〔「決算ですよ。一般質問」と呼ぶ者あり〕 

〇小野 浩委員 失礼しました。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇小野 浩委員 分かりました。では、ここでは以上にします。 

〇岡野 勉委員長 引き続きまして、長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 １つこの不登校生徒、この間の本会議で確認したところ670名の中学生のうち58人というこ

とは8.6％ということです。きのう狭山の教職員をしている方とちょっと会って話したら、狭山では６．何

％だって言いました。これは、ちょっと教育委員会としては、これ担当はどちらになるのか知らないけれ

ども、岩瀬課長、私らは教育の専門家ではないのだけれども、670人のうち58人もの中学生が年間１か月以

上も学校行けないというのは、これはちょっとただ事ではないと私は思っていますけれども、本当ならこ

れはゼロがいいのでしょうけれども、ゼロは難しいだろうけれども、あまりにもこれ8.6というのは、全国

平均が６％前後だと思います。これは、どういうふうに捉えていますか、教育委員会としては。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  不登校児童生徒数の増加傾向は、全国的なものではございますが、毛呂山町においてはやはり近年全国
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平均を上回る状況が続いております。小学校では、高学年になるにつれ増加傾向となり、中学校でさらに

増加する傾向となっております。不登校の要因は様々であります。はっきりとした１つの要因ではなく、

複合的な場合もございます。学校での対策としては、担任だけではなく、担任外の教諭や養護教諭、スク

ールカウンセラーなど様々な立場で協力し対応しております。別室登校やオンラインでの授業参加、放課

後登校に対応するなど、一人一人に寄り添った対応をしております。 

  また、教育センターにおいては町の不登校児童生徒の実態把握に努め、家庭から出る機会が少ない児童

生徒の家庭訪問を実施しているほか、教育相談活動や教育支援センターでの自立支援や学習支援を行って

おります。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 これ学校、家庭にも問題があるのだろうし、原因が。学校にももちろん、昨日も来た先生

に聞いたところちょっとした子供同士の会話の中でいじめにも相当しないような言葉がちょっと出ただけ

でもう学校に来れなくなる子供がいるのだという話はしていましたけれども、いずれにしてもこれは家庭

の努力と学校の努力で減らしていかなければいけないと思います。特に中学校はずっと増えています。過

去平成26年から。一度平成29年に２人ばかり減りましたけれども、その後はずっと増えています。まずこ

れは、力をここに少し置いてやるべきだと思いますけれども、後で学力の問題とこの不登校児童生徒、こ

れをなくすために毛呂山町のやっぱり教育委員会は全力を尽くすべきだと思います、私。この不登校はそ

ういうことで、もう一方で学力の問題、これも学力向上対策委員会や補助金だとかって、そのための財源

は長い間使っていますけれども、今いずれにしても令和５年度中学と小学生合わせた学力・学習状況調査、

全国の、あれ埼玉県で公表した自治体の方は最下位です。小学校、中学校合わせると。小学校が最下位、

中学校52位だったかな。56公表自治体の中で。公表していないところも入れたら恐らく数字は動かないの

だと思います。これは、大したことではないとは思っていないと思いますけれども、あるいはどれほど深

刻に考えていますか、この問題については。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  本町の学力につきましては、いずれも全国及び県平均を下回る結果となっておりまして、大変重く受け

止めております。本町の児童生徒の特徴としましては、授業において学習したことの定着というところに

課題がございます。授業で学んだ基礎的な知識や技能の積み重ねの個人差が大変大きいので、そういった

ところを今後とも力を入れて学校を指導してまいりたいと考えております。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 専門家ではないから、技術的なことは私よく分からないけれども、いずれにしても家庭の

問題も確かにあるのだと思います、それは。もちろんあるのです。親の経済力に比例するということも昔

から言われていますから。それはそうとしても最下位というのは、これは学校の教育の中にも私は課題が

あるのだと思います。これを統合して学校を、子供たちを増やせば学力が高まるのだ、体力も向上するの

だ、不登校児童もなくなるのだ、いじめもなくなるのだっておっしゃるけれども、私はそれは信用できな

い。常識的にはあり得ない。そんなことよりもうちょっと学力を向上させるための努力、本来の教育委員
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会の仕事、それから不登校やいじめを少しでも解消に向けて努力することが先ではないですか。それは、

一言では言ってください。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり学力向上、不登校につきましては本町の大きな課題として捉えております。学校統

廃合により複数のクラス、学年ができることから、複数の教職員が児童生徒に関わることができるという

ところ、小中相互の教職員が情報交換をして共通理解の下、９年間を見通した学習指導、不登校も含めた

生徒指導を行うことができるというふうに考えております。今後とも学力向上、不登校解消に向けて努力

していきたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それいつも聞くのだけれども、私はそれうそではないかと思っているのです、実は。統合

したら学校の先生の数は増えるけれども、１人の先生が見る子供というのは増えるのでしょう。そういう

うそっぽいような説明もう結構だから。もうちょっと真剣に考えるべきだと私思います。 

  それはいいとして、とにかくちょっと最後に言いたいのだけれども、この間３月議会で議会はこの開設

準備会の謝金を修正を可決しました。要するに開設準備は待ったと。それから、附帯決議の中でも分離型

の施設形態も含めてこれから議会としても調査研究するし、要するに選択肢としては分離型もあるしとい

うことで議会も調査研究を今行っている最中です。それなのにどうして教育委員会は今待ったしないので

すか。何か議会に対する、物すごく挑戦的に私は今受け止めているけれども、それはちょっとおかしいの

ではないですか。議会軽視ではないですか。あなたたちが計画したものがやっぱり住民合意を含めて議会

の同意を得ていないからこういう事態になっているのですから、これを何もそんなに予定どおりやるのだ

という必要全くないです。やる気になればすぐできてしまうのですから。なぜ今そういうふうに、物すご

く私らは威圧的に感じる。もう粛々と教育長をはじめ教育総務課長も学校教育課長も同じ答弁を繰り返し

て、そのたびに私たちはいやな気分になる。とにかく議会を無視しては困ります。これは、私強く申し上

げたい。我々はちゃんと手続取って、議会も予算も修正しているし、それから附帯決議も可決しているし、

全員賛成です、議員は。附帯決議の内容をよく見てください。今あなたたちがやっていることはおかしい。

これは、やっぱりこの結果を尊重するべきだと思います。だからうまくいかなくなるのです。全く議会無

視ではないですか。そう私は申し上げるしかないけれども、また同じ答弁するのですか。ちょっとやって

みてください、教育総務課長。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  教育委員会としましては、まず学校現場において今回の計画に向けたどういったことができるのか、ど

ういったことがあるのかというのを小中学校の先生が集まり、今研修を行っているところでございます。

そういったことによりまして、３月に策定いたしました編成契約の中身というのをしっかりと現場で今確

認をしております。また、今後行う保護者への説明会、今長瀬委員からご指摘いただいたとおり、まだ保

護者の方に対してあまり説明が十分にできていない、そういったこともあり、教育委員会が考えました計



- 173 - 

画につきましてしっかりと未就学園児の保護者から小中の児童生徒の保護者に対して説明をしたいという

思いで今動いているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 私は、そういうふうに受け止めていません。説明されることは、それは結構だけれども、

そうではないでしょう。この間からずっと本会議で聞いていてももう何があろうとやるのだというような

答弁をずっと繰り返したではないですか。 

  もう一つ聞くけれども、パブリックコメントって実施しましたよね。あれは、どういう根拠でやってい

るのですか、あれは、パブリックコメントというのは。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 パブリックコメントでございますが、町のパブリックコメントの要綱がござい

ますので、そちらに基づきまして教育委員会がつくった計画に対し住民から意見を聞いたものでございま

す。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そういうことを聞いているのではなくて、あれは行政手続法に基づいているのですよね。

国の法律に基づいてあれは、全国どこの自治体でもパブリックコメントというのはいろんな町で事業を計

画するときに必ずあれはしなければいけない手続ですよね。行政手続法でいくとパブリックコメントとい

うのはどういう意味合いを持っているのですか、あれは。パブリックコメントの結果をどうしろと言って

いるのですか。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 ２時０１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ２時０１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  パブリックコメントの手続でございますが、先ほどの繰り返してしまいますが、毛呂山町のパブリック

コメント手続に関する要綱２条において、パブリックコメント手続ということに基づいて行っているもの

でございます。こういった中では、町の基本的な政策等の策定に当たりまして、委員のおっしゃるとおり

その内容を公表いたしまして、住民等の方から意見を提出をいただき、提出された意見等を町の政策等に

反映させる手続の一連ということでございます。 

  なお、この手続におきまして住民の皆様の賛否を問うものではなく、政策等の意思決定に当たり町民の

有益な意見や情報を得ることにより政策等の内容をよりよいものにするためのものでございます。 
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  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そのとおり、ただガス抜きでやるのではないのです、これは、パブリックコメントという

のは。やった結果については、その事業に反映しなければならないということを書いてあるではないです

か。賛否を問うものではないということは分かっています、そんなこと。皆川さんにあまり私も強く言い

たくないのだけれども、皆川さん。これは、もっとちゃんとしてくれないと。パブリックコメントという

のは何のためにやるのですかといったら調べれば分かる、とにかくただそのガス抜きでやるのではないの

です。出た意見を事業に反映しなければならないということが書かれているのです。反映してください。

パブリックコメントの結果が、私はざっと読ませていただいても全員というわけにはいかないけれども、

恐らく90％以上が反対です、あれ。そんなことも構わず一切無視だと。終わったのだと、パブリックコメ

ント取ったのからいいのだと、手続は踏んだというようなやり方は、皆川さんも岩瀬さんも教育者のやり

方ではないです。教育者というのは、そういうふうにやってはいけない。教育に関わる人たちは。ちゃん

とやっぱり皆さんが分かるようにしてやってもらわないと子供たちの教育を監督しているのですから。教

育者としてのふさわしい対応をしていただきたい、こう思います。お答えできなければ結構ですから、こ

れはこの場ではそこら辺申し上げておきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私のほうは、123ページのほうに事務局費の中段ですけれども、いじめ問題対策といじめ防

止対策とそれぞれ予算が執行されました。また、行政報告書のほうにも174、175ページのほうにそれぞれ

いじめに関することが載っているのですけれども、決算だから聞きますが、いじめに対して予算ある、な

し関係なしにこれは対策するべきことなのですが、まずは１点、いじめの認知件数が小学校で118件、中学

で18件報告されているのですが、昨今のいじめの内容はどんなものなのか、殴られたとか物を取られたと

かいろいろなのがあると思うのですけれども、実態をちょっと教えてください。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  いじめの内容といたしましては、委員ご指摘のとおり例えば少し殴られた、またはからかいということ

で、子供たち同士のからかいが今いじめと子供たちが認知しているような件数としては多くなっておりま

す。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。ＳＮＳを通じてとか、もっといろんなあれがあるのかと思ったけれども、

では我々が子供の頃とそんな変わっていないという認識でいいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  確かにＳＮＳ、こちらを通じてのからかい、悪口というものはたしか報告されている件数は増えており

ます。ただ、内容といたしましてはやはり人間関係のトラブルというところでのからかい、また悪口とい



- 175 - 

うところになっていますので、いじめの内容としては大きく変わっていないというふうに捉えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。中でも重篤なものとか、注意すべきものが何件あったのか、ちょっと確認

させてください。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  令和５年度につきましては、いじめ重大事態と呼ばれる問題のほうは発生しておりません。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。 

  それと、行政報告書のほうの177のほうには不登校対策事業という形で報告がされているのですけれども、

不登校に関してはちょっと年々増えているような、先輩委員からの指摘もあったようにと思うのですが、

この辺成果はちゃんと上げられていると認識しているのか。私は、ちょっとこれはなかなか成果が上がっ

ていないのではないかというふうに思わざるを得ないのですが、その辺はどうでしょう。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  不登校の現状につきましては、先ほど課長からもありましたように、全国的にも増加傾向となっており

ます。そして、本町における不登校児童生徒の割合、こちらも全国平均を上回っている状態が続いており

ます。しかし、人数といたしますと令和３年度をピークに令和４年、５年と不登校児童生徒の人数は減少

しております。こちらの成果といたしましては、各学校における個別の家庭訪問または保護者の方との面

談、またスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等外部人材を活用した子供たちへの多方面

からのきめ細やかな支援ということが一つ成果として上がっているのかなというふうに捉えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。 

  それで、いじめと不登校というのは意外とリンクしている問題もケースも多いと思うのですけれども、

特別なケースは除いて、家庭の事情なんか除いて、いじめと不登校というのはやっぱり関係性は強いとお

考えなのか、ちょっとその辺分かる範囲で教えていただきたい。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  確かにいじめが原因で不登校になるという場合はございます。このいじめが原因で不登校30日を超える

欠席を認められた場合が重大事態というものになります。昨年度につきましては、いじめが原因で不登校

になったという児童生徒についてはゼロということで確認をされておりません。 

  以上でございます。 
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〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。いずれにしても今子供もどんどん少子化で少なくなっている時代ですし、

このいじめ、不登校、その先に引きこもりとか、そういうふうにその先があるわけです。やっぱりこれか

ら人口も減っていくのだし、納税者を増やすという意味でもやっぱり今学校で順序立てて対策をしていた

だきたいと思いますけれども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。結構です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 平野委員とほぼ同じ質疑になってしまうのですけれども、この行政報告書で教育センタ

ーの相談というか、教育相談で不登校が圧倒的に多いのですけれども、不登校の中にいじめとか性格、行

動とか交友関係とか中に含まれているのではないかなと思うのですけれども、この不登校の対策相談員が

認識したところで小学校が118件、中学校が18件ってありますけれども、ではここでいじめは対策されてい

るというか、ここで受け止められてもう教育センターには相談がないのか、これゼロになっていますけれ

ども、そこら辺いかがなのでしょうか。伺います。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  教育センターでの相談件数、大部分が不登校に関するものというふうになっておりますが、確かに内容、

中身の中ではいじめに、多分からかいに関することで不登校に、からかいがスタートというようなことも

ございます。ただ、大きく分けますとそれは学校のほうである程度解決ができている。ただ、そこで休ん

でしまったことで次にまた行きにくくなってしまって不登校が増えてしまっている。保護者の方もどうし

たらいいのかということでアドバイスを求めてセンターのほうに相談に来るというようなものが多くなっ

ております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 先ほど平野委員の答弁の中で、いじめがあって30日学校を休むと重大なというお話があ

ったのですけれども、いじめが原因で学校に行きづらくなって30日学校に行けなくなる子はいらっしゃる

と思うのですけれども、いかがですか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  いじめが原因というところで、いじめについては学校のほうでは話合い、子供たち同士の中でも解決を

しているというようなものがありますので、このいじめが原因での不登校というものは昨年度はゼロとい

うふうになっております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 そこら辺は、ちょっともっと認識不足ではないかなと私はいろいろ、私のところにもご

相談をいただいてそういうことが原因で学校に行けなくなったお子さんというのはいらっしゃるので、よ

く調べていただきたいと思います。 
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  それから、不登校の中でヤングケアラーのお子さんというのはいらっしゃるかいらっしゃらないか伺い

ます。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  昨年度のスクールカウンセラーの相談記録、またスクールソーシャルワーカーの相談記録のほうを見ま

してもヤングケアラーということでの不登校というのは、件数のほうは報告ございません。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 学習センターのほうでもタブレットで学習をできることになりましたけれども、学習セ

ンターのほうに通所されている児童生徒の方はどのくらいいらっしゃいますか。 

〇岡野 勉委員長 三浦教育センター係長。 

〇三浦正夫教育センター係長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度は小中学校合わせまして15名になっております。タブレットをご家庭からセンターのほうに

持ってきていただいて、それで独自に自習とか、そういった形でお勉強されている生徒がいらっしゃいま

す。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 学校の授業にもリアルタイムで入って授業が受けられるということになっていると思う

のですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  学校の授業のリアルタイム配信ということにつきましては、昨年度教育センターではそのようなものは

行っている児童生徒はおりませんでした。ただ、中学校の相談室、または別室のところで相互の同時配信

のほうを見ながら授業を受けている児童生徒はございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、おうち、ご家庭で不登校になった、不登校の子が自宅で学校の授業にリアルタイ

ムで入られる子というのはどのぐらいいらっしゃいますか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  割合につきましては、今この場で正確にお伝えすることができません。申し訳ございません。しかし、

学校のほうとの相談でこの曜日のこの時間目だけは入るという約束をしてそこに入るというようなことは、

事例として報告のほうがございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 
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〇荒木かおる委員 では、先生のほうなのですけれども、ＧＩＧＡスクールで配信をしています。学校の先

生のタブレットの使用状況というか、技術というか、そこら辺は問題ないか伺います。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  教職員につきましては、ほぼ日常的にタブレット端末のほうを使用して授業を行っております。また、

研修ということで、各校にそれぞれこのＩＣＴにたけた者がおりますので、その者が自主的な研修会を開

いて新しい技術のほうを学校の中で共有をするような取組のほうを行っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 不登校の児童生徒の方に訪問をしているということですけれども、タブレット端末で授

業を受けて分かりやすいとか分かりにくいとか、そういうお声は聞いていらっしゃいますか。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  現状といたしましては、授業がタブレットでオンラインで各家庭のほうから見て分かりやすいというよ

うな話のほうはまだ今は聞けておりません。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 先生によってタブレットの授業が分かりやすいとか分かりにくいというお話が耳に入っ

てくるのですけれども、そこら辺技術を皆さん同じようなレベルで授業ができるように、また学校の先生

も研修しっかり行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。これは結構です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、125ページの委託料の関係で、外国語指導助手配置事業の委託料、これには成果報告

書の中の174ページで外国人のＡＬＴを４人配置したり、海外留学疑似体験授業等が含まれていると思いま

すけれども、この1,050万1,700円ということなのですけれども、これに対してどういう成果がありました

でしょうか。 

〇岡野 勉委員長 三浦学校教育課副課長。 

〇三浦裕芳学校教育課副課長 ご質疑にお答えいたします。 

  まず、外国語指導助手配置事業委託料の成果というところですが、ＡＬＴの派遣事業というところで町

内小中学校に対してＡＬＴの派遣を行っております。小学校２校で１名、中学校は１校で１名の合計４名

配置しております。学校における英語の授業において、英語教師とペアになって外国語指導助手も入りま

して、英語の授業での発音であったり、英語における児童生徒のコミュニケーションであったり、実際に

外国の方と交流することで英語に対する学習効果を高めることができ、成果があったと判断しております。 

  また、海外留学疑似体験事業につきましては、参加した児童生徒にアンケートを取った結果、楽しかっ

たという感想が95％であり、個別の意見の中ではもっと話せるように英語の勉強をしたいですとか、参加

した小学生が中学生と一緒に取り組めて仲良くなれてうれしかったですとか、今度は実際にオーストラリ
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アに行ってみたいなどの前向きな感想が多くあり、英語学習へ取り組むきっかけの一つとなったと、成果

として捉えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 そうしましたら、今の成果ということで、それなりの成果があったというふうですよね。

費用的にはそんなにかかっていないと思うのですけれども、令和６年度で廃止してしまったのですけれど

も、この点については何かもう少し縮小をして触れるような機会ということも十分大切だと思うのですけ

れども、その点についてはどうですか。 

〇岡野 勉委員長 三浦学校教育課副課長。 

〇三浦裕芳学校教育課副課長 ご質疑にお答えいたします。 

  海外留学疑似体験事業につきましては、令和４年度、令和５年度の事業でございまして、入国審査です

とかレストランでの注文、現地オーストラリアでオンラインでつないだ毛呂山町の英語の紹介など、児童

生徒が自ら英会話を通して英語学習を行うというようなものでございました。現在ＡＬＴ派遣事業のほう

行っておりまして、その中でＡＬＴが主体となってコミュニケーションを取るような授業、グループごと

に分かれて生徒が例えばですけれども、私は何々ですというのを英語で例えばアイムフルーツ、アイムレ

ッドというのを回りの子供たちがそこから連想してアップルみたいな感じでやり取りをする、そういった

コミュニケーションを取るような授業のほうも展開しているところでございますので、こういったイベン

ト的な海外留学疑似体験事業のほうはここで終わりましたが、授業の中でそういった取組のほうを行って

いるところでございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 あと１点、大きなことをお伺いいたしますけれども、教育センター、この成果報告書の中

にも幾つかの事業、相談等々ありますけれども、令和５年度においてこの教育センターとしてはどういう

成果があったのか。例えばどういう点に関して課題があるのか。そういったＰＤＣＡのそういうことはさ

れたことはございますか。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  教育センターでは、教員の研修事業、教育相談事業等幾つかの事業を行っております。それぞれの事業

につきましては、各年度それぞれの取組についての評価を基にして次年度の計画を立てているところでご

ざいます。教育相談の件数につきましては、増加傾向がございまして、教育相談を必要としている児童生

徒が増加しているところから、引き続き丁寧に行っていくところでございます。 

  また、教職員の研修事業につきましても、特に若手教員の研修につきましては初任者のみならず２年次、

３年次と若手の教員の授業を見に行き、指導員が指導をすることによって授業改善を図ることができてお

りますので、今後とも継続していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま
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す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 教職員の働き方改革なのですけれども、昨年と比べてどうでしょうか。前進しているか

ということでお聞きしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  令和５年度教員業務支援員、こちらを入れたことにより必ずしも教員がやらなくてもいい業務について

大分ほかの人にやっていただいているような状況になります。勤務時間のほうを見ましても、時間外の在

校等時間、こちらにつきましては令和５年の３月と令和６年の３月を比較しますと月45時間を超えている

教職員の割合が減少しております。 

  以上でございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 どのぐらい減少しているでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  割合でいたしますと約７％の減少、人数にいたしますと約10人程度が月45時間を切っているというよう

な状況になっております。 

  以上でございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 それで、教職員の、私時々一般質問でしていますときにいつも返ってくる答弁が、２校

同士が統廃合した場合、１校当たりの教職員は増えるという、そういう回答をいただきます。それで、私

はでもそこで実は止まっていたのです。それで、何がおかしいのかなと思いましたら、それが１校当たり

のやはり中学校区が１つずつになるのですから、考えてみますと１校で比較したときですけれども、中学

校区で一貫校ですから、そうしたら31人減るわけで、そうしたとしたら例えば毛呂中にしても川中にして

もですけれども、実際先生が８人減って、そしてもう一つの学校が先生が９人減るのです。８人先生が減

って、もう一つの学校も９人先生が減るのです。そうしたら、それとあと町費の先生方がいますから、７

プラス７で、そうしましたら１校当たりですけれども、15人の教職員と16人の教職員が減るのです。そう

したら、これは客観的に見てですけれども、何でこれが教員にゆとりができて、そして子供たちを見る目

が増えるというようなことを言っていましたけれども、そんなことはないではないですか。この数が減る

のですから、本当に倒れてしまいます。毛呂中で教職員の人が１つの一貫校になったとしたらですけれど

も、そこに15人もです。それで、川中にしてもですけれども、16人も減るのです。それが何で、子供の数

は同じです。そうしたら、これで本当に余裕ができるとか、そんなことではないですよね。子供に本当に

寄り添うやはり対応を、先ほどからずっと出ている不登校の問題ですけれども、例えばこれだけ先生が減
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ったら今までのやってきた仕事だけで済まされなくなって、もうこれだと不登校等に対する子供に対する

寄り添う時間は本当になくなってしまうのではないですか。そうですよね。ですから、これがこの間やは

り答弁があって、そういう学校をつくろうとしているということでは、本当に真逆のことになりかねない

ということで、私は本当にこのまま行ったら教職員はじめ毛呂には本当に先生が育たない、そして子供た

ちに対する寄り添う、そしてきめ細かな授業とは全く逆だと思うのですけれども、この点お答え願いたい

と思います。 

〇澤田 巌副委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答えいたします。 

  教職員の定数については、学校教育法や義務教育標準法に基づいて、学校規模により算定基準で国から

人数が示されております。さらに、埼玉県で教職員定数配当基準表というものがございまして、それによ

り人数のほうは決まってきます。統廃合をした場合におきましては、川角小学校と光山小学校が統合され

ると21名になりますけれども、１つの学校ですので、１つの学校で21名の教員で業務を分担することがで

きます。11年度に統合しない場合は、川角小学校は15名で業務を分担しなければならない。光山小学校で

は、業務を13名で分担しなければならないということになります。学校行事についても、授業についても

学校全体の運営についても、今委員のほうからお話がありました不登校の対応についてもその人数で行わ

なければならないということになります。統廃合をしてクラス数が増えて教職員の人数が増えることによ

って、そういった対応も統廃合の前よりも多い教職員で対応することができます。 

  また、これは年度によって異なりますが、教育委員会では引き続き県のほうに加配の教員ということで、

学校の課題に応じた加配の教員をお願いしまして、配置されることによってさらに多くの教職員の目で児

童生徒を見守ることができるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 これを皆さんにもちょっと考えてほしいのですが、これ私もあれと思ったのですけれど

も、やはりおかしいのです、今の説明は。第一、小中９年間の、それで見通して、そして一貫校になろう

としているのです。今回毛呂小はちょっと今隣接ですけれども、でもあれにおいても同じ考えできていた

らやはり教職員の合計はこの数減るのです。その中でどういう小手先でこうこうこうでいじくるとはいえ、

これだけの今まで言ってきた論法でいきますと、これだけの教職員が１校当たり15人、16人も減る中でこ

の中でやったとしたら、生徒が変わらずいたとしましたら、どう言おうと１人当たり、そして見る子供た

ちを見守る目もこれだけ10人を超えて減るというのは、教育力の総合的なものを見て低下はやはり明らか

です。これをそういった意味でこの論法が本当に全国に行ったとしたら、日本から教職員の数は本当に限

りなく減ることになるし、子供たちをやはり見守る、そしてきめ細かな教育、少人数学級はやはりできな

いと思うわけです。どうでしょうか。そういうことを思いませんか。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 決算とはいえ、このことが今全部この５年間学校統廃合ということで来たわけですから、

その中のね。 



- 182 - 

                 〔「今教育委員会費と事務局費のところでしょう」と呼 

ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 だからなのです。これは、今だから人件費から始まって構成でしょう。職員構成が主な

のです、ここは。そこからなのです。だから…… 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ちょっと待って。だから、では答弁ということでもらいますので、よろしくお願いしま

す。 

〇澤田 巌副委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  町全体で見ますと、人数が減るということは事実だというふうに捉えておりますが、繰り返しになりま

すが、小学校の１校当たりの人数は増えます。 

  また、中学校と小中一貫校になることによって小学校、中学校の９年間の連携というところをより強化

していきたいと考えておりますので、小学校だけではなく、小学校と中学校、中学校だけではなく、中学

校と小学校と連携を図りながら児童生徒の教育活動を行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 

                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 次に、126ページ、第２項小学校費、第１目学校管理費、第２目教育振興費について説明

を求めます。 

  皆川教育総務課長。岩瀬学校教育課長。 

                 〔皆川謙一郎教育総務課長詳細説明〕 

                 〔岩瀬和也学校教育課長兼教育センター所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 小学校費の理科支援員謝金です。この講師というか先生というか、この方はどういう人が

対象なのかちょっと教えてもらいたいのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 三浦学校教育課副課長。 

〇三浦裕芳学校教育課副課長 ご質疑にお答えいたします。 

  理科支援員につきましては、小学校５、６年生の理科室での実験、こちらの準備や実験サポートのほう

を行っております。１日３時間程度の時間となっており、その時間に５、６年生の理科の授業を各学校時

間割を工夫して配置しているところでございまして、現在１人の方に４校のほうをお願いしております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐島委員。 

〇佐島啓晋委員 では、確認ですけれども、これは教え方ではなくて準備をするという方ということなので

すね。分かりました。 
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  次にですけれども…… 

〇岡野 勉委員長 いいですか。 

〇佐島啓晋委員 では、続けてすみません。学校教育支援システム借上料ですか、こちらはどのような形で、

毎年見直したりするようなシステムなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小山教育総務課副課長。 

〇小山正史教育総務課副課長 質疑にお答え申し上げます。 

  学校教育支援システム借上料につきましては、こちらは長期契約のほうでやっている学習支援システム

と連携したものでございまして、教職員の学習支援で使うパソコンだったりそういったもの、タブレット

とは別に教材を研究したり、そうしたプログラムも作ったりという形のパソコン等を整備するものでござ

いまして、こちら長期継続契約になりますので、毎年の更新とかというわけではなくて、リース契約でや

っているものでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私は、127ページの需用費ですか。こちらの不用額が370万以上出ているのですが、14万円

を予備費から充用しているのですけれども、その辺のちょっと中身を。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  この予備費から充用という部分ですけれども、これは消耗品のほうの関係になります。プール薬品の購

入に関して、予算時より値上げがありまして、メーカーの出荷価格が大幅な値上がりがしまして、このプ

ール薬品につきましては学校衛生環境管理基準等によりまして、基準に応じた薬品料を確保する必要がご

ざいます。プールにつきましては、また年度始まってそんな時期がたっていない時期ですけれども、ほか

の予算に影響を与える関係で予備費のほうから充用させていただきまして、購入させていただきました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 時期的に予備費から使ってしまったのだと、簡単に言うとそういうことだと思うのですけ

れども、ちょっと私から見ると役務費は役務費、需用費は需用費、１つの財布の中でやり取りをしている

わけであって、最終的に充用しておいて不用額が370万も出るというのは、そもそも充用した時点でもそう

だし、最終的に370万を超える不用額が出たというのもそうだし、今の話を聞いていくと相当、言葉は悪い

ですけれども、見込みが甘い。どんぶり勘定でやっている、そう言わざるを得ないのですが、その辺はい

かがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  こちらに関係する部分ですけれども、燃料費と光熱水費がございまして、この部分につきましては年度

の途中で円高が落ち着いたりですとか、政府の補助とかが入った関係で見込額よりも実際の実績のほうが

少なかったという、そういう事情がございます。 
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  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 当然事情があるわけですから、その辺は私も理解していますけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

  それと、次の129ページのほうですけれども、これも視察に行ったのですが、特別教室のエアコンをちょ

っと見てきました。ちょっとこれは予算のときに聞くべきだったのだと思うのですけれども、これは学校

のほうから要求があってどうしても入れてくれというのでそもそもやったのか、教育委員会のほうで入れ

ようかって、これ予算で聞けばよかったのだけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  過去から普通教室には空調設備を入れまして、特別教室に空調は入っていなかったと、そういうことで、

やはり児童生徒の健康面を考えた場合には早急に入れたいと教育委員会が考えまして、学校に調査をした

結果、小学校については２クラスに対して入れることと決定したものでございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。では、小学校から要求があったというよりも、この工事はそもそも教育委

員会のほうで、教育委員会側から各小学校に入れませんかということでよろしいのですよね。 

  かねてから同僚議員にも光山小学校はやばいのだよというようなお話は聞いていて、何がやばいのか分

からなかったのですけれども、床が非常に、ちょっと関連でなのですけれども、床がえらいことになって

いまして、その辺も順々にでは教育委員会のほうが、校長先生に伺ったらこれだけ床が荒れていて教育委

員会に直してくれって言わないのですかって言ったら、とりあえず言ったことはありませんというので、

やっぱり教育委員会のほうからそういうのも直していかないといけないと思うのですけれども、空調機だ

けではちょっとという状態だったのですけれども、ちょっと関連でいかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  今平野委員のご指摘どおり、光山小学校におきましてはＰタイルと言われるものが剥がれてきている部

分がございます。この後来年度予算編成におきまして、学校等と調整が増えていきますので、そういった

中で必要最低限の部分ということで手当てができることにつきましては、予算化していきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 順番が決まっているみたいで、すみません。平野委員とまたかぶってしまいます。では、

ちょっと違うところからいきます。プールのろ過装置の保守点検ということで、プールの授業についてな

のですけれども、私が小学生の大昔は雨でプールが開けなかったことが多々あったのですけれども、授業

ができなかったことがあるのですけれども、今この暑さでタイルが熱くなり過ぎて歩けなかったり、そう

いう熱中症の関係だったり、そういうことでプールの授業というのは正しくできているのでしょうか、計
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画的に。 

〇岡野 勉委員長 谷津田学校教育課指導主事。 

〇谷津田和哉学校教育課指導主事 ご質疑にお答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり、この猛暑というところで暑いのだけれども、プールになかなか入れないという現

状がございます。しかし、各学校におきましては学年で年10時間程度プールの授業に入るという計画のほ

うをしておりまして、その10時間については全ての学校においてプールの授業のほうを行っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 では、先ほどの平野委員の質疑とかぶるのですけれども、町内視察、この行政視察で川

角小学校と光山小学校を拝見させていただきました。特別教室の空調設備、とても快適に授業ができるの

ではないかなという涼しさ、本当に外から来てほっとするような涼しさだったのですけれども、これはや

はり先ほどご答弁にあったとおり児童生徒の健康面ということでつけられたと思うのです。とてもよかっ

たと思います。 

  それで、それと同時にやはり先ほど光山小学校のＰタイルというお話もあったのですけれども、川角小

学校についても本当につまずくのではないかなというくらい床もひどい状態でした。それは感想なのです

けれども、先ほどから学校の統合のお話もありますけれども、このまま学校を維持していくと相当な金額

がかかるのではないかなという、ぱっと見ただけで思いました。そこら辺これから維持していくのか、統

合、小中一貫校にするのか、これからまた計画を立てられると思うのですけれども、老朽化に対してどう

お考えか伺います。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  先日の視察、ありがとうございました。皆さんも見ていただいたので、まだ記憶に新しいと思うのです

が、川角小学校に関しましては外廊下ということで、廊下が外に出ているわけなのです。ああいった関係

があり、雨の日とかそういった問題で児童が転んでしまうとかけがをしてしまう。また、２階に上がって

いただいて、教室からいきなり廊下になります。そういった中で、教室の扉がチェーンで止めた跡の御覧

になったかと思うのですけれども、あれが強風によって急に閉まってしまい、子供の手が挟む場合と、あ

とは実際にガラスが割れているという事例が何件も発生しています。そういったことを考えた場合には、

なかなか今修繕というお話があったのですが、抜本的な修繕となりますと今度は逆に壁を造るとかそうい

うことになりますので、今度１から確認申請からやり直すようなぐらいの事例というのもございます。 

あと、つまずいてしまうというお話もあったのですが、また見ていただいてない部屋なんかですと床下

のところにシロアリが入ってしまったりとか、そういったものも今年度に入り教育総務課のほうでは随分

手当てをしている部分ございます。同様に一般質問の答弁等で金額等をこちらが答弁していると思うので

すが、やはり相当な金額が維持していく場合には必要になってくると考えてございます。 

以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 ちょっと長時間やってきましたので、この際暫時休憩いたします。 
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                                      （午後 ２時５４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前 ３時０３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 質疑を続行します。 

  小峰委員。 

〇小峰明雄委員 129ページの、決算なので、小学校の特別教室の空調設備設置工事の設計業務の委託料及び

小学校特別教室の空調設備設置工事と、これは中学校もございますけれども、この設置したことによって

目的が達成されたのか、この点についてお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 小山教育総務課副課長。 

〇小山正史教育総務課副課長 質疑にお答え申し上げます。 

  小中学校特別教室空調設備において、工事を行った目的を達成したのかという質疑でございます。小学

校は図工室及び理科室の２室、中学校につきましては美術室、技術科室と調理室、被服室、家庭科室等の

６教室に設置しております。稼働したところ、かなり早めに冷房の効きも早く、授業について環境をよく、

授業を受けさせる環境が整ったというふうに認識してございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 それでは、目的が達成できたということですので、今後どういうふうに稼働して児童の環

境を整備していくかということを今後どういうふうに考えているか、この点についてお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  先ほど小山副課長から答弁があったとおり、環境が整ったということがございます。学校におきまして

は、児童生徒のやはり授業を受ける環境を整えるというのが教育委員会の責務でございますが、学校にお

いてはしっかりと教室の温度等、湿度等も管理しながら、当然空気の入れ替え等もしながら空調設備を使

っていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 今の小峰委員もちょっと触れた質疑でございますけれども、決算書の129ページ、小学校の

特別教室空調設備の設置工事に関するものですけれども、私たちは教育環境をよりよく保つということは

大変重要なことだとは思っておりますけれども、そうは言っても一方において教育委員会はまさに今令和

11年には、現況の聞こえてくる話では泉野小学校、川角小学校、光山小学校は廃校にしてしまうというこ

と、こういうことですけれども、その辺の多額の財政を投入した費用対効果というものについてどう考え

ているのでしょうか。お聞かせください。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 
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〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり、これまで学校につきましては耐震補強工事、中学校につきましては大規模改造工

事等を行ってまいりました。これまで多額の費用を皆さんにご議決いただき投入しているものでございま

す。それで、今堀江委員からのご指摘のとおり、毛呂山の課題であります学力向上と不登校対策、そうい

ったものと、あとは学校の老朽化という問題もございました。そういったことを鑑みまして今後どのよう

に学校を運営をするのかベストかということを考え、３月に策定いたしました毛呂山町立小中学校編成計

画を策定したものでございます。そういった中で、今後の修繕料だとか改修費用、あとは当然ですがラン

ニングコスト等も考え先を見通した考えで編成計画をつくったものでございますので、あくまでも先を見

た形の計画となっておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 先を見ようと何を見ようとやったことは事実でしょう、これ、工事は。では、今の計画で

いくと今年は６年、７年、８年、９年、10年、４年とちょっとでお金を返してくれるわけではない。聞い

ておきますけれども、一般的に学校を廃校するところは財産管理の部分でどういうふうになると思ってい

ますか、課長。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  学校を統廃合した後の公共施設の管理の部分かと存じ上げますが、今後におきましては今現在町と教育

委員会も入っておりますが、学校統廃合後の跡地利用の検討委員会等も行っております。そういった中で

現在予算を投入しております学校施設についてどのように公共施設等として使えるかどうか、そういった

ことを検討中でございます。まだ結果等出てございませんが、活用できるような形の部分も検討しており

ますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 研究するのはいいのですけれども、どこの自治体でも一応普通財産に移行するわけです、

廃校した場合、跡地は。建物も含めて。普通財産に入ると行政財産から手が離れますので、それの一応普

通財産で出たことにして、放置とは言わないですけれども、保存するか的な。だから、そこら辺は分かる

のだけれども、費用対効果、これについてはお金の問題、教育は金ではないとは言いながらもそこら辺の

考え方をどうお持ちなのか。もう一度聞かせてください。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘どおり、教育財産ではなくなった場合には行政財産もしくは普通財産どちらかになるもので

ございます。当然行政財産となった場合には、町の住民のために使える財産として生かしていくものでご

ざいます。また、普通財産になった場合にはまた違った形で保存していく場合もございますが、今費用対

効果というお話もございましたが、十分に今後町と検討をしながらその費用対効果も含めた面を検討した

いと思っております。 

  以上でございます。 
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〇岡野 勉委員長 堀江委員。 

〇堀江快治委員 この統廃合の問題というのは、やっぱりそこら辺もみんなでよく考えないと、教育だから

当然私たちも子供さんたちの教育環境を守るのが当然なのですけれども、2,000万、3,000万というお金が

そういう形で仮に普通財産になった場合には一旦凍結してしまうのです、建物も何も。そういう状況がほ

とんどの自治体でそうなっているのです、今。漸進的な考え方がない限り教育財産から行政財産に移ると

いうのは、ほとんど今よほどのことがない限りできないのです。というのは、対象物が大きいですから。

そこら辺ももうちょっと専門的に考えないと、毛呂山町は有り余るお金があるわけではないのですから、

今までの議会でもいろいろ、先ほども前の説明した課でもそうですけれども、平気で1,000万、2,000万、

3,000万というのは、自分のお金だったらどうしますか。そういういいか悪いかは別として、そういうマネ

ジメントという点からも真剣に捉えてみんなで了解しないとやっぱり毛呂山町の前進がなくなってしまう

のです。 

  では、今ここで課長が何度も詰まってしまいますから、ご答弁はいいですけれども、近々にまたそうい

う話は、私たちもよその学校へ、よその自治体、鶴ヶ島も行く予定ですから、それらが終わって一段落し

たら視察が終わりますので、そのときに議会側でもいろいろ議論しますけれども、行政側でもやっぱりそ

ういうものをよく考えて今後の見通しというか、道筋を見据えていただきたいということですけれども、

何回やっても答弁は同じですから、それをよく考えてやってください。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 129ページの印刷機借上料なのですけれども、これは６月の議会の中でも質問されていまし

たけれども、改めて伺いますが、この契約内容をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  こちらの印刷機の借り上げにつきましては、令和４年の６月に５年のリース、レンタルという形で導入

をさせていただきまして、１台当たり１円という形になっておりまして、各校２台で６校分ですので、12台

分支払っているというような形になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 １円で５年契約ということなのですが、１年間で使った中で前の契約が７万480円なのです。

契約内容として多分インク代だとか紙代とかはその業者から買うというふうな契約になるのかと思うので

すけれども、違ったら違うと言ってくださいね。トータルとしてどうだったのか。７万480円で以前契約し

ていたものと金額的にどのくらい違うのか、その辺をお答え願いたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  まず、導入方法ですけれども、機械代の部分、今佐藤委員のほうがお話しされたような形とちょっと違

っていまして、機械代は機械代で入札というか見積もり、入札のほうを行っております。 
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  それと、別途その機種のインク代とマスター代についてはそれぞれまた入札のほうを行っております。

その結果としまして、導入前の金額よりも機械代については５年総額の使用料にしますと310万9,680円、

前の契約よりも安くなったというような形になります。また、マスターとインクにつきましては、こちら

のほうは特に差額のほうを出してはいないのですけれども、例えば平成29年の導入のマスターの金額が

6,300円で、令和４年ですと１本当たりが7,030円という形になります。こちらについては、消費税も違っ

てきております。また、あるいは原油高とかそういった昨今の物価上昇とかというのも加味してさほど上

がっていないのかなというふうな形の認識でございます。また、インクにつきましても平成29年度で税抜

きで3,000円、令和４年で3,000円と同額になっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 そうすると、機械代だけの指名入札で１円、機械だけの契約で落としたということですか。

再度すみません。お願いします。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 今おっしゃられたとおりの認識でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それって大丈夫なのですか。独禁法だとかそういったものに抵触しないですか。１円とい

うところで、大丈夫なのですか。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  こちらにつきましては、まず入札を行うに当たりまして、２つの機種のほうを選定させていただきまし

て、こちらのいずれかで入札していただきたいということで仕様書のほうを作成しております。こちらに

つきましては、１円という入札額を決定するに当たって、業者さんのほうに確認したところどうしても取

りたかったというようなことで、その価格で入れさせていただいたということなのですけれども、それに

つきましては、メーカーさんのほうと、あとベンダーさん、そのほうで打合せをされての金額というふう

な認識をしております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 その辺、違法性ないのかという確認はされたのですか。大丈夫ですか。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  管財課とかとその辺の関係のところとお話をさせていただいて、特にこの法律に違反しているというよ

うなことはないというような認識をしております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 
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〇佐藤秀樹委員 通常ですと、例えば機械代は１円、無償で貸与したとしてもほかのもので利益を上げると

いうのが会社の販売方法というか、そういうところではないとまんま１円で確実に相手マイナスではない

ですか、利益が。それって商売成り立たないと思うのです。向こうのことだからというのかもしれないで

すけれども、ただそれをやっぱり公的機関がそれを認めていいのかどうかという問題もあると思いますし、

それがもし違法でなければ、では中央公民館の印刷借上料と東公民館の印刷借上料、これちょっとページ

違いますけれども、中央公民館が８万2,944円で東公民館は8,184円なのです。小学校、中学校の印刷借上

料、印刷機代が１円ということなので、それが可能、大丈夫なのであればこれ中央公民館と東公民館も１

円で落としたほうが当然そうやって何百万も変わってくるわけではないですか。では、今後はそういった

交渉をそこの今取引している企業と行うわけですか。 

〇岡野 勉委員長 市川庶務係長。 

〇市川 正庶務係長 質疑にお答えいたします。 

  こちらにつきましては、メーカーさんと、あとベンダーさんのほうで考えることになるかとは思うので

すけれども、ケース・バイ・ケースになるかとは思いますけれども、例えば今ので計算しますと大体５年

間の総額で機械代も取れて、さらにマスター、インクも取れた場合を想定すると、この金額でいくと約

1,600万円売上げがあると。それをよそに取られれば1,600万円を失うと。それをメーカーさんとかベンダ

ーさんがどう考えるかだと思うのです。どうしても取りたいということであれば、通常の民間のやり方で

あればこういう事態になっているということで、稟議を上げてそうした形で特例を出すというようなこと

で十分考えられるのかなというふうには思います。ただ、個別に公民館ですとか歴史民俗資料館になると

台数も減ってきますし、そうなった場合とはやっぱりちょっと違ってくるのかなと思います。ただ、ほか

の人口が多い地域とかいろいろありますので、毛呂山町がどうしてこの金額で入れたかについてはベンダ

ーさんのほうからはやっぱりどうしても取りたかったと、ほかに取られたくはなかったということで確認

のほうはしておりますし、今後についても実際にベンダーさんがもくろみどおり取れるかどうかというの

は別な形になっておりますし、今年度につきましてはマスターの部分につきましては別の業者さんが取っ

ておりますし、必ずしもそういうふうなもくろみどおりいくかどうか別としても、業者さんとしてはそう

いうふうに考えたのかなというふうに考えています。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ほかの市町でも１円入札で結構いろいろと問題になっている部分もありますので、十分気

をつけて、違法性がなくてちゃんと正しいものであればそれはそれで正々堂々とやはり利益につながるの

だったらそっちのほうが町としてはいいですけれども、トータル的、だから社会性の問題であったりとか、

そういった部分も考えて今後も判断していってもらいたいと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 では、長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 127ページの小学校の修繕費598万5,000円、主なものはどういう修繕があったのでしょうか。

ちょっと教えてください。 
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〇岡野 勉委員長 小山教育総務課副課長。 

〇小山正史教育総務課副課長 質疑にお答えいたします。 

  昨年度の小学校における主な修繕内容につきましては、電気設備、消防設備、プールなどの老朽箇所の

修繕を実施しております。主な修繕箇所といたしましては、毛呂山小学校のエアコンの室外機及び光山小

学校のエアコンの室外機、また川角小学校の体育館の廊下ランプ、また泉野小学校の非常放送設備及び浄

化槽の原水槽の鉄蓋の修繕のほうを主に修繕しております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ほとんど設備なのですね。分かりました。 

  これ言うつもりなかったのだけれども、先ほどからいろいろ委員の方から質疑がありますけれども、小

学校を統廃合すると30億円という話がありました。あれちょっと説明してくれます、どういうことか。 

〇岡野 勉委員長 皆川教育総務課長。 

〇皆川謙一郎教育総務課長 質疑にお答え申し上げます。 

  小学校４校を存続した場合の30億というものでございますが、あちらにつきましては公共施設等総合管

理計画、町でつくった計画の平米単価を使いまして、実際令和11年度の小学校の児童数に応じてどこの教

室を直す必要があるか、そういったことで床面積掛けをして計算したものでございます。ですので、小学

校の４校全ての教室を直すではなく、あくまでも令和11年度の児童数で積算したものでございます。あと

は、体育館につきましては屋根修繕は終わっていますので、屋根修繕の部分の費用はカットしたこととし

て積算で積み上げております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 分かりました。不要な部分に使わないと思われる部分については考えていないのだという

ことです。４校で30億ということは、１校８億円近くです。この間毛呂中と川中が６億か７億だった、そ

れたしか１校当たり。ちょっと計算が合わない気がするけれども、いずれにしても先ほど老朽化と話出た

けれども、老朽化という概念からいくとまずは耐震です、耐震性。それから、やっぱり設備関係だと思い

ます、老朽化というのはトイレだとかエアコンだとか、この間なんか水道の蛇口なんかも取り替えたよね、

いろいろ。だから、そういういわゆる頻度の高いものについてはもうほぼ全部終わっているのです。耐震

補強も終わっているし。何かあそこ30億という大きな数字を出されてしまうと、議員の皆さんもそれはそ

んなにかかるのではしようがないなということになるのだろうけれども、ちょっと少し数字を乱暴に扱い

過ぎていませんか。今言ったように小学校だって私も言っているように、未来永劫小学校を置くなんて誰

も考えていないです。そこ置いたってそんなに長くないと思います、きっと。そこに何で１校当たり中学

校全体で６億ぐらいしか使っていないのに部分改修だけで１つの学校で８億もかけて何をやるのですか、

一応予定が。そういう数字で何か委員の皆さんに少し圧力かけるというか、規制を制すというか、もうそ

ういう話はやめてほしい。越生行ったって日高行ったって、どこに行ったって古い建物を大事に使うとい

う方式ではないですか、皆さん。もちろんリフォームしなければいけないです。光山小学校のＰタイルさ
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っきから出ているけれども、私は10年前から指摘しています、いつも言って。光山小学校は、あれは床さ

え張り替えていればそれほど古いと思えない。私行ってみて確認しましたけれども、床さえきれいにして

くれていれば、それほど壁も天井も初めて見たけれども、それほど古く汚いとは思えない。とにかく公共

施設が古くなってもそれを大事に使うということが今の考え方でしょう。公共施設等管理計画だって、基

本的にはそうでしょう。それをもう最近庁舎にしたって部分改修でいいというのにまた多額の金をかけて

二転三転して元の計画が全くどこに行ったか分からないような状況で終わってしまったけれども、少し学

校のこの、もうちょっと誠実に委員の皆さんに応えてもらいたい。説明してほしい。もう大きなそういう

数字をどんどんと出されて、何か本当にいやな感じします。とにかく学校施設こそ古い校舎を大事に使う

のです。それが子供の教育ではないですか。越生の梅園小でもそうおっしゃっていた。私はそう思います。

何か学校をぴかぴかきれいにしなければ、さも学力が向上できないだとかというふうに何となく結びつけ

ているけれども、そんなことはないです。先生方は、もっと基本なところをしっかりやってほしいと思い

ます。この修繕については以上でいいですけれども、お答え聞いてもしようがありませんから結構です。 

  ちょっとこれ先ほどのほうで聞きたかったのだけれども、行政報告書の180ページちょっと見てくれます。

先ほどのところで聞かなければいけなかったのだろうけれども、小学校の各４校の児童数が令和５年４月

１日と令和６年３月31日に比べると７人増えているのです。減っている学校どこもないです。光山小が１

人増えている。川角小は３人増えている。……毛呂山小が１人、川小が３人、光山が３人、泉野小は変わ

らず。計７人小学校だけで増えています。去年の行政報告書を見ると、去年も増えているのです。去年も

令和４年の４月と令和５年の３月では毛呂小が８人増えて、川小は変わらず、光山小が３人減っている、

泉野小が６人減っている。去年は、だから小学校４校ではマイナス１名、今年は小学校４校でプラス７名、

これは正しいのですか、これ。この数字は。ちなみに、中学校を見るとこの令和５年度は全体で９人増え

ています。減っている学校が１校もないのです。減少している学校は。これ間違いない。 

〇岡野 勉委員長 岩瀬学校教育課長。 

〇岩瀬和也学校教育課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  こちらの数字のほうは、昨年度の１年間の数字となっておりますので、間違いございません。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そうすると、あなたたちがこれまで推計を出してきました。あれでいくと恐らく毎年毎年、

何十人とは言わないけれども、恐らく10人や20人は減る計算になっているのではないですか。去年も減ら

ない、今年は増えているではないですか。だから、こういうところ、これも間違いないというのだから間

違いないのでしょうけれども、とにかくやっぱりちょっと無理があるのではないですか、いろんなことが、

と思います。間違いないなら、これ結構です、これで。数字が間違いないならいいです。 

〇岡野 勉委員長 次に、128ページ、第３項中学校費、第１目学校管理費、第２目教育振興費について説明

を求めます。 

  皆川教育総務課長。岩瀬学校教育課長兼教育センター所長。 

                 〔皆川謙一郎教育総務課長詳細説明〕 

                 〔岩瀬和也学校教育課長兼教育センター所長詳細説明〕 
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〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

次に、132ページ、第４項幼稚園費、第１目教育振興費について説明を求めます。 

  岩瀬学校教育課長。 

                 〔岩瀬和也学校教育課長兼教育センター所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

次に、150ページ、第13款諸支出金、第１項基金費、第９目小中学校施設整備基金費について説明を求め

ます。 

皆川教育総務課長。 

                 〔皆川謙一郎教育総務課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

中村委員。 

〇中村奨平委員                                         

                                               

                                               

                                               

              

〇岡野 勉委員長 休憩。この際暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時３７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時３７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 申し訳ありません。ただいま私、小中一貫校施設整備基金に関する質疑を全て取消しをお

願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 中村委員から発言の取消しの申出がありました。 

  お諮りします。ただいまの発言の取消しの申出につきましては、許可することにご異議ありませんか。 

                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、中村委員からの発言の取消しを許可することに決定いたしました。 

  なお、取消し箇所については、後刻記録を調査の上、委員長において措置いたしますので、ご了承願い
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ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ３時３８分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ３時４１分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 それでは、132ページ、第10款教育費、第５項社会教育費、第１目社会教育総務費から第

３目図書館費、歴史民俗資料館費までの説明を求めます。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 失礼しました。では、第３目図書館費までの説明を求めます。 

岩下生涯学習課長。 

                 〔岩下幸一生涯学習課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

  平野委員。 

〇平野 隆委員 私から。135ページのほうに補助金が並んでいるのですが、成果報告書のほうにも190ペー

ジのほうに同じように補助金がそのまま書いてあるだけなのですけれども、私がちょっと知りたいのが例

えばＰＴＡ連合会５万円ってなっていますけれども、このことによって連合会はどんな成果を上げたのか、

それをちょっと教えてほしいのですけれども、お願いします。 

〇岡野 勉委員長 横溝学習支援係長。 

〇横溝明彦学習支援係長 ただいまの質疑にお答え申し上げます。 

  ＰＴＡ連合会の主な事業ということでございますが、こちらは各小中学校に花及び肥料のほうを提供し

てございます。また、入間地区のＰＴＡ連合会の研修や広報誌コンクールの審査会などに出席した費用弁

償を使ってございます。  

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。では、主にその５万円でお花の肥料を買ったとか、５年度はそういうふう

に使ったということですね。 

  あと、青少年育成町民会議のほうですけれども、こちら10万円の使い道をちょっとお願いします。 

〇岡野 勉委員長 横溝学習支援係長。 

〇横溝明彦学習支援係長 ただいまの質疑にお答え申し上げます。 

  町民会議でございますが、非行防止街頭キャンペーンや重点パトロールを西入間警察署の方に協力いた

だき、７月26日に実施いたしました。 

  また、ＰＴＡ連合会と共催でございます子育て講演会につきましては、令和６年２月に東公民館の学習

ホールにて開催したところでございます。 
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  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 １点、気になる点だけお伺いしたいのですけれども、役務費で流用したり充用されたりと

あるわけなのですけれども、少しちょっと気になるのは139ページの公課費の自動車重量税ってこれ決まっ

ている金額だと思うのですけれども、なぜこの流用されたのですか。これ金額って決まっているのではな

いの、保険料って、重量税というのは。なぜこれ積算されたときに明確な数字がなかったのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 阿部中央公民館副館長。 

〇阿部健二中央公民館副館長 おっしゃるとおり、本来積算の段階で決まっている金額ではありました。た

だ、積算の段階で200円落としてしまいまして、流用させていただいております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 次に、140ページ、第10款項教育費、第５項保健体育費、第１目保健体育総務費及び第２

目体育施設費の説明を求めます。 

〇岡野 勉委員長 岩下生涯学習課長。 

                 〔岩下幸一生涯学習課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  では、佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 142ページの体育施設費のほうで、特に大類グラウンドの照明保守点検委託料ってあります

けれども、前も言ったことがあるのですが、大類グラウンドの照明というのは大分老朽化して、今、夜使

えない状況と聞いておりますが、その辺の現在の状況というのはどういう感じなのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長谷川スポーツ振興係長。 

〇長谷川スポーツ振興係長 ご質疑にお答えいたします。 

  委員おっしゃるとおり、現在大類グラウンドの照明につきましては照度の関係等で使用をしていないの

ですけれども、この件に関しましては点検等、ねじ止めですとかやはり設備のほうが老朽化等した場合、

落下等した場合とか、そういったことの点検ということで照明以外のしっかりと設置ができたところの点

検のために委託料を取っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 今現在使われなくて支障がないようであれば、もうこれ本当に大類のほうは夜は使わない

と。照明ももう処理してしまって、そうすれば年間44万浮くわけではないですか。その分トイレがすごく

汚いのです。女子トイレ、男子トイレもう古いですし、臭いもしますし、やはり快適に利用するには非常

に利用しにくい状況なので、そういったところに逆に修繕のほうでお金を充てたほうが、まだ大類グラウ

ンドの利用価値というのは高まると思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 岩下生涯学習課長。 

〇岩下幸一生涯学習課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  まずは、先ほど長谷川係長のほうから答弁のほうがありましたとおり、まず照明灯につきましては安全
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管理の部分も含めまして実際のところ管理のほう行っているところなのですけれども、委員ご指摘のとお

り大類グラウンドのトイレにつきましては大分老朽化のほうが進んでおりまして、こちらのほうもそちら

の部分は把握してございます。ですので、その部分に関しましては次年度以降予算のほうの積算の際に町

部局ともよく相談しながらそちらのほう適宜進めていけるような形で進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 では、平野委員。 

〇平野 隆委員 145ページの総合公園の外壁、屋根の工事ですけれども、これ先日視察に行って、工事終了

後見させてもらいました。大変よくできていて安心したのですけれども、これ中央公民館の工事でもあっ

たのですけれども、やっぱり今まで当たり前に見えていたものがある場所を直すと、中央公民館のように

あまりにも玄関が汚いではないかというのと一緒で、中の受付あるではないですか。今まで私も入っても

気にもしなかったのだけれども、受付の上にこの埋め込みの照明の大きな、あれは雨漏りですよね。大き

なシミがあって、今までは気にしなかったのだけれども、こうやって改修工事をして建物をきれいにする

ことによって、そうやって気になるところというのは当然出てくると思うのです。受付の天井って今関連

で質疑をしているのですけれども、受付の天井は早急にあれは手立てが必要だと思いますけれども、ちょ

っとその辺はいかがでしょう。 

〇岡野 勉委員長 岩下生涯学習課長。 

〇岩下幸一生涯学習課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、受付の天井につきましては雨漏りで大分跡が残ってしまっているという状況でご

ざいます。今回は、あくまでも外壁及び屋根の改修工事ということで、屋根につきましては雨漏りがかな

りやはり大きく目立っていた部分もございましたので、まずは利用者に支障を来す部分というのを先行し

て直させていただいている部分というのは当然ございます。実際も今ご指摘のほうにありましたとおり、

あちらにつきまして現在雨漏りはしていない場所にはあるのですけれども、見た目があまりきれいではな

い部分も、こちらも理解しておりますので、今後そちら部分に関しましては財政当局とご相談させていた

だいて進めていければと考えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 この決算書にはないのですけれども、総合公園の管理ということで、以前は大類グラウ

ンドのベンチが折れそうでというお話しさせていただいたのですけれども、この総合公園のベンチも今す

ごく折れていたり、危ない状況だそうなのです。そういうご相談もいただいているのですけれども、そう

いう施設の備品というか、そういうものの管理というのはどのようになっているのか伺います。 

〇岡野 勉委員長 岩下生涯学習課長。 

〇岩下幸一生涯学習課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  現在備品につきましては、指定管理者のほうで管理している状況でございます。委員のほうに先だって

お越しいただいたときに気づいていただいたかと思うのですけれども、入り口付近にやっぱりベンチとか

で、ああいった形で設置のほうをしておりますので、そういった老朽化のほうが目立つようなものに関し
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まして、またこちらから指定管理のほうに話のほうをさせていただいて、対応のほうをできるような形で

お話のほうさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 いろんな町外の方も見えて、町の顔になるので、やはりあまり恥ずかしいような施設に

はしていただきたくないので、ぜひよろしくお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 まず、気になった点からいきますけれども、141ページの需用費で予備費から充用されてい

る、今回非常に多いです。９万1,000円充用されたのだけれども、７万189円と残額があるわけです。積算

をもう少しきちんとやっていただきたいと思うのですけれども、まずこの点についてはどうですか。 

〇岡野 勉委員長 長谷川スポーツ振興係長。 

〇長谷川スポーツ振興係長 ご質疑にお答えいたします。 

  今回需用費のほうに予備費を充用させていただいた理由ですけれども、埼玉医科大学グループの駅伝部

のほうがニューイヤー駅伝に出場した関係の懸垂幕を作成する関係で予備費を充用させていただきました。

その点、その後まだ通常使う消耗品等需用費の関係ございましたので、そのときはその金額を充用したの

ですが、結果的には全てを使い切らず残額残ってしまったということでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 突発というようなことがあってこうなったというのですけれども、これからは積算等しっ

かりしていただければと思います。 

  それと、この145ページでやはり総合公園の体育館屋根及び外壁改修工事をこれだけのお金を費やしたわ

けですから、今までは本当に工事をされましたけれども、雨漏りがしたりということなのですけれども、

工事完成後にもかなりの豪雨があったときもあったと思うのですけれども、その点についてはご確認され

てもうそういったことは一切ないということで断言できますか。 

〇岡野 勉委員長 長谷川スポーツ振興係長。 

〇長谷川スポーツ振興係長 ご質疑にお答えいたします。 

  工事終了後、委員おっしゃるとおりかなりの豪雨ですとかあったかと思うのですけれども、その際全て

確認しましたが、雨漏りは現在はしていない状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 あと、ウオーキングコースの整備工事ということで工事が計上されて完成して、これを今

後どういうふうに生かしていくか、この点についてお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 長谷川スポーツ振興係長。 

〇長谷川スポーツ振興係長 ご質疑にお答えいたします。 

  今回ウオーキングコースのほうを整備させていただきまして、同時にウオーキングのマップのほうも作
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成をしております。そういったところを啓発させていただきまして、基本的には町内まんべんなくコース

を設定しておりますので、ウオーキング教室の実施ですとか、そういったところでも広めていきまして、

町民の皆様がウオーキングを率先してやっていただくような形で啓発をしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時０２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時０３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 岩下生涯学習課長。 

〇岩下幸一生涯学習課長 それでは、大変失礼いたします。先ほど私のほうの説明で図書館費の不用額のほ

う、間違えて発言してしまいました。正しくは３万8,099円となります。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 岩下課長から発言の訂正の申出がありますので、これを許します。 

  ただいまの岩下課長からの発言の訂正につきましては、委員長において許可します。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時０４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時０５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 それでは、138ページ、第10款教育費、第５項社会教育費、第４目歴史民俗資料館費につ

いて説明を求めます。 

  佐藤歴史民俗資料館長。 

                 〔佐藤春生歴史民俗資料館長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 質疑なしと認めます。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時０９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時１０分） 
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〇岡野 勉委員長 それでは、144ページ、第10款教育費、第６項保健体育費、第３目学校給食費について説

明を求めます。 

  笹川学校給食センター所長。 

                 〔笹川博嗣学校給食センター所長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

平野委員。 

〇平野 隆委員 決算ですから、行政報告書の215ページ、もうちょっと成果上げていただきましたけれども、

この辺を踏まえてですけれども、今だんだん外国人のハーフのお子さんとかが増えてきていると思うので

すが、それに加えて昨今の子供たちの事情を見ると、やっぱりアレルギー対策とかその辺が運営委員会で

も話とか出ると思うのですけれども、その辺ちょっとどうなっているのか簡単にお願いします。 

〇岡野 勉委員長 笹川学校給食センター所長。 

〇笹川博嗣学校給食センター所長 平野委員の質疑にお答え申し上げます。 

  給食センターの構造上、完全にアレルギー対応食等はできておりませんが、できる限りアレルギーの子

も同じものを食べられるよう、小麦粉を使うところを米粉にしたり、卵が入っているマヨネーズは使わず

に卵不使用のマヨネーズ風調味料を使ったり、そういうことでできる限りみんなと同じものが食べられる

よう工夫しております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 よろしくお願いします。 

  それと、そろそろというか給食費無償化というのも始まると思うのですが…… 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇平野 隆委員 始まっていると思うのですが、それに伴ってですけれども、今まで、言葉は悪いですけれ

ども、踏み倒しというか、給食費未払いの方もいたと思うのです。その辺の回収なんかというか、まずそ

ういった保護者の方がいたのかどうか、ちょっとその辺を教えてください。 

〇岡野 勉委員長 笹川学校給食センター所長。 

〇笹川博嗣学校給食センター所長 平野委員のご質疑にお答え申し上げます。 

  ６年度から無償化が始まりましたので、６年度は当然未納はいないのですけれども、５年度は半額を払

っていただいていましたので、５年度につきましては数字的には15件、金額にして16万1,330円ですが、未

納金がございました。それにつきましては、私費、私会計ということなので、学校の教頭先生等と協力し

ながら回収を進めてまいりたいと存じます。また６年の４月以降に、今年度になってから昨年度の分が３

件5,770円なのですけれども、回収になっておりますので、これからも回収のほうに努めてまいります。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。やっぱり逃げ得というのはよくないと思うし、無償は無償、それはそれと

してしっかりやっていただきたいと思っています。 

  それと、決算ですからお伺いしますが、５年度は食べ残しの量等々どのくらいだったのか、参考までに

お願いします。 
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〇岡野 勉委員長 笹川学校給食センター所長。 

〇笹川博嗣学校給食センター所長 残滓なのですけれども、５年度はちょっと調査のほうはやっていないの

で、数字のほうは出ていないのですが、新しい献立あるいは外国の献立を少し出すようになりました。そ

ちらに関しましては、ちょっと子供たちは珍しいものが出てくると少し残しがちというところがございま

して、ただ外国の料理を楽しみにしてくれているという子供もたくさんいるようなことも聞きます。です

ので、そちらのほうのバランスを考えながらできるだけ学校給食風にアレンジをして食べやすいように工

夫してまいりたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 ４時１９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 ４時２０分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 なお、146ページ、第11款災害復旧費、第１項厚生労働施設災害復旧費、第２項農林水産

業施設災害復旧費及び第２目の河川施設災害復旧費を除いた第３項公共土木施設災害復旧費並びに第４項

文教施設災害復旧費については、科目設定のみのため、質疑を省略します。 

  これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 それでは、議案第46号の令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定について、以下の

理由により反対したいと思います。 

  まだ審議できておりませんけれども、いずれにしても令和５年度も町民生活の安定と町民福祉の向上に

向けて日々職務に精進されている多くの職員の皆さんには心から感謝を申し上げたいと思います。一方幾

つかの政策事業等の取組、進め方について、町民の立場から看過できないものがございますので、ちょっ

と今幾つか挙げたいと思います。 

  まず、庁舎外壁工事です。令和６年度に一部繰り越しておりますけれども、これにつきましては当初計

画が二転三転し、最終的には大幅な変更ということになりました。また、工期も延長されて町民にも多大

な迷惑をかけたということで、この計画は部分改修すべきだという私たちの意見が取り入れられなかった

ということは残念であります。 

  また、学校統廃合についても、これも議会の意思決定を無視した形で今教育委員会が対応されているこ

とについて、極めて遺憾に思われるところであります。学力向上だとか不登校、そういった問題にもっと

真摯に取り組むべきだと思います。 

  また、農業委員の任命過程についても、これも今百条委員会ということになりましたけれども、この任

命過程にもやっぱり恣意的な面が感じられるということで、問題であります。 

  また、課題となっております都市計画道路の進捗、あるいは数々の塩漬け事業が相変わらず進展が見え
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ないこと、それから産業廃棄物の不法滞積等についても対応できていない。 

  それから、ふるさと納税についても右肩上がりであるべきものがもう本町は他の自治体に比べて極めて

進展していないと。努力や研究の余地があるのではないかということであります。 

  最後に、立地的成果計画がコンパクト・プラス・ネットワークということを含めて全く実行されていな

いということも極めて残念であります。 

  以上、最小の経費で最大の効果や費用対効果の観点から、さらに行政としての計画性、在り方等への不

信感を募らせる要因になっていることを強く申し上げて議案第46号について反対の意見といたします。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 賛成討論はございますか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 これにて討論を終結します。 

  これより議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手多数〕 

〇岡野 勉委員長 挙手多数であります。 

  よって、議案第46号 令和５年度毛呂山町一般会計歳入歳出決算認定については、認定すべきものと決

しました。 

                                               

    ◎後日日程の報告 

〇岡野 勉委員長 本日の会議はこの程度にとどめます。 

  明９月18日は、午前９時30分から委員会審議を再開しますので、定刻までにご参集願います。 

                                               

    ◎散会の宣告 

〇岡野 勉委員長 本日はこれにて散会します。 

                                      （午後 ４時２５分） 
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毛呂山町議会予算決算常任委員会 令和６年９月１８日（水） 

 

 

    ◎開議の宣告 

〇岡野 勉委員長 ただいまの出席委員数は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これから予算決算常任委員会を開きます。 

                                      （午前 ９時２８分） 

                                               

    ◎議案４７号の審査 

〇岡野 勉委員長 それでは、議案第47号 令和５年度毛呂山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

  本案について説明を求めます。 

  吉田住民課長。 

                 〔吉田茂雄住民課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。 

  では、佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それでは、質疑をさせていただきます。まず最初に、160ページの不納欠損額と収入未済額、

こちらのほうに対して令和５年度はどういう働きかけをしたのか。そちらのほうをお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度の不納欠損、それから収入未済額という点についてのご質疑かと思いますが、収入未済額に

つきましては令和５年度8,876万5,486円ということでございまして、昨年度が１億円を超えております。

１億841万7,969円ということでございまして、比較しますと1,965万2,483円、18.1％減額となっていると

ころでございます。こちらの未済額につきましては、令和６年度に滞納繰越分として繰越しをして滞納整

理を進めていくことになってまいります。こちらのほう、予算現額、調停額なども前年比で減額となって

おりますので、収入額、収入未済額減額となるということもございますが、この減額の率で比較させてい

ただきますと、収入額につきましては7.8％、これに比べて収入未済額というのは18.1％の減額となってお

りますので、これ現年課税分の徴収率が向上したこと、それから積極的に滞納整理に努めたというところ

で収入未済額を減らすことができたと認識しているところでございます。 

  また、不納欠損につきましては、令和５年度が3,740万714円ということで、令和４年度から661万3,526円、

27.4％増額となってございます。こちらは、町税と同様に令和５年度滞納整理を行う中で高額の滞納者の

みならず低額の滞納者も含めて財産調査を徹底して実施したことによりまして不納欠損額が増額となった

ものでございます。今後は、滞納額が圧縮されていくことにより、不納欠損額も減少していくものと考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 
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〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 職員の努力によって昨年よりは収入未済額のほうもかなり減ったということですけれども、

その作業に対してトラブルとか問題とかというのは何かありましたか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  不納欠損含めて滞納整理、督促ですとか催告、それから財産調査等含めてですけれども、令和５年度、

４年度よりも件数のほうも増加している中で、そういった主立ったトラブルというのは特段認識していな

い状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それと、今度166ページの一般被保険者の返納金の不納欠損と収入未済額、こちら先ほどさ

らっと説明がありましたけれども、具体的にどういうふうな内容でこういうことが生じたのか、こちらの

ほうの説明をお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 串田住民課主幹。 

〇串田静代住民課主幹 質疑にお答えいたします。 

  こちらの167ページの不当利得返納金でございますが、国保に加入している方が社会保険に加入されたと

いうことで、手続をされた後に国民健康保険を使って受診された分につきまして返還を求めまして、返納

をしていただいた分という形になります。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  それと、自分のほうで最後に174、175ページの出産育児一時金の不用額なのですが、こちらはやはり当

初の計画よりも出産数が少なくてこの不用額が発生したというふうな解釈でよろしいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  175ページの出産育児一時金の不用額ということでございますが、当初予算で750万ということで、人数

でいいますと……失礼しました。当初750万で15人で見込んでおりましたが、委員お見込みのとおり出産さ

れた方の人数が少なかったため、不用額が生じたものでございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 先ほどのご説明の中で、国民健康保険税の収入か支出かちょっと聞き漏らしましたけれど

も、税金が占める割合が15.8％、84.2％が国や県や町から入ってきていると。制度としていかがなものか

というのを私、昨年申し上げましたけれども、その点はちょっと置いておいて、その上で私高額療養費制

度というのは大切な制度だと思っていまして、158ページです。保険給付費の２番に４億1,200万円ほど支

出しているということなのですが、決算認定要求資料の19ページの中にその内訳というか、トップ10を記

載されていると思います。まず、このトップ10の、お答えできるか分からないけれども、もし詳細年齢が

難しければ例えば70歳前半とか70歳後半とかでお答えいただけますでしょうか。 
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〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  決算認定資料の高額療養費の上位10人の関係でございますけれども、年代ということでよろしかったで

しょうか。年代別の内訳は、令和５年度につきましては未就学が１人、20代が１人、50代が３人、60代が

４人、70代が１人ということでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 傷病別ではなくて、全体ということですね。承知しました。 

  これ昨年のこの同じ資料でも１位の方が同じ傷病名なのですけれども、これは同一の方ではなくて、違

う方が同じことを治療されているという認識でよろしいでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  １位の方でございますけれども、同一の方でございます。 

〇岡野 勉委員長 中村委員。 

〇中村奨平委員 ということは、やはりこの制度がなくては大変なことになると思いますので、この制度自

体は私は大変今後も必要だと思っております。 

  これ以上はここで申し上げても国レベルの話ですので、まさに今総裁選でもここは問題になっていると

ころですので、よくこの使い道が正しく使われているかという点ではチェックはできると思いますので、

この点に関してはあまりチェックできない部分もありますが、応能者負担、利用者負担、いろんな考えは

ありますけれども、なるべく給付が減るように努めていただければと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私のほうから。先ほどの先輩議員の質疑とかぶってしまってあれなのですけれども、ちょ

っと今４年度、５年度決算書重ねて見ているのですが、この不納欠損額が増えていることに対する課の分

析、ちょっと簡単に教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  不納欠損額につきましては、過去からも3,000万円ですとか4,000万円ですとか、そういった金額で推移

をしてきているところでございます。令和４年度につきましては、若干少なめだったということもござい

まして、令和５年度と比較しますと27.4％の増額ということになってございますが、先ほどもご答弁申し

上げましたとおり、令和５年度滞納整理を行う中でかなり高額の滞納者だけではなくて、少額の滞納者に

ついても広く財産調査等を行いまして滞納整理を進めた結果、こうした金額が積算され、積み重なってこ

の金額になったという認識でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 
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〇平野 隆委員 課としてはそういうふうに分析していると。 

  それと、あと行政報告書のほうもいろいろ人数等々目は通したのですけれども、単純にこの町で何人加

入していて、未払いの人が何人いるのか。そのパーセンテージをちょっと教えていただきたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  均等割の納税義務者が8,313人おります。その納税義務者に対しまして、滞納して、ちょっと人数ではな

くて申し訳ないのですが、世帯になりまして、484世帯ということになってございます。滞納世帯の割合で

申し上げますと、6,255世帯に対して444世帯に滞納というのがございまして、滞納世帯の割合というのは

7.74％ということでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

                 〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇平野 隆委員 数字が合っていればいいのですが。では、もう一回お願いします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 失礼しました。 

  課税対象世帯が6,255世帯に対しまして、滞納世帯が484世帯ということで、滞納世帯割合が7.74％とい

うことでございます 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。 

国民健康保険は、自営業の方が主にという形なのですけれども、これは全国的に見てこのパーセンテー

ジというのは毛呂山町というのはどんな町なのだか、ちょっとそこのところをどういうふうに分析してい

るのか教えてください。だから、全国的に例えば10％だけれども、毛呂は低いのだとか、あるいは全国的

にはもっと低いのだけれども、毛呂は滞納者が多いのだとか、その特徴を、決算ですから、分析をちょっ

とお伺いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  ちょっと全国的にというお話ではございますが、国民健康保険の制度自体が構造的な課題としまして少

子高齢化、あるいは所得の低い方が加入している制度という中で、毛呂山町につきましてはやはり軽減割

合、均等割の軽減世帯の割合が65.7％ということもありまして、この数字につきましてはちょっと古いデ

ータで申し訳ございませんが、令和３年度の課税状況でいきますと全国で軽減世帯というのは56％と言わ

れております。そのとき埼玉県が49％、毛呂山町はその３年度当時は59.8％ということでございましたの

で、この点はちょっとやや多い状況なのかなというところでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 
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〇平野 隆委員 分かりました。こういうところからも町の状態というか、周りと比べてどういう町かとい

うのも見えてくる部分もあるので、その辺は周りと比べて、全国と比べて、今こういう国民健康保険に関

してはなっているというのはしっかり今後も把握していただきたいと思います。意見ですから、結構です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 まず、毎年同じことをお伺いしますけれども、滞納をこれ整理すれば確かにきれいです。

滞納を整理すれば、それはきれいになります。これはマジックだから。私が言っていることは分かります

よね。このやり方をすれば。一番毎年お伺いしているのは、この所得の多い方、こういう方をやはりその

まま時効に持って行ってしまうというのは、何かそこに一つの手立てというか、なかったのですか。この

点をまずお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  高額の所得がある方の滞納という点でございますが、確かに委員ご指摘のとおり、毎年特に600万円以上

ですとか、そういった方が何人もいたりという状況がございます。これにつきましては、やはり督促、催

告はじめとした滞納整理というものを順次行ってまいる中で、滞納世帯全体的には昨年度比で35世帯減少

しておりますので、現年度の徴収の対策ですとか滞納整理というのは効果を上げているものと認識はして

いるところでございます。特にこの所得の高い方で滞納が発生しているという状況ではございますが、こ

の方につきましては翌年度滞納繰越分となった中で完納となっているケースもございますので、徴収につ

いての努力というのは引き続き行っていきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 あと、参考までにちょっとお伺いしますけれども、時効までに年数もありますけれども、

ただその途中で中断するというケースもございますよね。これ今回この整理をしていく中で、最長はどの

ぐらい長いのですか。５年の時効に対して、どこまで努力して６年頑張ったとか７年頑張ったのだとかっ

て、そういうのというのはあるのですか。 

〇岡野 勉委員長 高木税務課長。 

〇高木 洋税務課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  時効につきましては５年というふうに定められておりまして、その中で滞納整理処分進めていく中で差

押え等があれば時効は中断するということになります。執行停止になって３年たって何も財産が見つから

ないというような状況であれば、そのまま欠損という流れになってまいりますが、その停止している間に

も滞納整理、財産調査等を進めて、財産を発見すればその時点で差押えするというようなことはございま

す。ちょっと詳細なデータ等はございません。大変申し訳ないのですが、そういったケースもございます

ので、ご理解いただければと思います。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 なかなか難しい面もあると思いますので、今後ともご努力をお願いしたいと思います。 

  次に、171ページの使用料及び賃借料の関係で、コンビニ、自動音声、これは同じ金額で昨年と同様なの
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ですけれども、地方税の共通納税システムの使用料というのが81万3,450円ありますけれども、これの効果

というのはどういうものがあったのかお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 横山税務課副課長。 

〇横山幸乃税務課副課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  決算書171ページ上段のところで、地方税共通納税システム使用料81万3,450円、こちらのほうが令和５

年度より初めて出てきた経費になりますが、こちらについては令和５年４月から国民健康保険税について

も納付書にＱＲコード、二次元コードがつくことによって、全国で対応する金融機関であれば納付等でき

るようになったものでございまして、そちらについて全国拡大がありましたので、システムに移行するも

のを取り込むためのシステム使用料となりますので、今後ずっと発生してくるものと考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 ちょっと聞き取れなかったのですけれども、このシステム使用料をこれだけのお金を払っ

て、ではどういう町はメリットがあったのですか。どういう効果があって、これを使用することでどうい

うことがあったか。 

〇岡野 勉委員長 横山税務課副課長。 

〇横山幸乃税務課副課長 質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年４月から納付書にＱＲコードがついてございますので、そちらについて今まで指定金融機関等

で納税いただいたものが、全国対応する金融機関であれば、納税者の方がそちらに持ち込めば手数料なし

で支払いできること等発生し、また共同機構のお支払サイトに行きますと、納税者負担になりますが、ク

レジット納付等もできるようになったものについて、収納について電子システムに取り込むための使用料

となってございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 説明はよく分かりました。こういう利用者の利便性を向上したものだというような理解し

たのですけれども、決算ですので、この81万3,450円を支払いして、町民はこういうところに利便性があり

ましたということをやっぱり検証しておかなければいけないと思うのです。そういうところをお願いした

いと思います。 

  次に、今回非常に多いので、お伺いしておきますけれども、予備費からの充用等が今回かなりあります

けれども、この点についてはどのようなことで発生したのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 串田住民課主幹。 

〇串田静代住民課主幹 質疑にお答えいたします。 

  予備費からの充用ということで、一番金額が多い保険給付費への充用ということで、療養給付費のほう

に充用しているところなのですけれども、３月に5,000万円を補正させていただきまして、今後請求される

診療報酬の支払いに備えておりましたが、レセプト審査前の概算での診療報酬支払いにおきまして不足が

生じたため、予備費より充用して支出を行ったものでございます。その後、レセプトの審査がされまして、
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令和５年度全体の精算がされたため、支払い済みの診療報酬が過誤納となりまして、返還されたことによ

り不用額として残ったものでございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 あと、行政報告書の関係でちょっと確認のことでお伺いしておきますけれども、219ページ、

よろしいですか。ここに単年度だと赤字になっているわけですけれども、昨年よりは若干少ないのですけ

れども、このことの赤字に対しての所見をお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  単年度の赤字ということで、所見ということでございますが、繰越金ですとか一般会計その他繰入金の

基金繰入金等を考慮した単年度の実質収支につきましては、ここに記載させていただいたとおり7,050万

5,060円の赤字ということでございます。単年度で赤字にならないためには、税収等で単年度で賄えるとい

うのが一番いいと思いますが、毛呂山町の国民健康保険の予算につきましては、毎年基金繰入金等を繰り

入れて予算編成をしていると、そういう状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 次に、222ページの保険事業費の関係で、やはり決算ですので、210人の方に489万4,250円

の補助金を支給したわけですので、この支給したことで予防検診等を受診しているわけですけれども、こ

の金額の補助金を出してどういう成果が得られたのか、この点についてお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  予防検診ということで、489万4,250円を補助金として支給したということでございます。人間ドックと

いうことでございますけれども、人間ドックにつきましては病気の早期発見や健康不安の解消に大きな効

果があるというふうに考えております。一般的な健康診断よりも全身の身体状態を詳しく調べられるため

に、自覚症状のない生活習慣病やがん等の早期発見、早期治療に役立てていただけるものでございます。

効果といたしますと、受検者が増加することによりまして健康管理ですとか病気の早期発見、早期治療等

につながりまして、医療費削減効果が期待できるというふうに考えております。 

  なお、人間ドックの結果につきましては、医療機関から提供していただくことによって、特定健康診査

の受診率の積み上げにもつながっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 今特定健診というちょっと答弁があったので、参考までにお伺いしますけれども、225ペー

ジに繰出金がございますけれども、この特定健診の繰出金においてどういう成果があったのか、この点に

ついてお伺いいたします。 

〇岡野 勉委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 
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  特定健診の繰出金による成果ということでございますが、特定健診につきましては保健センターで実施

しているところでございます。成果についてでございますが、令和５年度の受診率につきましては、こち

らは８月28日現在の速報値でございますが、47.7％となっております。前年度令和４年度は45.8％でござ

いましたので、1.9ポイント上昇ということでございます。この特定健診を受けていただくことによりまし

て、受検された方の早期治療にもつながっているというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

〇岡野 勉委員長 ここで、私は質疑をしますので、ただいまから委員長の職務を副委員長に代行いたしま

す。 

                 〔委員長、副委員長と交代〕 

〇澤田 巌副委員長 ただいまから委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 人工透析の患者さんの推移なのですけれども、本町では増減を考えたときに動きとして

はどうでしょうか。 

〇澤田 巌副委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  人工透析の方の数というのは、申し訳ございませんが、ちょっと把握はできておりません。しかしなが

ら、人工透析になりますと医療費がかなりかかるということで、町といたしましては糖尿病性腎症の重症

化予防ということで力を入れておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 多分本当に知人でも多数何人かいまして、そういう意味では高額ですし、こういう数字

はぜひ今後確認というか、必要かなと思います。 

  それで、あと経済的にというか、あと通院等で支援のほうはされているかということで、傾向というこ

とでお聞きしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 串田住民課主幹。 

〇串田静代住民課主幹 質疑にお答えいたします。 

  人工透析をされている方への通院の支援ということですけれども、所得に応じまして特定疾病受領証と

いうものを発行させていただいておりまして、１か月の自己負担が１万円もしくは２万円ということで証

を発行しておりますので、その点では支援という形になるかと思います。 

  以上でございます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 では、よろしくお願いします。 

  それと、マイナンバーカードの関係なのですけれども、気になる報道というか、９月14日の埼玉新聞な

のですけれども、未取得者の中に、本町ですと9,000人と言われているのですけれども、これは愛知のデー

タなのですけれども、子供の未取得率が67％だというデータなのです。それで、そういえばというか、毛

呂山町の9,000というのは内訳ということではどういう方が未取得なのかなということで、やはり取りにく
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いとかあったりするのかということも、本当に皆保険、重要なことだと思うので、すみませんが、それを

行き届いた皆保険制度の維持を考えますと重要かなということでお聞きしたいと思います。 

〇澤田 巌副委員長 吉田住民課長。 

〇吉田茂雄住民課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  マイナンバーカードの保有率でございますけれども、ちょっと７月末現在の数字になりますが、保有率

は72.0％となっております。ご質疑の年代、子供の保有率というところでございますが、詳細なデータが

ございませんので、そこについてはちょっと今お答え申し上げできないところではございますが、マイナ

保険証に移行した後につきましては、マイナンバーカードをお持ちでない、マイナ保険証をお持ちでない

方につきましては、申請によらずに資格確認書をお渡しするということになっておりますので、受診でき

ないということにはならないというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員。 

〇岡野 勉委員長 答弁分かるのですけれども、9,000のどういった内訳、どういう方が取りにくいのかとか、

そういうことは重要なことで、それでここの中の報道ですと、子供のマイナンバーカードの取得していな

い理由なのですけれども、やはりかなり厳しい回答なのです。制度がやはり信用できないのだというのが

86.3、あとメリットを感じないという感じで71.4と、こういうデータも埼玉新聞で出ていますので、すみ

ませんが、そういうことを考慮して、何としてもこの保険証というのは本当に大切なもので、すみません。

皆さんの部署は、本当に町民の命を預かる大変大切なところだと思いますので、今後ともぜひ生かしてい

ただけたらと思います。ありがとうございました。 

〇澤田 巌副委員長 岡野委員長の質疑が終わりましたので、岡野委員長に職務を戻します。 

                 〔副委員長、委員長と交代〕 

〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１０時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時１４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 これにて討論を終結します。 

  これより議案第47号 令和５年度毛呂山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決しま

す。 

  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 
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  よって、議案第47号 令和５年度毛呂山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については認定すべ

きものと決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１０時１５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１０時１６分） 

                                               

    ◎議案第４８号の審査 

〇岡野 勉委員長 続きまして、議案第48号 令和５年度毛呂山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついてを議題とします。 

  本案について説明を求めます。 

  渡邉水道課長。 

                 〔渡邉 昭水道課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  小峰委員。 

〇小峰明雄委員 １点だけお伺いしますけれども、建設改良積立金、前回よりもかなり少ない1,900万円にな

った根拠というものをお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 未処分利益剰余金の処分案におきます建設改良積立金の1,900万円とした理由でござ

いますが、先ほど申し上げましたとおり、積立金処分額のうち１億円、こちらにつきましては減債積立金

の積立てということで、現在年度約１億円の返還をしておる状況でございます。そこをまず処分金の額と

いたしまして、残額の1,900万円を残額ということで建設改良の積立てに回した状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 これにて討論を終結します。 

  これより議案第48号 令和５年度毛呂山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 

  よって、議案第48号 令和５年度毛呂山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分については原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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    ◎議案第４９号の審査 

〇岡野 勉委員長 続きまして、議案第49号 令和５年度毛呂山町水道事業決算認定についてを議題としま

す。 

  本案について説明を求めます。 

  渡邉水道課長。 

                 〔渡邉 昭水道課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 まず最初に、令和４年度と５年度と口径別の水道料金の比較表なのですけれども、そちら

のほうで100ミリと200ミリの使用が大幅に減っているのですが、こちらの要因をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 小久保業務係長。 

〇小久保 徹業務係長 ただいまの質疑にお答えします。 

                                                

                                               

                                               

                                   

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 では、どちらも大型企業のほうの使用によって減ったということですね。分かりました。 

  それと、決算の意見書の中で収益的支出に対して配水及び給水費の委託料が増加したことが決算額の原

因だと記載されているのですが、この委託料が増加した要因というのはどういうことなのかをお願いいた

します。 

〇岡野 勉委員長 小久保業務係長。 

〇小久保 徹業務係長 ただいまの質疑にお答えします。 

  配水給水費の委託料の増加なのですけれども、昨年度５年に１度の周期で行っている漏水調査のほうを

実施させていただいておりますので、その分金額が上がっているというふうになっております。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 漏水調査の結果というのはどういう感じだったのでしょう。 

〇岡野 勉委員長 木村工務係長。 

〇木村正樹工務係長 ただいまのご質疑にお答えいたします。 

  漏水調査の結果としましては、昨年度やっているのが東武越生線から西側の配水区域の高区と言われて

いるところと、本郷と、あと大谷木浄水場という山間部分のものになるのですけれども、大きな漏水とし

ては発見がされておらず、ただ細かい給水関係の漏水であったりだとか、小口径の漏水というのは何件か

ありましたので、発見され次第修繕を行っているという状況でございました。 

  以上です。 
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〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 あと、浄水場が大分老朽化して修繕をしなければならない。修繕費で莫大な費用がこれか

らかかっていくと思うのですけれども、その辺課としてはどういうふうに考えておりますか。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 こちらにつきましては、令和５年度に基本設計を委託実施いたしました。令和６年度

に詳細設計のほうを進めておるところでございます。基本設計におきまして、概算の事業費というものが

おおよそ出ておりますが、これはこの金額がかなり高額となっている状況でございます。実施設計におき

まして、削れるところといいますか、見直せるところというところを精査をしておるところでございます。

これにつきましては、工事費というものを財政収支計画に今後盛り込んでまいります。その上でそのシミ

ュレーションの中で必要となる事業費をどのように賄っていくかというところで必要な場合は、料金の見

直しというところも踏まえてシミュレーションを行っていく予定でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 給水人口も減っていく中で、やはり今言われたように施設の老朽化に莫大な費用がかかる。

トータルすると、料金の値上げ等も考えざるを得ないような状況がこれから発生すると思いますけれども、

その辺やはりしっかりと住民の方々にも周知をしながら、きちんと順序立てて料金の改定等も進めていた

だければと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私のほうから、まず最初に18ページの管路更新率なのですけれども、こちらちょっと下が

ってしまっているのですが、この辺の説明をお願いします。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 この管路更新率は、管路全体に占めます更新した管路の割合となってございます。全

体を100とした場合に、令和５年度は全体がおよそ200キロメートルございまして、そのうちの0.82％の割

合を令和５年度に管路更新をしたという数字でございまして、この更新率というものは単純に考えますと

１％で更新していくと100年かかるようなペースでございますので、こちらのほうは収支を踏まえて老朽化

の状況、そういったところも含めまして更新率を高めていかなければならないということで考えておりま

す。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。では、課としてはこの辺はしっかりやっていく方針ではあると。ただ、予

算のこともあるので、こういう形で報告されているということでいいですね。 

  それと、16ページのほうに文章的に減価償却費云々１億幾ら減少、3.7％等々ありますけれども、こちら

いろいろ報告してあるのですけれども、この辺県水にも関係するところではないかと思うのですが、間違

っていたら申し訳ないのですけれども、今後の県水の値上がり等々の見通しも含めて、ちょっと課の見解

をお願いします。 
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〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  県水の値上げにつきましては、この事業費用に大きく関わってくる部分でございます。県水の値上げに

つきましては、この７月１日に報道発表がございました。その内容によりますと、１立方メートル当たり

税抜き61.78円の現行単価を23％値上げをして76円程度に値上げをしたいという内容でございます。改定の

時期につきましては、用水供給事業者、各市町村でございますが、そちらの周知期間等も踏まえて改定時

期を令和８年４月１日という予定で、この令和６年12月定例県議会において改正条例案の提案に向け準備

を進めているという発表がございました。それをこの値上げも含めまして、各水道事業体、市町村は財政

計画を考えていかなければならないこととなると承知しております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。では、その辺の令和８年度あたりを踏まえて、この県水の値上げというの

は水道料金の値上げに大きく影響するというか、そういう認識でよろしいのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  現在本町におきましては、県水の受水割合が48.7％ほどとなってございます。おおよそ半分近くが県水

で賄われている状況でございますので、影響は少なくないというふうに認識しております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。その辺は、水不足なんかも含めていろいろなことを想定してパーセンテー

ジも決まっている部分はあると思うのですが、人口減少等、買わなければいけないという部分もあるだろ

うし、いろいろな関係があるのは漠然と分かりますけれども、町内だけで今くみ上げている場所とかある

ではないですか。そのほうで人口減少も踏まえると県水買わないわけにはいかない部分もありますけれど

も、町内で賄える部分というのはどのくらの余力があるのか、そこだけちょっと確認させてください。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。  

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  県水分を町水のほうで全て賄うというようなことも、施設の能力的には可能であろうかと思います。た

だ、供給事業につきましては、施設整備を県のほうも進めていった状況でございまして、また危機管理等

の問題もありまして、それを全てなくすというのはなかなか難しい部分でございます。そういった中でも

この県水は日量5,500立方メートルぐらいを随時送水してきてしまっている関係で、町全体の水量が下がっ

たり上がったりというところを町水の部分で調整をしておるわけでございます。したがいまして、全体の

使用水量が減った場合でも、県水が一定量来てしまうということは、割合がどんどん高くなってしまう、

こういったことになってしまいますので、全体割合に応じた県水の受水量というところは町のほうとして

も県と協議、要望して６割、７割となっていかないように見直しのほうを協議してまいりたいというふう

に考えております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 そういうことだと思います。それと、ではそれはそれとして分かりました。 
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  あと、頂いた資料で石綿管なんかをいろいろもう年々少しずつ当然減ってきているのですけれども、年

間の不明水ってありますよね。要するに多少水漏れというのはあるのだと思うのですけれども、それの量

と推移を参考のためにお願いします。 

〇岡野 勉委員長 小久保業務係長。 

〇小久保 徹業務係長 質疑にお答え申し上げます。 

  令和５年度におきまして、料金を生まなかった、不明水、無収水量ですけれども、30万2,373トンとなっ

てございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。その不明水があるのはしようがないのですけれども、それをだから石綿管

とか直して更新しているわけではないですか。どのくらい減ってきているのかなというのを、供給量が減

っているとか細かいこともあると思うのですけれども、減ってきているのか、その推移をちょっと聞きた

かったのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 小久保業務係長。 

〇小久保 徹業務係長 質疑にお答え申し上げます。 

  令和元年時点では約40万トンありました。それが令和２年、令和３年で約35万トン、令和４年度、有収

率高かったのですけれども、約28万トン、４年度から５年度にかけては約２万トン逆に不明水が増えてい

る状況でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。不明水というのは、イコールどこかで漏水的な部分というのもやっぱりあ

ると思いますので、その辺の推移はしっかり把握して研究していただきたいと思います。 

  ほかにもいますので、私のほうからは以上です。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 もうお二人が質疑をしたこと、県水のことはもう大丈夫なのですけれども、先般第一団

地で漏水があって、小さい漏水だったので、すぐ直していただいたのですけれども、令和５年度にああい

う漏水というのはどのくらい件数があったのか。先ほども出たのですけれども。 

〇岡野 勉委員長 新田水道課副課長。 

〇新田吉幸水道課副課長 ただいまの質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の漏水の状況ですけれども、本管の石綿管の漏水が６件、本管で石綿管以外の漏水が23件、

給水管その他の漏水が38件、合計で67件の漏水が発生しておりました。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 荒木委員。 

〇荒木かおる委員 いろんなところで漏水をしているということで、ちょっとずつもう今にも漏水しそうな

ところもきっとあると思うのですけれども、心配なのは全国各地で水道管の老朽化によって道路が陥没し
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ているというニュースもありますけれども、そこに至るまでではないと思いますけれども、今後どのよう

な何か調査とか、そういうことを何か地面の調査とかもあるみたいなのですけれども、そこら辺どうお考

えか伺います。 

〇岡野 勉委員長 木村工務係長。 

〇木村正樹工務係長 ただいまのご質疑にお答えいたします。 

  漏水調査のほうは、先ほど令和５年度にも行っておりまして、また今年度も残りの地域、毛呂山町に６

か所の配水区域があるのですけれども、そちらを３か所、３か所という形で町内２分割をしまして、令和

５年度に西側を、令和６年度に東側をという形で、今年度も漏水調査を行っているところではございます

ので、またその中で小さい漏水が成長するというか、少ない状態で修理をすればそういった道路の陥没等

も未然に防げるものだと考えますので、そちらの結果をもちまして早急に修繕のほうを行っていく予定と

なっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ちょっと課長、お聞きしたいことがありますけれども、決算書の26ページと27ページのこ

の契約の状況ですけれども、６月の26日の契約と７月の26日のこの契約について、対象の落札額と最低制

限価格、ちょっとこれを発表していただけませんか。６月26日と７月の26日、ちょうど１か月です。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  まず、１件目、内径200粍配水管布設替工事（下川原地内）でございます。最低制限価格、税込みで3,857万

4,800円、落札額、税込みで3,857万5,900円でございます。 

  ２件目、内径300粍重要給水施設配水管整備事業（城西大学硬式野球場工区）（大類地内）２工区でござ

います。最低制限価格、税込みで3,233万1,200円、落札額、税込みで3,233万2,300円でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 今のは、両方ともそうすると最低制限価格、落札額の差は幾らになっていました。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  いずれも税込みで1,100円の差額となってございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 3,800万の工事と3,300万の工事で最低制限価格と1,100円の差、両方ともぴったり1,100円、

１か月でちょうど。水道工事の場合は、仕様書というか内訳書というか、そういうものは業者に渡すので

すか。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  入札に当たりまして、設計書の金抜きの仕様書を、これをお示ししてございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 
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〇長瀬 衛委員 それと、あとこれは最低制限価格はいつも話題になっているけれども、事前に会計の金庫

に収めたやつを当日入札後に開封するということだよね。それは、町長がやるのだろうけれども、町長で

すよね。課長。最終的には町長でしょう。町長が最低制限価格を…… 

〇岡野 勉委員長 長瀬さん、いいのですか。質疑。 

〇長瀬 衛委員 質疑、もう一回。 

〇岡野 勉委員長 では、質疑。最後で。 

〇長瀬 衛委員 町長が最低制限価格を決定するまでのプロセスはどういうプロセスなのですか。そこまで

至るプロセス。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  まず、担当課で設計を行います。それに基づきまして、最低制限価格の計算を行いまして、最低制限価

格の書面に町長の承認の押印をいただきまして、押印をいただいたその場で封緘をいたしまして、それを

担当のほうで会計課のほうに持って行って、開札の当日まで会計課で保管をされて、会計課からは担当課

がそれを預かりまして、開札時の担当課の管財課にお渡ししまして、開札時に管財課のほうで開封をいた

します。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 最低制限価格は、担当課が町長に一応提示するわけですか。数字を。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 計算シートにより計算された数字を、額の入った最低制限価格の価格書というものに

押印をいただくということでございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 別に疑うわけではないけれども、3,000万、4,000万という、かなりこれ工事量ですよね、

水道工事にしてみれば。恐らく仕様書、内訳書なんかもかなりのボリュームになると思います。それで、

最低制限価格というのが予定価格からぴしっと計算ができるのであれば、最低制限価格の意味ないのです。

企業側は、それぞれやっぱりいろいろな知恵を使って予定価格から計算をして、取るという意思があれば

最低制限価格に近づけてそれはもちろん応札するのでしょうけれども、同じ企業が丸ちょうど１か月の間

に２本1,100円の差というのは普通で考えるとあり得るという人もいるのだけれども、ちょっと考えられな

いのだけれども。それは、課長はこの２回続いて最低制限価格1,100円で応札があったということについて、

これは別に問題ないと、一般的だからまあというような受け止めしましたか。びっくりしましたか。どう

です。 

〇岡野 勉委員長 渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 質疑にお答えいたします。 

  確かにほとんど最低制限価格を割り出したという意味では、積算能力が高いのだなというのが第一印象

でございます。その点につきまして、町のほうでも検証といいますか、そういったところを考えたときに

設計書の設計単価、公表されているものですとか、町のほうで見積もりを取ったものですとか、そういっ
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たものをこういった設計書の中で色分けといいますか、潰していってみましたところ、やはり公表されて

いるものは当然分かるわけですけれども、町のほうで見積もりを取ったような単価というものも過去の町

の公共工事の開示請求することによりまして、どういった形で見積もりを取っているかですとか、やはり

そういう材料業者というのはある程度ちょっと決まってきてしまうようなところもあるのかなというとこ

ろの中で、そういったところから見積もりも業者のほうで収集、積算してこういったところで資料を集め

た上でこういったことが積算の向上につながっているというふうに思います。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 私たちが何か証拠を持っているわけではないから、別に疑っているように取られるかもし

れないけれども、この企業は令和５年度の受注も何本も取っていますけれども、ちょっとした規模の大き

い工事は全てやっぱり予定価格の85％ぐらいを見たらみんな受注しているのです。それで、何百万という

仕事になると96％とかということになっているのです。最低制限価格が設定された大きな事業は、全てこ

の企業さんはほとんどそこに行っているのです。だから、何かそういう秘密の手法でもあるのかなと思っ

てちょっと不思議に思ったものですから、聞いているだけです。参考にしていただければ。これ以上結構

ですけれども。1,100円が１か月の間に２度も連続して最低制限価格ぴったり1,100円オーバーして受注し

ているというのは、普通で考えるとちょっと不思議だなという気がする。それだけのことです。 

〇岡野 勉委員長 監査委員。 

〇行平克也監査委員 ご発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

ただいまの長瀬先生の疑問点というか、ご指摘の点につきましては、例月出納検査の昨年の段階でも毎

月ごとに出てくるものですから、その時点でも私も髙橋監査委員も不思議といいますか、3,000万、4,000万

のものがなぜ1,000円の誤差で計算できるのだということの今の長瀬先生の疑問点と同じことをただして

おります。 

それから、決算審査においてもこの点については再度どうしてこういう数字になるのだということをた

だしております。その結果、答弁といたしましては、渡邉課長はただいまの答弁と同じように、企業さん

のその工事の都度の過去の最低制限価格の開示請求に基づいて積算能力が上がったのではないかというこ

とでございました。 

申し上げていいかどうか懸念しますけれども、まさか監査の責務として不正の問題が一番問題ですから、

近隣の町村でもそういうことありましたので、最低制限価格の漏えいみたいなものはないだろうなという

ことを、担当課長でありますけれども、担当課長に確認をしてございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 この企業さんが町内の一企業です。全県的に仕事している企業ではないし、数々のいろい

ろな実績を踏まえてそういうふうに計算のデータを積み重ねてそこにいくなら分かるけれども、この町の

仕事に限られている事業者がピンポイントのようにいくというのはちょっと。だから、最低制限価格の設

定について、今後一つ疑いを持たれないように気をつけていただく。それしかないけれども。 

  結構です。 
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〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時０５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時１６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 渡邉課長から発言の取消しの申出がありましたので、これを許します。 

  渡邉水道課長。 

〇渡邉 昭水道課長 ただいま委員長から発言の取消しのお時間をいただきましたので、先ほどの水道事業

審議の中で佐藤委員から質疑をいただきました決算書24ページの口径別・使用水量・水道料金の関係につ

きまして、個別の企業名、事業名を挙げてご説明をしてしまいました。この部分につきましての取消しの

ほうをお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 お諮りします。ただいまの発言の取消しの申出につきましては、許可することにご異議

ありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、渡邉課長からの発言の取消しを許可することに決定しました。 

  なお、取消し箇所については、後刻記録を調査の上、委員長において措置いたしますので、ご了承願い

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時１７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時１７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 これにて討論を終結します。 

  これより議案第49号 令和５年度毛呂山町水道事業決算認定についてを採決します。 

  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 

  よって、議案第49号 令和５年度毛呂山町水道事業決算認定については認定すべきものと決しました。 

この際、暫時休憩いたします。 
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                                      （午前１１時１８分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時２５分） 

                                               

    ◎議案第５０号の審査 

〇岡野 勉委員長 続きまして、議案第50号 令和５年度毛呂山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題とします。 

  本案について説明を求めます。 

  山口産業振興課長。 

                 〔山口貴尚産業振興課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 192ページの委託料なのですけれども、農業集落排水処理施設全般整備委託料、こちら去年

はなくて今年からなのですが、どういった内容なのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  これは、大谷木地区、それから葛貫地区２地区２か所あります処理場の草刈りについてお願いしたもの

でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 分かりました。 

  その中で、昨年よりもかなり委託料の不用額が増えているのですけれども、その要因は何だったのか、

お願いいたします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  委託料の不用額が多い理由についてですけれども、まず委託の中の農業集落排水処理施設維持管理業務

委託の入札執行残がございます。それが36万8,500円。 

それから、農業集落排水処理施設残渣収集運搬業務委託、こちらの不用額が18万1,400円ございます。こ

れが特別会計から企業会計へ、令和５年度から６年度にかけてありまして、そのときに通帳を３月31日で

閉めて、４月１日から新しい通帳に変えていますので、令和５年度中に支払いができなくて、特別処理金

として令和６年度に支払ったものです。 

  それから、農業集落排水処理施設汚泥汲取運搬業務委託、こちらの不用額が25万4,348円、こちらは汚泥

の量が平年より少なかったことによって、単価契約でしたので、その分の不用が生じました。 

  以上です。 
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〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 あと、負担金、補助及び交付金の水道課からの負担金が昨年よりも劇的に増えているので

すけれども、そちらの原因は何だったのかお願いします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  水道課の負担金として、例年では料金徴収の事務について水道課さんが水道料金を徴収するときに回る

のに合わせて集落排水の分も一緒にやってもらっている分が毎年およそ30万円かかっているのですけれど

も、今年はこれに加えて605万円多くなっております。こちらは、企業会計への移行に伴って電算システム

の導入がありまして、こちらは起債によって資金をいただいているのですけれども、これの電算の両毛シ

ステムの導入業務委託について600万円。もともと水道課のシステムに併せて農業集落排水分を入れてもら

うということで、600万円を水道課に預けて、水道課でまとめて契約していただいたその負担分になります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 私も昨年度の決算書と重ねて見て、比較等々いろいろだんだんお金がかかる、行政サービ

スの中ではちょっと率の悪い事業なのですけれども、行政報告書の一番最後のページに、改めて葛貫は平

成10年から、大谷木地区は18年からの運用ということですけれども、経年劣化に伴って修繕費用が増大し

ているという報告もあるように、やはりこの施設、これから修繕等々でお金もかかってくると思われます

し、いずれはこのままいくと建て替えということも視野に入ってくると思うのです。お金がかかるから云

々というのは、これはある意味しようがない部分もあるし、これは単なるくみ取りがいらない便利な行政

サービスというのではないですから、これは環境事業ですよね、いわゆる。汚れた水を下流に流したらや

っぱり農業にも影響するし、水源地域を抱える自治体としてはこういった事業というのはしっかりやって

いかないと、下流域にも鶴ヶ島、川越、東京湾まで水は行くわけですから、しっかり進めなければこれは

いけないのですけれども、かといってやっぱりこれだけのお金がかかっていくだろう。将来を想像してい

くと、長い目で見たら本下水との接続というのも確固たる数字を出して、長い目で見ればどうなのかとい

うのもやっぱり、私も昨年もちょっと似たようなことを言ったと思うのですけれども、その辺の検討云々

はどのくらい話が進んでいるのか、全く進んでいないのか、ちょっとそちらのほうを、決算を終えてどう

なっているのかをお伺いしたいと思います。 

〇岡野 勉委員長 山口産業振興課長。 

〇山口貴尚産業振興課長 ご質疑にお答えをいたします。 

  農業集落排水事業の今後という見通しのお話かと存じます。こちらの委員会でも国のほうに、国の事業

なので、国に働きかけてきちんとけじめをつけてもらったらどうかとかというご意見もいただいていると

ころでございます。そういった中で、埼玉県のほうにやはり確認いたしますと、農業集落排水事業につき

ましてはやはり施設の強靱化を行ったり、高度化を行って施設を長らえて農業集落排水事業というのを続

けていただきたいというのが基本的な考えということで聞いております。ただ、実際はやはり現状農村の

人口は減っていくという現状がございます。こちらを捉えたときに必要な考え方というのはやっぱり出て
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くると思います。やはりまず、処理施設２つございますので、それを統合していくという考え方です。ど

の家庭にあるかということも、また別の問題になりますけれども、そういったところがございます。 

  また、今度は町に公共下水道、大きいのがございますので、そっちに接続ができるかどうかという話に

なってくると思います。最終的には、各戸もおうちが少なくなってきますので、施設をつけないで、もう

おのおの各戸で処理してもらう、合併浄化槽をつけるという考え方も一つあるかと思います。そういった

選択肢はございます。  

  それで、下水道組合の接続というのがかなり現実的な部分ではあるかと思いまして、下水道組合と平成

の29年あたりからそういう移行をした場合の試算とかのほうをさせていただいて、そういったご議論とい

うか、そういった形で話合いのほうは進めさせていただいているところでございます。ただ、この施設に

つきましては使用している地域の方というのがいらっしゃいますので、地域の方のやはりご意見をきちん

と聞きながら事業をこれから考えていかなければならないというふうに考えております。 

〇岡野 勉委員長 平野委員。 

〇平野 隆委員 分かりました。伝わったと思いますので、これ以上はあれですけれども、やはりいつか決

断のときが来るのではないかと思うので、しっかりやっていただきたいと思います。答弁は結構です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 まず、歳入関係で、施策の成果というものあるのだけれども、これ使用料とか手数料が金

額だけありますけれども、今加入というのはどういう状況になっているのですか、この決算の３月時点で

は。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  加入件数を申し上げます。葛貫処理区では98件、大谷木地区では70件、合計で168件の加入がございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 件数は減っているのですか、これ。大谷木70件ですけれども、葛貫の98というのは上下し

ていないような気がするのですけれども、空き家も目立つようですけれども、そういう中で使用料のこう

いう未済額が発生しているわけです。この点についてのこの未済額というのは、現時点ではどうなってい

るのですか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の収入未済額が４万5,670円ございます。それが令和６年になってこれから今までに３万

9,286円の納入がありました。残りは6,384円の１件となっております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 少ない金額でしょうけれども、やはり使用料はしっかり納めていただかないと困ると思い

ます。 
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  ちょっと大きなことをお伺いしますけれども、一般会計から繰入金ということで2,400万繰入れされてい

ますけれども、この繰入率が58.5％なのですけれども、58.5％というのは決算としては近隣でもこの程度

の金額なのですか。パーセンテージなのですか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  数字が不明なのですけれども、越生と鳩山、特に鳩山は大体同じような数字だったと思います。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、越生は分からないということですね。 

  では次に、ちょっとお伺いしますけれども、成果報告書の中でも最後のページです。これ237ページ。今

この委託先が１者440万ということであるわけですけれども、その上に修繕が５本あるわけですけれども、

これはこちらの12ページの関係で随意契約の委託契約とかでここに記載されていますけれども、こういう

業者が委託を受けてポンプの交換だとか、こういったものというのは業者側から言われたのか。この辺ど

ういう点でこれだけ多くの５本の修繕が発生したのか。この点についてお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 

〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  修繕工事５本について、ちょっと申し上げます。まず、１本目、葛貫Ｎｏ．２の中継ポンプについて、

こちらの水位計のコントローラーの交換がございました。こちらは、その前の年に落雷によって故障しま

した。中継ポンプの制御盤の中の分電盤の中に雷が入って、開けると計器が焦げてしまってこちらの交換

になります。 

  それから、その２本目、葛貫Ｎｏ．４ポンプの制御盤の改造、こちらは水位計が故障して水のくみ出し

ができなくなったことによって、それを応急処置としてスイッチの接続をバイパスさせた工事になります。 

  それから、その３として、葛貫処理場の原水槽の、こちらはポンプを交換いたしました。こちらは、前

年の予定していたものです。 

  それから、その４として、葛貫処理場の調整槽のポンプを２つ交換しております。それから、それに伴

って調整槽の攪拌ポンプを１つ、それとフロートスイッチ、こちらを交換いたしました。こちらも予定し

ていた工事になります。 

  それから、５本目として、葛貫のＮｏ．４ポンプの水位センサーの交換、それからコントローラーの交

換、それからマンホール内の洗浄を行っております。こちらも予定していたものでした。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 予定していたものと突発的に起きたものということで、それは私理解します。 

  この１者にこれだけ随契していくわけです。この場合に参考見積もりとか、そういうのをこの業者以外

からやはりしっかり取って比較してということはされたのですか。 

〇岡野 勉委員長 長島農林係長。 
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〇長島秀夫農林係長 質疑にお答えいたします。 

  緊急の場合は、もう水があふれてしまっていたりとかするので、業務委託をしている業者に来てもらっ

て、状況を見てもらって、すぐに交換した、緊急だったので、それで行いました。 

  それから、金額に応じて地方自治法と、あと毛呂山町契約規則に従って業者を選定するわけなのですけ

れども、水槽のポンプですとかというのは金額的には決まっていることと、あと業者の出張旅費なんかが

あること、それからもともと業務委託を３年に１回長期継続でするのですけれども、そのときにも例えば

令和６年度には７者で入札したところ４者が辞退したりとか、なかなか引き受け手がいない中やってくれ

ているところで、そこが一番詳しく毛呂山の処理場について知ってもらっているところということもあっ

て１者にしているところがあります。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 いずれにしても、緊急性があって工事をしました。でも、その緊急性で工事が終わった後

もしっかりその工事費が正しいかどうかというのは、やはりきちんと精査しなければいけないのだと思い

ます。だから、今後本当にこれを見て、私この委託を受けた方が全てできるという、この辺が私少しちょ

っとこれでよろしいのかなというのが気になったところなので、分かりました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時４９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午前１１時４９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 これにて討論を終結します。 

  これより議案第50号 令和５年度毛呂山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。 

  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 

  よって、議案第50号 令和５年度毛呂山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定については認定

すべきものと決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午前１１時５０分） 
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〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時１２分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 細井係長から発言の訂正の申出がありますので、これを許します。 

  細井道路工務係長。 

〇細井宏和道路工務係長 昨日の小峰委員の質疑の中で、工事請負費の不用額につきましては、３月まで実

施する工事もあり、契約変更による増額に備えるため、ある程度の金額を残さなければいけないという理

由もございますが、ご指摘のとおり地域の皆様の要望になるべく多く対応できるよう、いただいた予算を

有効に活用し、発注に努めたいと存じますので、ご理解賜りたいと存じます。大変申し訳ございませんで

した。 

〇岡野 勉委員長 ただいまの細井係長からの発言の訂正につきましては、委員長において許可します。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 １時１３分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時１５分） 

                                               

    ◎議案第５１号の審査 

〇岡野 勉委員長 続きまして、議案第51号 令和５年度毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

  本案について説明を求めます。 

  串田高齢者支援課長。 

                 〔串田和佳高齢者支援課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。ございますか。 

  では、長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 幾つか聞きますけれども、これはこの行政報告書を見ると被保険者数というのはそう増え

てはいないのですね。令和４年度から今年度の５年度。ということは、この介護保険１号被保険者という

のは今後、要するにこれでいくと転入件数、それから亡くなる方の差引きでいくと、今後の見通しはどう

なのですか、これ。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  第１号の高齢者、そんなに大きくは増えていないが、今後の見通しということでございますけれども、

長瀬委員もおっしゃるとおり、現状としてはそのような推移になっておりますけれども、75歳以上の方に

なってきますと、介護認定率というのはぐっと上がってくる傾向があります。そういった中で、今後10年
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後ぐらいにかけては75歳以上の方がぐっと増えてきてまいります。それに比例するように、担当課のほう

としましては、給付費のほうも伸びてくるのではないかというふうな予測はしているところでございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 65歳の到達者がどんどん減っていくのだよね。令和５年度もこれ390人だものね。だから、

これはこれから人数的には安定していくというような気がします。 

  あと、これゆずっこ元気体操について、いつもこの介護保険のほうに入っているけれども、これは当然

効果が現れているのだろうと思いますけれども、具体的な効果というのはどういうものなのですか。 

〇岡野 勉委員長 小山高齢者福祉係長。 

〇小山史恵高齢者福祉係長 ただいまの質疑にお答え申し上げます。 

  令和４年と令和５年でゆずっこ元気体操の効果について比較をいたしました。フレイル予防の関係のア

ンケートの結果といたしましては、75歳以上のアンケート結果では維持改善の方が61％、悪化した方が38％

という結果でした。74歳以下の方に関しましては、維持改善の方が60％、悪化した方が39％というような

数値が出ております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 明確にはなかなか難しいだろうけれども、ゆずっこ体操によって多少なりとも介護サービ

スを受ける段階が少し下がってくるとか、そういうことはあるということ。分かりました。 

  ゆずっこ元気体操もうちの地域を見ても、やっぱりなかなか増えていかない、減少傾向です、参加者が。

これらについては、効果があるものだとすれば、やっぱり何かここで考えていかないと、じり貧でいって

しまうのではないかと思いますが、その辺どうですか。 

〇岡野 勉委員長 小山高齢者福祉係長。 

〇小山史恵高齢者福祉係長 ただいまのご質疑にお答え申し上げます。 

  今年ゆずっこ元気体操がおかげさまで10年を迎えました。間にコロナが入りまして、人数がおっしゃる

とおり減っております。ただ、現在今参加されている方がゆずっこ元気体操参加者771名、ゆずフィットさ

ん、ボランティアです。こちらの方が184名と約1,000人近い方が今現在も活動なさっております。今まで

は、体操をメインでずっと行っておりましたが、10年をきっかけにいたしましてフレイル予防ということ

で丸木記念福祉メディカルセンターですとか、様々なアドバイザーの方と協力をいたしまして出前講座等

少し魅力のあるゆずっこ元気体操ということで改善を図っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 もう１つ聞きたいのだけれども、サポーターの人は一生懸命やっていますよね。８日間か

何かの研修受けているらしいのだけれども、うちのほうも今１人増やしているようだけれども、あの方々

だっというのは全くのボランティアなのですか、あれは。そういうところは少し検討する必要があるよう

な気がするけれども、どうなのですか。 
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〇岡野 勉委員長 小山高齢者福祉係長。 

〇小山史恵高齢者福祉係長 ただいまのご質疑にお答え申し上げます。 

  基本的には、ボランティアということで活動をいただいております。ですが、お礼と言える量なのか分

かりませんが、粗品みたいな形でお礼を差し上げているようなことはございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 そんなに別に特別な待遇は必要ないだろうけれども、やっぱり少しあの人たちもかなり負

担はあるようですから、サポーターに対する一つ気遣いというのでしょうか。その辺お願いしたいと思い

ます。 

  それから、この介護サービスを受けたいというときにまずこの地域包括支援センターに連絡するのです

よね。そうですよね。行政報告書を見るとこの悠久園とＨＡＰＰＩＮＥＳＳとななふく苑がありますけれ

ども、これどうしてこのななふく苑に集中してしまっているのですか、これは。 

〇岡野 勉委員長 小山高齢者福祉係長。 

〇小山史恵高齢者福祉係長 ただいまのご質疑にお答え申し上げます。 

  今うちのほうでもおっしゃるとおり、悠久園支所、ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ館支所、ななふく苑支所という

ことで３包括にブランチということで相談業務を委託してございます。ななふく苑に関しましては、訪問

調査を積極的に行ってくださっている支所でして、そこもここの件数に入っているので、件数が多く出て

いる状況でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ななふく苑にどうしてもこれ集中するというのは、形としてはやむを得ないということで

すか。これは、支援センターへのこの委託料というのは、これは相談件数によってでしょう。今どうです、

私のほうの地域でもかなり高齢化が進んできて、やっぱり介護が必要になってくる方がかなり人数増えて

きたのだけれども、施設サービスとかデイサービスだとか、そういう点については皆さんそれぞれ利用さ

れているのですけれども、その辺で今のところ別に問題、課題とかそういうものはないのですか。 

〇岡野 勉委員長 小林介護保険係長。 

〇小林英樹介護保険係長 ただいまの質疑にお答え申し上げます。 

  施設サービスやデイサービス等に問題はないかというところでございますが、施設サービスの課題とい

たしましてはやはり介護業界に限らず人員の不足というのは、施設の方とかと、あるいは事業者の方とお

話しする機会には人が入ってきてもなかなか定着しづらいところで話はいただいているところで、サービ

ス自体は利用はもちろんできるようになっているのですけれども、そこの働く方たちの働きやすさという

ところが、定着というところが少し課題なのかなというふうには考えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 長瀬委員。 

〇長瀬 衛委員 ケアマネジャーなんかは十分体制できているのですか。 
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〇岡野 勉委員長 小林介護保険係長。 

〇小林英樹介護保険係長 ただいまの質疑にお答え申し上げます。 

  ケアマネジャーのほうはどうなのかというご質疑ですが、今資料を出します。令和６年４月１日現在で

毛呂山町町内の居宅介護支援事業所、ケアマネのいる事業所なのですけれども、あちらが７事業所23人で

４月からはスタートしたのですけれども、直近８月１日時点ですと事業所のほうの数は増えてはいないの

ですけれども、ケアマネジャーのほうで新たに入職されている方７名がいらっしゃいまして、８月１日現

在ですと、今現在７事業所で28名ということで、少し増えてきてはいる状況でございます。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 それでは、202ページの第１号被保険者保険料なのですけれども、滞繰で不納欠損の額があ

ります。昨年とほぼ同じような金額なのですけれども、こちら人数というのは対象者何人というのは分か

りますか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度の不納欠損の人数でございますが、令和５年度におきましては介護保険料50人、157万7,400円

ございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 その50人は、やはりどういうふうに回収をチャレンジしても結局回収できなかった。それ

どういう理由で回収できなかったのですか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 質疑にお答えいたします。 

  今回不納欠損にいたしました方につきましては、預金調査等をした結果、差押可能財産がない方におき

まして、２年の時効を迎えた方につきましてに50名を不納欠損といたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 そうすると、その隣の収入未済額をそういった予備費というか、そういった不納欠損のほ

うに向かう方というのはいらっしゃるのですか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 おっしゃるとおり、不納欠損になってしまうおそれがある方もいらっしゃい

ます。しかし、そのようにならないために担当課のほうで地区別に分けまして連絡を取り、また税務課と

も連携しながらできるだけ不納欠損にならないように努力してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 佐藤委員。 

〇佐藤秀樹委員 ちなみに、収入未済額の今現在の人数というのは何人ですか。 
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〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 質疑にお答えいたします。 

  令和５年度滞納繰越しにつきましては、133名、565万1,170円でございます。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、同じ203ページの関係で、今ほとんどお話が出ましたけれども、50名の方が今回不納

欠損だということで、133名の方が収入未済額ということなのですけれども、やはり未収金というものが多

く発生しているのはあまり好ましくないと思うので、保険料の徴収努力というのはこの令和５年度におい

てはどのようにされたのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 質疑にお答えいたします。 

  こちら努力といいますと、納付期限までに納付の確認が取れない方につきましては、電話等で納付依頼

をし、また督促状、催告書をお送りいたしました。あわせて、税務課等と連携し、税務課に来庁した際に

は必ず高齢者支援課のほうに案内していただくようにやりました。あわせて、欠損対象者を中心に預金調

査を行い、納付可能財産がある方については差押えを実行いたしました。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 その差押えとかというのはどの程度行って、どういう結果が出たのですか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 今回令和５年度の欠損対象者になる方、令和３年度賦課分につきまして78名

の方を預金調査いたしました結果、介護保険料につきましては10名、108万7,900円を差押実行いたしまし

た。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 ２年間という期間があるわけですから、その間にもう少し早めに早めにいろいろな手を打

っていただきたいと思います。 

  あと、その下に滞納繰越分の普通徴収保険料があります。この内訳をちょっとお伺いします。滞納繰越

分。 

                 〔「年度でございますか」と呼ぶ者あり〕 

〇小峰明雄委員 いや、この302万9,930円のちょっと内訳は分かります。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 平成30年度分4,800円、令和元年度分4,600円、令和２年度分15万3,700円、令

和３年度分32万2,470円、令和４年度分194万2,900円、令和５年度分といたしまして322万2,700円が滞納繰

越しです。 

  以上です。 
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〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、それがこの保険料ということで、分かりました。 

  次に、さっきゆずっこ元気体操のお話が出て、普及を図ったのだと思うのですけれども、ただ昨年度と

比較すると１団体減っているような状況になっていますけれども、これはどういう理由でそのようなこと

になったのでしょうか。 

〇岡野 勉委員長 小山高齢者福祉係長。 

〇小山史恵高齢者福祉係長 現在41地区45か所という形で公表してございますが、６年度に入りまして42地

区になっております。こちらの41地区に関しましては、平山地区のゆずっこ元気体操が一度解散という形

を取りまして、今年度新しくまた申請という形で再開しておりますので、42地区に戻っております。 

  以上でございます。 

〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 討論なしと認めます。 

  これより議案第51号 令和５年度毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 

  よって、議案第51号 令和５年度毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については認定すべきも

のと決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 １時３７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時３７分） 

                                               

    ◎議案第５２号の審査 

〇岡野 勉委員長 続きまして、議案第52号 令和５年度毛呂山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 

  本案について説明を求めます。 

  串田高齢者支援課長。 

                 〔串田和佳高齢者支援課長詳細説明〕 

〇岡野 勉委員長 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

  小峰委員。 

〇小峰明雄委員 では、不納欠損関係を少しお伺いしたいのですけれども、あとただいま徴収率が99.24とい
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うことですけれども、これはどうなのですか。私もちょっと調べてこなかったのですが、近隣と比較する

とよいほうなのですか。この点についてまずお伺いします。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 質疑にお答えいたします。 

  近隣と比べてどうかということですけれども、埼玉県内では普通徴収率63市町村中令和５年度の実績は

51位でございますので、下のほうから数えたほうが早いので、徴収率は高いほうではございません。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 高いほうではないということははっきりもう聞いてしまうと。 

  では、どうしたらその徴収率を上げていくかという話になってくると思うのです。令和５年度の決算で

すので、令和５年度に、先ほどの介護保険も含めてそうなのですけれども、ではどのように徴収率を向上

していくと、そういう取組というのは大変重要だと思うのですけれども、その点について、課長、何か取

り組んできましたか。そういう成果がございましたか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  徴収率向上の取組ということでございます。介護保険もそうなのですけれども、昨今非常に納付に対し

ての相談というのは受けておりますが、増えてきておりますが、その内容をお聞きしますと非常に生活も

大変な状況というのは垣間見れるところもあります。そういった中で、町のほうとしましてはやはりこれ

は公平公正の観点から当事者の状況を鑑みながら、できる限り納付いただけるようにということで丁寧に

そちらのほうはもうお話をして、担当のほうからもさせていただいて、どうしてもやむを得ない場合には

差押えという手段もありますけれども、そこに至らないように丁寧に進めているところでございます。特

段これといって特効薬というのはないので、とにかくそういったことを粛々とやっていくしかないかなと

いうふうには思っております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 なるたけ51位から少しご努力していただきたいと思うのですけれども、この不納欠損に至

るまでどのようにご努力をしてこの時効を迎えたのですか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 

〇山本加津子医療保険料係長 先ほどの介護保険料と同様に、不納欠損となる対象の方につきまして、預金

調査等を行い、不納欠損にならないように努力しております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 そうすると、介護保険とこの後期高齢者の不納欠損という対象の方というのは同じ方とい

うような理解してよろしいですか。 

〇岡野 勉委員長 山本医療保険料係長。 
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〇山本加津子医療保険料係長 おっしゃるとおりでございます。 

〇岡野 勉委員長 小峰委員。 

〇小峰明雄委員 なかなかそうすると、徴収率は上がらないということになるのかもしれません。 

  あと、やはり未収金が増えていくというのは、スタートで未収金が入ってこないと、だんだんとだんだ

んと蓄積されていくと思うのです。だから、スタート段階で初期段階は非常に大切だと思うのですけれど

も、初動体制ではないですけれども、やはりそこをこれから徴収率向上のためには何か得策を考えないと

いけないと思うのですけれども、課長、その辺は何かございますか。 

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答え申し上げます。 

  初動ということで、滞納される方というのはどうしても一定数固定されて、特定の方がなる方が非常に

…… 

〇岡野 勉委員長 この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 １時４４分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時４６分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 串田高齢者支援課長。 

〇串田和佳高齢者支援課長 ご質疑にお答えを申し上げます。 

  早期に初動体制というお話でございます。滞納される方については、傾向としては同一の方がなる傾向、

あるいは同一の世帯状況の方がやはりどうしても滞納につながってしまう傾向がございます。そういった

ところを分析をしながら、できる限り早いタイミングで声がけをするなり、そういったことをやっていく、

納付を促していくというふうなことに努めていきたいというふうに捉えております。 

  以上です。 

〇岡野 勉委員長 これにて質疑を終結します。 

  この際、暫時休憩いたします。 

                                      （午後 １時４７分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時４９分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 これより討論に入ります。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇岡野 勉委員長 討論なしと認めます。 

  議案第52号 令和５年度毛呂山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について採決を行います。 
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  本決算を認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

                 〔挙手全員〕 

〇岡野 勉委員長 挙手全員であります。 

  よって、議案第52号 令和５年度毛呂山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については認定す

べきものと決しました。 

  この際、暫時休憩します。 

                                      （午後 １時５０分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                      （午後 １時５５分） 

                                               

〇岡野 勉委員長 本委員会の審査結果報告書及び委員長報告の案文につきましては委員長に一任願いたい

と思います。 

                                               

    ◎閉会の宣告 

〇岡野 勉委員長 以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  これにて予算決算常任委員会を閉会いたします。 

                                      （午後 １時５６分） 

 


